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予算特別委員会

３月１１日（月）午前９時３０分開議

議題１ 「議案第２３号 平成２５年度嵐山町一般会計予算議定について」の審査につ

いて
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〇出席委員（１３名）

１番 森 一 人 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 佐久間 孝 光 委員 ４番 青 柳 賢 治 委員

５番 小 林 朝 光 委員 ６番 畠 山 美 幸 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 清 水 正 之 委員 １０番 安 藤 欣 男 委員

１１番 松 本 美 子 委員 １２番 渋 谷 登美子 委員

１３番 吉 場 道 雄 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

長 島 邦 夫 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 杉 田 豊

主 席 主 査 岡 野 富 春

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

井 上 裕 美 総 務 課 長

山 岸 堅 護 総務課庶務・人事担当副課長

伊 藤 恵 一 郎 総務課財政契約担当副課長

中 嶋 秀 雄 地域支援課長

内 田 恒 雄 地域支援課地域支援・人権推進担当副課長

中 西 敏 雄 税 務 課 長

中 村 滋 税務課課税担当副課長

田 畑 修 税務課収税担当副課長

新 井 益 男 町 民 課 長

山 下 次 男 町民課戸籍・住民担当副課長
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村 上 伸 二 町民課保険・年金担当副課長

岩 澤 浩 子 健康いきいき課長

高 橋 喜 代 美 健康いきいき課社会福祉担当副課長

杉 田 哲 男 健康いきいき課健康管理担当副課長

田 幡 幸 信 会計管理者兼会計課長

加 藤 信 幸 教 育 長
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◎委員長挨拶

〇吉場道雄委員長 おはようございます。一言ご挨拶を申し上げます。

本日は予算特別委員会のご案内を申し上げたところ、ご出席いただき、まことにあ

りがとうございます。

審査は本日から行いますが、慎重な審査をお願いいたします。

委員の皆様に申し上げます。質疑をする場合には、簡単明瞭な形でお願いいたしま

す。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡明な答弁、説明を

お願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。

（午前 ９時２７分）

◎議長挨拶

〇吉場道雄委員長 それでは、ここで長島議長にご出席をいただいておりますので、議

長にご挨拶をいただきたいと思います。

〇長島邦夫議長 議員の皆さん、おはようございます。そして、執行部の皆さん、本当

にご苦労さまでございます。

いよいよ本定例会も終盤、今週と来週、終盤ということで、きょうは開かれたわけ

でございます。きょうの予算審査特別委員会が４日間行われますが、この中に一般会

計、そして特別会計と、全て入っていると言っても過言ではございません。皆様方に

おかれましては、きょうのためにいろいろ勉強なさってきょうに臨んでいるというふ

うに思っております。ぜひ慎重な審査をお願いしたいというふうに思います。

そしてまた、きょうは３月11日ということで、あの痛ましい震災からはや２年が経

過しております。そのような中において、新聞またはテレビ等でもいろいろ言われて

いますが、なかなか復興が進まないというような話を聞いております。違う新聞にお

きましては、新聞の中で2020年代にならないと地元の人も完全に復興したというふう

な気持ちにはなれないのではないかと、そんな話を書かれておりました。とにかくお

金も膨大にかかることですし、かなりの金で19兆円というのが25兆円というふうなこ

とも話を聞きました。いろいろな面で、お金は天下の回り物、いわゆるここにかかる

お金というのは全て国費でございまして、地方のお金としても国費でございますから、
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本当にこれから幾らお金がかかっていくのかわからない、そんな状態ではないかなと

いうふうに思います。

きょうもそういう面におきましては、慎重審査をお願いしまして、甚だ簡単ではご

ざいますが、予算委員会に当たっての挨拶とさせていただきます。きょうはよろしく

お願い申し上げます。

◎町長挨拶

〇吉場道雄委員長 次に、町長からご挨拶をいただきたいと思います。

〇岩澤 勝町長 おはようございます。25年度の予算をご審議いただく場になりました。

今、委員長さんからお話しありましたように簡明な答弁、そして親切な答弁をするよ

うに職員心がけて当たりたいと思います。

日ごろの仕事ぶり、そのままがここのところに出るわけでありまして、職員がどん

な勉強をしているか、仕事に取り組んでいるか、内容を把握しているかということが

このところで示されるわけでございますので、ぜひそういう面でもご指導をいただき

ながら、職員を育てながら、しっかりとした答弁ができるように、ご指導をいただけ

るようにお願いします。

なお、今年度のこの予算編成ですけれども、嵐山町だけではありませんが、首長間

の話を聞きますと、どこも今年の予算編成では苦心をしたようでございます。嵐山町

なんかは特に苦心をいたしました。ゆとりのない予算編成になりました。数値をしっ

かり見ていただいて、ご指導いただいて、ご審議をいただければというふうに思いま

す。日ごろの仕事の内容がしっかり出ますような答弁になっていきますように、職員

一丸となって当たりたいと思いますので、どうぞよろしくご審議をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

〇吉場道雄委員長 ありがとうございました。

◎開会の宣告

〇吉場道雄委員長 ただいま出席委員は13名であります。定足数に達しております。よ

って、予算特別委員会は成立いたしました。これより開会いたします。

（午前 ９時３１分）
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◎開議の宣告

〇吉場道雄委員長 直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

委員会の開会日につきましてお諮りいたします。本委員会の開会は、本日３月11日、

３月12日、３月13日及び３月14日の４日間といたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 ご異議なしと認めます。よって本委員会の開会は、本日３月11日、

３月12日、３月13日及び３月14日の４日間と決定いたしました。

◎諸般の報告

〇吉場道雄委員長 ここで諸般の報告をいたします。

本委員会に付託された案件は、議案第23号 平成25年度嵐山町一般会計予算の議定

についての件、議案第24号 平成25年度嵐山町国民健康保険特別会計予算の議定につ

いての件、議案第25号 平成25年度嵐山町後期高齢者医療特別会計予算の議定につい

ての件、議案第26号 平成25年度嵐山町介護保険特別会計予算の議定についての件、

議案第27号 平成25年度嵐山町下水道事業特別会計予算の議定についての件及び議案

第28号 平成25年度嵐山町水道事業会計予算議定についての件、以上予算議案６件で

すので、ご了承願います。

次に、本委員会の予算審査予定表をお手元に配付しておきましたので、ご了承願い

ます。

次に、本日の委員会次第をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

最後に、この委員会の説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表と

してお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

審査の方法についてお諮りいたします。申し合わせのとおり、議案第23号 平成25年

度嵐山町一般会計予算議定についての件の審査は、歳出を基本に歳入、給与費明細書、

債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書の添付書類を含め、予算審査予定表

に基づき、課局ごとに議会事務局から行い、最後に総括質疑にいたしたいと思います。

また、議案第24号 平成25年度嵐山町国民健康保険特別会計予算の議定についての

件から議案第28号 平成25年度嵐山町水道事業会計予算議定についての件までの審査
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は、歳入、歳出を一括して行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 ご異議なしと認めます。

よって、議案第23号 平成25年度嵐山町一般会計予算議定についての件の審査は、

歳出を基本に歳入、給与費明細書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書

の添付書類を含め、予算審査予定表に基づき課局ごとに議会事務局から行い、最後に

総括質疑を行うことに決しました。

また、議案第24号 平成25年度嵐山町国民健康保険特別会計予算議定についての件

から議案第28号 平成25年度嵐山町水道事業会計予算議定についての件までの審査

は、歳入、歳出を一括して行うことに決しました。

なお、議案第23号 平成25年度嵐山町一般会計予算議定についての件から議案第

28号 平成25年度嵐山町水道事業会計予算議定についての件の６議案につきまして、

総括質疑をする委員は３月12日の午後１時30分までに委員長へ届け出てください。

傍聴について申し上げます。当委員会への傍聴の申し出がある場合は、原則許可い

たしたいと思いますので、ご了承を願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎議案第２３号の質疑

〇吉場道雄委員長 議案第23号 平成25年度嵐山町一般会計予算の議定についての件を

議題といたします。

既に本会議において提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に

入ります。

まず、議会事務局に関する部分の質疑からお願いします。

なお、質疑がある委員は挙手により委員長の指名後、ページ数をおっしゃってから、

簡潔に、またはっきりとお願いいたします。

また、質疑の回数は１課局１回で３回までとしますので、ご了承願います。

また、この委員会の会議録を調整するため、発言はマイクを通してお願いしたいと

思いますので、質疑者、答弁者とも着席のまま発言するようお願いいたします。マイ

クのスイッチは発言をする前に入れていただき、発言が終わったら切ってくださるよ

うお願いいたします。
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それでは、質疑をどうぞ。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑がないようですので、議会事務局に関する部分の質疑を終結い

たします。

ここで休憩といたします。

休 憩 午前 ９時３７分

再 開 午前 ９時３８分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、税務課に関する部分の質疑を行います。

それでは、どうぞ。

川口委員。

〇川口浩史委員 16、17ページの法人税の関係なのですが、この伸びは、今大変株が上

がっているわけですけれども、こうしたことを反映して伸びるだろうという予測で伸

ばしたのか、伺いたいと思います。

それから、87ページの御当地ナンバーなのですが、これは何㏄のバイク、軽も対象

なのでしょうか。それをちょっと伺いたいと思います。

それと、もう見本はできているのか。できているのであれば、後で結構なのですが、

見せていただきたいと思います。

それから、資産税賦課事業の標準宅地・路線、同じページです。路線価鑑定評価業

務委託料、これは結果はいつごろで、公表はいつごろになるのか伺いたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 それでは、お答えいたします。

法人税の伸びですけれども、24年と比較して伸びているという理由ですけれども、

24年度は東日本大震災、あと計画停電、タイの大洪水等を勘案して、低く見過ぎて積

算しました。その影響があるということで。それで、今回、３月の補正で１億4,000万

円ほど補正増をさせていただきましたけれども、まず25年度も本来でしたら実効税率

等下がりますので、その分というのはそれもちょっと勘案して見ているのですけれど

も、大体このぐらいの調定額だろうということで見込みました。
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それと、御当地ナンバーの関係ですが、これはナンバーは50㏄のみです。90㏄、125㏄

は、全体の課税台数も100台に満たないことと、年間でも10台とか20台ぐらいしか出

ていませんので、50㏄は100台ちょっと出ています。

それと、ちょっとデザインしてもらったのですが、これなのですけれども、緑と清

流とむさし嵐丸ということで、ちょっとこれ回します。

嵐丸がちょっとバイクに乗っている図柄なのですけれども、これを４月に発注して

７月か８月ごろに発行しようかなと思っています。それと、そのナンバーも余りかわ

いいということで嫌がる人がいるので、今までのナンバーも併用して50㏄のナンバー

についてはその御当地ナンバーと普通の今までのナンバー、２種類でいきたいと思っ

ております。

それと、固定資産税の標準宅地の関係ですけれども、27年の評価替えに向けて26年

の１月１日現在の鑑定評価を委託します。これは、３年に一遍の評価替えに向けて事

業を進めていきたいと考えております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 法人税の関係なのですが、そうしますと今の株が大きく伸びていると

いうのは、特別この法人税が伸びるというものには入れていないということでよろし

いのでしょうか。それくらいでいいです。

〇吉場道雄委員長 中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 実は、予算を積算するときにはこんなに株が上がってくるとは予

想していませんでしたので、いずれにしても法人の実効税率は下がるということで押

さえてあります。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 16ページ、17ページなのですが、個人町民税ですけれども、均等割

のみの世帯というのはどれぐらい予定しているのか、伺いたいと思います。

それと、同じく16ページなのですけれども、国有資産等所在市町村交付金ですが、

これはどことどこが対象施設になっているのか。平成24年でも224万1,000円減でとい

うことなので、２カ所既に嵐山町からそういった施設が対象からなくなっているとい
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うことで、それを伺いたいと思います。

同じくこの下のたばこ税なのですが、たばこ税が2,637万6,000円の増です。これは、

たばこ税を値上げしたというのは、喫煙者の減少を求める効果があるということでや

ったわけですけれども、結果としてたばこ税の増があったので、本数的にはどうなの

か。具体的にたばこ税の増で健康への影響というのは効果があったのかどうか、伺い

たいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 それでは、お答えします。

個人の町民税ですけれども、均等割のみという方というのはちょっと出しづらいの

で、24年度の。個人町民税の積算は、24年度の当初課税、これをベースに所得階層ご

と、だから農業所得、給与所得者とか営業所得者とか、それをベースにその課税標準

の大体２％減、それを２％減ということで積算しています。これは、まず団塊の世代

が退職していくということと、それと昨年の勤労統計調査によると、夏のボーナス等

も1.4％減ということで少ないということで分析しておりますので、そういうのを勘

案して24年度の当初調定の２％減ということで積算を組ませていただきました。

それと、市町村の交付金の関係なのですけれども、これについてはまず、これは県

営住宅と、川島と平沢にある県営住宅、それと嵐山郷、これが対象になっているので

すけれども、初めは工業団地の武蔵野フーズ等も対象になっていたのですけれども、

それが会社の所有になりましたので、今度固定資産税のほうで入ってくる形になりま

す。それで、嵐山郷なのですけれども、嵐山郷にも今まで課税していたのが今度は入

居している人たちのための施設になったりすると非課税扱いなのです。今までは、職

員の寮とかに使っていたものが、今度は入所している方の施設に変わったりなんかし

ますと、その分が非課税になりますので、そういうのが減になったりする原因になっ

ています。

それと、たばこなのですけれども、たばこにつきましては、法人の実効税率が引き

下げになることによって、都道府県と町の法人住民税はやっぱり下がるのですけれど

も、ただ都道府県の法人事業税、これが課税ベースの拡大で、その分というのは上が

るのだそうです。その上がった分を町のほうは、市町村は下がりますので、都道府県

が法人事業税が上がった分、それをたばこ税、都道府県のたばこ税を市町村に税源移
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譲するという形で、その分がふえてきますので、今までがこれが４月１日の改正にな

ります。

旧３級品以外が1,000本当たりの価格なのですけれども、4,618円が5,262円、644円

増になります。それと、旧３級品ですが、2,190円が2,495円、305円の増となります。

本数自体は減らして積算しているのですけれども、この税源移譲があるために2,000万

円ほど税額をふやしております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 すみません。国有資産等所在市町村交付金ですけれども、これそう

すると嵐山郷の確かに住宅の方がいなくなっていって、その部分が減っているという

ことで、県営住宅が減っているということで、今回は前年に比べると336万8,000円減

額になっているのですけれども、その対象分がそれになっているということでいいの

でしょうか。県営住宅に関しては多分変わらないと思いますので、武蔵野フーズに関

しては、ちょっとまだよくわからないのですけれども。というふうなことで、そのよ

うな金額ということでいいのか、伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 お答えします。

花見台の工業団地に武蔵野フーズの第２工場と、あと東洋ハウジング、東洋粘着と

前言っていましたけれども、ちょっと社名を変更しまして東洋ハウジング、これが県

から借りていたのです、土地を。それが今度は会社所有になったということで、その

分はその２社というのは、今度は固定資産税で納めるということになります。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 全協でも話があったのですが、コリンズの関係なのですけれども、競

売が成立をしたということで、当初予算の中では保有税が科目設定になっているわけ

ですけれども、この保有税の流れがどういうふうになるのか。あるいは、落札した人

の固定資産税というのはいつごろから入ってくるのか、その辺をちょっと聞いておき

たいと思うのですが。

〇吉場道雄委員長 中西税務課長。
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〇中西敏雄税務課長 お答えします。

この間競売がありまして、鶴ヶ島の方が、これは農業をやっている方ですけれども、

農地を含めての競売だったものですから、そこの方が落札しました。ただ、まだお金

の払い込みが済んでいるという確認がまだありません。それがお金を払い込んだとい

う確認がとれますと、今度裁判所のほうから配当の関係が通知が来ます。恐らく配当

はないと思います。その後に、今度は所有者がかわりましたから、コリンズの保有税

は不納欠損の形をとらざるを得ないという形になります。

それと、固定資産税は１月１日現在で課税しますので、新しい所有者については今

後、これから登記が終わると26年度から課税になります。今現在固定資産税は、24年、

今度25年がまだコリンズの名前で出てしまうのですけれども、ただ、あとは前も申し

上げましたとおり、その線価保証がどんな形で、新しい人にその線価保証が行ってし

まうのか、それがちょっと今後、多分線価保証36万ぐらいあるのですけれども、それ

は今まで固定資産税とかに充てていたのですけれども、それが所有者が変わってしま

うと、その線価保証がどういう状態になるか、それを確認しながらもし大丈夫なよう

でしたら、24年、25年の固定資産税に充てられればいいなと思っております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑がないようですので、税務課に関する部分の質疑を終結いたし

ます。

ここで休憩いたします。

休 憩 午前 ９時５５分

再 開 午前 ９時５９分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、総務課及び会計課に関する部分の質疑を行います。

それでは、どうぞ。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 まず、48ページ、諸収入の中にあります区画整理関係の収入ですけれ

ども、一応予算ですから、収入されるべきもの、一応計上されるでしょうけれども、
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この金額については予定をされている収入の時期があると思うのですが、それはいつ

になるのかということです。１点。

それから、75ページ、ここにある提案型の団体補助ですけれども、５万円をめどに

３団体ぐらい予定していると。町とすると、どのような提案、それから団体を予想、

予定しているのか、この事業について説明いただきたいと思います。

もう一点、67ページ、戻ってすみません。平和事業というのが新規でここに10万円

計上されています。これはどのような事業になっていくのか。

以上、３点です。お尋ねします。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えします。

まず、48ページの関係の諸収入ですが、平沢土地区画整理組合からの償還金、返し

ていただくお金でございます。これは、年に２回返していただくことを予定しており

まして、半年、前期と後期というような形で、なるべく早く返していただければ、も

ちろん早く返していただくことにこちらのほうは都合がいいわけでございますけれど

も、一応予定しているのは、前期、後期の２回ということでございます。

それから、67ページの関係でございますが、平和事業といたしまして広島県の平和

資料館からパネルを借用しまして、展示会、そういった事業を予定しております。そ

の運搬にかかる経費をこの10万円ということで載せさせていただいております。時期

につきましては、まだ未定でございますが、町民ホールあるいは交流センター、そう

いったところを利用させていただきながら平和事業を行ってまいりたいというふうに

考えております。

75ページでございますが、提案型の関係の。この提案型事業につきましては、公募

を行いまして、事業提案により決定した新たな団体に対して補助をする予定でござい

ます。それで、予算の説明のときにもお話ししましたが、５万円の３団体分、上限は

10万円というように考えております。

３月の広報にお知らせしました募集事業の内容、３月の広報を見ていただきますと

細かい内容が１番から８番までございます。防災、防犯、防火、交通安全、そういっ

たものに関する事業、子育て支援、青少年育成、そういったものの事業、それから高

齢者、障害者、環境衛生、農林業の振興、文化歴史、国際交流に関する事業、そうい

ったようないろんな事業に関しまして公益性の必要性が高い事業、そういったものに
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交付してまいりたいというふうに思っております。

とりあえず以上です。

〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 ちょっときょう委員会冒頭にも非常に苦しい、ゆとりのない当初予算

になっているということがございました。やはり町長の施政方針にも町政の編成等を

含めて、これにバランスが維持されたということで、今までの流れが長い間できなか

ったことができたようになったのでしょうけれども、その辺の一角の中に今の貸付金

などのこともあるでしょう。

ただ、余りにもこの予算が厳しい状況になってきている中で、嵐山町のゆとりとい

いますか、例えば緊急時のようなものが発生したときに、どの程度の余裕が保たれて

いるのか、町としてもその備えに対してはどうなっているのか。

〔「総括質疑」と言う人あり〕

〇青柳賢治委員 それは違う。一応、総務課として一応、その辺のことを準備できてい

るのかというようなことがあれば、財政調整基金なども含めて説明していただきたい

と思います。

〇吉場道雄委員長 大丈夫ですか。総括的。今の質問が総括的だったから。

〇青柳賢治委員 答えられるところだけで結構ですから。

では、ちょっと絞りましょうか。すみません。

一応、そういう町債のことにちょっと触れなかったものですから、あれですけれど

も、一応そういう備え的なものというのはどうなのでしょうかというようなことで答

えていただける部分だけで結構です。

それと、まだありますので、ちょっといいですか。あと、提案型の事業というのは、

広域的な高いものが選ばれていますけれども、これについてはどのような審査という

か、今、区長がコミュニティー事業で出しているようなものの中のどんな形になるの

かどうか、ちょっとその審査方法というのですか、そういったものがありましたらお

尋ねしたい。

以上です。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えします。

財政状況、当初予算つくる段階で大変厳しいものでございました。そういった中で
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緊急時の対応、こういったものも当然考えていかなくてはならないということは当然

あるわけでございます。平成25年度の当初予算をつくるに当たって基金を取り崩した

わけでございます。財調では２億200万円、最終的に３月の補正予算で幸いにして法

人税が伸びてくれましたので１億4,100万円積み立てができました。最終的には１億

6,700万円超える数字になりました。とりあえず１億6,700万円というのは余り財政調

整基金としては、私のほうにとっては心強い金額というわけではございません。本当

でありますと当初予算の取り崩し後、３億から５億、これぐらいの金額が常にあれば、

次の年の予算編成する上でも財政担当課としてはありがたい。そういった中で約半分

ぐらいでございますけれども、それをいかに有効かつ適切に利用していくかというの

は今後の課題だろうというふうに思っております。緊急時には財調を取り崩しながら、

いろんなことがあった場合には対応してまいりたいということでございます。

それから、提案型の関係でございますけれども、提案型事業ということで広報でお

知らせをいたしました。３月広報、もう一度改めて見ていただきたいと思いますけれ

ども、その中に補助事業の対象となる経費でありますとか、あるいは内容、それから

補助額、提出書類等々を載せてございます。その中で出していただきまして、それぞ

れの関係する分野がございますので、それぞれの例えば防災、防犯、防火だったら地

域整備課、そういうところで審査をしていただきながら判断をしてまいりたい、審査

をしてまいりたいというふうに思っております。

それから、区長さんのコミュニティー事業、そういったものはそちらのほうの補助

金があるわけでございまして、ダブルでは支給できないということで、今まで町が補

助金として支出していないようなものを提案していただくというふうになると思いま

す。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 今の67ページの新規平和事業に関してなのですけれども、こちらは運

搬費が10万円ということですので、先ほどパネルとかの展示をするというお話がござ

いましたけれども、あくまでも運搬費のみでよろしいのでしょうか。

それと、75ページの平成23年度終了した都市再生整備計画嵐山中央地区の計上のフ

ォローアップを行うための経費ということで、こちらに271万円、166万円、105万円、
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いや10万5,000円です。それで、昨年24年度は嵐山北部地区をやったわけですけれど

も、今回この内容は昨年と同じようなやり方で行うのか、内容をお聞きしたいと思い

ます。

その２点です。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えします。

まず、67ページ、平和事業の関係でございますけれども、これはパネルをお借りし

て、通信運搬費ということで、その費用でございます。会場につきましては町民ホー

ル、交流センターを予定しておりますのでかかりません。運搬費のみでございます。

75ページの都市再生整備計画の検証アンケートの集計委託料でございますが、10万

5,000円ということで嵐山中央地区の検証のフォローアップということで1,000件アン

ケート調査を予定しておりますので、その調査委託でございます。

中央地区については、一応検証事業は終わったのですけれども、まだ菅谷３号線と

か完成していない段階での検証でしたので、それが終わった後、もう一度検証させて

いただくと、そういう費用でございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 67ページの平和事業のことなのですけれども、例えば町民の方で広島

県、長崎県の原爆の例えばＤＶＤを持っているとか、そのときの遺品を持っていると

か、そういう方々がいた場合にそういうものも一緒に展示してほしいとか、見せてほ

しいとかという要望があった場合には、のんでいただけるかどうかの確認をさせてい

ただきたいと思います。

それと、75ページのほうはホームページのみでこれはやるのか、アンケートを１枚

ずつ配るのではなくて、ホームページ上でやるのか、確認したいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 平和事業の関係でございますけれども、そういう方がいらっしゃ

いましたら見せていただいて、そのときにまた判断をさせていただきたいなというふ

うに思います。

それから、都市再生整備計画の集計結果につきましては、ホームページ上でまた公
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開をさせていただきたいというふうに思っております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

河合委員。

〇河井勝久委員 74、75ページ。この企画総務事業のうちの東上線東松山寄居間複線化

促進。

〔何事か言う人あり〕

〇河井勝久委員 すみません。

〇吉場道雄委員長 いいですか。ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 14、15のうちで、その前の町債と公債費の関係なのですが、14、15ペ

ージの町債と公債費で。参考資料では20ページに起債残高があるのですけれども、こ

の起債残高で質問したいのですが。24年度末が一番高くて70億あったと。これが68億

に25年度末は減るということですね。

この公債費の今後の推移がちょっと知りたいので、伺いたいのですけど、最高でど

のくらいになるのか。何年間ぐらい続くのか、最高額が。そういったことを伺いたい

と思います。

それから、67ページの先ほどの平和事業なのですが、この事業を行おうとした背景

は何なのでしょうか。

それから、75ページの先ほどの提案型の件なのですが、そうしますと提案されたも

のは各課内で、各課で審査をするという、そういうことなのですか。それで、最終的

に幾つも上がってきた場合、三つに絞るのはどこでやるのかなと思いましたので、し

かもその基準は何なのかなと思いましたので、伺いたいと思います。

それから、その上の検証アンケート、都市整備、まち交でやった分ですね。このア

ンケートの生かし方、どういうふうなことを考えているのか。

以上です。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えします。

起債の残高あるいは公債費の推移につきましては、伊藤副課長のほうからお答えを

させていただきます。
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それから、平和事業の関係でございますけれども、平和事業につきましては町史の

中にも平和事業を行っているというふうな形で載せております。それに基づいて事業

を実施していくということでございます。

それから、提案型の関係の事業補助の関係でございますけれども、これはそれぞれ

の事業内容によって担当課で審査をしていただきながら、最終的には補助金適正化委

員会もございますので、そういった中でもう一度判断をし、補助決定をしてまいりた

いなというふうに思っております。

予算上は３団体を５万円でというような予算計上をさせていただきました。仮にこ

れがもっとたくさん多かった場合に、それにつきましては、また補正予算なり等でお

願いをして、その部分については提案がたくさんあった場合に、いい事業がたくさん

あった場合には、補正予算でも対応してまいりたいなというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

アンケートでございますけれども、アンケートにつきましては、検証結果というの

は大事なことでございまして、それはこれからの町づくり、嵐山中央地区の町づくり

に反映をさせていくということでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎総務課財政契約担当副課長 それでは、今後の公債費につきましてご説明

させていただきたいと思います。

今後の公債費につきましては、事業が確定しないとなかなかどれだけ起債をするか

というのがわかりませんので、何とも言えないのですけれども、仮に今年度、平成25年

度と同様な起債をした場合、一番起債残高が多いのは平成24年度、ですから昨年の数

値です。前年度数値の70億2,551万3,000円というのが一番多く、ピークになるという

ふうに今現在は予想させていただいております。その後、順次、起債残高は減るとい

うふうにこちらのほうでは考えさせていただいております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 ちょっと補足をさせていただければと思いますが、去年というか

今年度が一番起債残高は多いわけでございますけれども、仮に今年度が３億9,800万

円、25年度、起債するわけでございます。その後、仮に４億円ずつ起債をしていった
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場合の平成30年度の起債残高は大体59億6,000万ぐらいになります。ということで、

大体10億円ぐらい減るだろうという見込みでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうしますと、公債費はどういうふうになるのでしょうか。一番返済

が大きい時期、金額、ちょっと教えていただきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎総務課財政契約担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

先ほど課長から説明させていただきました起債の予定でいきますと、平成29年度が

一番多くて６億8,000万程度になるというふうに予想しております。

元利合わせて６億8,000万で、25年度と比較しましても2,000万程度しか増加しない

というふうに考えているところでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 施政方針の中にもありましたけれども、県内市町村のクラウドの具

体的な対策事業というのは、対象事業というのは何件あるのか、例と、それと幾つか

あるのですか。それについて伺いたいと思います。

〔「地域支援課になる」と言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 クラウドは地域支援課になってしまう。総務課ではないのだ。ごめ

んなさい。

そうしたら、次に行きます。69ページになります。68、69なのですけれども、一つ

は文書送達事業というのがあるのですが、これは総務ですよね。文書送達事業なので

すが、これは昨年が662万8,000円が530万2,000円というふうに減額になっているので

すけれども、実績に基づいているのか、それとも通信運搬のことに関して新たな工夫

をしてこれだけに減額しているのか伺いたいと思います。

それと、同じく69ページなのですが、会計管理総務事業の中の需用費なのですが、

これが363万7,000円になっていて、23年度、24年度、25年度と、それぞれ減額になっ

ているのですけれども、需用費を減額していく算出の基礎というのはどのようなもの
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でこれだけ減額されていくのか、伺いたいと思います。印刷費が減額になっているの

か、製本するもの自体が少なくなっているのかということです。

それと、次に75ページなのですが、これはちょっと私もびっくりしたのですが、提

案型の団体補助金事業、３月号の広報で掲載されていました。予算が決定していない

段階の３月号の広報で出されるというふうに急がなくてはいけなかった理由というの

を伺いたいと思うのです。４月に出すことでも十分間に合ったのではないかと思うの

ですが、そこのことの理由というのはなぜこんなに１カ月も早く、普通、予算が決定

してから出すのがと思うのですが、そこの理由というのを伺いたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 文書送達事業の通信運搬費につきましては山岸副課長からお答え

申し上げます。

75ページの提案型団体補助金の関係でございますが、３月号の広報でお願いしまし

た。その中には、もちろん本事業は平成25年度当初予算成立が条件となっております。

何とぞご了承くださいというような一文も当然入れてございますが、４月早々になっ

てすぐ始めたい、そういったようなところもたくさんあると思います。そういったこ

ともありまして、平成25年の４月上旬には審査のほうをいたしまして、なるべく早く

決定をしたいということもございまして、３月号の広報でお知らせをいたしました。

以上です。

〇吉場道雄委員長 山岸副課長。

〇山岸堅護総務課庶務・人事担当副課長 それでは、69ページの文書送達事業の関係に

つきましてお答えを申し上げます。

対平成24年度予算に比較しまして132万6,000円の減額となっております。こちらの

理由といたしましては、24年度は各課、各所のアンケート分というのは80万3,000円

計上をさせていただいておりました。そのほかに毎月かかる通常分でございますが、

24年度については月45万円、25年度につきましては月41万円ということでトータル

48万円の減額となります。この通常分の減額ですが、郵便料につきましては、町内の

同じ郵便を100通以上発送いたしますと割引制度がございます。定型の封筒で言いま

すと80円が65円、定型外などですと、例えば120円が100円というような割引制度がご

ざいます。
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現在も発送日については毎日ということではなくて、火曜、金曜という形で決めて

町内の場合は発送しておりますけれども、こちらの割引制度を利用するためにこの発

送日の徹底をしていただきながら財政に大変厳しい折ということでございますので、

節約をしてまいりたいと考えております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 田幡会計管理者兼会計課長。

〇田幡幸信会計管理者兼会計課長 会計管理総務事業の需用費ですけれども、この中で

消耗品費、この中で一番特に消耗品の中で多いのが、県の収入証紙の購入というのが

300万5,000円ほどありまして、これが昨年は323万円ということで証紙の在庫が少し

ありますので、本年度はその在庫を落としたということです。

また、この中では、行事用の袋だとかそういうものも買っていまして、買う年と、

まだ在庫があるから買わない年というのがありまして、それで若干の変動があるとい

うことであります。

また、印刷製本費は２万円ほど減額なのですけれども、これもこの中では決算書の

印刷、それから給与支払い報告書、それから口座振替の依頼書となりまして、決算書

につきまして昨年より若干１万円ちょっと安くはなっているのですけれども、そのほ

か給与の支払い報告書、口座振替の依頼書等は、これも先ほどの話のように在庫を抱

えていたりによって年度によって若干の変動があるということでありまして、本年度

はちょっと下がっているということであります。

以上です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 これはちょっと気になっているものですから、提案型の団体補助金

ですけれども、３団体を募集するわけですけれども、既にもう決まっているというこ

とではないですか。そのようにしか４月の上旬に始めたいということであって、提案

型の団体をというふうな形で新たに、４月から始めたいというふうな形で思っている

というふうには、私はこの内容を見てちょっと問題が大きいかなというふうに思いま

した。

議決されていたらよいのですけれども、議決されていないものをこのような形で出

されてきていることに関しては、ちょっと提案型の団体補助金が公募で新たな団体を

というよりは、あらかじめ予定している団体があるというふうにしか思えないという
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ふうに感じたのです。ちょっと問題があるかなと思うのですが、これ４月１日に出し

たとしても、４月から事業を始めたい人は４月の広報を見て初めてやるわけですよね。

そして、その間に仕事をしたい、何かやりたいと思う人たちは自分で何らかの収入を

考えているはずなのです。そして、たまたまそれを見て、次の段階で、ではもしこれ

を利用できるのなら利用しようというふうに出してくるのが普通だと思うのです。

それが、４月１日から始めたいというふうな形で出してくるというのは、既に団体

が、提案型の団体補助金の人が決まっているというふうにしか考えられないのですが、

どうしてこんなことをするのかなというのが私としては納得できないですよね。これ

議決されていた後だったら、少なくとも４月１日号だったら問題ないと思ったのです。

ですけれども、３月１日号で出していくというのは、これ考え方として、これはあ

らかじめ決定するというふうな形であると思うのですけれども、逆に言えば団体があ

る程度決まっているというふうに考えざるを得ないのです。しかも、それも担当課で

それぞれ審査して、最終的には適正化委員会でというふうになってくると、問題は大

きいかなと思っているのですが、その点についてはどのような判断があって適正化委

員会と、そして総務課で出されたのか、伺いたいと思うのですが。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えします。

新たに補助をする、助成する団体がもう決まっているのではないかというようなご

質問でございますけれども、それは決まっておりません。

一つの理由としては、基本的に事業費補助にしようということでございまして、今

までの団体も、もちろん代替事業をやっている団体については団体の補助要綱をつく

って補助をさせていただきます。そのほかの補助団体については、この事業費提案型

の補助をするということに決めましたので、今までの団体についても交付申請をして

いただく。そういうこともありまして、なるべく早く出させていただいたと、そうい

うことでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 今までの団体補助金というのも見てみますと、補助金団体を見てい

ますと４月ぐらいから出されますよね。４月ぐらいから出されるのに４月１日の広報

で十分間に合ったのではないかなと思うのです。なぜ３月１日になってくるのだろう
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というのは、私はこれはやっぱり議決の前の、議決されていたら別に、４月１日号で

も準備するのは３月４日までに出さなくてはいけないので、準備されていなくてはい

けないと思うのです。これは、予算のこととは違うとは言えないと思うのです。これ

かなり議会の問題として、議会と行政の問題として大きいなと思って、ここのところ

をちょっとひっかかっていたのです、３月号の広報を見たときに。

それで、普通の団体補助金でも４月に出しますよね。自分たちで考えていて、そし

て、これを見て、よし、それなら提案しようというふうな形で出せると思うのです。

あらかじめ補助金団体とは話し合いをしているわけですから、３月１日号で出さなく

てもよいだろうというふうに感じがするのです。そこの問題を伺いたいのです。

だから、了承するとかそういう問題ではなくて、これはやっぱりちょっと議会と行

政との関係で大きな問題かなと思っているのです。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 新しい事業でございますので、こちらとしてはなるべく早く町民

の皆様にお知らせをしたかったということがございます。それで、もう何回も繰り返

して申し上げますけれども、あらかじめこの団体があるから、この時期に、３月の時

期に広報に載せたということは絶対にございません。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかにございますか。

質疑の途中ですが、ここで休憩したいと思います。おおむね10分。

休 憩 午前１０時３４分

再 開 午前１０時４３分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

それでは、どうぞ。

松本委員。

〇松本美子委員 それでは、質問させていただきます。

ページ数ですけれども、46ページ。物品の売払収入というものが前年度並みに計上

されているわけですけれども、インターネットオークションというふうに歳入概要と

いうことでは載っておりますけれども、もう少し内容的にどのようなものがネットオ

ークションで売り払いをされるのか、お尋ねをさせていただきます。
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それと、もう一点、すみませんが、71ページになりますけれども、公用車の管理事

業ですけれども、７万1,000円ほどの減額ということですから金額的にはさほどのと

いうことではないのですけれども、これの公用車のリースにかかるわけで、大分リー

スで使用しているというふうなことは承知しておりますけれども、これは前年度とど

のくらいのリースの台数が変わっていくのか、お尋ねします。

以上です。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 47ページの物品売払収入の関係でお答えします。

これにつきましては今年度、平成24年度予定しておりました給食調理場の釜ですと

か蒸し器、こういったものがちょっと延びてしまいまして、そういったオークション

に出せませんでした。そういったものを25年度は持っていきたいなというふうに思っ

ています。

24年度はハイエース、これを廃車したわけでございますけれども、ハイエースをこ

のオークションにかけました。ハイエースにつきましては、111万1,000円で売却する

ことができました。予定は50万ぐらいで売れればいいのかなというように思っていた

のですけれども、これが倍以上の値段で売れたということがありまして、そのほかに

一眼レフのカメラとか、ボーズのスピーカーとか、２～３万円だったですけれども、

そういった24年度はそちらのほうのオークションに参加しました。25年度は24年度本

来やろうと思っていた給食調理場のほうの釜ですとか蒸し器とか揚げ物器、そういっ

たものがありますので、それを売っていきたいなというふうに思っております。

71ページ、公用車管理事業の関係でございますけれども、公用車につきましては全

部で今43台ございます。25年４月１日で43台。そのうちのリースが29、所有が14でご

ざいます。このほかに上下水道課で５台所有しております。この台数につきましては

今年度と変わらない台数でございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 松本委員。

〇松本美子委員 物品の売り払いですけれども、24年度のハイエースの関係はこれはす

ごくいい値でよかったなというふうに思います。

また、25年度、これで予算ですけれども、そうなりますと給食調理場の関連のもの

は幾つか品物も述べていただきましたけれども、こういった中で同じ予算で売れると
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いうか、品物が特別にいいのかわかりませんけれども、何かあって同じ計上ができた

ということでしょうか。

以上です。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えします。

給食調理場、菅谷小と志賀小の２つの調理場の中に釜がありまして、この釜という

のがまだ新しい、新しいと申しますか、比較的程度がいい釜でございまして、この釜

が高く売れるというふうに一応考えております。そういったことで100万円という、

100万円以上で売れるかどうかは、これはふたをあけてみなくてはわからないわけで

ございますけれども、一応100万円の予算を計上させていただいたということでござ

います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 松本委員。

〇松本美子委員 これは、先ほど釜とか蒸し器とか、あるいは揚げ物器とかといってあ

りましたけれども、数的には幾つぐらいずつあるのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 申しわけないです、正確には数字を今持っておりませんが、菅小

に釜が４つあったと思います。それから、揚げ物器や蒸し器につきましては各１だと

思います。そのような形で志賀小学校にも同じぐらいの釜があると思います。

そういった釜については、先ほど申し上げましたように、比較的新しくて程度がい

いものですから、その辺が売れていくものだというふうに思っております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

安藤委員。

〇安藤欣男委員 ページは68、69。法規管理事業が224万4,000円ふえているのですが、

使用料が特別ふえているということで、これのデータ化したということで説明が出て

いるのですが、これについてもうちょっと詳しく説明をいただきたいと思います。

それから、広報の発行、広報が大分充実はしている。

〔何事か言う人あり〕

〇安藤欣男委員 ごめんなさい。これは、その下も地域支援かな。これも聞きたかった
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のですけれども。すみません。

それから、もう一点、今何人かからも出ましたが、提案型の、75ページです。新し

い事業なものですから、早目にということで出してしまったという、３月の広報で出

されたということで。私もその広報を見まして、その下には予算の関係がありますの

でというふうには書いてあります。一連のやりとりを聞いてもおりました中で、やは

りこれはちょっと私も勇み足ではないかなというふうに思います。早目に年度いっぱ

いに活動してもらおうというものがあるのかもしれませんが、そうは言いながら新し

い事業だからといって、予算が通らないうちに掲載してしまうというのはいかがかな

とは私も思います。今後そういうことがあるとますます困ってしまうわけなのですが、

これについて町長の考え方を少しお伺いしておきたいと思います。

議会とすれば、議会を通らなければだめですよと書いてはあるけれども、議会が通

らないものを出したのだというふうに、今一般町民の方は見るわけですから。捉え方

いろいろあるのですが、その辺はちょっとお伺いをしておきたいと思います。

２点です。

〇吉場道雄委員長 山岸副課長。

〇山岸堅護総務課庶務・人事担当副課長 それでは、69ページの法規管理事業につきま

してお答えを申し上げます。

平成24年度に比較いたしまして、使用料が269万8,000円増額になっております。こ

の内容でございますが、現在使用しております例規のシステム、こちらが平成14年か

ら使用をしております。既にこちらのシステムにつきましては、今のウインドウズの

７以降、対応ができないというようなシステムになってしまっております。また、こ

ちらの業者に確認をしましたところ、開発の予定もないということでございます。

このようなことがございまして、新たに例規のシステムを入れていくというような

ことで計上をさせていただきました。

予定といたしましては、５年のリースで使用していきたいというふうに考えており

ます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 新事業についてのご質問が各議員からされております。課長答弁で報

告をさせていただいてきましたが、新しい事業が新年度にスムーズにスタートができ
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るようにということで、この補助制度が団体補助から事業費補助というようなことも

ありましてスムーズにという、担当課とするとそういうような考え方のもとにこうい

う措置をとってきたと思うのですが、いろいろご指摘をいただきましたように、まだ

予算の前の状況でもございますので、今後については慎重な取り扱いをしていきたい

というふうに思っております。

〇吉場道雄委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 この法規の関係ですが、古くなったので新しくリースにするというこ

とです。そうしますと、５年間のリースで今度５年間毎年この276万2,000円、これは

毎年かかっていくのですか。その辺をちょっとお伺いしておきたいと思います。

それから、町長さんから今後気をつけていくということでございますので、議会は

議会の立場がありますのでよろしくお願いをしたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 山岸副課長。

〇山岸堅護総務課庶務・人事担当副課長 こちらにつきましては、リース料の関係でお

答え申し上げます。

この中には、初期導入費用と、もう一点、あと例規システムの使用料、更新データ

作成費、それからその他オプションが若干ついております。このような形になってお

りまして、５年間同様な額が必要になるというようなことでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 私もちょっと広報を見たときに少し違和感があったのですよ。課長の

ほうからは、要望があれば補正でも対応するというお話がありましたけれども、当初

予算の中で３団体５万円、上限10万円というふうに規定した根拠というのは何かあっ

たのですか。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 本当でしたら、もうちょっと多くの団体数を見込みながら、そし

て予算措置もとっておきたいなというふうに思っておりました。しかしながら、当初

予算を編成する段階で大変厳しい財政状況というのがございまして、とれたのがこの

金額ということでご理解をいただきたいと思います。
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一度募集をしてまいりまして、たくさん提案がありまして、いい提案だった場合に

はまた改めて当初予算、先ほど申し上げましたように補正予算等でお願いをしてまい

りたいというふうに思っております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 清水委員。

〇清水正之委員 ちょっと総括的な話になってしまうかもしれないのですが、町長が地

域力を引き出すのだということで私はつけた予算だろうなというふうに感じたのです

よ、当初聞いたときに。だから、そういう面では、非常に町長の姿勢そのものと合っ

てくる事業なのかなというふうには思っていたのです。

何で違和感を感じたかというのは、先ほど課長が言われたように当初予算が通って

からという項目があえて書いてあると。だから、そういう面からすると、先ほどの話

ではないですけれども、その事業を徹底をしていく中でそういう団体が手を挙げてく

るのだろうなというふうに思うのです。そういう面では、なぜ３団体５万円、この根

拠がどこから出てきたのか。まして、そういう町長の姿勢がある中で３団体というの

は余りにも少ないのではないかなと。

そういう点で、どう地域力を高めていくかというのは、非常にこれからの町政を担

っていく上では大切になってくるのだろうな。だからこそ、きちっと事業を地域の中

で説明をし、徹底していく、そのことによって補正増も図られてくるのかなと。なぜ

あえて広報に載せたというのは、先ほど課長が言うように４月からの実施をしてもら

いたいという町の意向はあるにしても、そこの部分が余りにも前面に出過ぎている。

変な意味で言えば、既にこの団体は手を挙げて３団体がもう決まっているのではない

かというふうに勘ぐられても仕方ないのではないかなというふうに思って、あの広報

を見たのですけれども。

そういう面では、住民要望をどう町政に反映していくかということは、もしそうで

あれば、一部の利益に偏ってしまうのではないかなというふうに感じるのですけれど

も、その辺の考え方というのは、この新規事業をつくるに当たって、町の執行部とい

うのはどういう議論の中でこの新規事業を立ち上げたのかどうかをお聞きをしておき

たいと思います。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えをいたします。
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一つには、この事業を立ち上げた理由の中には、団体補助金を見直してきたわけで

ございます。団体補助金の検討委員会の報告書は、これが提出されたわけでございま

すけれども、その中には一つ公募方式の採用というのがございました。そのことが常

に頭にあったわけでございまして、公募方式の採用、これをまずしようではないかと。

そういったことの中の一つとして、今回３月号でお知らせしたこの公募になったとい

うものでございまして、渋谷議員さんにもお答え申し上げましたが、既に３団体が決

まっているということは絶対にございません。

そういった中で、なるべく早く申請をしていただければ早く決定もさせていただけ

る、事業も早く始めていただけるかなということで、町としてはご指摘いただきまし

たようにちょっと安易な部分があったかもしれませんが、その辺はぜひご理解をいた

だきたいなというふうに思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 清水委員。

〇清水正之委員 提案型の事業というのは、まさに先ほど言ったように、町長が目指し

ている町政の地域力をどう高めていくかという、そのことそのものは町長の施政方針

の中でうたわれているわけですけれども、とりあえず広報に載せたから、そこに手を

挙げてくれよと。提案型の事業をどうでは住民に徹底するかというと、もう既に４月

からそういう形であるとすると、手を挙げる団体が出てくる。また、広報の中身を十

分理解されないまま３団体が決まってしまうのだとすると、課長のほうは補正でもと

いう話はしていましたけれども、それは団体の査定というか、それはあるのでしょう

けれども、その範囲というのはどのくらいの範囲まで許容範囲として認めていこうと、

もう既に４月の中旬ごろまでには決めていきたいというような話がある中で、この事

業を各地域に徹底するという、その方法も考えていかなければいけないのだと思うの

です。

そうなってくると、どうも考え方として地域に十分徹底できないまま３団体が決ま

ってくるということであると、これはまた事業の趣旨からして違うのかなと。では、

その４月の中旬ごろまでに決めたいというのであれば、この事業をどう地域の中で徹

底をして手を挙げてもらうか、検討して手を挙げてもらうかという期間が余りにも短

過ぎるのではないかなというふうに感じるのですけれども、そういう面で、先ほどの

議論の中身からもちょっと違和感があるなというふうに感じるのですけれども、その
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辺はどうなのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 まず、一つは、今までの補助団体のことがまずございまして、ご

ざいましてというのは、町の代替団体以外の団体ですよね。補助団体。こういった団

体には基本的に補助金を、今まで支出してきた補助金をまずリセットしましょうとい

うことが一つです。新たにここに予算書に載せさせていただいた予算上は３団体です

が、それを予算化したということもございまして、そういう今までの基礎の団体につ

いても新たに基本的に提出をしていただくということでございます。

それは、それぞれの団体にはこの広報とは別に、個別に通知を差し上げて、それか

ら昨年から23年から24年にかけて全ての団体にヒアリングをしておりますので、そう

いった中でお話をし、ほぼ了解をいただいているというような状況でございます。

周知につきましては、確かに３月のこの広報だけでいいのかということではないと

思いますが、これを載せさせていただいた後、ホームページ上でも当然アップさせた

いと思いますし、続けてまた３月だけではなくて年度の中間でもやることも考えなく

てはいけないかもしれません。ただ、一応この３月の広報で載せて、ある程度の周知

はできたかなというふうには思っています。

どの範囲まで採用するのかというようなこともございましたけれども、どれぐらい、

まだ公募をしたわけですけれども、どれぐらいの数が来るかということは全然不確定

でございまして、一つも来ない場合のほうが私はむしろ多いのかなというふうに思っ

ています。今までの24年度の補助団体については引き続き、この事業提案型というこ

とで事業費の補助の申請をしてくると思います。この予算、今審議をいただいており

ます75ページの提案型についてはたくさんは来ないだろうというような、私のほうの

感覚としてはそのように思っております。たくさん来ていただいたほうが本来ですと

協働のまちづくりを進めていく上でありがたいわけでございますけれども、その辺が

ちょっとまだ不確定ということでございます。

何回も申し上げますけれども、本当に３団体、もう決まっているということは絶対

にございません。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕
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〇吉場道雄委員長 質疑がないようですので、総務課及び会計課に関する部分の質疑を

終結いたします。

ここで休憩といたします。

休 憩 午前１１時１１分

再 開 午前１１時１２分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、地域支援課に関する部分の質疑を行います。

それでは、どうぞ。

河井委員。

〇河井勝久委員 74、75ページ、２目の企画総務事業の関係で、東上線東松山・寄居間

複線化促進期成同盟負担金、定峰峠トンネル開削促進期成同盟負担金、それから（仮

称）明戸橋建設促進期成同盟負担金、この３つの関係で、これも長い懸案で事業計画

があって、促進の事業があるわけでありますけれども、かなり長期化していて、全て

のこの３つの事業を可能事業として進んでいるのかどうか、この辺のところがあるの

ですけれども、今の進捗状況というのはどうなっているのでしょうか。

それから、もう一点ですけれども、76、77ページでコミュニティ推進事業のうちの

古里獅子舞保存会の補助金の中で250万、これは獅子頭を作成するということであり

ますけれども、幾つの獅子頭を新たにつくり直すのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 75ページのいろいろなこの期成同盟、会の進捗というか、今後の進み

ぐあいという話ですが、全て大変厳しい状況です。しかし、それぞれその地域からす

ると、大変な熱意、これにかけているものというのは多くて、県会議員の広範囲の人

たちが総会には参加をして、いろいろ応援体制をとっていただいているわけですが、

なかなかスムーズに進まない。

例えば東上線寄居間の複線化なんかを例にとりましても、東上線東武のほうの返答

とすると、寄居まで複線化というのは考えていない、現状では。それで、寄居から嵐

山町のそこのところから複線が小川のほう、向こうへ行っていないわけですが、そこ

のところを複線にしてくださいと毎年上位の要求でお願いしているのですが、乗降客

がふえないとか、いろんな状況を勘案をして、そういうことは当面はできないという
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ような、毎回そういうような返事が来るのですが。

そういう中でも、東武との話し合いの中で、議会からも話が出ております森林公園

のホームに待合室をつくってくださいですとか、ホームガードレールというのですか、

ホーム何というのですか、ホームに手すり、境のこの地下鉄の駅に行くとありますよ

ね、ああいうものをつけてくださいとかいう話。私のほうも池袋駅につけてください

と２年続けて言っているのですが、そういうような東上線を使う嵐山町の乗降客の危

険を少しでもというようなことだとか、細かいというか、大きなことですが、そうい

うようなことを各市町村からいろんな意見は出ております。

しかし、そうは言っても、なかなかできるものが少ない。東武線で今年やっていた

だけるのが、ダイヤの改正に合わせて本数がこちらのほうが少しふえるとか、東武ラ

イナーというのですか、特急電車、あれも本数がふえるとか、そういうような話があ

りましたが、一番上の問題についてもそういうような厳しい状況で、そのほかについ

てもこれといった進捗は現状では見られません。しかし、やめてしまおうという話は

参加団体からは出ておりません。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 獅子頭の数についてお答えをさせていただきます。

獅子頭につきましては３個ということで要望をしております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 このそれぞれの促進会議なのですけれども、まずはちょっと東上線を

中心にお話ししていただいて、さらに私も相当厳しいのかなと、金額的にも、これた

だ促進のための会議のその継続だけでこの金額がされていっているのかなというふう

に思っているのですけれども。東上線、それから定峰峠、定峰峠も既に寄居から皆野

までは新たにトンネル道ができて、バイパスができたと言われているのですけれども、

そうなってくるとかなりますます厳しい状況になるのかなというふうには思っている

のです。

東秩父、それから向こう側の皆野町では、嵐山町のほうがむしろ利便性はもう増し

ているのかなと思っているのです。あの道路がバイパスができたことによって。それ

と、あとは東秩父、小川町の関係があるのですけれども、嵐山町もないとは言えない
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のでしょうけれども、そういう面でいくと、定峰峠のあの下を、何億かかるかわかり

ませんけれども、そういう形でのトンネルというのはどうなのかなと思っているので

す。

それから、明戸橋の関係ですけれども、これについては畠山重忠のところから向こ

うへ、深谷ですね。あっちへ行く橋だと思うのですけれども、もう既に完成している

のではないですか、あの橋は。

〔何事か言う人あり〕

〇河井勝久委員 それとは違うのですか。ちょっとその辺は勘違いしていると申しわけ

ないですけれども。そういう面でいくと、この橋についてもどういうふうにこれから

していこう、そういう考え方を持ってここに参加しているのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

東武の話なのですが、その下の例えば定峰の期成同盟会とかあるのですが、ここの

ところでもいろんな話が出るのというのは、嵐山町なんかは意見を言うのというのは

ほとんどないのですが、ほかのところは秩父のほうは、東松山土木事務所の範囲外の

ところについては全く県道の舗装率というか、道路改修というのがこっちと向こうで

は格段に違うのですね。何10％も、場所によっては50％だとか70％、こっちは99％だ

とかいうような状況なのですか、そういうようなものをトンネルに合わせて、この道

路改修がどうだ、小川から東秩父を通っていく道路はどうだとかいうようなこととい

うのがトンネルの前の話でいろいろ出ている。下の話にしても、交通量、それから渋

滞、そういうような話が出てくる中で、そこのところのスムーズに動けるような形の

道路整備を県道整備をやってくださいというようなことで、トンネルだとか橋だとか

という、そういうこともありますが、それに付随した道路全般についていろんな意見

が出されているというようなことでして、トンネルだとか、橋だとかというようなこ

とになると、ちょっと遠い話なのですが、もっとその前の段階で切実な状況のところ

の地域の意見が出ている。ですので、これをやめてしまおうという話は出ないという

ことです、現状では。

〇吉場道雄委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 金額的にただその会議に参加しているという形だけであるのですけれ

ども、ある程度やっぱりそこに参加するには、一つの意見を述べると。全体的にやっ
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ぱり議論してみるということも必要なのではないかと思うのですけれども、そこら辺

については参加する嵐山町も、やっぱり何らかの発言はあっていいのかなと思ってい

るのですけれども、その辺を頭の中に入れておいていただければというふうに思った

のですけれども。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

大野委員。

〇大野敏行委員 ページ、75ページ、広域路線バスの負担金及び補助金の800万円です

けれども、実際に利用されている乗降客の数、どのくらいであるのかということ。

それから、ページ、77ページの原材料費160万円、具体的には何に使ってよろしい

のか。

それから、同じように先ほど河井さんから出ました獅子頭の３個を購入するという

ことですけれども、大変地域の文化芸能を伝承していくということは大事だというふ

うに思います。実際に活動している中で、継承者といいますか、どのような状況で活

動されているのか、後継者がどのくらいいらっしゃるのか、もしわかれば教えていた

だきたいと思います。

以上、３点です。

〇吉場道雄委員長 内田副課長。

〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 それでは、まず初めに広域路線

バスの利用者の関係についてお答えさせていただきます。

ちょっと手元にございます資料が今年度、平成24年度の資料ということで、４月か

ら２月までの乗車数ということでございまして、まず花見台線、これが年間の合計で

２万4,848名、それから嵐山循環器線、こちらのほうが２月までで5,927名、市街循環

線、こちらが331名というような状況になっております。

それから、77ページの原材料費でございます。こちらは花いっぱい運動の花の購入

の費用ということで計上させていただいているものでございまして、こちら全て花の

購入。それから、一部栽培していただいているところの種ですとか、土ですとか、肥

料、そういったものに充てるということで、その購入に充てる費用として計上してお

ります。

次に、獅子頭の後継者ということについてのご質問ですけれども、古里獅子舞保存

会、こちらの活動は、主に古里踊り子、踊り手が小学校５年生から高校生までの子供
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たちということで、代々笛やおはやしなどを受け継がれておりまして、古里地区全体

で子供たちの指導を含めてやっております。ですから、古里地区のお子さんたち、そ

ういった方々が代々、今言った踊り子、それからおはやしですか、そういったものも

引き継いでやっているということで、そういった方が後継者という形で今も続いてい

るものでございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 まず、広域路線バスでございますが、花見台線に関しましては通勤を

される方々が利用されているのかなというふうに思うのですけれども、通常昼間、私

ども見ていて、ほとんどからの状態で走っているというのがよく見受けられます。広

域路線バスですから嵐山町だけでなくて、当然関係する他町村との連携もあると思う

のですが、あれだけの大型バスが必要なのかと。場合によっては、それこそワンボッ

クスカー程度の小さなバスでも十分使用に足るのではないかというふうに見られるわ

けなのですけれども、そこに変えたとしても経費的にはそんなに変わらないよという

ことであった場合には、そうわざわざ小さなものにする必要はないとは思うのですけ

れども、その辺のところももしわかれば教えていただきたいなというふうに思います。

それから、花いっぱい運動の160万ですけれども、以前は町のほうで花を買ってい

ただいて、運動場のところにみんな地域がとりに行ったような覚えがあるのですけれ

ども、今は各地域で買っていいよというふうに変わっているのかどうか。そこいらも

ちょっと教えていただきたいと思います。

あと獅子頭の小５から高校生までということで古里の方々が本当に頑張っていらっ

しゃいます。子供の数がどんどん、どんどん少なくなってきて、この先、小学校４年

以降の子供たちがどんどん減少傾向にあった場合には継承していくことも大変かなと

いうふうに思いますので、何らかの手当てが打てるのであれば、例えば古里ですけれ

ども、七郷小学校の子供たちが仲間に入ってもできるのであれば、そういうことを少

し奨励していくとか、そんなことも必要かなというふうに思っております。

以上、その３点お願いしたいと思います。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えをさせていただきます。

まず、路線バスの関係でございます。路線バスの関係につきましては、今大野委員
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さんがお尋ねいただきましたように、車両の維持経費等も当然それが維持経費があり

まして、加工費、それに営業の収入、それを差し引いた分がいわゆる減収分です。そ

の部分を赤字補填分という形で町が補助金を出させていただいているというものでご

ざいまして、車両の経費については算定基準になっているということでございます。

そういった中で、イーグルバスの路線の運営、そういったものと関係してくるわけ

でございまして、その車両については今どんな車両を使うということもこちらから指

示をしているわけではございませんので、その辺の維持経費に関して、今後、イーグ

ルバスと車の大きさ、そういったものも協議をさせていただく機会はあろうかという

ふうに考えております。頭の中に入れて、今後の中で話をさせていただきたいという

ふうに考えております。

それから、続きまして花いっぱい運動の関係でございますが、花いっぱい運動につ

いては以前は、補助金としてふるさとづくり推進協議会というところに補助金を支出

をさせていただいて、ふるさとづくりの推進協議会が中心になって苗等の購入をして

いただいて、各地域に配布をしていただいたという形でございました。今現在は、町

のほうで直接苗を購入をして地域のほうにお配りをさせていただいているという状態

でございます。

最後に、獅子舞の関係でございます。大野委員さんがおっしゃられますように、や

はり後継者問題というのは、この古里の獅子舞に限らず、どこの地域でも子供さんが

少なくなっているという中で、やはり今後の一つの課題であろうと。やはり後継者を

育成していくということは、それぞれのこういった団体の一つの課題になってきてい

るのだろうというふうにも考えております。そういった中で、また町としてできるこ

と、そういったことについてはご相談をさせていただければというふうに考えており

ます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 イーグルバスさんが提供されて行っているということなのですけれど

も、企業にしてみても自治体にしてみても、経費がより少なくて済むのであればそれ

にこしたことはないので、継続してそういう相談をしていただければと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。



- 38 -

畠山委員。

〇畠山美幸委員 まず、75ページの嵐山町ホームページの運営管理についてというとこ

ろで、きのう、昨晩、ちょっとホームページ、どのように変わったのかなと思って確

認をしました。そうしましたところ、嵐丸君が出ていて、とても見やすく変わったな

という印象と、色使いもとてもきれいに使っていらっしゃるなというのを確認しまし

た。しかしながら、バナー広告のところが以前は何社か入っていたと思うのですけれ

ども、バナー広告が一点も載っていなかったので、今回バナー広告幾らぐらい予算、

このくらい入るかなというのを見込んでいるのか、確認したいと思います。

それと、95ページの商業統計調査事業ということで新規で2,000円、金額はうんと

小さいのですけれども、商品販売額などの調査に要する経費ということで、普通旅費

で2,000円、43ページのほうには、その統計の交付金として1,000円入っているわけで

すけれども、この調査の内容をちょっとお伺いしたいと思います。

以上２点です。

〇吉場道雄委員長 内田副課長。

〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 それでは、ホームページのバナ

ー広告の関係ということでご質問いただきました。

バナー広告、今現在はＧｏＧｏＢＢＱという観光に特化したサイト、そちらのトッ

プページにバナー広告を載せているのが現状でございまして、まだそちらのほうには

載っておりまして、継続して今８件ほど載っています。

それで、25年度、ホームページを３月以降にリニューアルいたしまして、ＧｏＧｏ

ＢＢＱのサイトの内容は、新しいホームページのほうにある程度移していくと。Ｇｏ

ＧｏＢＢＱのサイトは閉鎖するという予定でおりますので、バナー広告につきまして

も、今掲載していただいている広告主さんのほうに意向確認をいたしまして、継続す

るという意向と、これでやめるという意向を確認させていただいて、ひとまず半年単

位で申し込まれているところもございますので、継続されるというようなお話を６社

ほどいただいております。

また、新たに募集は当然随時しておりますので、その辺でどの程度になるのかどう

か、その辺ははっきりしませんけれども、今現在の広告主さんは８社中６社が継続と

いう形でお話しいただいているのが今現在の状況で、予算的には昨年と同じような形

で歳入のほうは出させていただいているというような状況でございます。
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商業統計の調査の関係でございます。25年度は、平成26年の商業統計調査に向けた

会議が予定されていると。市町村対象としては１回の会議が予定されておりまして、

予算上はその旅費分、そういったものを計上させていただいております。

調査の内容につきましては予算書にございますとおり、全国の商業に関する施策の

基礎資料を得るため商業を営む事業所の産業別、従業者規模別、地域別等に従業者数、

商品販売額等の調査を行うというものが商業統計調査でございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 バナー広告は私の見方が悪いので、ホームページの下のほうに載って

いるのかなと思っていたら載っていなかったので。わかりました、ＧｏＧｏＢＢＱの

ところに載っているということで。

それで、今の商業調査の件ですけれども、これに参加される町内のメンバーは、対

象者は一応ここには書いてあるけれども、何人ぐらい町内で出ていらっしゃる方がい

るのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 商業統計調査については、今ちょっとご説明をさせていただ

きましたように、25年度においてはその26年度に実施する調査の内容について説明が

あるということで、まだ詳細についてはわかっておりません。

今、委員さんのご質問の中で何人ぐらいの方がこの調査に携わるかということで、

基本的にその調査員が何人になるかというのは、ちょっとまだ詳細はわかっておりま

せんが、嵐山町には統計調査員さんという方を依頼しておりまして、その方の中から

その調査員としてその調査に当たっていただくという方を選定をしていくという形に

なると思います。ちょっと人数についてはまだはっきりしておりません。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

森委員。

〇森 一人委員 ページ、155ページの一部事務組合非常備消防負担事業、拡大分の第

１分団第２部消防自動車更新2,570万円だと思ったのですが、その車の仕様及び納入

時期が大体わかれば教えてください。お願いします。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えをさせていただきます。
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平成25年度におきましては、第１分団の第２部の消防自動車の更新を考えておりま

す。こちらにつきましては、更新車両を乗車定員は７人乗り、車両の総重量は8,000キ

ロ未満、８トン未満ということです。予算額が2,570万円ということで、水槽が1,500リ

ッターの積水車両という予定でございます。納入の時期については、26年３月の予定

ということで考えております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 67ページの住民・税情報システム運用管理、ここには住民情報と税情

報を処理するということであるわけですが、拡大ということですから、今までもやっ

てきているわけですけれども、ちょっとどんな拡大をここでは考えているのか、伺い

たいと思います。

それから、その下の情報システム共同化、いわゆるクラウドですよね。クラウドの

負担金を納めるということですので、全部そこに任せてしまうものなのでしょうけれ

ども、25年度はどこまで進むのか。

それと、この前もお伺いしましたけれども、安全性についてはどういう点が考えら

れているのか、伺いたいと思います。

それから、75ページの先ほどの広域バスの件なのですが、昨年と金額同じわけです

よね。イーグルさんからは同じでいいですよということで、きちんと確認はとってい

るのでしょうけれども、燃料費の高騰があるのではないかというふうに思うのですけ

れども、イーグルさん、それでも大丈夫だよということでこの金額になったのか、伺

いたいと思います。

それと、消防の関係で、157ページの防災情報システム負担金になるのでしょうか、

町長の双方向通信整備というのが施政方針でうたわれているわけですけれども、これ

はどういう内容のものなのか。それと、比企広域でアナログからデジタルに今かえて

きているわけなのですが、その点がこの辺の部分になっているのか、伺えればと思い

ます。

〇吉場道雄委員長 内田副課長。

〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 それでは、67ページ、住民・税

情報システム管理事業。拡大分という、共同化に伴う拡大分ということでよろしかっ
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たでしょうか。25年度につきまして来年度のみかかる部分といたしましては、現行の

システムから共同化のシステムに中のデータを移行する費用、こちらのほうがデータ

移行費用といたしまして予算上で2,415万円ほど見込んでおります。

それから、当然データセンターから町のほうにデータをやりとりする回線を構築し

なければいけないということで、初期の構築費用、そういったものが120万程度かか

ります。そのほか、現在自庁内のサーバーにある各システム、そのうちで共同化の対

象とならないもの、サーバーが減ってきますので、そういったものを例えば統合した

り、そういった残るシステムの設定にかかる費用、そういったものが210万円程度か

かると。この辺が、平成25年度共同化に伴って単年度で拡大といいますか、かかって

くる部分ということでございます。

それから、共同化が25年度、どこまで進むのかというようなご質問でございます。

こちらにつきましては、平成25年10月に共同化がスタートするわけですけれども、嵐

山町は、参加する全18町村のうち嵐山町と吉見町がトップでございます。25年10月か

らということで、もう嵐山町はここから開始ということで、その間、各業務につきま

して、もう既にいろんな部会ごとに調整なり、そういった会議が持たれておりまして、

10月スタートを目指して現在進んでおるところで、25年度に入りましても同様に進ん

でいくことになります。

次に、安全性という点ということでご質問なのですけれども、先ほど拡大分といた

しましてご説明させていただきましたネットワークの構築、新たに専用ネットワーク

を構築するということでございます。通信における安全性というものにつきましては

そういったネットワークを使うということでございますので、確保はできるというふ

うに考えております。

また、データの保管、通常の管理等につきましても、役場の庁舎内のサーバールー

ムに現在データ等をいろいろシステムも含めてございますけれども、それがいろんな

災害ですとか、その他さまざまな危険に対応できるような堅牢なデータセンター、専

用のデータセンターに機器ですとか情報が保管、管理されていると、24時間常駐管理

されているという面において、安全性は格段に増すというような認識を持っておりま

す。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 続きまして、イーグルバスの負担金の関係お答えをさせてい
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ただきます。

イーグルバスの負担金につきましては、今年度予算は前年度と同額で計上させてい

ただいておりますが、実質的には平成23年度におきましても523万円ほどの補助を行

ったということで、500万円で足りるかというイーグルバスとのそれで足りるという

イーグルバスの確約をとっているわけではございません。

一応、予算上500万円ということで、こちらで計上させていただきました。この以

内でおさまることを、乗車数がふえれば当然営業収入がふえるということになります

ので、その補助金額も少なくなるということでございまして、その予算以内でおさま

ればいいなというふうに考えておるところでございます。

続きまして、防災情報システムの関係でございますけれども、こちらについてはこ

の負担金につきましては、埼玉県の防災情報システムの回線の使用料、これを負担す

るものでございまして、双方向通信システムというのは、これは24年度におきまして

も町の防災の本部と、それから小学校、中学校等にあります子機、そういったものを

つなぐ回線の工事を国の補助金をいただきながら実施をさせていただきました。そう

いった中で考えているところでございまして、この９万円の負担金というのは県の防

災行政無線とのシステムの回線使用料ということで、その負担金だということでご理

解をいただければと思います。

それから、最後に、デジタル化の関係でございます。デジタル化の関係につきまし

ては、比企広域消防本部の３カ年の事業計画の中にございまして、平成24年度、今年

度はそのデジタル化のための設計を行っている。25年度につきましては、消防無線の

デジタル化の工事が組み込まれておりまして、その事業費としては３億8,500万の事

業費で消防組合のほうの常備消防費として予算化がされております。そのうちの特定

財源、これは起債になると思いますけれども、２億3,500万円、一般財源の１億5,000万

円、こういったものが町のそれぞれの負担金に計上されてくるというふうに考えてお

ります。そのような予定ということで聞いております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 クラウドの件なのですが、ネットワークだから安心というような説明

だったのですけれども、前にも質問したのですけれども、名立たる大企業に入り込ま

れているわけですよね。この前は、三菱銀行がたしか12月にあれ桁が大きいなと思っ
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たのですけれども、何10万件だか何100万件だったかの顧客名簿が流出したというの

が報道されましたけれども、そのほか国の関係も、つまり相手から攻撃をされたら、

もうこの安全性というのは言えるのか。ちょっとこれは言いたいと思うのです。

それから、バスの件はわかりました。

消防の関係なのですが、そうしますと町長のおっしゃった、この双方向通信整備、

これはどこに入るのか。予算化はされているわけなのでしょうか。町、学校などがそ

うなのだということで今説明を受けたわけですけれども、これもうというか、いつか

ら開始になるのか、伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。

まず、安全性ということでございます。私も川口委員さんがおっしゃるようないろ

んな情報が漏れて、そういったような危険性があるというのは今までの事件もござい

ましたし、そういったことは承知いたしております。

しかしながら、このクラウド化に伴いまして、町のデータ等がデータセンターとい

う専門の機関に委ねられるということでございまして、その建物の耐震化、あるいは

さまざまなデータ流出への対処、そういったものはデータセンターにおいて格段に町

等の、はっきり言えば町で単独で持っているサーバー等から比べれば格段に安全性は

高いというふうに考えておりまして、そこでの安全性ということに関してはそれなり

保たれる。今までのシステムで、それぞれのサーバー等で管理をしている以上には必

ず保たれるだろうというふうに考えております。

それから、双方向通信の関係につきましては、24年度の中でその双方向通信を確立

するということで考えておりまして、その運用開始については既に25年度に向けても

されてくるというふうに考えております。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

質疑の途中ですが、ここで暫時休憩とします。午後の再開は１時30分とします。

休 憩 午前１１時５５分

再 開 午後 １時２８分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

地域支援課に関する部分の質疑を続行いたします。
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それでは、どうぞ。

松本委員。

〇松本美子委員 それでは、質問させていただきます。

77ページですけれども、地区集会所の補助金というものが３点ほど出ていますけれ

ども、特に掲示板の種類というようなものがありますが、内容をちょっと３点につい

てお尋ねさせていただきます。

それと、その下の地域コミュニティー事業で補助金の関係がありますが、今年度も

例年どおり同じ内容での補助金を対応するのか、あるいは幾つか新しい団体にも登録

をとっていただいて補助金団体になっていただくということで、それには何団体ぐら

いの件数を見ているのか、お願いします。今現在やっているのもあると思いますので。

それで結構です。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。

まず、地域集会所の補助金の内容でございます。千手堂構造改善センター、こちら

が網戸の改修ということで、３万3,200円の２分の１ということで予算化しておりま

す。それから、古里の尾根の公民館、こちらにつきましてはトイレの改造工事でござ

いまして177万7,000円。その金額の２分の１ということで予算計上させていただいて

おります。

それから、掲示板の修繕につきましては、具体的なところはまだ新年度でございま

すけれども、一応修繕工事として３カ所の１カ所５万円ということで15万円を計上さ

せていただいております。

こちらが集会所等の修繕工事の内容でございます。

続きまして、地域コミュニティー事業でございます。こちらにつきましては、内容

については特に内容を見直したということはございません。一応24年度が21団体の申

請を受けておりまして、22年度につきましては22団体、１団体ふやして22団体という

ことで予算計上させていただいております。現在の地域コミュニティー、継続中のと

ころもございますし、また新たに１カ所でもふやしていただければということで10万

円の増加をさせていただいて補助金申請、予算計上をさせていただいているというも

のでございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。
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小林委員。

〇小林朝光委員 72ページのステーションホールアイプラザの管理事業なのですけれど

も、これが前年度と全く同じ金額でなっています。今、コーヒーショップで利用して

いますけれども、もう少し利用頻度というか、それを上げられるような方法、またそ

のほかの今、利用方法は何かやっているのでしょうか。

それと、74ページのホームページ運用管理の関係なのですけれども、昨年はかなり

システム改修とかで費用がかかったみたいですけれども、今年は170万円ですか、予

定が。私は、もうちょっとホームページが更新がちょっと遅いように感じるのですけ

れども、もう少し更新を早める方法とかで費用がかかるとか、そんなことは考えてい

るのでしょうか。

その２点をお願いします。

〇吉場道雄委員長 内田副課長。

〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 それでは、ステーションホール

アイプラザの利用頻度を高めるといいますか、上げる方法について何かということで

ございます。

今現在、ステーションホールアイプラザの奥の集会用の施設につきましては、今ま

でも使っていた団体が主に使っていらっしゃいます。実際のところふれあい交流セン

ターがオープンしてアイプラザの駐車場がないというそういった面もあわせましてで

しょうか、若干利用団体がふれあい交流センターのほうに利用の主体を移しているよ

うな、そういった団体もございまして、若干利用数が減っているのは事実でございま

す。

しかしながら、嵐山郷さんですとか、独自の事業といたしまして、あそこの集会施

設を使いながら、身障者の方なり交流ができるような、そういった事業も独自に展開

していただいておりまして、町で具体的なというのが実際のところはないのですが、

アイプラザの集会施設とカフェパステルを一体とした利用方法を嵐山郷さんのほうで

ちょっと考えて企画していただいて、現在ある程度定期的というほどではないのです

けれども、開催していただいているというような状況でございます。

それから、次のホームページの更新を早目にするということでお話しいただいたの

ですけれども、午前中にもお話しさせていただいた３月１日で新しいホームページに

リニューアルしまして、今度のホームページにつきましては、今までは地域支援課の
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ところにある端末に専用のソフトが入っている端末がございまして、そこにわざわざ

職員が来て、あいていなければ順番待ちという形で更新をするような、そんな状況だ

ったわけなのですけれども、今度はＣＭＳという形の方式で各職員の自分の机のとこ

ろのパソコン、そこから各課に割り振られておりますＩＤとパスワードを入れること

によってホームページの更新が可能となりました。全職員、出先の図書館ですとか、

交流センターの職員も含めてホームページの更新が可能となりました。それから、公

開する情報につきましては、公開の開始日、それから公開の終了日、そういったもの

も個々のコンテンツ、個々のページですけれども、それごとにそういった期限を定め

てという、そういう機能も当然ございまして、古い情報がいつまでも載っているとか、

そういったことが極力ないような形の利用ができるシステムになりました。

そんな形で、極力、今現在、全てが移行できている状態ではない状態で公開になっ

ているわけなのですけれども、早目に必要な情報、特に年度末、年度初め、引っ越し

シーズンを迎えて、生活に密着した情報等につきましては、各担当課に必要なものは

最低限、見やすい形で表示する順番等、一番最初は直す必要がありますので、そうい

ったことも含めて、忙しい中でもちょっと見てくれという形で各課にお願いしている

ところでございまして、今までのホームページに比べれば探しやすいような形、それ

から情報をある程度更新をどんどん、どんどんしているような形で職員のほうにお話

をしているところでございまして、それをこれからも心がけていければなというふう

に考えております。

〇吉場道雄委員長 小林委員。

〇小林朝光委員 あと、そのホームページのほうですけれども、メールを使って多分質

問する方もいるのではないかなと思うのだけれども、それに対する回答については、

どのぐらい回答を出すとか、そういうことは考えていないのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 どのくらいで回答するかという、そういった基準というのは

ございませんけれども、いずれにしてもそういった形でメールでいただいた提案ある

いは要望、それについてもですし、またそれ以外の要望等につきましても、とにかく

なるべく早くということで考えて回答するように指示をいたしております。

ですから、当然要望の担当課としますと地域支援課になるわけでございまして、こ

ちらに参りました情報については、それぞれの担当部門に速やかに送らせていただい
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て、そして回答を起案していただくという形で、速やかに対応するということを基準

といたしております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 80ページ、81ページになります。１点、人権対策費は最後のほうで

すね。それで、その次に83ページにまたがっているわけですけれども。一つは人権対

策推進費のさまざまな費用がありますけれども、各種研修会負担金、これは各種研修

会負担金は今までと同じように同和事業に関しての負担金になって、研修会に参加す

ることになるのか。それとも、別の新たなＮＧＯ、ＮＰＯのつくっている研修会あり

ますよね。さまざまな研修があります。それについて参加することになっていくのか。

それを伺いたいと思います。

それと、もう一つ、部落解放同盟埼玉県連合会嵐山支部の補助金ですが、45万円に

一応減額にはなっていますけれども、私は基本的にこの補助金は必要ないものだと思

っていますので、この算出の基礎を伺いたいと思います。

これは、特別補助金要綱をつくったということですが、それ自体はまだ見ていない

ので、どういった視点でこの45万円が算出されてきたのか、伺いたいと思います。

次に、95ページです。95ページの住宅・土地統計調査の中で住生活基本法に基づい

て策定する住生活基本計画、土地利用計画などの諸施策の企画立案評価の基礎資料に

するため、住宅や世帯の居住状況、世帯の共有する土地等の実態調査に関する経費と

いうことで、これは平成23年度に住生活基本法が追加になったのですか。改定になっ

て、都道府県計画には義務があるのですけれども、市町村では施策の基本的方向を示

す、住生活基本計画を策定する努力義務があるというふうになっています。これにつ

いては、策定するという形で進まれるのであるならば、今後はどのような形でそれが

展開されていくのか、これを伺いたいと思うのです。

これは、ストップ温暖化にしても、それから耐震にしても、それからバリアフリー

などの問題にしても、とても重要なことであると思いますので、それについて伺いた

いと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。
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〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えをさせていただきます。

まず、人権施策の研修会の関係でございます。こちらにつきましては、一応、去年

と同様な研修に参加をするということで予算を立てております。ただ、具体的にはま

だ、どのような研修が新しく組まれてくるか。その中には、渋谷議員さんがお話しの

ように同和対策だけではなくて、それ以外の人権研修、そういったものについても研

修についてあれば参加をさせていただくということで考えておりまして、一応予算上

は前年と同額ということで計上させていただいております。

続きまして、支部の補助金の積算の基礎ということでございます。この支部の補助

金につきましては、今年度、他の団体補助も含めまして事業費補助ということを原則

とするという考え方がとられております。

そういった中で、支部の補助金に対する補助金につきましても、事業費補助を原則

とした補助要綱に見直しをさせていただいたというものでございます。その基本的な

考え方でございますけれども、事業費補助ということでございますので、今までは団

体補助として定額で支出をさせていただいておりました。今回につきましては、補助

要綱を定めまして、その中で対象となる事業、それから限度額等も設定をさせていた

だいております。

その内容でございますけれども、名称としますと嵐山町運動団体活動事業費補助金

交付要綱という形で、今内容について詰めておるところでございます。

対象となる事業につきましては、その活動費といたしまして、補助対象事業として

は講演会や研修会等の開催する場合の事業費、それから講演会や研修会等への参加す

るための事業費、それから啓発資料の作成をするための事業費、それから団体を最低

限運営するための経費というものを補助対象とさせていただくと。ただし、その中で

も、旅費等につきましては町の職員の旅費条例等も参考にしながら限度額を設定させ

ていただいたというものでございます。

なお、この積算の根拠といたしますと、嵐山支部のここ数年の活動実績、そういっ

た内容を見させていただきまして、この補助要綱に当てはめさせていただいた金額、

それプラスアルファ、例えば研修会等を開催するという場合については、その部分も

若干見させていただいて45万円という予算を計上させていただきました。

なお、これにつきましては、活動実績に応じて補助金の金額は決まってくるという

ものでございます。
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統計の関係につきましては、内田副課長から説明させます。

〇吉場道雄委員長 内田副課長。

〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 住宅土地統計調査の関係でご質

問いただきました。

ここにあります住宅土地統計調査の活用方法といたしまして、その中にあります住

生活基本法に基づいて作成される住生活基本計画、それから土地利用計画、こういっ

たことについてはこの法の中で全国計画及び法の中で規定する都道府県計画、そうい

ったものを言っているものでありまして、そういったもの、国の計画なり、県の計画、

そういったものに基づいて、町のほうでという話になってきた段階の話ではないかな

ということで、直接的に関係してくるのは国の住生活基本計画と都道府県の計画とい

うようなものになろうかと思います。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 まず、人権対策費なのですが、各種研修負担金ですけれども、これ

には施政方針には、「平成24年度に策定いたしました嵐山町人権施策基本方針に基づ

いて差別をなくし」というふうな形になっていますので、この人権対策費の各種負担

金、研修会に関しましては、そのようなものを中心にするという、同和対策といいま

すか、部落解放同盟が主催している講座でも、今はＤＶだとか、児童虐待だとか、そ

れから貧困についても入っています。そうではない形で嵐山町は事業参加していかな

いと、嵐山町は部落解放同盟埼玉県連合会の言いなりの人権政策をする形になります

よね。そこの問題を言っているのであって、こんな人権対策各種研修会負担金、部落

解放同盟関係にかかわるものに関してはもう一切、この補助金だけで十分だと思うの

です。それと、比企郡市同和対策協議会負担金だけで十分であると考えます。

これに関しては、部落解放同盟埼玉県連合会や、それから２つある同和団体に関係

する研修会には参加せず、本当に人権施策基本方針、これも非常に同和に偏ったもの

ですけれども、女性や、それからブラック企業の問題や貧困の問題にかかわっていく、

そういったふうな各種研修会負担金にしていかないといけないと思うのです。

今回の24年度の第２次市町村交渉の会議録も見ましたけれども、それには部落解放

同盟が開催する各種研修会に必ず参加するように求めていて、それの要請に応じます

というふうに、町長ですから嵐山町側は答えています。ですけれども、それに各種研

修会負担金を使ってはいけないと思っています。こんなことをやっていたら、嵐山町
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は嵐山町人権施策基本方針に基づく、少なくとも今後10年間の最初の年になりますが、

これについてはどのように考えていくのか。私は、はっきりした考え方を伺いたいと

思います。これは、ちょっと総括でもやりますけれども、ここははっきり伺いたいと

思います。

〔「総括だろう」と言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 両方でやります。だって、さっきもそうだったのですから。

それと、もう一点、それと先ほどの事業補助なのですけれども、これは結局事業補

助ではなく、団体補助を事業補助にという名前に変えただけにすぎないなと私自身も

読んでみました。ですけれども、部落解放同盟埼玉県連合会の嵐山支部に関しての特

別補助金要綱をつくるというふうになっていたので、それを待っていたのですが、そ

れも出てきませんでした。

それで、今の状況の中で、このようなものをやっていたら、ほかの団体との差があ

り過ぎるでしょう。

〔何事か言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 ほかの団体は、やっと提案事業をやるのでも３件５万円ですよ。１

件５万円で３団体で10万円未満ですよ。それが、この団体だけ研修会の負担金や、そ

れで部落解放同盟埼玉県連合会が企画する研修会に参加する研修会のとき、普通の場

合は自分の団体が企画する研修会に参加する者は行政の補助金で出ていくなんていう

ことはあり得ないですよ。それを嵐山町はずっと続けていて、それでやっと45万円に

しました。

だけれども、これは全然、今後も事業費の補助としてやっていくのであれば、事業

費の補助もしっかりした形にしていかないといけないし、こんな事業費の補助って私

はあり得ないなというふうに読んでいて思いました。これ団体補助金の形を変えたも

のであるとしか思えないのですが、それについての考え方、この45万円の積算ですよ。

この積算が非常に曖昧だというふうに考えます。

大体、どの団体、どの研修会に行くのがよいのかわからなくて、研修会の負担金で

すよね、ほとんど。それと旅費。そして、今までは新聞費、新聞のお金なんか、それ

はなくしてしまうのかもしれないですけれども、上部団体への負担金、そういったも

のですよね、これは。それを45万円、69万円から45万円にして24万円減額になりまし

た。ですけれども、ほとんど内容的には変わらないですよね。なぜ内容的に変わらな
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いかというと、その中には役員の役員手当やなんかがあった、それぐらい旅費があっ

た。そういうふうなことを差し引いた段階でそのくらいの金額になるからです。だか

ら、内容的には全く変わらないものを、ほかの団体には出していない補助金の内容を

ここに出しているのです。それをまた予算化してきている。

町長は、これに対しては算出の基礎というのはあると思うのです。でも、この算出

の基礎は余りに曖昧でいい加減で、そして部落解放同盟埼玉県連合会との２次交渉で

の要請事項に沿い過ぎていると思うのですが、それについていかがですか。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇渋谷登美子委員 ごめんなさい。もう一つです。

住生活基本計画なのですけれども、これは県や国のものをつくるための統計的な資

料を出すということだけで、嵐山町の市町村での施策の基本的方向を出すということ

にはならないということですか。

私はこれ住生活基本計画というのが出てきましたので、住生活基本法を全部調べて

きました。そうしたら、その中に市町村の中であったので、これは今の状況の中でと

ても大切な町づくりの中では一つの大きな計画になるなと思って、町ではどのような

展開をしていくのかと思って伺ったのですけれども、国の単純な資料を提供するだけ

のための事業ということですね、今の話だと。というふうに思ったのですが。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 まず、私のほうから住宅土地統計調査事業についてお答えを

させていただきます。

こちらにつきましては、今渋谷委員さんからお話がございましたように、町がこれ

独自で行う調査ではございませんで、国からの委託を受けて行う事業でございます。

ただ、そこで出てきた資料については当然国が取りまとめてその資料を町が使わせて

いただくということは当然あると。ただ、現実的にこの調査については町独自の調査

ではございませんで、国の調査資料を提出するというような形のものでございます。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 人権政策事業に対する予算の組み方といいますか、考え方。基本的な

ことというのは、前からお話をしていますとおりに嵐山町の町内、また関係する地域

で尊厳されるべき人権が侵害される事象が起きないこと、そういうことを目指して事

業を行っている、啓発事業を中心に行ってきているわけであります。
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そういう中で、前々申していますけれども、同和対策の特別事業が終わってからも

う長く時間がたってくるわけですけれども、それらに沿って嵐山町だけでなくて県内

でいろんな市町村でも取り組んでいる状況に照らし合わせて、それとまた、嵐山町が

今までかかわってきた状況というのを、近隣の市町村と調整、話し合いをしながら現

在の体制をとっているということでございます。

それで、今もお話ありました45万円に減ったということでございますが、これらに

ついても嵐山町ももちろんその主体的な考え方を持っていますけれども、近隣との調

整をしながら、それからほかの市町村というか、市の取り組み状況等を勘案をしなが

ら、今までやってきた状況を今の状況に合った形に嵐山町ではどうやったらいいのか

という方向を考えながら対応をとってきているということでございます。

それで、積算ということでございますが、これについても積算をする前に他の市等

の状況等を勘案をして、嵐山町にはこんな感じが今のところ適当だろう。そしてまた、

隣接をする市町等も連携をとりながら、嵐山町だけではなくて、さらに効果が上がる

体制をとるのにはこういう形で今年は行こうということで決断をして、こういう方向

をとっているということでございます。

詳しい積算ということでございますが、これらは川越市等を、ほかのところでもい

ろんな対応をとり始めてきているものを嵐山町でも倣ってきているということでござ

いまして、基本的には申し上げたとおり粛々と事業を推進をしているということでご

ざいます。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 嵐山町にも人権問題というのはいろいろ抱えていると思うのです

ね。それを、この団体だけ特別にこれだけの金額を出すという理由はないと思うので

す。それが過去にあったとしても、それについて今までの積算をずっとやっていて、

今までやってきたことの中で、そしてこの補助金を出すことによって差別が、啓発事

業をしたという効果がないというふうに思っています、私は。なぜならば、研修会に

参加するという効果ですよね。研修会に参加する以外は何もしていないです。事業自

体は。本を読む。そして、あと本を、雑誌を購入する。新聞を購入する。そして、部

落解放同盟の嵐山支部の支部会を行う。だけれども、研修会というのはご本人たちの

研修会であって、嵐山町には何もない。

そういったものを、ほかの団体に比べて余りに嵐山町に公益のない団体にこれだけ
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の補助金を出す算出の基礎というのですか、ほかの団体に、ほかの市町村と比べてみ

てというふうに比較してみてと言いますけれども、ほかの市町村でどのようなことを

やっているかわかりませんけれども、そういうふうな基準、今までとった情報公開の

中からそういったものは出てきていません。全くない中でこの中でやっていて、この

45万円という数字ですよね。この45万円は、このくらいならば３分の１ぐらい減らし

たから、何とか予算として認められるのではないかという感じの数字だと思うのです

けれども。

基本的に、この事業自体がもうなぜ嵐山町に必要であるか。ほかの市町村と比べて

というふうな、歩調を合わせてということなのですが、歩調を合わせる必要があるの

か。なぜあるのかというと、嵐山町はその団体の長が議員であること、そして年に３

回も市町村交渉を常にやっていて、そして職員が毎回毎回、各種研修会と言いながら

も、部落解放同盟関係の研修会に参加せざるを得ない状況をつくられているから。そ

ういったおかしな関係ができていて、特殊な団体を嵐山町がつくってしまったのだと

思うのです。ほかの団体に対してこんなことをやっていない。

そういうふうなことを嵐山町は今の財政の非常に厳しい状況の中で、やっと何とか

提案型補助金についても５万円から10万円のを組むことができなくて、３団体とった

というふうな状況で、それは15万円ですよね。その15万円というのは、69万から45万

引いて24万円の中にやっと入っているぐらいの状況ですよ。そういうふうなものを嵐

山町が行っていてということを。町長は、この算出の基礎が、私は全く算出の基礎が

できていないと思うのです。

というのは、今まで見た感じのものの中では年に２回か３回、２人か３人の人が研

修会に行っています。研修会に行く費用を、全額の中に宿泊費が含まれています。そ

の宿泊費のほかに、旅費というのは嵐山町の職員と一緒に行っていますから入ってい

ません。そうすると、わずかな金額ですよ。１万5,000円掛ける３掛ける２、９万円

か10万円の金額ですよ、研修費というのは。そういったもののほかに、どうやってこ

の金額を出してくるのか、わからないのです、私は。研修会の負担金といいましたら、

宿泊費は入っていますよね。そのほかに職員の旅費規定を加えて、それに加えた金額

が45万円になるということはあり得ないと思います。

ですから、おかしいと言っているのです。算出の基礎がおかしい。少なくとも研修

会に参加するということを事業にするのであるならばおかしいです。そういうふうな
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形のことを、予算算出の中でそれをやっていない。そういうふうに思いますけれども、

その点についてはいかがですか。算出の基礎が全くできていない。ほかの団体に比べ

て余りにこの団体ひど過ぎる。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 基本的なことを重ねて申しますけれども、今まで嵐山町で、人権施策

を行う、人権教育を行う、同和対策事業を行う、そういうようなことを行ってきて成

果が出てきているというふうに思うのです。それだけ嵐山町の中では問題事象が起き

ていないということは、この成果が出ている。そういうものを、ここのところでぱさ

っと渋谷委員さんが言うように断ち切って、そのままそれでいいのかというふうには、

嵐山町を含めて、この近辺で一緒に事業展開をしている市町ではそういう判断をしな

いわけです。今の状況に合った形にソフトランディングといいますか、今の状況に合

った形に変えながら事業展開をやっていこうということで、今年度こういう予算を組

ませていただいたということでございます。

〇渋谷登美子委員 事業費補助ではないよね。団体補助だよね、結局。

〇岩澤 勝町長 事業費の補助をするということで見直しをして、こういう形に変えて

きているわけです。

〇渋谷登美子委員 事業費補助ではない、団体補助ですよ。

〔何事か言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 67ページの先ほどから出ていますけれども、今年のここのところが前

年対比でも4,231万2,000円ほど増額になっております。そして、先ほど述べられた内

容を聞きましたらデータ移行、大体2,415万だと。そうすると、今年の初期にほとん

ど投下していく資金は済まされるのか、今後もここには費用的なものがやはり出てく

るものかどうか。

それと、我々支払いのほうの話をよく聞いていますけれども、補正のときにも出て

いましたように、この電算化の共同化ということによってどのような、25年の場合で

ですと効果が出てきてくるのかな。10月から運用してくるということの中で、お尋ね

いたします。

〇吉場道雄委員長 内田副課長。
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〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 それでは、今後の共同化の費用

というような面につきましてご説明させていただきます。

先ほど委員さんのほうもお話しになったとおり、午前中説明させていただいたとお

り、25年度につきましてはデータ移行費用をはじめとする最初の年のかかる費用とい

うものが非常に大きく拡大といいますか、追加になってございます。25年度は、それ

半年分が既存のシステムを使わなければいけないということもありますし、正式に共

同化が始まる、年間を通して始まるのが26年度からということになりまして、その時

点でかかってくるのはシステムの使用料ですとか、いろんな台帳関係の委託、アウト

ソーシング経費と言っていますけれども、データセンターなりで計算していただいて、

帳票を打ち出していただくという委託費。それから、当然事務局費もかかってきます。

そのほか、ネットワークの維持費ですとか、そういったものがもろもろかかってきま

して、当然24年度に比べての予算といたしましては減額してくるという形で、それが

５年間という形で考えておりますので、５年間の効果が、減額が出てくるというよう

な形でございます。

それから、共同化の効果といたしましては、まず今現在の状況の中で、自治体の状

況、この参加する自治体全てに言えることなのですけれども、定員管理等で人員が減

っていくと。それから、財源としても限られた財源の中で多様化、高度化する住民ニ

ーズに応えなければならないと。また、情報システムの費用につきましては、いろい

ろ近年新たな制度改正等でそのシステムの大規模改修ですとか、今後予定されていま

すけれども、そういった経費もかかってくる。また、セキュリティー対策というのも

さらに強化していかなければならない。そういった課題を各自治体が持っております。

こういった課題を解決する方法といたしまして、この情報システム共同化、そうい

ったものが必要ではないかということで進んできているわけで、今言った問題を、今

お話ししました幾つかの問題を多くの団体が、結果的に今回18団体ですけれども、参

加することによってそのスケールメリットとして費用の財源ですとか、クラウド技術

を活用した、そういった導入によりまして、災害とか、そういった危険性に強い体制

を構築するというような効果、それから目に見えないところでもそれにかかわってい

る職員の負担、そういったもの、それが障害に切り分けですとか、本当に細かいこと

では幾つもあるかと思うのですけれども、主なものとしては今言ったような大きなも

の、そういった効果が見込まれるというふうに考えています。
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〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 大体効果的なものも把握させていただいたつもりですけれども、この

使用料1,381万7,000円、これはこの515万3,000円ぐらいが金額で出ていましたけれど

も、今年この運用にかかっていく経費が半年分ぐらい上乗せになっているということ

です。そうすると、５年間ぐらい使用料的なものはこの金額で大体進んでいく、推移

していくのだということになるのでしょうか。

それと、あとこれが吉見、嵐山町が先駆けて進んでいくことになるのですけれども、

データ移行に係る、ここらあたりは県下がやるのでしょうけれども、職員の負担とか、

そういった部分については研修等なども必要になってくるのではないかと思います

が、どんな状況ですか。

〇吉場道雄委員長 内田副課長。

〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 まず、使用料につきましては、

共同化後の使用料というものはデータセンターのシステムを使う使用料という形にな

ってくるものでございます。今年度ふえている使用料の関係なのですけれども、基本

的にそういった今言ったデータセンターを使う使用料、そういったものが主なものに

なってくるかと思いますが、今後、使用料という形で毎年かかってくるもの、具体的

に言いますと大体システムの使用料として26年度以降、毎年2,100万程度を予定をし

ているところでございます。

もう一点。

〔「10月からこれが開始になるということの中

で」「こっちを通して」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 では、３回目。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 10月から開始になるという中で、いろいろとデータ移行なんかも大変

なことだと思うのだけれども、職員の皆さんの研修とか、そういう体制はどうですか

ということなのです。

〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 すみません。聞き漏らしていま

した。

職員の負担につきましては、現在共同化を受注する業者が決まりまして、幸いにも

嵐山町の今使用している株式会社ＴＫＣが受注することになりました。結果的にシス
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テムとしては、今使っているシステム、それがクラウド化になるというような形で、

当然データ移行は当然必要になってきますが、システムの使い勝手、こういったもの

につきましては極端な話をすると全く変わらない。そんなことでございます。

ただし、他の市町村とのすり合わせみたいなものがございますので、その辺を今、

負担といいますと、これから稼働までの間、そういった全市町村が使うすり合わせ作

業を今行っていますので、そういった負担はあると思います。操作につきましての研

修は改めてする必要は出てこないのではないかというような状況でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

安藤委員。

〇安藤欣男委員 広報広聴の関係から聞きたいと思うのですが、51ページで広告料36万

円です。これがほぼ固定化されているのかなと思っているのです。この積算の根拠と

いいましょうか、この広告主の傾向的なものがどうなっているのか、ちょっとお伺い

をします。

それから、55ページでは、粗収入で宝くじの獅子頭の関係で、55ページ。獅子頭の

関係で10分の10ということの補助事業を受けられたということです。これ越畑も受け

られたのですが、それは返したと思います。古里の獅子頭で出していただきます。大

変あそこは地元でございますので、ありがたく思っておりますが、この事業の内容的

なもの、縛りというようなことがどんなふうになっているのか。

まるっきり新しいものをつくらなければだめなのだとか、修理はとか、そうしたも

のの地元とのあれはどういうふうに今後やっていくのですか。宝くじで250万もらえ

るということで、それの内容的なものがわかりましたらお願いしたいと思います。

それから、もう一点、69ページ。広報広聴の中で、広報の発行が38万2,000円、増

額になっております。これの広報も大変いろんなものを載せていただいておりますが、

これの積算の根拠的なものが、世帯もふえているということもあって増額になってい

るのか。ページをふやすのか、これなんかどうなのでしょうかということでお伺いし

ます。

それから、その下、広聴ですが、これは広聴極めて重要なことだとは思っているの

ですが、この概要のところにはいろいろ書いて、しかしながら、７万2,000円、これ

計上はあったのだけれども、委員の報酬、しかも9,000円減額になっているのですね。

今後この広聴の関係につきまして、ここには町政懇談会等というふうにも出ているの
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です。これの内容的なものがありましたらご説明をいただきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 それでは、お答えさせていただきます。

まず、51ページの広告料の関係でございます。この広告料につきましては、町の広

報誌に、ここに備考欄にも書いてありますように掲載１題について２万円、半分の場

合は１万円という、こちらの広報への広告料。それから、先ほどちょっとご質問いた

だきましたバナー広告ですね。こちらの広告料、これはホームページになりますけれ

ども、そのバナー広告、それの広告料を計上させていただいております。実質が23年

度が一応36万円ほどの収入がございました。そういったことで当初予算では36万円と

いう予算を計上させていただいております。

先ほどの畠山議員さんのご質問にお答えしましたように、ホームページの掲載する

バナー広告等についても募集をしておりますし、また広報についても積載のもし希望

があれば、そこに積極的に載せさせていただくということで予算計上させていただい

ているものでございます。

続きまして、55ページの宝くじの関係の助成金でございまして、内容につきまして

は、今議員さんお話しいただきましたように、先ほどございました古里の獅子舞保存

会、獅子頭３個、こちらについての補助金という形で申請を、これは町から申請をさ

せていただいて、町が補助金を交付を受けまして地域のほうに、先ほど20何ページだ

ったでしょうか、古里の獅子舞保存会への補助金という形で同額を補助金として支出

をさせていただくというものでございます。

ですから、事業主体は古里の獅子舞保存会が事業主体になりまして、町がこの宝く

じの助成金を申請をし、それを受けたものをそのまま補助金として出すということで

ございます。ですから、地域とのお話ということにつきましては、十分その発注につ

いても打ち合わせをさせていただいて、申請をさせていただくという関係になります。

それから、続きまして広報誌の増額の関係でございます。実は、この広報誌の印刷

製本費なのですけれども、当初予算で247万5,000円、24年度が209万3,000円でござい

ましたので、議員さんご指摘のとおり増額になっております。24年度の補正予算で実

は増額をさせていただいておりまして、現在の24年度予算では254万2,000円というふ

うになっております。
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その内容でございますが、単価というよりもページ数がふえました。そのページ数

のふえた原因は、まず一つには、今年度、24年度から地域瓦版という形で毎回２行政

区の活動を紹介させていただいておりまして、あの分が１ページふえている。それ以

外に各団体等から広報への掲載依頼がありましたらば、できるだけ内容は審査をいた

しますけれども、載せさせていただくということでやらせていただいていた結果が、

当初の予算よりもページ数がふえている傾向にありまして、そういった関係で24年度

も増額をさせていただきまして、25年度についてはその補正後の金額、それをちょっ

と参考にさせていただいて247万5,000円という金額に計算をさせていただいておりま

す。

この内容につきましては、ページ１枚当たりの単価と、それから差し込みの関係と

折り込み広告というのですか、広告ですか。そういったものの手数料、そういったも

のをトータルして金額を出させていただいているというものでございます。

それから、最後に、この広報広聴の広聴の関係でございます。ご質問いただきまし

たとおり、ここに引用広聴として出させていただいておりますのは、町政モニターさ

んの８人分で、８人掛ける9,000円という根拠で７万2,000円を計上させていただいて

おります。町政モニターさんに関しましては、今、年２回ほど会議を開かせていただ

いております。それ以外に、メール等でモニターの提案という形で随時いただいてい

るということで活動をしていただいているものでございます。

この事業概要のところにございますように町政モニター制度の活用、それから町民

の声ボックスやメールによる意見募集、こういったものについてもホームページで今

回、簡単申請という形で出していただくような形にしております。

それから、町政懇談会等の広聴活動とありますが、町政懇談会、具体的に今、いつ

やるという計画はございませんが、町政懇談会という中で例えば自主防災会ですとか、

地域支援課で言えばそういった地域の皆さんのお集まりいただいているところ、ある

いは防災訓練、そういった中でもいろんな機会を捉えて意見を聞きたいということの

内容でこの町政懇談会等というふうに記載をさせていただいております。どうぞよろ

しくお願いいたします。

〇吉場道雄委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 はい、ありがとうございます。獅子頭については10分の10ということ

で、まるっきり新しくした場合にどのくらいかかるのか、ちょっと想定できませんが、
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上限250万まではいいですよという捉え方でいいのですか。

要するにトンネルの補助ですよね。ですから、町がこれでいいということになれば、

宝くじのほうはこれはだめだとかということは出てこないのですかね。その辺をちょ

っと聞いておきたいのですけれども。地域的なものはどんなことになっているのか。

25年度中に仕上がればいいのか、支払いまで済まさなければだめなのか。その辺をち

ょっと聞いておきたいと思います。

それから、広告料についてはわかりました。

それから、広報についてもいろんなものが入ってきて、町民の声だとかいうか、今

説明がありましたが、各区の活動状況とか、やっぱり双方的なものが広報でも出てき

ているのかなというふうに思っているのですが、やはり身近なより広報を町民を見や

すいというか、あるいは見たいというような雰囲気をつくっていくことは大事かなと

思っていますが、今後とも町民の意見、声というような欄をつくってもらうといいか

なと思います。広報の充実を一層、ひとつお願いをいたします。

もう一点のこの町政モニターだけの委員報酬だということで、この町民懇談会につ

いては町長が町民懇談会をやるという、町長が行ってやるということはこれには想定

はされていないということなのですか。単なる課の、今の課長の説明だと、防災会の

関係ので町民懇談会をするとか、そういうことは別ですか。

町政に対する町民の町政懇談会というのは、この予算では到底やるとすればできな

いで、ここに書いてある、この捉え方がちょっとわからなかったのでお聞きするので

すが。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えをさせていただきます。

まず、宝くじの250万円の関係でございますけれども、こちらについては一応限度

額という捉え方でございまして、250万円が申請できる限度額。ですから、それ以上

に例えばお金が地域のほうでかかってしまいますと、補助申請できるのは250万円ま

でという形になります。ですから、その辺250万で何か済むような形で地域のほうと

も話し合いを進めてまいりたいというように考えております。

なお、続きまして、広聴の関係でございますけれども、こちらにつきましてはこの

事業概要のところの書き方が広聴事業という形で捉えて、この事業概要を書いており

まして、予算上は委員報酬しか載っておりませんので、その事業概要としてはこの委
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員報酬の中身を載せればよかったのかなというふうにも今ちょっと反省はしておると

ころなのですが、広聴事業全般として町の考え方としては、こういったものを通じて

広聴活動をやっていきたいということでございます。

今、町政懇談会については、先ほどもちょっとお答えさせていただきましたように、

具体的に町政懇談会を今、町長が主催で行うとか、その辺のところまで考えていると

いうものではございません。大変この事業概要の書き方が広聴事業全般という理念み

たいなところまで踏み込んで書いてしまいましたので、そういったふうなところがち

ょっと説明不足だったのかなというように考えております。どうぞご理解をお願いい

たします。

〔「あと25年度中に獅子頭の関係で支払いの関

係があったみたいなのですけれども」と言

う人あり〕

〇中嶋秀雄地域支援課長 大変失礼しました。獅子頭の事業年度は25年度ということで

ございまして、25年度中に契約をし、そして支払いまで終わるということがこの補助

事業の対象になる条件でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

ここで休憩といたします。次の再開は、本会議場にて黙祷が終わり次第といたしま

す。

休 憩 午後 ２時２９分

再 開 午後 ２時５１分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

地域支援課に関する部分の質疑を続行いたします。

それでは、どうぞ。

清水委員。

〇清水正之委員 町長が施政方針の中で、24年度に人権施策の基本方針を決めたという

ことで、その施策を25年度に実施をしていくと、その基本方針に基づいた実施をして

いくというふうに述べられているわけですけれども、まず策定した基本方針の基本的

な概念というか、基本的な目的というものはどういうものなのか、それに基づいた施

策がどこにどういう形で盛り込まれているのか、お聞きをしておきたいというふうに
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思います。

それから、地域防災の関係、157ページなのですが、昨年は南部の防災訓練が行わ

れたわけですけれども、今年度はその部分がなくなるというふうになっています。同

時に、自主防災組織の育成についても減額になるという関係では、自主防災組織に対

する支援というのですか、基本的な考え方をお聞きをしておきたいと思うのですが。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 町政運営の基本的な考え方というご質問でございます。前から申し上

げておりますように、町民福祉の向上というのを基本的に考えております。町民福祉

の向上というのが、ちょっと言葉が漠として難しいかもしれないですが、町民の幸せ

ということだと思うのです。町民の幸せはどうやったら図れるかということが一番の

基本的なことでございます。それには、町政の中期計画でございます、この中でそれ

ぞれの分野はこう行っていくべきだということを決めていただいて、それらに沿って

各分野のことを進めていくということでございます。

そして、何より基本は、町民の幸せを求めるわけですけれども、これが持続可能な

体制をどうとっていくか。これには、財政がきちんとそれに沿った形でついてこなけ

ればいけない。それがついてくるのには、財政運営ができるような人口構造といいま

すか、人口のピラミッドというものが富士山型の形でないと不自然な形で持続可能な

形にはいかないのではないかということだと思うのです。ですので、人口の構成が、

以前のような人口ピラミッド体形に、人口が多い少ないというのは別ですけれども、

形とすると構造とするとそういう人口ピラミッドが必要なのではないかなというふう

に思っています。それには、現状では人口がふえていくほうがいいのではないか。そ

れには、そういう対応をとっていく。そのほかのことについては、各町政の長期の基

本方針に沿った形で各分野の事業を粛々と行っていく。こういうことかなというふう

に思っています。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。

まず、人権施策の基本方針でございます。こちらにつきましては25年の４月からの

目標を立てさせていただいたものでございますが、この中のこの基本理念というお話

をいただきました。こちらのほうでは、人権施策の今回の基本方針の目標というもの

を立てさせていただいておりまして、人権施策の基本理念というところで本町は嵐山
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町人権尊重都市宣言に掲げているように、あらゆる差別をなくし、一人一人が人権を

尊重しあい、自由と平等に溢れた平和で明るい社会をつくることを基本理念として人

権施策を進めますというふうにうたっておりまして、その中に３つ大きくこの基本理

念をうたっております。（１）が一人一人が個人として尊重される社会、（２）として

機会の平等が保証され、一人一人の個性や能力が発揮できる社会、（３）といたしま

して一人一人の多様性を認め合い、ともに生きる社会というこの３つの理念を定めて

おります。

その中で、それぞれの人権問題に対して、項目を挙げて各項目についてそれぞれの

目標を掲げております。その大きな分野別の施策といたしますと、女性、子供、そし

て高齢者、４番目に障害のある人、５番目に同和問題、６番目に外国人、７番目に犯

罪被害者やその家族、遺族。そして、８番目にインターネットによる人権侵害、９番

目に災害時における人権への配慮、10番目にそのほかさまざまな人権問題という形で、

５つの項目に分けてそれぞれの目標を設定しているところでございます。

今、議員さんのご質問の件につきまして、その予算につきましては具体的に予算化

をしているもの、各範囲にあるわけでございますけれども、同和対策につきましては

先ほど渋谷議員さんのお話にもございましたような予算化がされております。それ以

外に予算化のされていないものもたくさんあるわけでございまして、それぞれの担当

する部門において、例えば地域支援課であれば、男女共同参画の推進、これも大きな

問題で、やはりこれも人権を考える上では大きな問題であろうと思いますし、それぞ

れの担当部課の中で事業を進めるということになっておるところでございます。

続きまして、自主防災組織の関係でございます。

まず、防災訓練につきましては議員さんのお話にございましたように、町では総合

防災訓練を２年に１回という基準で行っていくという基準を持っております。そうい

ったことで25年度については総合防災訓練の予定はしておらないところでございま

す。

ただ、自主防災組織の補助金を今削減されているという中でのご質問かというふう

に思うのですけれども、まず自主防災組織につきましては平成24年度、今年度、県の

補助金を当て込んだところもあるのですけれども、各自主防災会に対して20万円を限

度とした機材等の購入の補助を行わせていただきました。その中で、各自主防災会、

12団体ございますが、ある程度24年度に必要備品等はそろえていただいたというふう
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に考えております。

25年度につきましては、この補助金の中身を一部見直しをさせていただきたいとい

うように考えておりまして、と申しますのは、今までは各自主防災会運営費という形

で一律３万6,000円、そして12団体という形で予算計上をさせていただきました。し

かしながら、自主防災会の中にありましても、防災訓練を積極的にやられているとこ

ろ、あるいはその資機材等を見直されているところ、そういった形で活動にある程度

のやはり温度差がございます。これは、決して悪い意味で温度差があるということで

言っているわけではございませんで、やはりその市街地における自主防災会の訓練と、

それからあるいはそういった違う地域での防災訓練は内容も違っておりますし、また、

必要な備品等もこれは違ってくるということは、これは当然のことだというふうに考

えております。

そういった中で、今回の自主防災組織への補助金に関しましては、一律的な運営費

的な補助というのは、今まで一律３万6,000円といったものを基本的には２万円とい

うふうに見直しをさせていただきまして、それ以外に事業費補助というか、自主的な

機材等の整備、そういったものについてはそれぞれの申請に基づいて一定の額を出さ

せていただくというような形で見直しをさせていただきたいということで、この予算

額を計上させていただいたものでございます。

総体的には減になっておりますが、それは先ほど申し上げましたように24年度に機

材等については、ある程度その20万円の限度額の中で必要備品は整備されているとい

うことを前提にして、一定の金額が結果的に減になっているということでございます。

〇吉場道雄委員長 清水委員。

〇清水正之委員 ということは、各防災組織については、備品等の必要な資機材につい

ては十分整ったという判断で、今後行っていくものについては、どうその事業、各防

災組織がどういう事業をやっていくかというものについて支援をしていくということ

でいいのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 まず、１点目の各自主防災会について資機材が十分整ったと

いう判断かということでございますが、整ったということで判断はしておりません。

今後も例えば防災訓練をやっていったり、自主防災会の中でいろんな今度は想定した

シミュレーションをして防災訓練を行っていくと思います。それは期待をしていると
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ころなのですけれども、要は現実に即して、例えば避難所にどのような形で避難をす

るかとか、あるいはその避難所に行った場合の、今回は避難所のいわゆる運営マニュ

アルというものも今後つくりたいというように考えております。そうしますと、避難

所の運営については当然自主防災会あるいは区、そういったところで自主的な運営を

していただくということが前提になってまいりますので、その際にどういった備品が

改めて考えたときに必要になってくるのか、そういったことは当然出てくるというふ

うに考えております。

ですから、今現在での防災倉庫に置いておくもの、これについてはある程度、今考

えられる範囲では想定するものがそろえられたのかなと。ただ、今後そういった訓練

を実施していく上においては、いや、こういったものが必要だったとか、ある面では

こういった備品あるいは備蓄品が必要だというような、個々の自主防災会独自のそう

いった要望が出てくるだろう。そういったものについては、資機材の補助という形で

出てきたところへある程度の補助ができるような、そういった態勢をとっていきたい

という考え方でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑がないようですので、地域支援課に関する部分の質疑を終結い

たします。

この際、暫時休憩いたします。おおむね10分間。

休 憩 午後 ３時０５分

再 開 午後 ３時１４分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、町民課に関する部分の質疑を行います。

それでは、どうぞ。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 31ページと35ページになって、これは国保にかかわるので質疑はと

思ったのですが、一応一般会計に入っていますので。

民生費国庫負担金の減です。保険基盤安定分負担金が402万5,000円から389万円、

そして35ページ、民生費県負担金の減が1,631万3,000円が1,592万6,000円、保険基盤
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安定分保険者支援負担金が201万2,000円から194万5,000円なのですが、それぞれ減額

になった理由というのを、する理由を伺いたいと思います。

それと、88、89ページです。電算委託料というのがあるのですけれども、353万

5,000円。戸籍事務事業なのですが、そして、戸籍データ管理システムの拡大分とい

うのなのですが、この拡大分というのはどのようなものを示すのか、伺いたいと思い

ます。

〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 それでは、戸籍事務に関しては山下副課長に、保険年金に関して

は村上副課長に、それぞれお答えしていただきます。

〇吉場道雄委員長 村上副課長。

〇村上伸二町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

基盤安定事業、31ページの国庫負担分、こちらについては国が２分の１、県が４分

の１、町が４分の１の分。また、35ページの保険基盤安定のこれは、1,592万6,000円、

これは税軽減分でございます。その下の保険基盤安定（保険者支援分）負担金が194万

5,000円ということで、渋谷議員さんのほうから前年度に対して減となっている。そ

の理由ということでございますが、当初予算を編成する平成24年11月段階の国保の所

得の状況、これに金額に実際に合わせまして、軽減となる被保数、世帯数等を出して

おります。その結果、24年度当初よりも若干減という形になっております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 山下副課長。

〇山下次男町民課戸籍・住民担当副課長 それでは、私のほうからは88ページ、戸籍事

務事業の委託料の電算委託料の戸籍副本データ管理システムの拡大分とは何かという

ことでのご質問に対しましてお答えさせていただきます。

戸籍の副本というのは今でもあるのですけれども、戸籍の届け出書とかが原本が出

て、それともう一つ副本というのをつくるのですけれども、それは今つくってありま

す。それを今つくってあるものにつきましては、年数回、電子媒体といいましょうか、

そういうふうにして今は松山の法務局のほうに持っていってこれの管理もしているの

ですけれども、これがデータ管理システムになりますと、これは皆さんご存じのとお

り東日本大震災があって、宮城県とか岩手県の４市町村の役場が津波の被害を受けて、

戸籍等が滅失してしまったと。幸い法務局のほうに副本がありましたので、副本デー
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タを再生することができたのですけれども。

そういったことがあって、今後もそういったことが起こる可能性がありますので、

その近く、役場の近くのある法務局等にデータを管理しておくとなると、一緒に滅失

してしまうおそれがあるということで、このデータ、管理システムを構築して、東日

本の市町村は関西にあるデータセンターのほうに送ると。関西方面といいましょうか、

西日本の市町村は北海道に今度管理センターができますので、そちらのほうに送って

その滅失を防いでいくということなのですけれども、それを一応今年の10月までに構

築をして、12月までに対応していくということで求められています。この副本管理デ

ータシステムにつきましては、一応金額的には152万2,500円ということのあれなので

すけれども。

それで、一応今度導入をしますとどうなるかということなのですけれども、現在は

今も言いましたとおり副本というのは年数回持っていっているのですが、それが今度

は業務日ごとに、今役場のほうにＬＧＷＡＮというのが入っていて、通信でメール等

をやりとりしているのがあるのですけれども、官公庁のですけれども。それを介して

そのデータセンターのほうに送っていくということになります。

ですから、タイムラグができないような、今までは数回、年数回ですから、もしそ

の間に何かあった場合にはなくなってしまうけれども、これからは業務日ごとに送る

ので、その辺が心配がなくなってくるというようなシステムでございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 ちょっと国保のほうに行ってしまうので申しわけないのですけれど

も、国保というのは低所得者層が多いというふうに思っていたのですけれども、平成

24年度に関しては低所得者層は思っているよりもカウントが少なく計算されたという

ふうに考えて、支援分が少なくなったということは、その分低所得者層が少なくなっ

たというふうに考えるということなのでしょうか。その点を伺います。

次の電算委託料ですけれども、これはクラウド化の一つですよね。そういうふうに

今思ったのですけれども、そうではないのですか。

〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 基盤安定の関係、所得が少ない人が減っているかという話だと思

うのですけれども、前年に対してそれぞれ少しずつ６割軽減の方、４割軽減の方、い
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らっしゃって、その６割軽減と４割軽減の方、どういう形になるかというと、医療分

と、それから後期高齢者支援費分と介護納付分、それぞれに分かれて６割軽減、４割

軽減。世帯割、平等割と均等割の６割軽減、４割軽減の方に分けられるのですけれど

も、その合計額がここにあらわれてくるということです。その合計額が25年度の積算

では６割軽減の方は少し減ってくる。４割軽減の方はちょっとふえている形ですけれ

ども、６割軽減の方は少し減っているという形になっております。積算上はそういう

形になります。

それから、戸籍の副本データは住基ネットとは関係ございません。あくまでも法務

省だけの考え方でございまして、住基ネットは全国市町村つながっていますけれども、

戸籍は住基ネットとは連動しておりません。戸籍は戸籍のデータだけで動いています。

戸籍は住基ネットと直接はつながりませんので、改めて今度は副本データシステムと

いうのを国が入れて、東日本大震災の影響で同時に滅失するというのを今副課長がお

話ししましたけれども、それを防ぐために今回法務省がデータを吸い上げるというよ

うな意味があるのだと思いますけれども、リアルタイムで同時にデータを持つという

性格ですけれども、ＬＧＷＡＮを介しますけれども、ＬＧＷＡＮを介すだけで住基デ

ータと連動するというようなことは考えていないというふうに聞いております。

それから、データセンターにつきましては、保守管理と、それからいろいろな攻撃

ではないですけれども、何かあったときに困るので、そのデータセンターの位置は教

えられないというふうに聞いております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 そうしますと、クラウドとはまた違うものを法務省のほうでつくっ

ているという形で、それに入っていくという形なのですか。わかりました。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 戸籍の今の件なのですが、地域支援課がクラウド化をしようとしてい

ますよね。それとはこれは違うと。地域支援課がやろうとしているのは、町民課では

どれとどれが入るのか。ちょっと教えていただけますでしょうか。

〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 埼玉県の町村会のところで共同化を進められているのが地域支援
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課が先頭になってやられていることですけれども、主に住基ネットと、それから住基

情報、それから保険年金とか、そういう国保とか、そういう情報です。基本的な町の

情報システムに共同化ということで参加されるということだと思います。

戸籍につきましては、法務局からの委任事務で国の仕事を委任事務で受けているわ

けですけれども、基本的には戸籍はデータはつながっておりません。市町村間のデー

タは連動はしておりません。そういうことでございます。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうですか。この住民基本台帳事務事業、その上も減額ですが、戸籍

住民総務事業、住基ネットワーク事業、これがクラウド化による減額というふうに理

解してよろしいのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 山下副課長。

〇山下次男町民課戸籍・住民担当副課長 それでは、お答えいたします。

戸籍住民総務事業につきましては、特にクラウド化の影響というのはございません。

その次の住民基本台帳事務事業の中の102万4,000円の中には、クラウド化により電算

委託料の住民マスター更新料というのが今あるのですけれども、それがクラウド化に

よりまして一応、半年分しか見ていません。６カ月分しか見ていませんので、その辺

で61万1,000円の減額というふうになってございます。

以上です。

〔「戸籍住民は」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 答弁漏れですか。

〇山下次男町民課戸籍・住民担当副課長 戸籍住民につきましての36万5,000円につき

ましては、クラウド化の減ということではございません。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

松本委員。

〇松本美子委員 29ページですけれども、使用料及び手数料の関係で戸籍の事務の手数

料ということで4,436件を見込んでいるということですが、これは個人的に戸籍をと

りに来ているのか、あるいは８業種の方たちがとりに来ているのを見込んでいるのか。

割合はどのくらい見込んでいるのか、お尋ねをします。

それから、その下の住民基本台帳の手数料ですけれども、閲覧の関係が主になって

いるようで、少し今年度、25年度は8,968件ということになっておりますが、やはり
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上と同様に、どのような方たちが主に閲覧しに来ているのか、まずお尋ねします。

〇吉場道雄委員長 山下副課長。

〇山下次男町民課戸籍・住民担当副課長 それでは、28ページの総務手数料の中の戸籍

事務手数料の関係でございますけれども、こちらの4,436件ということで25年度につ

きましては見積もりをさせていただいているところでございますが、議員さんのお尋

ねは、個人で見ているのか、業種別で見ているのか、その割合はどのくらいだという

ことでございますが。これにつきましては、そこまでちょっとしていませんで、一応

これを出した基礎というのが22、23、24年度の今までの交付件数をもとにこの件数を

出してございます。特に個人なのか業種別だとかというのは出していないのですけれ

ども、個人の方がほとんどだというふうに考えております。

それから、その下の住民基本台帳事務手数料の関係ですけれども。これが8,968件

ということでなってございますけれども、申しわけございません。ちょっとミスでご

ざいまして、9,060件ということで訂正をお願いできればと思います。9,060件。

そのうちの閲覧に係る分ということなのですけれども、これはほとんどが住民票の

交付と、戸籍の付票の交付、閲覧については特に初めから以下ということでは見てご

ざいませんで、こちらのほうが主という形になってございます。例えば何かの関係で、

業者さん等が閲覧に来る場合はその分がふえてくるのかなというようなことで考えて

ございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 松本委員。

〇松本美子委員 そうしますと、個人と、戸籍のほうの手数料ですけれども、この件数

では22年、23、24と答弁していただいたかと思うのですけれども、その中の交付の関

係の中からは出してきたということですが、なぜこういうことを質問するのかと申し

ますと、やはりこれを交付するときには、もちろん企業主の方ももちろんされるわけ

ですから、その辺のときの気をつけていただいている点が22年、23年のときもあった

と思うのです。ですから、この25年度も特に気をつけて出していただかなくてはなら

ないというものもありますので、もしその辺のところがお答えできましたら、お願い

します。

以上です。

〇吉場道雄委員長 山下副課長。
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〇山下次男町民課戸籍・住民担当副課長 では、お答えをさせていただきます。

業者の方がとりに来たときの注意点、何をしているかということでございますが、

業務の方が来るのは職務上の請求書で請求をされるわけですけれども、その中に書か

れているようなことが本当にそのとおりかというようなことも確認をさせていただき

ますし、それからその人の、個人の、一般の方と同じですけれども、個人を身分を証

明するものの確認をさせていただいてやっているということでございます。

最近、不正使用みたいなことがございますから、その辺は注意してやらせていただ

いているという状況でございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 松本委員。

〇松本美子委員 それは、確認をしっかりとって実施をしていただくということをよろ

しくお願いします。

やはり悪用されて転売されているというケースがかなり出ておりますけれども、

25年度の予算ですからどうなのかと思いますけれども、では22年とか23年のときには

そういった、町では悪用になった経緯は、ちょっとさかのぼってしまって申しわけな

いのですけれども、答えていただけるようでしたら。もし外れるようでしたら結構で

すけれども。質問させていただきます。

〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 お答えいたします。

新聞記事に載りました佐藤さんとか、あるいは大沼さんとか、そういう方の件だと

思いますけれども、過去３年にさかのぼって調べてございます。一件も不正の取得は

された事実はございませんでした。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑がないようですので、町民課に関する部分の質疑を終結いたし

ます。

ここで休憩といたします。

休 憩 午後 ３時３１分
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再 開 午後 ３時３３分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、本日最後の審査は、健康いきいき課に関する部分の質疑を行います。

それではどうぞ。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 ５題お聞きしたいことがありますので、よろしくお願いします。

まず、最初に、37ページと33ページに新規事業で養育のため病院等に入院すること

を必要とする未熟児に対しての費用が国からと県からと入っておりますけれども、も

し未熟児が生まれたときに入院する費用が今度はかからなくなるということで、県が

これやる事業ですよね。県の事業だと思うのですが、申請の仕方というか、内容をち

ょっと詳しくお聞きしたいと思います。

それと、97ページの拡大分で障害福祉計画評価委員会、こちらの構成者といいます

か、その辺をお伺いしたいと思います。

119ページの保健推進員さんが増員になりますけれども、今までと同じような仕事

内容なのか、何か仕事がプラスアルファになるのか、その辺をお伺いします。

121ページ、子宮頸がん、ＨＰＶ検査（30歳代）ということで、町長の施政方針の

中にも30歳代の方のＨＰＶ検査に対して助成してまいりますということがありますけ

れども、この内容についてお伺いしたいと思います。

123ページの「発育発達に遅れのある子どもとその家族に対し、おやこ教室」とい

うことで、こちら対象範囲拡大ということなのですけれども、今まで24年度の対象年

齢が幾つだったのか。そして、今回はどこまでの年齢の方を対象にされているのか。

以上５点、お願いします。

もう一個。すみません。あとトレーニングルームは長寿生きがい課のほうに入りま

すか。こちらでよろしかったですよね。では、トレーニングルームの機械の充実を図

り、利用者からも大好評をいただいておりますというところで、こちらも大変機械が

新しくなって、利用度がふえていると思うのですけれども、今回どのぐらいの利用度

を見込んでいらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 岩澤健康いきいき課長。

〇岩澤浩子健康いきいき課長 それでは、最初に、37ページと33ページだったでしょう
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か、養育医療費の関係でございますけれども、これにつきましては今回、県から町に

権限移譲になる事業でございまして、これまでは保健所のほうで申請手続等、支払い

等も行っておりました。これが25年度から町におりてくるというようなことでござい

まして、対象につきましては、１歳までということで未熟児、体重でいうと2,000グ

ラム以下、または生まれたときにいろいろな機能がまだ未熟で生まれた子供さん、そ

れが入院によって治療する場合、そういった子供さんにかかる費用に対して国が２分

の１、県が４分の１、そして今回初めて町が４分の１というふうな負担割合となって

まいります。

個人負担というのも所得に応じてあるわけですけれども、この個人負担が今までは

一旦保健所がやっていたものですから、一部個人負担を保健所のほうに払っていただ

いて、それの領収書をもとにこども医療費のほうでまた後で戻ってくるというような

ことだったのですけれども、今回その事務が町に参りますので、町のほうで一括、こ

ども医療費との相殺をしまして、お金は出ないというふうな形にやっていきたいとい

うふうにやっています。

歳出のほうは、したがいまして、こども課のほうに予算を組まさせていただきまし

た。そんな内容でございます。

それから、97ページの障害福祉計画の評価委員会の委員さんでございますけれども、

この計画の中にもうたわせてもらってあるのですけれども、この計画を策定したとき

の委員さんが10人ほどいらっしゃいまして、この策定にかかわった委員さんを中心に

評価委員会を立ち上げていきたいというふうに思っております。

それから、次に、保健推進員の関係でございますが、保健推進員につきましては、

説明のほうでもさせていただいたと思うのですけれども、48名から今回67名に増員を

するというふうな計画でございます。保健推進員さん、昭和60年に制度が始まりまし

て、そこから地域と役場のパイプ役というふうなことでいろいろな事業に参加、協力

をいただいていたわけですけれども、昨年度というか、24年度に受診率の向上キャン

ペーンというのを初めて町のほうで取り組みまして、これについて保健推進員さんに

もいろいろご協力をいただきました。

地域の皆さんに健診等の受診の勧奨をしていただくということで、区長さんをはじ

め保健推進員さんにもお願いをしていろいろやってきたわけですけれども、そういっ

た中で世帯のほうが大分増加をしてきておりまして、１人の受け持つ世帯数が大分多
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いということで、およそ100世帯をめどに１名の保健師さんがいたほうがスムーズに

いくのかなということで今回増員をさせていただきました。

特に仕事というのは、昨年度からちょっと始まったことで、25年度に特別ふえると

いうことではありません。

それから、121ページ、子宮頸がんのＨＰＶ検査の関係でございますけれども、委

員さんからも以前ご質問をいただきましたけれども、国のほうでなかなかこのＨＰＶ

検査については進めてこなかったところがあったのですけれども、このところ大分そ

の検査の内容が正確性が高くなってきたというのでしょうか、国のほうでそういった

ことを認めてまいりまして、新年度からこのＨＰＶについて補助金を出すというふう

な情報がございましたので、それを受けてこちらでも30代についてのＨＰＶ検査を入

れていこうというふうなことで予算を組まさせていただきました。

ところが、その後、ちょっと国のほうの動きがございまして、30歳代だけではなく

て、なくてというか、30歳代ではなくて30歳、35歳、40歳の節目だけを補助するとい

うふうな形になってきております。したがいまして、ちょっと歳入のほうは若干、こ

の補正のほうをお願いするかもしれないのですけれども、町といたしましては国の補

助金いかんにかかわらず、30代の女性についてのそのＨＰＶの検査についてはやって

いこうということで進めてまいりたいというふうに思っております。

それから、123ページのおやこ教室ですけれども、おやこ教室につきましては、こ

こに書いてありますように発育、発達におくれのある子供とその家族を支援するとい

うことで行ってまいりました。対象児については、１歳６カ月児を対象に、１歳６カ

月から２歳児ぐらいまでを対象に行ってきたわけですけれども、なかなか子供が発達

していく段階で、おくれがあるというのをなかなか親としては認めたくないというふ

うな部分があって、この教室に参加をいただけないというふうな状況がございました。

本当はそういった方に参加をずっとしていただきたいのですけれども、なかなかそ

ういう親の思いから参加をしていただけないということがあって、今回は特に発育、

発達のおくれがある子供さんだけではなくて、全体の子供さんを対象にこの事業をや

っていって、特に障害を持つというのも関係なく進めて、みんなで集団になれていけ

ればということで、その対象の子供さんの範囲を拡大をさせていただくものでござい

ます。

それから、最後に、トレーニングルームの充実の関係でございますけれども、24年
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度に予算化をしていただきまして、昨年７月に機器の充実を図ったところでございま

す。おかげさまで７月に新しいトレーニング機器が入って以降、大変利用者のほうが

伸びてまいりました。全体では、特に今年の２月については過去の最高になるような

記録になっていまして、延べの利用者数ですけれども、479人、２月で。利用者とい

うふうになっていました。昨年の２月は273人ということで200人ぐらいの伸びという

ふうになっております。

これには、広報を通じて、なるべく皆さんにこの新しい機械も入ったことですので、

健康づくりに使っていただくように毎月機械の紹介をしがてら広報をしていった結果

がこういうあれかなと思っているのですけれども、この利用の見込みというのはちょ

っと何人というのはなかなか目標はないのですけれども、こういうふうに好調になっ

てまいりましたので、これを維持できればいいかなというふうに思っています。

以上です。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 先ほどの未熟児の件ですけれども、きのうちょっと県のホームページ

を見ましたら、県に今まで、だから24年度は県の事業で、今度は町に移ってくるとい

うことで新規という形で載っていたのですね。わかりました。

対象、これ何か病院が県内指定養育医療機関ではないと診ていただけないというこ

とでホームページに載っていましたけれども、町に今度変わってもその辺の病院はふ

えることはないのでしょうか。その辺を確認したいと思います。

それと、障害福祉計画の委員さんというのは内容がわかりましたけれども、これは

いいです。これは飛ばします。

119ページの保健推進員さんの仕事は、では別に仕事がふえるとかということでは

ないというお話でしたけれども、本当に世帯がふえて、私も議員になる前にこれ保健

推進員をやらせていただいたことがありまして、本当に皆さんを集会所で検査がある

から来てくださいとか、そういう呼びかけをしたり、あとヘルスアップクッキングに

参加しましょうとかと呼びかけたのですけれども、長野県が大変長寿国ということで、

減塩の栄養指導をしたら非常に元気になられているというような内容で、この間テレ

ビでも何か減塩のお料理のヘルスアップクッキングをやっているということなのです

けれども、嵐山町も減塩のヘルスアップクッキングの内容をやっているのかどうなの

か、お聞きしておきたいと思います。
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それと、おやこ教室の件ですけれども、では今度は全体の１歳６カ月のお子さんか

ら２歳児の方を対象に、年齢は上がらずに、その２歳までの全体のお子さん来てくだ

さいということでよろしいでしょうか。いや、私的には５歳という年齢が非常に発達

障害の分岐点というか、学校に入る前とか、５歳児というのが少しいろんな面で発達

障害を調べるのにいいのではないかというのをちょっと聞いておりましたので、そこ

まで広がったのかなと思ってお聞きしたのですけれども、今後そういうお考えがある

かどうか、お聞きしておきたいと思います。

あと、先ほどの頸がんのＨＰＶの検診のことですけれども、そうすると30、35、40と

いうところはクーポンで来るということになるわけですね。それで、しかしながら、

嵐山町としましては30代ということは30歳から39歳までの方を対象にやっていただけ

るのか確認していきたいと思います。

それと、トレーニングルームですけれども、大変に私も利用させていただいてよろ

しいのですけれども、トレーナーの方というか、トレーニングルームにいるインスト

ラクターというのか、あの方がいつも１人必ず常駐していただいて、聞けばこういう

のをやったほうがいいですよとか、いろいろアドバイスをいただけるのですけれども、

やはり余り手を煩わせては申しわけないかなと思いますので、できれば今、女性だけ

の健康フィットネスというのがありますけれども、あそこでメニューができているの

です、大体の。ですので、インストラクターの方にできれば、ダイエットしたい人に

はこういうメニュー、例えば自転車こぎを何分やってウオーキングは何分やってとい

うようなメニューを何個かつくっておいていただけると、一々インストラクターの方

の手を煩わせなくても大丈夫なのかなと思うので、何かそういったメニュー、あと機

械に乗る前に事前運動といいますか、そういうものの簡単なこういう写真で、こうい

う順番で運動をしてからこういうマシーンに10分ずつかかりなさいとか、そういう形

でやっていただけるともっとニーズが上がるかなと思いますので、その辺のちょっと

検討についていかがか、お聞きしたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 杉田副課長。

〇杉田哲男健康いきいき課健康管理担当副課長 それでは、１点目のヘルスアップクッ

キングの件でございます。こちらにつきましては、管理栄養士のほうが嵐山町のほう

で特定健診等、健診結果等のデータがございます。減塩等々にかかわらず当然減塩の



- 77 -

部分も含めますけれども、やはり食育の観点からメニューをおつくりをさせていただ

きまして、塩分、糖分等々、その地域に合ったものの食育の料理教室を実施している

というふうな内容でございます。

続きまして、おやこ教室でございます。おやこ教室につきましては、１歳６カ月児

健診で全ての対象のお子さんに声かけをさせていただきます。おおむね１年を目安に

行っていくわけでございますけれども、保健師等々が気になる児に対しては、その後

のフォローも引き続き行っていくというふうな計画でございます。

どうしても、やはり集団生活に入っていくお子さんもいます。保育園に入所、また

幼稚園等々にも入所の児がございます。そういった方々につきましては、入所の前に

３月に各保育所並びに幼稚園等に連絡調整会議を行いまして、その児の状況等を報告、

連絡調整をさせていただきまして、スムーズに集団生活に行けるようにという形で連

絡調整をとらせていただいてございます。

続きまして、ＨＰＶの検査でございます。こちらにつきましては、まだ国のほうか

ら、おおむね今、情報の中ですと、夏ごろに詳細なものができ上がってくるというふ

うに連絡をいただいてございます。まだクーポン券を出すような形になるのか、また

どういうふうな形で費用負担をしていくのかという部分につきましては、詳細なこと

についてはまだこちらに連絡等は入ってきてございません。

ですから、先ほど課長が申したような形で30歳代並びに国庫事業で対象となる見込

みの部分につきましては30歳、35歳、40歳というふうな形を考えてございます。

続きまして、トレーニングルームでございます。こちらにつきましては、トレーニ

ングルームを利用される前に機器の説明と健康管理の部分、また体力測定というもの

を実施させていただいてございます。体力測定の結果に基づきましてインストラクタ

ーのほうが、やはり下肢の部分の運動、トレーニングをしたほうがいいのか、また上

肢、また先ほどのお話のダイエット等の目的にしたほうがいいのかという形で、紙ベ

ースのものではお出しはしてございませんけれども、ある程度のメニューをお話をさ

せていただいて運動機器のほうを利用させていただいているというふうな状況かなと

思います。また、その各種簡単なメニュー方法につきましては、またインストラクタ

ーのほうと協議をさせていただきまして、ニーズによってより利用者が利用しやすい

ような形ができればというふうに考えてございます。

あと、未熟児の１点目の病院でございます。こちらにつきましては、指定養育の医
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療機関につきましては埼玉県で指定をしてございます。今現在埼玉県につきましては、

23の医療機関ということでございます。こちらにつきましては、近隣の病院でござい

ますけれども、小川赤十字病院が入ってございます。産科等で出生して未熟児に対象

になったというふうな場合につきましては、そこの医療機関からこちらの指定の医療

機関のほうに転送という形でなって、そこで入院がこの事業につきましては対象とな

ります。おおむね６カ月ないし最長１年というふうなことになるわけですけれども、

そちらのほうの入院に限りの医療費が該当になるということでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 ありがとうございました。トレーニングルームなのですけれども、確

かに始める前には全部検査、いろんな注意事項を受けながら検査してやったわけなの

ですけれども、しかしながら、やはり若い部類だから放っておけばやれるからいいと

思っているのかもしれないのですけれども、やはりメニューがある程度この人、その

結果に基づいて、この人がでは下肢を、上肢を、ダイエットをというような形になっ

たときのある程度のメニューが、何をどの機械をどのくらいかかればというようなも

のが示されればとってもやりやすいと思うので、やっぱりその方向でぜひお願いした

いと思いますので、よろしくお願いします。

あとは大丈夫です。ありがとうございました。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 障害者総合自立支援法と障害者総合支援法と25年度で切りかわるの

ですけれども、31ページですと民生費の国庫補助金が415万1,000円が389万円、33ペ

ージですと県支出金が5,258万6,000円が4,973万円に。そして、97ページにそれぞれ

の事業が展開されているわけなのですが、それぞれが全て減額になっているのです。

１項の８、９、10、11、12、13、14。これで、支援メニューの違いによってこういう

ふうな減額が出てきているのか、利用対象者が違ってくるのでこういうふうな減額に

なっているのか、まず伺いたいと思います。

それと、先ほど聞いていまして、平成25年度に関しては乳幼児医療費については、

未熟児養育医療費については窓口払い廃止になるわけですよね、結果として。そうい

うふうになるということに考えるとしますと、そうすると障害者に関係するものでも、
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そういったものが例えばあるなと思いまして、それについては窓口払いの廃止という

形にはなっていくのでしょうか。

例えば自立支援医療給付事業なんかだったら、拡大分として18歳未満でというので

すから、15歳までの子供はそういうふうな、少なくとも対象になりますし、重度心身

障害者医療費支給事業でもちょっと負担金がある部分とない部分がちょっと私がよく

わからなかったので、そこのところが検討ができないのですけれども、それは未熟児

の養育医療費が窓口払い廃止になるのであるならば、嵐山町でも15歳未満の子供のそ

ういったものに関しては、当然廃止にできるなと思いますので、その点について伺い

たいと思います。

それと、先ほどの障害者福祉評価委員会なのですけれども、これは障害者総合支援

法によって評価していかなくてはいけないことになっています。私もちょっと障害者

総合福祉支援法がどのような形でやるかというのを見ていたのですが、具体的にはど

のような手続で評価を行っていくのか。そして、それが次の計画に反映できるように

するわけですから、それについて伺いたいと思います。

先ほどの話の地域療育事業ですけれども、これ１歳６カ月健診でというのはとても

有効で、ここのところでチェックできるかできないかで、２歳児ぐらいまでにそれで

対応できるとかなり健康な子供になっていくというのは、知的なものとか発達障害に

はなるというのはいろいろなところで読んでいますので、それはいいのですけれども、

地域療育事業と、それから子育て広場というのですか、おやこ教室事業と子育て広場

とがどのように兼ね合っていくのか。こども課になっていくからわからないのですけ

れども、そこのところはリンクしていくのかどうか伺いたいと思います。これかなり

重要な事業だと思います。

〇吉場道雄委員長 岩澤健康いきいき課長。

〇岩澤浩子健康いきいき課長 それでは、最初に、自立支援法の関係から総合支援法に

変わって、いろんな事業がマイナスになっているけれども、何か対象者がというふう

なお話ですよね。個々にちょっと見ていかないとわからない部分もあるのですけれど

も、全体的に言えば、今回のこの予算は大変厳しい予算の中で、今まで若干余裕を持

った予算も組ませていただいていましたけれども、本当に実績に近い形の予算を組ま

せていただいた関係で全体にマイナスというふうになっております。したがいまして、

特に対象者が減るとか、そういうものではありません。
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それから、養育医療の窓口払い廃止の関係でございますけれども、これは今まで保

健所でやっていたものですから、保健所のところで自己負担分は払っていただいたと。

それで、それを一旦払って、それを今度はこども課のこども医療のほうでその分を返

すというような形をとったわけです。ただ、今回の場合は同じ町の中でできるわけで

すから、一旦払ったものを返すと、同じそこの中でやりとりするのはちょっとおかし

なことになりますので、委任状や何かをいただいて一旦払ったことにしまして、それ

で相殺するというふうな考え方なのです。

ほかの自立支援医療の例えば厚生医療、育成医療とかございますけれども、こうい

ったものにも自己負担の部分はあります。所得の区分によってあるのです。そういっ

たものは、個々にお支払いをしていただいております。

ただ、ちょっと話が飛んでしまうのですけれども、こちらでは重度医療の関係がご

ざいまして、重度心身障害者の医療費の関係がやはり３医療の中で窓口払いの廃止を

しておりません。そういった中で、今回、重度の障害をお持ちの方が窓口に医療費の

請求に見えるというふうなことで、ちょっとご負担があるのかなというのを考えまし

て、これは希望者に対してなのですけれども、手を挙げた方に対して一括郵送でも請

求ができるような形にしようということで、25年度からそれに取り組もうというふう

に思っています。

それから、障害者計画のほうの評価委員会の関係なのですけれども、どんなふうな

手続で行っていくのかということでございますけれども、障害福祉計画のほうで３年

間の目標に向かって計画ができております。それを１年ごとにどのくらい進捗状況を

見られるようなものの資料を出しながら、その委員さんに評価をしていただくと。そ

れから、そのほかにいろんなご意見をいただきながら、次の年度に進ませていただく

というふうな形でできればいいかなというふうに思っています。

〇吉場道雄委員長 杉田副課長。

〇杉田哲男健康いきいき課健康管理担当副課長 続きまして、おやこ教室と子育て広場

のほうの関係でございます。

おやこ教室につきましては、先ほどお話をさせていただいたような形で、１歳６カ

月児から集団生活をということでございます。子育て広場につきましては、これはこ

ども課のほうで子供の居場所づくりというふうな形で、役場の町民ホール並びに北部

交流センター等と実施をしているものでございます。
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趣旨的なものが基本的に子育て広場につきましては、居場所づくりというふうな観

点から、当然おやこ教室のほうで保健師とこども課のほうにも保健師のほうがござい

ます。健診等々でも幼保児童の関係で連絡調整をとってございますので、どこまで情

報が共有できるかということにつきましては今後の課題かなと思うのですけれども、

一応おやこ教室と子育て広場のほうの関係につきましてはそのような関係を考えてご

ざいます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 すみません。未熟児医療費のほうが保健所から町に変わったから窓

口払いが直接できるということですね。そうすると、重度障害児に関しては、やっぱ

り医療機関なのでそれはできないというふうな形で考えるということでしょうか。こ

れは、すみません。重度ではない、重度の場合は郵送で手続ができるようにしていく

ということですけれども、郵送でというのは、考え方としては一旦支払ってからそれ

をという形になりますよね。

そうではなくて、重度の方こそ窓口払いの廃止のほうがありがたいかなというふう

に思っているのですけれども、それはそんなに考え方としては難しいことではないだ

ろうなというふうに。ちょっとこの未熟児養育医療費の話がありましたので、これは、

それはもともと考えていたことなので、それは可能性としては、郵送ではなくて窓口

払いの廃止という形に持っていけないですか。子供の場合に関しては。負担金のない、

自己負担のある人に関しては。そういうふうな形は、とりあえず全体でとっていけば

いいのですけれども、それはできるのではないかなと思ったのですが、まだもう少し、

これ検討していただければいいかなと思います。それでいいです。

それで、次の子育て広場とおやこ教室の中にお互いに保健師さんがいるということ

なのですが、これは私は、どこだか浦和のほうの教育機関に行って１歳半ぐらいの子

供で、ちょっと危ないかなという子供は言葉かけのやり方でかなり違って、２歳ぐら

いまでにほとんど、発達障害の子でかなりよくなってくるという例が多いというのを、

今発達障害の子ですが、それを聞いていますので、それは何という本だったか。かな

りしっかりしたものらしいのですけれども、そういった保健師さんのほうで１歳半の

健診で見つかった子供の言葉かけのあり方とか、遊び方とか、そういったことを研修

していただくと、そこでかなり解決する部分もあるのだと思うのです。そういった保



- 82 -

健師さんの研修というのはどのくらい進んでいるか、伺えればと思うのですが。

〇吉場道雄委員長 杉田副課長。

〇杉田哲男健康いきいき課健康管理担当副課長 先ほどの保健師の研修でございます。

こちらにつきましては、県の機関等々と年間何度かの研修の案内が来ますので、そう

いったものに参加をさせていただきながら見聞を広めていくというふうな方向で研修

をさせていただいてございます。

あと、その連絡の関係でございますけれども、今現在24年度の状況でお話をさせて

いただきますと、今現在、おもちゃ図書館で子育ての相談窓口を行ってございます。

そちらにもやはり子供の居場所づくりということで、今社会福祉協議会のほうで実施

をしているわけでございますけれども、そちらのほうの相談員さんと２カ月に１回程

度、気になる児等々の連絡調整ということで情報共有をさせていただいてございます。

引き続きそのような形が今後もその子育て広場等と連携の機会が設けられればなとい

うふうには考えてございますけれども、まだ具体的にどういうふうな形で情報共有を

するかということにつきまして、まだ詳細はできてございません。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 未熟児、25ページにもあるのですが、25、33、37、113とあるわけで

す。質問の内容は、各委員がやっていただきましたので。

補助金は、負担金は健康いきいき課、支出はこども課と。何かこの辺、前も同じよ

うなことがあって質問したことがあるのですが、やりづらさというか、１つにまとめ

たほうが私はいいのではないかと思うのですけれども、ちょっと考え方を伺いたいと

思います。

それから、119ページの保健推進員の関係もするのですけれども、生活習慣病予防

事業、私も食事の指導などを受けたことがあるのですけれども、時がたつとまたもと

に戻ってしまうのです。多分ほかの人もそういう方が多いのではないかなと思うので

すけれども、今回何人ぐらいこれは予定をしているのか、伺いたいと思います。

それで、国保の医療費の伸びが大きいと町長の施政方針でも書いてあるわけですけ

れども、健康いきいき課として、今年はこういうことまではやっていきたいというの

がありましたら伺いたいと思うのです。それで、健診率などをどのくらい引き上げた
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いのか、その中でちょっと伺えればと思うのですが。保健推進員を100世帯に１人と

いうことでこういうお話でしたので、ちょっと今までとは違う活動を求めていきたい

のだというのがあるのか。ちょっと伺えればと思います。

〇吉場道雄委員長 岩澤健康いきいき課長。

〇岩澤浩子健康いきいき課長 それでは、最初の未熟児の養育医療の関係の歳入歳出の

関係でございますけれども、今年初めて、今年というか平成25年度に初めてこの事業

に取り組むわけですけれども、先ほどもちょっとお話が出ているのですが、窓口のほ

うの支払いの関係がどのくらいの人数が来て、どのくらいの費用がかかるかというの

が余り把握できておりません。

そういった中で、こども課のほうはこども医療のほうを予算を持っておりますので、

そこの中で先ほども申し上げましたけれども、自己負担の部分を本来は一旦払うもの

をそこのところで相殺をするというふうな形になりますので、同じ予算の中に持って

いたほうがこども課のほうが把握もしやすいですし、漏れもないだろうということで

両課で話し合った結果、そういった方法を考えてみました。やり方としては、特に問

題はないのではないかというふうに思っております。

それから、もう一点目の生活習慣病予防の関係でございますけれども、保健推進員

さんとの関係の絡みもあってということであれなのですけれども、町でも本当に何回

もこのことで答弁させていただいているのですけれども、なかなか住民健診、がん検

診ですとか、特定健診、こういったものの受診率がなかなか上がらないというのが本

当に悩みでございまして、これが上がっていくことによって予防もでき、ひいては医

療費の抑制につながっていくのかなというふうには思っているのですけれども、なか

なか町がいろんな事業の中でぜひ健診を受けてくださいよというふうに町民の方にも

申し上げているのですけれども、思うようになかなか上がらないというのが本当に悩

みなのです。

そういった中で、昨年ちょっとアンケートをとらせていただいたのです、未受診者

の方に。そういう中で、一つには身近な人に声をかけられて勧められると受けるとい

うふうな傾向もございましたので、行政側が一方的に受診を勧奨するだけでなくて、

地域の保健推進員さんですとか、区の役員さんや何かにぜひこの健診の受診について

の意識を高めていただいて、地域ぐるみで受診率をアップさせていただけたらなとい

うことで、昨年度、副課長のほうでいろいろ資料をつくってくれまして、各字ごとの
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健診の受診率やなんかを棒グラフや何かであらわして区長さんにお配りしたのです。

中には、それに大変反応していただいて、区長さんもこんなことではしようがないと

いうので、区に帰っていろいろ取り組んでいただいたというか、声かけしていただい

たところもあるようですので、これから自分のためになることですし、町のもちろん

ためにもなるわけですけれども、身近な人同士でお互いに誘い合って受診やなんかを

していただけるように持っていけたらなというふうな考えが一つございます。

そんなことで、１回こういうふうにやってみて、また、効果がなければまた違うや

り方を考えなくてはいけないとは思っているのですけれども、昨年度から今年にかけ

てはその辺を少し重要視してやっていけたらというふうに思っています。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑がないようですので、健康いきいき課に関する部分の質疑を終

結いたします。

以上で本日の日程は全て終了しました。

◎散会の宣告

〇吉場道雄委員長 本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ４時１５分）
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予算特別委員会

３月１２日（火）午前９時３０分開議

議題１ 「議案第２３号 平成２５年度嵐山町一般会計予算議定について」の審査につ

いて
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〇出席委員（１３名）

１番 森 一 人 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 佐久間 孝 光 委員 ４番 青 柳 賢 治 委員

５番 小 林 朝 光 委員 ６番 畠 山 美 幸 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 清 水 正 之 委員 １０番 安 藤 欣 男 委員

１１番 松 本 美 子 委員 １２番 渋 谷 登美子 委員

１３番 吉 場 道 雄 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

長 島 邦 夫 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 杉 田 豊

主 査 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

井 上 裕 美 総 務 課 長

伊 藤 恵 一 郎 総務課財政契約担当副課長

青 木 務 長寿生きがい課長

戸 野 倉 弘 美 長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長

近 藤 久 代 長寿生きがい課包括支援担当副課長

大 塚 晃 文化スポーツ課長

植 木 弘 文化スポーツ課生涯学習担当副課長

金 井 敏 明 文化スポーツ課交流センター館長

舩 戸 豊 彦 文化スポーツ課知識の森嵐山町立図書館長

簾 藤 賢 治 環境農政課長
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村 田 泰 夫 環境農政課みどり環境担当副課長

強 瀬 明 良 環境農政課農業振興担当副課長

木 村 一 夫 企業支援課長

内 田 孝 好 企業支援課企業支援担当副課長

田 邊 淑 宏 まちづくり整備課長

根 岸 寿 一 まちづくり整備課管理建設担当副課長

菅 原 浩 行 まちづくり整備課区画整理担当副課長

大 澤 雄 二 上下水道課長

山 下 隆 志 上下水道課下水道担当副課長

加 藤 信 幸 教 育 長

内 田 勝 教育委員会こども課長

藤 永 政 昭 教育委員会こども課学校教育担当副課長

田 中 守 教育委員会こども課学校教育担当指導主事

前 田 宗 利 教育委員会こども課こども担当副課長

奥 田 定 男 教育委員会こども課嵐山幼稚園園長

小 林 一 好 教育委員会こども課学校給食センター所長

新 井 孝 行 農業委員会事務次長
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◎開議の宣告

〇吉場道雄委員長 出席委員は、13名であります。定足数に達しておりますので、予算

特別委員会の会議を開きます。

（午前 ９時２９分）

◎諸般の報告

〇吉場道雄委員長 ここで報告いたします。

本日の委員会次第は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎議案第２３号の質疑

〇吉場道雄委員長 議案第23号 平成25年度嵐山町一般会計予算の議定についての件を

議題といたします。

既に健康いきいき課に関する部分までの質疑が終了しております。

本日は、長寿生きがい課に関する部分の質疑から行います。

それでは、どうぞ。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 ３点についてお伺いします。

まず、施政方針の中に、高齢者の方に助成しております肺炎球菌、これ肺炎球菌と

いうのはいきいき課ですか。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 では、わかりました。これはいいですから、２点お伺いします。

25年度から新たな介護予防事業として、脳の健康教室事業が行われるとあります…

…

〔「ページ数は何ページ」と言う人あり〕

〇畠山美幸委員 ページ数は見つからないのです。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 介護保険、ではこれ一般予算ではないのですね、ちょっと見つけたの

ですけれども、見つからなかったので、それはでは介護のところでお伺いします。
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〔「あと１点」と言う人あり〕

〇畠山美幸委員 では、１点だけです。

高齢者の外出支援でタクシーの……

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 ページが107ページです。一般予算の107ページの高齢者の外出支援の

タクシー実施委託料ですけれども、昨年に比べて減っているのです、予算額が。大体

見込み数といいますか、どのぐらいで見込まれたのか、お伺いしたいと思います。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、107ページの高齢者外出支援タクシー実施委

託料につきましてお答えをさせていただきます。

平成25年予算額につきましては、昨年の当初額よりも60万程度減額ということにな

っております。ご案内のとおり、さきに議決をいただきました平成24年度補正予算の

中では200万円程度減額をさせていただいております。平成25年の予算につきまして

は、今年度の実施状況を踏まえた見込みということで計上させていただいた関係上、

若干昨年よりは減っております。ただ、平成24年の予算現額から比較をいたしますと、

150万円程度ふえているかと思います。この分に関しましては、かねてよりこの事業

の問題点として認識をしておりました、やはり地域によっての利用の状況というので

しょうか、そういったものが少し何とかならないかというようなことがございました

ので、平成25年につきましては若干これまでの制度の見直しをいたしまして、タクシ

ープールがある駅から離れたところの方でも使いやすいような形で見直して、その分

を150万円程度見込んだということでございます。

なお、その制度を見直した点につきましては２点ほどございまして、まず１点目は、

迎車、タクシーに迎えに来ていただく場合に、２キロを超えて迎えに来ていただいた

場合には、自宅に来た時点で既に料金が発生をするというような内容になっておりま

した。これが問題かなというふうに認識をしておりましたので、そういったケースに

ついては、通常１回で１枚の使用ということで限定をしておるのですけれども、迎車

の部分で料金が発生するような場合には２枚お使いいただけるということで見直しを

行いたいというふうに思っております。

もう１点は、やっぱり遠方の方の利用促進をするという観点から、この利用券、助

成券の支給を受けている方が相乗りでタクシーをご利用される場合には、それぞれの
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方が１枚ずつご利用をいただけるというふうにこの２点について見直しを行い、より

この事業の促進を図っていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 今回２点の見直しをしていただけるということですけれども、やはり

迎車、前も私も一般質問で何度かやっていますけれども、嵐山町という地形が南北に

長い地形であって、ちょうど真ん中あたりに駅があって、今タクシーがプールしてい

る場所があると、そのプールしているところから２キロという円を描いたときに、そ

こから外れるところにはタクシー券以外に、迎車分として別のカードとか券を入れて

あげるとか、何かそういう対策。使わない方は使わない方でいいと思うのですけれど

も、今初乗り分の710円分がタクシー券で、ピンクだの何だの色になっていますけれ

ども、それプラス迎車の分の黄色い紙を入れるとか何かそういうような、２枚使った

らもうそのときに、迎車の分があるから２枚使ってしまえば、もう出かけられるのが

あと１回しか残っていないことになってしまいますので、何かそういった工夫という

のはお考えになっていただけないのでしょうか。そういうのを聞いてもいいのですか。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

本事業につきましては、平成23年７月から試行ということでさせていただいており

ます。２年近くやってきまして、平成25年につきましては、ただいま申し上げたよう

な形でやっていきたいと思います。25年についても試行ということでございますので、

今後の状況を見た中で、今委員さんご提案の内容についても踏まえて、今後どういっ

た制度にしていくかということを今年度実施する中で、また検討をしていきたいとい

うふうに思います。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 やはりこの制度は、大変高齢者の方からお喜びの声を伺っております

ので、より使いやすい形で枚数を、２枚一遍に使ったら本当に出かけられる回数が１

カ月３枚、全部で36枚配っていただけているわけですけれども、１カ月に分担すると

１カ月３回使えるというのが半減してしまうのは、ちょっとやっぱりかわいそうかな

と思いますので、今後検討していただきたいと思います。
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以上で、答弁は要りません。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 105ページの地域包括センター事業分の拡大分ですけれども、臨時

職員の賃金と、それからシステムの拡大ということになっていますが、これ具体的な

事業展開として何が行われていくのか、伺いたいと思います。

それと、先ほどの106ページ、107ページのデマンド交通事業なのですが、これは試

行的なことで、今年度も試行を行うということなのですが、私がちょっと気がかりな

のは、デマンド交通、タクシー会社の部分が、この部分でいくと600万円分ぐらいプ

ラス、そのほかの初乗り料金プラスの部分がありますからその部分がふえてきて、事

業者にとっては採算のある事業になってきているのかどうかわからないのですけれど

も、ある程度の一つの主要な部分になると思うのですが、逆に言えばそれを続けてい

くことで、嵐山町のデマンド交通というものがうまく立ち上げられないような状況に

なってくるのではないかというのがとても気になっているのです。そこのところは難

しい部分だなと思っていて、試行的なものの判断を行う時期というのは、今年度もや

ってみてある程度の利用者の方の状況というのは、病院に行くとか、それから買い物

に行くとか、どこに行くとかいうのはつかめてきたと思うのですが、そこの部分を、

このままの状況でいるとタクシー会社にとっては、タクシーの方にとっては余りに、

どのぐらいの利益の配分というのですか、わからないのですけれども、そういった部

分になってきてしまうと、逆に言えば嵐山町のデマンド交通というものを立ち上げる

ことが難しくなってくるような危惧があるのです。その点で、これの判断の基準とい

うのをいつぐらいまで持っていくのか伺いたいと思うのですけれども、このままでや

っていくと非常に難しい時期が来るのではないかなと思うのですが、その点について

伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 近藤副課長。

〇近藤久代長寿生きがい課包括支援担当副課長 まず、地域包括支援センターシステム

と臨時職員についてお答えいたします。

臨時職員は、介護支援専門員を予定しておりまして、現在要支援の方のケアマネジ

メントを地域包括の職員が行っております。要支援と認定される方がふえてきている

中、居宅支援事業所のほうに委託をしている部分もあるのですけれども、居宅支援事
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業所のほうも介護の方のケアマネジメントがふえているものですから、やはりなかな

か手に負えなくなっているということで、臨時職員をケアマネジャーとして雇い上げ

て介護予防支援を実施するということで上げさせていただきました。

それから、包括支援センターのシステムにつきましては、その介護支援専門員がふ

えた分、ケアプランを入力したりするシステムのパソコンを１台ふやすことによって

借り上げ料と、それから保守のほうがふえております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、２点目のご質問につきまして答弁申し上げま

す。

デマンドの関係でございます。先ほどの答弁の中でも申し上げましたが、25年度、

３年目の試行に入るわけでございます。これ２年やってきまして、やはりよりよい制

度にしていくために、25年度からは若干その一部を見直すということで申し上げさせ

ていただきました。

今後につきましては、25年度まず試行させていただくと。そういった中で、この事

業どうあるべきかということを考えていくと。いつの時点で、本格的なデマンド交通

というのでしょうか、今行っているタクシーの助成券事業というのは、ある意味では

町民の方に大変ご理解をいただき、定着をしてきている部分あると思います。果たし

て嵐山町にとって今後どういった、こういった高齢者の足を確保するというものが適

切なのかということは大変大きな問題になるかと思いますけれども、今後この事業に

関しては、こういった試行を続けていく中で検討をしてまいりたいというふうに思い

ます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 そうすると、嵐山町の場合はデマンド交通を考えるという形ではな

くて、タクシー券の利用という形でずっと進むとなると、これ自体で間に合わない時

期が来ると思うのです。それについてお助け券でやるというのもあるかもしれないの

ですけれども、お助け券は多分乗せられないと思ったのです。そういうふうな部分も

あって、かなりデマンドをここでやっていくという形、タクシー券の利用という形で

進めていく形ではない方向にいずれは行くだろうなと思って見ていたのです。そのた
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めの、データの収集のためのタクシー券の利用というふうな感覚であって、そのため

にどこに行きますか、病院に行きますか、買い物ですかというふうな形だったと思う

のです。それがこの形で進んでいくというのは、すごく地域福祉計画に関して見ても、

ここの部分ではちょっと安易かなというふうに思って見ているのです。

デマンド交通のあり方というのは、本当は交通基本法というのがつくられるべきで

あったのですけれども、住民の移動の保障をどうやっていくかというのをつくられる

べきであったのですけれども、それが廃案になりました。そのために、交通に対して

の住民の移動の保障権というのがまだ確立できていない中で、嵐山町はやっていかな

くてはいけないのだけれども、これこのままでやっていくという決定をしてしまった

らどんどん、どんどんこれで拡大していきますよね、そうではない形にできないし、

公共交通会議というのを立ち上げるべきではないかという意見があるはずだし、あっ

たと思うのです、地域福祉計画の中でも。私もそれは話していると思うのですけれど

も、そこのところがなくて、このタクシー券だけの利用というのはいつの段階で考え

るのかなというのは、２年目、３年目になっていますよね、３年目でそろそろある程

度の方向を出すべき時期に来ていると思うのですが、それはやっぱり25年度もやって、

そして26年度もという形でやっていくべきなのかどうなのかというのをこの時点で考

えるべきだと思うのですけれども、その点について伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 デマンドの将来、これからということですけれども、デマンド交通と

いうのは、名前でも何でもなくて、足を確保して、町民の不便さをどうカバーをする

かと、これが一番原点だと思うのです。それで、それをやっていくのにどういう形が

いいのか、それで先ほどもちょっと委員さんから話がありましたけれども、嵐山町の

地域の特殊性というのがやっぱりあるわけです。それで、例えば病院に行くといって

も、嵐山町の町内だけの病院でなくて、北部のほうのところ、江南にも行くだろうし、

日赤にも行くだろうしというようなことになってくると、中心から同じ病院を何キロ

ということにはならないわけでして、そういうこともあるので、この試行を重ねてき

ているわけですけれども、今も提案がありましたように完璧な状況にまだなっていま

せんので、いろんな形のものを使っていただく中でご意見をいただいて、それで町民

の皆様の利便性が少しでも上がっていく、そういうものをもう少し様子を見ていきた

いなというふうに考えております。
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そして年々、昨年に比べて今年のほうが利便性が悪くなったということであると困

るわけですけれども、そうでなくて、少しずつでも改善がされて、それで嵐山町の足

の確保に向けて少しでも向上していくことであれば、何がどうのと、こういうものを

つくらなければいけないとか、バスを走らせなければいけないとかいうことにこだわ

る必要はないのではないか、もう少し試行を重ねていって嵐山町に合った嵐山方式を

確立していきたい、そういう方向で現在考えております。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 デマンドというのは、ドアツードアの移動を保障するということで

すよね、ドアツードアの移動を保障するというのがデマンドの原点です。それをタク

シーでやっていくということになっていくと、初乗り料金だけでは済まないわけです。

初乗り料金とプラス迎車料金を出したとしても、町内でも初乗り料金で行けるという

のは非常に限られていて、菅谷から役場庁舎に傍聴に来た方に聞いたのですけれども、

もう既にデマンドの初乗り料金ではできないというふうに聞いています。そういうふ

うに伺っている状況の中で、タクシー券のみでやっていこうとするのか、そうではな

い形を展開していこうとするのか、そこは大きなところだと思うのです。そこが交通

権の保障になってくるわけです。

交通権の保障というのは、タクシー料金の初乗り料金とかタクシー料金を全て保障

していくということではとても財政がもちませんから、そうではない形をつくってい

くというのが各地で行われているデマンド交通のいろいろな姿で、それをやるために

私は、どこに皆さんが行かれるのかというので、大体どこに行っているかというのを

使われるたびに、券の中にここに行きましたというふうに書いていく形になっていま

すよね、それである程度のアンケートみたいな形が進んで、状況把握ができてくるの

だと思っていました。状況把握は、いつまでたってもその状況把握の状況が公表され

ないし、それについて話し合うということもない。どこかの住民との形で話し合うと

いうこともなく、単に予算確保、状況の要望によってやっていく。それであるならば、

デマンドを使える方はそういうふうな形で要望も出していく。だけれども、75歳以上

の方で免許を持っていない方ですよね、基本的に。そうではない形のデマンドを進め

ていくということで住民の交通権を保障する形になっていくので、将来的なビジョン

を持つところで、どこかでもうそろそろ、これ25年で２年目になって、４月から２年

半になってくるわけで、そこの終点というのをある程度のけじめを持っていくべきで
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あると考えるのですが、このままタクシー券をいかに利用しやすくするかといったら

財政がもたないです。そこの問題を言っているので、それについての考え方は、タク

シー券でやっていくのだったらタクシー会社がずっと常に存在していなくてはいけな

いわけで、タクシー会社はそろそろ高齢化も始まっていて難しい状況になっていると

いうふうに聞いています。タクシー券だったらば、車椅子の人は乗れないです。それ

から、足の悪い人というのか、今の現状では難しい状況になっているわけです。そこ

の部分のデマンド交通も含めて考え直す機会を持つべきだと思うのですが、25年度に

そろそろやってもいいかなと思っているのですけれども、その点について伺いたいと

思います。やらないということならいいです。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 重ねて申しますけれども、町民の足の確保、これが一番の原点、スタ

ート、そして全てだと思うのです。

そして、今もお話ありましたけれども、ドアツードアという話がございました。あ

ちこちのところ、議会の皆さんもそうですけれども、私たちも一緒に勉強させていた

だいて、デマンド交通というと、何かバスを動かすような……

〔「バスを動かすなんて言っていないじゃないです

か」と言う人あり〕

〇岩澤 勝町長 バスのほうはだったのです。それで、そういう形で動かすということ

になると、そこのところまでとても行けないというようなこともあって、ドアツード

アに限りなく近いタクシーを利用する形で試行を始めたと、そしてこれをどういう形

で嵐山町の地域、そしてこれからの年齢構成等を見る中で、利用者がどういうふうな

意向をするかということも考えていかなければいけない。

そして、今実際使っている人と、もう少したったときに使う人というのは、免許証

を持っている高齢者の人はこれからぐっとふえるのです。今ない人が多いくらい、そ

れが免許証を持っている人がふえてくる、そうすると動けるまで車に乗ると、この足

の確保というのが今の状況とちょっと違う展開が出てくるかなというようなことも予

測をされるわけですけれども、それらを踏まえて嵐山方式はどうしたらいいのかとい

うことで判断をすると、研究というか、そして話し合いがないとか、様子を聞かない

とかということですけれども、利用した方からは、どういうところがどうだという話、

アンケートといいますか、そういうような利用状況についての利便性というようなこ
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とも聞きながらやっていますので、さらにこういうものを試行として続けていきたい

というふうに考えております。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

松本委員。

〇松本美子委員 それでは、質問させていただきます。

まず、103ページですけれども、やすらぎとなごみの関係なのですが、機械の借り

上げのことですけれども、これにつきまして、なごみのほうにつきましては少し金額

がふえているということですけれども、やすらぎにつきましては、前年度と比べます

とかなりの金額がふえているようですが、お尋ねをさせていただきます。カラオケの

関係かなとも思いますが、改めてお尋ねさせていただきます。

それと、次のページで105ページになりますが、老人クラブの助成金の関係なので

すけれども、18万円ほどの減額になっていますが、前年度よりもクラブ数が減ったの

か、あるいはどのような形の方法で補助金を出すのか、改定みたいなものがありまし

たら。ちなみに前年度は19クラブだというふうに伺っていますが、その辺をお尋ねさ

せていただきます。

それともう１点は、シルバー人材センターの高齢者の就業促進の関係ですけれども、

やはりこれも80万円ほどの減額ですが、嵐山町のシルバーの関係の補助金につきまし

てはランクというものがあるということは承知しておりまして、本来ですとＢランク

だということでありましたから、この金額790万円ということで妥当なのかなという

点が一つあります。

それと、幼稚園児の運転者の関係が、シルバーのほうへ委託だったものが臨時職員

さんのほうにということになったようですから、その辺の金額というものも多少は影

響してくるのかなというふうに思うのですけれども、３点お尋ねさせていただきます。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、順次お答えさせていただきます。

まず、１点目の103ページのなごみ、やすらぎの機械借り上げ料の関係でございま

す。なごみにつきましては、これは松本議員さんの一般質問のときにも答弁させてい

ただいたかと思いますが、カラオケの機器の更新に伴いまして、新たに機械のリース

料が発生するということで増額になっております。

やすらぎにつきましては、前年の当初が121万5,000円、25年が110万5,000円という
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ことで若干減額になっております。その内訳を言いますと、23年と比べて、24年は運

動機器を入れかえた関係でリース料を計上しておったのですが、契約差金等がござい

まして、若干それが落ちたということで減額になっております。また、こちらについ

てもカラオケの機器は新たにリース料ということで、それは増要因、運動器具のリー

ス料の若干の減額においては、これが減の要因ということになっております。

２点目の老人クラブの補助金でございます。平成25年は、補助を出す対象となる単

位クラブ数は19クラブということで、24年度と変わってはございません。ただ、金額

につきましては若干減少となっておりますが、これは町全体のことにかかわるわけで

ございますが、平成25年度からこういった団体の補助の基準を改めたということで財

政のほうから指示が来てございます。それに基づきまして、老人クラブについては新

たに別個の補助要綱を作成いたしまして、新たな基準を設けて支出をするということ

でございます。その補助基準といたしましては、単位クラブ１団体当たり８万円を上

限といたしまして、老人クラブ連合会分、それと単位クラブ分の補助金ということで

一括をして、連合会のほうに補助をするという内容になってございます。

３点目のシルバー人材センター補助金でございます。今委員さんのほうから、国の

補助基準でＢランクというお話をいただきました。嵐山町のシルバー人材センターに

つきましては、国の基準で言えばＢランクなのですが、かねてより、やはり町として

公共的な内容となっている団体ということを勘案いたしまして、国の補助金に上乗せ

して補助をしてということを続けてまいっております。平成25年につきましても、本

来の国基準のＢランクに加えまして、若干ではございますが、上乗せをして補助をす

るということでございます。

なお、このシルバー人材センターにつきましては、新たに補助要綱を別個のものを

設けまして、基準を設けて補助をしたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 松本委員。

〇松本美子委員 やすらぎ、なごみにつきましてはわかりました。

まず、やすらぎの関係につきましてはリース料の関係ということで、カラオケの機

械と、両方とも同じことでの借り上げ金だということでよろしいですよね、もし間違

っていたらご答弁ください、私の聞き間違いかもわかりませんので。

それと、１点だけシルバーの関係ですけれども、年々加入者も、募集もふえている
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ようですから、多くなっているということも承知しておりますけれども、それととも

にけがですか、そういった方がかなりおります。そういった中で、労災の関係がなか

なか使えないのだか、しっかり入っているのか、その辺説明があるのだと思うのです

が、現実的にけがをなさった方やなんかが使っていないのだというようなお話がある

のですけれども、この辺の周知の関係はどんなふうになさっているのかお尋ねをさせ

ていただき、入られているほうももしわかるようでしたら、すみません、教えていた

だければと思っています。

以上です。

〔「加入……」と言う人あり〕

〇松本美子委員 加入者。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、シルバー人材センターにつきましてお答えを

させていただきます。

まず、会員さんの数ということでよろしいのでしょうか、加入者って。最新のデー

タはちょっととってはおらないのですが、24年の３月末の会員者数はたしか270名だ

ったというふうに記憶してございます。

それと、けがの対応ということでございますが、シルバー人材センターのほうに確

認をしましたら、確かにそういったけがに遭われる方も比較的いらっしゃるというお

話でございます。そういったけがに対しては、労災ということではございませんで、

それぞれの方が加入されている保険、多くは国民健康保険だと思いますが、そういっ

た保険を利用して治療に当たっていただいているというふうに記憶してございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 松本委員。

〇松本美子委員 やすらぎの機械の借り上げについては答弁がなかったようですけれど

も、私の質問のとおりだったということでよろしいですね。

では、３回目になります。もう１回すみませんが、シルバーの関係ですけれども、

これは労災加入は、シルバーそのものが全体ではやっていないので、個々の保険で対

応しろと、そういうようなことでよろしいですか、質問します。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 今のにお答えをさせていただきます。
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委員さんのご質問のとおり、労災ではなく個々の保険で対応というふうに伺ってお

ります。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 カラオケの関係はいいですか。

〇松本美子委員 ご答弁はなかったのですが、いいですか。

〇吉場道雄委員長 では、答弁漏れだけちょっと言ってもらっていいですか。

〇松本美子委員 いいですか、では。委員長から指名がありましたので……

〇吉場道雄委員長 ちょっと答弁漏れがあったので、カラオケの関係のほうで。

では、あと１回言ってもらっていいですか。

〇松本美子委員 先ほど質問したのは、やすらぎと、それからなごみの関係は、特にや

すらぎについては健康器具のリースと、それからカラオケの機械のリースだというふ

うに答弁していただいたと思ったのですけれども、確認の意味で、それで間違いない

でしょうかということで質問させていただいたのです。答弁がなければそのとおりだ

ったのだということで、ではよろしいのですけれどもというふうにもちょっとつけ加

えたかなと思いますが、改めてでは質問ということで、答弁漏れということでお願い

します。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 大変失礼をいたしました。

やすらぎの機械器具借り上げ料については、変動の理由としては、運動器具のリー

ス料並びにカラオケのリース料ということでございますが、それ以外に、この価格に

はＡＥＤのリース料、あとは高圧電位治療器のリース料、こういったものが含まれて

ございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 114～115ページの、初めにホームヘルプサービス運営事業があるので

すが、これは、この前議案で廃止されたものとは違う内容というふうに理解してよろ

しいのでしょうか。

それから、老人デイサービス運営事業なのですが、先ほど要支援の方がふえている

という答弁だったと思うのですが、非該当は逆に減っているので、予算のほうも減ら
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したという理解でよろしいのでしょうか、伺いたいと思います。

それから、次のページの先ほどのデマンドの件なのですが、迎車２キロ超の場合２

枚にするということで、具体的にどのくらいの地域の方から何枚にふえるのか、ちょ

っと教えていただきたいと思います。

それと、介護保険利用助成事業ですけれども、これが減っているわけですけれども、

最近の社会的なものを反映するとふえるのではないかなと思っていたのですが、どう

して減るのか伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

まず、１点目のホームヘルプサービス委託料でございます。こちらにつきましては、

過日条例の廃止をということになりましたホームヘルプサービス手数料条例とは全く

別なものでございまして、この事業の運営の根拠といたしましては、嵐山町在宅高齢

者生活指導員派遣事業に関する条例に基づきまして行っている事業でございます。金

額につきましては、今年度の補正予算のほうでも減額をさせていただきましたが、こ

こ数年来、利用される方が減少しているということを鑑み、25年の予算額については

減額をしたということでございます。

また、同じく老人デイサービス事業につきましては、介護保険の該当とならない方

を対象としている事業でございまして、こちらについても実は平成24年度は利用者が

ゼロということでございます。ということでございますので、補正予算と同様25年は

減額をさせていただいたということでございます。

それと、あと３点目のデマンド事業でございますが、先ほど畠山委員さんのご質問

に対して、迎車で料金が発生をする場合には２枚のご利用をということでお話をさせ

ていただきました。迎車の場合は、２キロを超えて迎えに来ていただければ、これは

全て同じ料金ということでございます。２キロを超えれば、金額にすると800円にな

ります。そうしますと、初乗りが710円ですので、迎えに来ていただいた段階で90円

の料金が発生するということでございます。そういった場合には、２枚をご利用いた

だくということで制度を改めるというような形で、迎車の場合には、迎えに行く場所

の一番近い所にいるタクシーを呼ぶというのが基本でございます。通常は、タクシー

プールがある駅から迎えに行くことになると思いますが、近くを走行中の場合には、

その走行中の近くのタクシーが迎えに行くということでございます。駅から迎えに行
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く場合に、どのくらいの距離ということでございますが、地域で申し上げますと、北

のほうに行けば広野の入口あたりが恐らく２キロに該当するのではないかなと、それ

より北の方が迎車を利用する場合にはご利用はいただけるのではないかなというふう

に思っております。

次の４点目の介護保険利用者負担助成事業……すみません、106～107の介護保険利

用料助成事業でございます。30万弱、平成25年度は減額をしているわけでございます

が、平成24年度の実績見込み等を勘案いたしまして、平成25年度につきましては計上

をさせていただいた次第でございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 ホームヘルプサービスはわかりました。

ただ、大幅に減っているというのは、利用する人が少ないということであるわけで

す。老人デイサービスは、今年度は今のところゼロということで、こういった方の対

策、ほかに何か訪問とか、そういうのを包括のほうでこれはやっているのでしょうか、

ただ本人が出たくないということだから、何もしないよというのではどうなのかなと

思いました。本人が出たくないのをそのままほっぽっておきますと進んでしまいます

ので、ちょっとその辺はどのように考えているのか、伺いたいと思います。

それから、デマンドはわかりました。介護保険の利用料の助成なのですが、第１、

第２、第３段階まで出してあるわけですよね、あの方たちは全体的にはふえているの

ではないかというふうに思うのです、税収も個人の分は落ちているわけですので。だ

けれども、人数はふえているのにこちらは減っているというのは、どうもおかしな現

象だなというふうに思うのですけれども、何か説明できますでしょうか。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

まず、１点目のデイサービスの関係でございます。こういった利用者がないという

状況で、町はそういった方に対してどのような手だてをとっているのかというお話か

と思います。あくまでも、このサービスについてはやはり介護保険の対象とならない

方、非該当となった方に対するサービスでございます。１つには、こういった介護保

険制度というものが町民の中に浸透してきてご利用をいただけているというふうに考

えておりますので、利用者が減ってきているということがあろうかと思います。
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また、その対象とならなかった、例えば申請をされて非該当となった方、そういっ

た方の中で、やっぱり何かしら見守りだとか、あるいはお出かけをする機会だとか、

そういったものが必要だなという判断がされる場合には、例えば町の事業の中でもふ

れあいの会とかそういった、これは月に１回行っている事業でございますが、閉じこ

もりを防止するために町のほうに、健康増進センターのほうに来ていただいて一緒に

レク等を行うだとか、そういった事業に参加をしていただくだとか、あるいは定期的

な見守りが必要だというふうに判断をすれば、こちらの職員、あるいは雇い上げの看

護師、こういった職員が定期的に訪問をし、その方の状況を確認するというようなこ

とで、必要な方に対しては、町としては最善の手だてを尽くしているというふうに考

えてございます。

また、２点目の利用料助成事業でございます。平成25年は、636万という金額を予

算計上させていただきました。正直なところ担当課といたしましては、やや今委員さ

んお話のように、こういった制度というのはだんだんふえていくというのが通例なの

かなというふうに思いますが、ただ町全体を考えれば、大変厳しい財政状況の中でこ

ういった予算編成をしなければいけないということもございますので、できるだけ実

績見込みに合わせたような形で計上をさせていただいたというのが、25年度予算にな

っております。参考までに申し上げますと、平成23年度の決算額は617万ということ

でございますので、何とかこの範囲内でできればというふうに思っている金額でござ

います。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

大野委員。

〇大野敏行委員 105ページのシルバー人材センターの件ですけれども、先ほども、今

質疑出ていましたけれども、シルバー人材センターが労災保険に加入していないわけ

ですよね、小さな保険で対応していると。実際に事故が起きまして、労災保険を使え

ないで、休業補償もなくて、結局仕事を入れなくなって、シルバーにもいれなくなっ

てしまったと、そういう方が実際におります。町がシルバー人材センターを全面的に

バックアップして、仕事が定年で終わった人たちにそういう仕事を与えてあげようと

いう組織でございますから、労災にはやっぱり加入してもらいたいと思うのです。そ

のための経費がかかるのであれば、それは当然町は……
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〔何事か言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 ちょっといいですか、今の法人に対してやっているわけなので、う

ちのほうはシルバー人材に補助金を出している、その中で言ってもらえればありがた

いのですけれども。

〇川口浩史委員 わかりました、すみません。

〇吉場道雄委員長 いいですか。

〇川口浩史委員 はい、申しわけないです。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔何事か言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 それだけです。いいですか。

〔何事か言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 いいですか。

では、小林委員。

〇小林朝光委員 104ページ、105ページの訪問理美容サービスなのですけれども、どの

ような形でやられているのですか。それと、委託者等は決まっているのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

訪問理美容事業につきましては、平成13年から行われている事業でございます。目

的としましては、外出が困難である高齢者にこういった理美容を行っていただくと、

その事業者が訪問をしていただいて、ご自宅で受けていただくというようなものとな

っております。実際に使われている方というのは、本当に少ないような状況が続いて

いるわけでございます。今年度は、たしか登録をしているお二人の方がご利用いただ

いているというふうに記憶しております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 小林委員。

〇小林朝光委員 これは、無料で、無償というか、本人の負担はないのですか。それと、

業者は特定のところ決まっているのですか。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

この事業につきましては、あくまでも訪問していただく出張料を町のほうが助成す
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るということでございます。１回当たり1,000円を、その理美容店に対して助成をす

るというものでございます。実際の、例えばカットをする技術料、こういったものは

ご自分で負担をしていただくというものでございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 小林委員。

〇小林朝光委員 では、お店については自分で、自由にどこでもいいということですね。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 大変失礼しました。お店については、事前に町に登録を

していただくことになっております。現在理容店が13店、美容店が８店登録をしてい

ただいております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

安藤委員。

〇安藤欣男委員 何点かお伺いいたします。

まず、103ページの介護保険関連施設やすらぎの関係ですが、修繕費50万円計上し

ております。これが、特定のものが想定されているのかどうか、お伺いいたします。

それから、106ページ、老人クラブの関係ですが、積算の根拠は19団体だというこ

とです。前年とほぼ同じだということですが、この老人会、今までと一緒なのだと、

去年も質問しております。老人会なかなか……いわゆる使っているというか、やめる

ところがふえたりしていまして、19団体設立してから、今のところどういうふうに展

開されているのか。担当課として、これに対する資料といいましょうか、それについ

てはどういう捉え方を今、難しいでしょうが、考えているのか、その点またお伺いし

ておきます。

それから、デマンド交通の関係ですが、いろいろ何人かの方から出ておりますので、

大体概要はわかりました。ただ、試行的な中で、来年度は迎車の部分も負担していた

だくのを認めるようにしたいということです。ただ、それについては２枚使ってもい

いですよというのですが、特に遠方の方、中心から遠い地域の方々の利用が最近ふえ

てはきているようですが、同じ枚数の発給で、使うのは２枚使ってもいいですよとい

う、そういうような捉え方なのか、遠くの場合には何枚か余計に出しますよとか、そ

うした部分はどうなのでしょうか、それがちょっと見えてこないのですけれども、そ
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このところをちょっとなお詳しく聞かせてください。

それから、シルバー人材センター、これも多くの方が聞いておりますが、このシル

バー人材センター、法人格に去年なったのだと思うのですが、それになった後どんな

変化が起こってきているのか。仕事は、幸い景気もまたよくなってきそうですので、

嵐山のシルバーは働くエリアがふえてきて、そういう面では近隣のシルバー人材セン

ターからすれば先駆的なというか、町が余りお金を出さなくても独立して運営してい

けるような状態になってきているので、喜ばしいわけですが、法人化した後何か問題

が変わってきているとか、そういうのはどういうふうになっているのでしょうか。

その中で、なお具体的に申し上げれば、理事長がずっと無報酬できていると、大変

仕事は多いわけですが、現在の理事長は３代目ですが、今でも無報酬。この点につい

て、私はどこかで改善すべきではないかなというふうに、ここで言うのは初めてです

が、言ってはおります。ただ、そのまんまで通ってきたのですが、そういうことに対

する町の考え方というのはどうなのでしょう。

〔「議会の問題じゃないぞ、悪いけど」と言う人

あり〕

〇安藤欣男委員 議会の問題ではなくたって……

〔「議会で予算質疑する問題じゃないよ」と言う

人あり〕

〇安藤欣男委員 シルバー人材センター……

〔「ちょっと問題あるんじゃないか、議会の問題

じゃないよ」と言う人あり〕

〇安藤欣男委員 シルバー人材センターに補助金を出していて、これは指導的な立場の

中で動いてきた……

〔「シルバーへの介入になるよね、今の質疑は」

と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 いいですか、今の件に対して。シルバーセンターの、やっぱり法人

格で自分でやっているわけなので、こっちから指導的な立場というのは言えないと思

うので、この件いついては遠慮してもらってもいいですか、ここら辺の問題は。

〔「ちょっとこれは議会で質疑できる問題じゃな

いよ」と言う人あり〕
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〇吉場道雄委員長 補助金のほうは、基準に照らして補助金出していて、やり方に対し

ては、やっぱりその法人格の中でやってもらうしかないと思うのですけれども、どう

でしょうか。さっきの大野さんのようなケースもありましたので、その中でやっても

らうようにしてもらいたいのですけれども。

〇小林朝光委員 大野さんの関係も、結局は保険の関係です。だから……

〔「別団体なんだから無理だよ」と言う人あり〕

〇小林朝光委員 保険の、そこのところをちょっと聞きたかったのは、独立した場合に、

今法人化した中で保険の会計は出てこないのか、できないのかどうかというのが、そ

れがあるわけ。

〇吉場道雄委員長 質疑の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。

その問題も含めて話し合いたいと思いますので、よろしくお願いします。

休 憩 午前１０時２８分

再 開 午前１０時４０分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き、会議を続けます。

長寿生きがい課に関する部分の質疑を続行いたします。

先ほど安藤委員から質疑がありました件ですけれども、シルバー人材は法人格を持

っている団体でありますので、規約などに関する問題はここのところで取り上げられ

ないと思うので、委員にその部分だけは遠慮してもらいたいのですけれども、よろし

くお願いします。

〇安藤欣男委員 では、残念ですが取り下げます。

〇吉場道雄委員長 先ほど質問した、シルバー人材が法人化になってどう変化したかと

いうのは質問してもらいたいと思います。ほかにありますか。

〔「質問してるじゃん」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 ええ。だからそのほか、これでいいですか。

〔「質問中だったんだよな」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 ええ、質問中で。

〔何事か言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 では、質問を続行してください。続けてください、お願いします。

〇安藤欣男委員 質問中ということで、今委員長から指摘をいただきました。理事長の
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無報酬の件についての見解というか、それについては取り下げます。

以上で質問、ほかにはシルバーセンターだけで、あとは。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、順次お答えをさせていただきます。

まず、１点目の活き活きふれあいプラザやすらぎの修繕料50万の関係でございます。

こちらにつきまして、何か特定のものを想定しているのかというご質問でございます

が、こちらにつきましては、ほかにお風呂をはじめ、いろんな箇所がここ数年来、修

繕を要するような状態になっているということが続いております。平成24年度につき

ましては、既に100万円近くの経費がかかっているというような状況でございます。

そういったことを鑑みまして、平成25年度は特定な場所ということではございません

が、昨年と同額50万円を修繕料として計上させていただいたものでございます。

２点目の老人クラブの関係でございます。こちらにつきましても、地域の状況等々

も変わって、変化に伴いましてなかなか存続が難しいというような状況があろうかと

思います。これは、何も嵐山町に限ってこういった状況になっているわけではないと

いうふうに思っております。全国各地で、都市部でも農村部でも、いろんなところで

同じような問題が起こっているということでございます。こういった、では原因は何

なのかということだと思うのです。幾つかあるかと思うのですけれども、１つには後

継者不足というのでしょうか、若い方でリーダーとなるべく人材というものがなかな

か育ってこないということがあるのではないかと思います。

こういった状況を打破しようということで、埼玉県では実は老人クラブ健康づくり

大学というものを行っております。これは、今私が申し上げたように、若手リーダー

を育成するために少し若い方に参加をしていただいて、大学ということでございます

から、学んでいただいて勉強していただき、では地域に戻ってリーダーとして活躍し

てください、老人クラブの活性化を行ってください、こういった事業がございます。

嵐山町では、今年度こちらに参加した方はいらっしゃらないというふうに聞いてお

りますが、事務局が行っております社会福祉協議会と、今後いろんなというのでしょ

うか、どうしたら現状を打破できるのかということについて話し合いを持てたらなと

いうふうには思っております。

３点目のデマンドでございます。先ほど答弁で申し上げましたが、今年度の見直し

は２点でございます。ただ、お一人に交付ができる枚数については、現行一月当たり
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３枚、年間36枚を上限としております。この枚数については、今年度は見直す予定は

ございません。こうした中で、今回の見直しによって、どういった利用の動向がある

かということを１年間見てまいりたいというふうに思っております。

最後のシルバー人材センターでございます。法人格を取得して以降どのような変化

があったかということでございます。たしか昨年の４月から、公益社団法人というよ

うな法人格を取得したというふうに伺っております。ただの社団法人ではなく、公益

社団法人ということでございます。その事業内容、あるいは責任と公益的な活動が、

より求められるというふうに思っております。

実際どのような変化がというようなお話でございますが、シルバーとしては、今私

が申し上げました公益ということに大変重みを置き、日々活動しておるのではないか

というふうに思っております。また、これはちょっと話がそれてしまうかもしれませ

んが、シルバーに対しては国から一定の補助金が出るということになっております。

ただ、国の財政も大変逼迫しているような状況が続いていると、こうした中で、やは

りこうした団体については、今後自立ということが求められてくるというふうに国は

言っています。

平成25年からは、国の補助金というものの内容が一部変わります。基準となる金額

は変わらないのですけれども、その内容が一部変わるのです。これまでは、運営費と

いうものを主体に考えて補助していたと。平成25年は、運営費の額を若干削って、そ

れ以外に事業費に対して補助しましょうよというようなことで見直しがなされるとい

うふうに伺っております。その事業費というのは、やはり今後シルバーが自立してい

くということを前提に考えた、機能を強化するのだというようなことを行った事業に

対して補助を行っていくと、こういった形で補助金というものがシフトしていく、当

然平成25年シルバーが国から補助金を受けるには、そういった事業を行わなければな

らないということもございますので、こういった趣旨を踏まえて、今後自立に向けて

公益社団法人としてやっていくのだということをシルバーとして取り組んでいくもの

だというふうに考えております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 なごみについては特定のものはないということで、去年とほぼ同じな

のですよという答弁でございます。お風呂の問題もそうですが、確かに経年劣化とい
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いましょうか、それが進んで、工事費も少ない、畳なんかも大変傷んでしまっていて、

利用者があそこに入って座って利用すると、今度は衣服にごみがついてしまってしよ

うがないのだと、そんな声もちょっと聞いたこともあったりしているのですが、あそ

こはシルバーの方が使うのですが、その方もこれ何とかしてもらったほうがいいのだ

けれどもね、利用者が気の毒ですよねというようなことが出ております。こういうこ

ともつかんでいるのかどうか、それだけ１点聞いておきます。

それから、デマンドはわかりました。試行的ということでございまして、とりあえ

ずは枚数に変更はないということでございますが、遠方に住んでいる人が住む場所を

変えるわけにもいきませんので、どうしても遠くに住んでいるわけです。したがいま

して、それでも同じ町民ではあるわけなので、一定の遠くで、いつも迎車の部分を使

わなければならない方については、今後配慮していってほしいなというふうには思う

のですが、そうしたことに対する捉え方をどう捉えているのか、その辺をお伺いして

おきます。

それから、シルバーにつきましては国のほうも変わってきたということでございま

して、ただ仕事も相当嵐山のシルバーさんは、企業へシルバーが独自に働きかけたり

して、大変企業に働き場を求めているということが自立していくのに大きなメリット

になっているかなと、そこに力が、嵐山のシルバーが自立できているのは、そういう

ところに理解がされて職場がふえているのかなと思うのですが、今後やはり町のほう

としてもそういう企業に支援を一層働きかけてほしいなというふうに思います。町の

ほうも、シルバーに町が出す仕事については25年度はどんなふうなことが想定されて

いるのか、前年と同じようにシルバーには出していく予定ですか……

〔「ここでは答えられない、長寿生きがい課では

答えられないよ、それは。それは答えられな

い、長寿生きがい課では。無理だよ」と言う

人あり〕

〇安藤欣男委員 でも、シルバーの関係ですから。

〔何事か言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 安藤委員、今の問題、総括的な考えでいいですか。

〇安藤欣男委員 シルバーで聞き始めてしまったので、こういうふうになってしまった

のですが、それは要望にしておきます。
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〇吉場道雄委員長 では、以上２点でいいですか。

〇安藤欣男委員 それから、老人会の関係ですが、確かにニーズが大変変わってきてい

るので、そういうクラブに入らないという人がふえているということは事実です。役

員のなり手がいないというようなことで、つながらなかったりしているところも当然

出てきます。ただ１点、農村部にあっては、65歳になると自動的に入ろうやという区

の総会か何かで一定の方向が出されて、強制的ではありません。ほぼ強制的、そうい

うことでつなげているところもあるのです。そこにまた活発なリーダーが出てきて、

事業も活発にやっているというようなところも出てきている。杉山あたりも、何かそ

ういうふうなことをするとかと聞いておりますけれども、そういう行政を、老人会の

老人が自分たちだけではなくて、地域の一員としての活動の場というか、そうしたも

のも広げていくというような、そういう指導も大事かなと思っているのですが、老人

の働く場所というのは、パワーを無駄にしない地域づくりというのが大事かなと思っ

ています。今後の老人クラブの指導について、大変難しいと言いながら、ぜひ指導し

ていただきたいというふうに思いますが、これは要望にしておきます。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

まず、１点目のやすらぎの関係でございます。和室の畳の劣化につきましては、以

前たしか安藤委員さんから、ご質問の中だったでしょうか、いただいたことがござい

ます。その後、現地の状況等も確認をいたしまして、実は今年度予算の中で、これは

修繕料の中ではないのですが、消耗品の中で薄べりを購入して対処しようということ

で平成25年度は考えてございます。

２点目のデマンドの関係でございます。その遠方の方に対して今後どう考えていく

かというご質問だと思います。何度も繰り返しになってしまって大変恐縮ではござい

ますが、今年度、本日答弁させていただきました内容で25年度行ってみると、そうい

った中でどういったことが町としてできるのか、こういったことを今後検討してまい

りたいというふうに思います。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑がないようですので、長寿生きがい課に関する部分の質疑を終
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結いたします。

ここで休憩といたします。

休 憩 午前１０時５８分

再 開 午前１１時００分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、文化スポーツ課に関する部分の質疑を行います。

それではどうぞ。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 ２点についてお伺いします。

ページ数が27ページ、Ｂ＆Ｇのプールの利用者数が昨年に比べて800人ほどふえて

おります。たしか施政方針の中に、スポーツ施設の中心的役割を担ってきたＢ＆Ｇ海

洋センター体育館及びプールは老朽化に伴い、Ｂ＆Ｇ財団助成を受け修繕工事を実施

してまいりますという文章があります。プールは、オープンがいつも７月の20日ぐら

いだったでしょうか、ちょっとオープンの日にちは覚えていませんけれども、７月か

らオープンすると思うのですけれども、それまでに改修が終わってこれだけの人数が

見込めると思った人数になっているのか、改修のことを含めてちょっとお伺いしたい

と思います。

もう１点が35ページ、33から35につながるわけですけれども、文化財保存事業費補

助金4,240万円ということで、杉山城の公有化をしていくというお話がありました。

展望についてお伺いしたいと思います。その２点です。

〇吉場道雄委員長 大塚文化スポーツ課長。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 お答えいたします。

私のほうからは、27ページのＢ＆Ｇプールの改修と人数の関係についてお答えいた

します。Ｂ＆Ｇのプール、それから体育館の改修につきましては、内容といたしまし

てはプールの浄化槽の交換、それからプール本体の塗装、それからあと給湯設備の交

換、それから体育館の屋根、それから床等の改修を計画しております。プールの改修

につきましては、当初プールの閉鎖後に改修工事を予定して考えていたのですけれど

も、せっかく予算をかけてやることですので、できるだけ改装になったところでオー

プンしたいということで、新年度になりましたら早々に契約の準備を進めまして、新
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しく塗装がされたところでオープンできるように予定しております。

プールのオープンの日程につきましては、毎年海の日が第２月曜日か何かであるの

ですけれども、その前の木曜日、金曜日ぐらいを予定しております。今年度ですと、

多分７月の12日、13日ぐらいがその日になるのかなと思いますので、その前後をオー

プンと予定しております。人数につきましては、プールにつきましては結構その年の

気象状況によりまして入場者数変わってくるのですけれども、改装したところで多く

の方が利用されるのではないかというふうな感じで、若干人数をふやさせていただき

ました。

以上です。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 杉山城の保存整備についてお答えいた

します。

ご承知のように、平成20年の３月に国の指定文化財となりました。町では、平成22年

３月に史跡の保存管理計画を策定いたしました。この方針に基づきまして、今後保存

整備を進めていくわけですけれども、国の方針にのっとりまして、まず公有化が最優

先をされるということでございます。全ての保存整備の前提として、まず公有化が位

置づけられております。国の史跡でございますので、さまざまな事業には国の補助金

をいただいて実施することになりますけれども、国のほうの指導で、まず公有化を最

優先にしなさいということでございます。町としましては、平成25年度より28年度ま

での４カ年で公有化を完了させる計画でございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 そうしますと、プールのほうはオープン日までに改装が終わるという

ことで、できれば、これだけきれいになりましたよということで町民の方々にプレオ

ープンというか、オープンが海の日の前ということですから、その２日間は今も無料

開放していたのかな、５日間ぐらい、こんなにきれいになりましたということで、オ

ープンしてからちょっとサービス期間みたいなのを設けながら、利用者をふやしてい

くという方向性のお考えはあるか、伺ってみたいと思います。

それと、今の公有化の件、杉山城の件ですけれども、施政方針の中に、町の貴重な

地域資源である杉山城は、杉山城保存管理計画に基づき国の補助金を活用し、公有化
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を図ってまいります。武蔵嵐山駅と杉山城を結ぶ中継地点として堂沼のことがうたっ

てありますけれども、駅から堂沼に寄って、堂沼から杉山城に回っていくという距離

が何キロぐらいあるのだろう、５キロぐらいになるのかな、５～６キロぐらいになる

のでしょうか。堂沼には、幸いなことに駐車場も完備しておりますので、堂沼あたり

からずっと軒並み蘭丸君の杉山城址というような旗をだあっと並べてみるとか、あと

鉢形城というお城に行ったことあるのですけれども、あそこは国の指定になっている

かどうかは、ちょっと私勉強していないのでわからないのですが、あそこの杉山城址

は、植木さんに議会のほうでご案内いただきまして見させていただきましたけれども、

堀があって、橋が何かきちんとしたものがなかったような気がするので、例えばどこ

までいじっていいのかわからないのですけれども、鉢形城はその現物を生かしながら

木でつくった橋なんかを渡していたりとか、余りお金をかけずに、何か昔の名残を残

すような、そういう整備をしていいのかどうなのか。あと、旗をずっとにぎやかにや

っていくと。私、文化村を買ったときに、木下工務店の文化村という旗が関越からず

っと、それに寄せられて、のぼりがあったので、寄せられて来てしまったのですけれ

ども、やはりそういう割と町を盛り上げていくというのは非常に大切なことなのです

けれども、そういうことを一応考えていただけるかどうか、お聞きしたいと思います。

〇吉場道雄委員長 大塚文化スポーツ課長。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 私のほうからは、Ｂ＆Ｇプールのプレオープンに向けて

の無料開放についてお答えいたします。

現在も、去年までも海の日につきましては、無料開放しておりました。何日か無料

開放を設けたらいいのではないかという質問なのですけれども、海の日については引

き続きやっていきたいと思いますが、その他の何日か継続というか、５日ないし無料

開放したらいいのではないかということにつきましては、オープンまでにちょっと検

討させていただきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 杉山城についてお答えいたします。

まず、堂沼から杉山城まで旗を立てたらどうかというようなことでございますけれ

ども、ご意見承りまして、できることは進めていきたいと思いますし、これは直接の

整備ではありませんけれども、有効な、そういったＰＲの方法というのは十分に検討
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していきたいと思います。

それから、実際のお城のほうの史跡の整備についてでございますけれども、寄居町

の鉢形城も、実は同じ国の指定史跡でございまして、これも公有化が済んだ後に保存

整備計画ですとか実施計画というような段階を踏んで、それで整備を進めております。

杉山城の保存管理計画の中でも、短期的な計画、それから長期的な計画というものを

定めておりまして、それからどういう保存整備の方向が望ましいかということも定め

てございますけれども、具体的なものについては今後の公有化がある程度進んだ段階

で、次のステップとしてそうした諸計画を立てながら決めていくことになると思いま

すけれども、杉山城については現状でごらんいただきまして、十分にすばらしいお城

だと大体多くの人がご理解いただけるお城なのです。余り歴史的な文献ですとか、い

ろんな資料というものもございませんので、何か建物を復元するとか、そういった構

造物をつくるにしても、その根拠となる資料がすごく少ないわけです。ですから、そ

ういうものも含めてどういうものが復元できるかは、かなり難しい問題を含んでおり

ます。極力そういった上屋というか、地上の構造物というようなものはできるだけ控

えた整備というのを進めていくのがいいだろうという方針は保存管理計画の中でもう

たわれておりますので、そういう方向で進めていくことになろうかと思われます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 では、プレオープンというか、オープンのその１日はサービスの日が

あると言っていましたけれども、検討してください。

それから、杉山城の件ですけれども、軒並みにばあっと旗を立ててほしいと言いま

したけれども、県道のところに、人の土地に立てるというのは難しいでしょうから、

堂沼のところにはわあっと立てて……

〔「観光協会だよ」と言う人あり〕

〇畠山美幸委員 あと、杉山城の周りにもにぎやかに立てていただきまして……

〔「違うよ、企業支援課か何かで……」と言う人

あり〕

〇畠山美幸委員 杉山城をこれから公有化していくわけですので、しっかりアピールを

やっていただきたいと思います。

建物のほうは、全然お考えではないようですけれども、誰でもが見やすく見ていた
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だけるように、先ほども言いましたけれども、どこかの間伐材みたいなもので橋をち

ょっと渡すぐらいはやっていただけるとありがたいと思いますので、その辺よろしく

お願いしたいと思います。

要望ですので、答弁は結構です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

大野委員。

〇大野敏行委員 ２点ほどお伺いします。

〇吉場道雄委員長 大野さん、マイク。

〇大野敏行委員 すいません、２点ほどお伺いします。

191ページの文化財発掘調査事業224万8,000円、何カ所ぐらい今現在調査をされて

いるのかと、その場所。

それと、もう１点目が193ページの拡大のところで、鎌形の八幡神社改善の補修工

事の補助金ということなのですけれども、どのような補修工事をされるのか、その２

点をお聞きしたいと思います。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 お答えいたします。

まず、文化財の発掘調査の件数でございますが、これは国の補助金をいただいてい

る事業なのでございますけれども、具体的な発掘調査の計画というのは現在ございま

せん。これは、国の補助金の趣旨が、個人の住宅を建てる際の個人の負担をなくすた

めの措置ということでございまして、個人住宅の申請計画が上がった時点で、それが

埋蔵文化財保存地に当たる場合には、まず試掘確認調査を実施いたします。その後ど

うしても切り土をして遺跡を削らなければ住宅が建てられないという場合には、公費

でその事前の記録保存の発掘調査をすると、そういう目的の補助金でございますので、

試掘調査に該当する物件が出てくるかどうか、例年ですと５件から10件ほどのそうい

った試掘調査の件数がございますけれども、それに対応するための補助事業でござい

ます。

続いて、鎌形の八幡神社の改修工事についての補助金でございますが、今回の事業

につきましては、指定文化財が鎌形八幡神社の本殿でございます。実際に今神社に行

きますと、その本殿を覆う形で拝殿が建っているわけなのです。実際に参拝をしてい

ただくのは、拝殿なのです。あの中に、もう一回り小さな本殿の神社が入っているわ
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けでして、それが町の指定文化財ということでございます。

今回の八幡神社の改修は、その本殿を覆う拝殿の改修工事でございまして、屋根の

部分の腐食の修繕と、それから屋根の瓦のふきかえということでございます。同様に、

直接指定文化財ではないのですけれども、保存に極めて影響を及ぼす行為ということ

で、平成16年度に鎌形八幡神社拝殿の基礎の部分の改修工事を実施しております。そ

のときの町の対応としましては、一応町の文化財の補助金の交付要綱に基づきまして、

事業費の上限が100万円、経費の３分の２を補助という規定がございます。今回の場

合、ですから平成16年度の場合には、直接の文化財の保存修理ではないということで、

町の文化財保護審議会に諮りましてご意見をいただきまして、上限100万円の２分の

１補助が適当であろうということで、当時50万円の補助を実施しております。今回も、

ただいま文化財保護審議会のほうで検討いただいておりますけれども、前回と同様の、

前例がありますので、前例にのっとった対応がよいのではないかというご意見をいた

だいております。そういう方向で進めさせていただければと思っております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 文化財発掘調査事業につきましては了解しました。わかりました。

八幡様の件につきましては、当然地元に氏子さんがいらっしゃるし、そことの相談

をしながらだと思うのですけれども、どちらが主体権を持って、これ町の文化財です

から、今後審議会等もありますけれども、その関係はどのような形でやられているの

か、その１点お伺いしたいと思います。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 文化財と申しましても、過去の遺物と

いうことではなくて、八幡神社のような場合は、これは現在でも信仰の対象になって

おるものでございますので、神社の改修については、あくまでもその氏子の皆さんが

主体となってやる事業、その事業に対して文化財がかかわる部分の支援をすると、そ

ういうような基本的なスタンスでございます。

以上です。

〇大野敏行委員 了解しました。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

青柳委員。
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〇青柳賢治委員 195ページですけれども、先ほど畠山委員さんからも出ました国指定

の公有地化が、思ったよりも早く国の予算がついて、地方債、町債も1,040万という

ことで進められるということはありがたいことだと思います。

それで、これが25年から28年度にかけて、25、26、27、５年計画になるのかな、４

年か。

〔何事か言う人あり〕

〇青柳賢治委員 ４年ですか、この時間かかると。それで、今回取得する面積が、聞い

ているところは５万2,375平米だと、そしてこれから４年かけて進んでいくのでしょ

うけれども、この面積というのは総体的にこのぐらいの面積の４倍になっていくのか、

公有地化を図っていくと、これから４年の中で支障になってくるようなところはない

のかどうか。それと、あとさらには国の指定史跡だから、こういう補助金がこの先も

４年間続いていくのかどうか、お願いいたします。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 お答えいたします。

まず、公有化につきましては４年間の計画でございまして、そのうちの３年間につ

きましては、指定文化財本体の部分でございます。最後の４年目につきましては、指

定地の外側、指定地外の部分でございまして、これは将来の駐車場ですとか、あるい

はガイダンス施設ですとか、そういうものの用地でございます。指定地の中には、そ

ういったものがつくれないということでございますので、指定地外に確保するという

計画でございます。

そして、国の補助につきましては、あくまでも指定地の中ということでございます

ので、４年目の指定地の外につきましては補助の対象外ということになります。ただ、

起債等の対象にはなりますので、町の負担はかなり軽減されてくるか、こちらのお示

しした資料にあるとおりでございます。さらに、面積でございますけれども、25年度

の第１年度目は５万2,375平米をとりあえず計画としては持っております。今後、実

際には地権者の方との交渉ということにもなりますので、そのご意向を伺いながらと

いうことになります。26年度が４万1,165平米、27年度が４万2,233平米で、最後の指

定地外の部分につきましては1,701平米を計画しております。この中には、指定地の

中でも実際には山城の頂上付近にお城の遺構がございますけれども、山の裾まで全体

が指定地となっておりますので、実際にお城の遺構のない部分も含んでおります。そ
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ういったお城を含む景観というものも大事にしたいということで指定にされているわ

けですが、山裾の部分には個人のお宅の墓地ですとか、その墓地に入るための参道、

それから氏神様ですとか、そういったものも若干指定地の中に含まれております。そ

ういったものにつきましては、今回の公有化の対象から外させていただいております。

直接お城の保存整備等に影響がないという判断で、外させていただいております。

そのほか、公有化に対して支障があるかどうか、問題があるかどうかということで

すけれども、既に24年度、今年度地権者の方に第１回目の説明会を実施しております。

公有化の全体計画についてお示しをいたしました。25年度以降につきましては、また

地権者の方と個々の用地の交渉、あるいは継続した説明会等を重ねながら、ご理解を

いただきながら進めていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 町にとっても、この予算では非常に公有地化、これだけのお金が動か

されていくわけです。これから、次の時代に町のほうも引き渡していけるわけだから、

非常にいいことだというふうに私は思っていますけれども、町の町民の中にはいろん

な考え方の方いますので、やはり丁寧な説明をしていかなくてはならないと私は思う

のです。

それで、この３年間の４万1,165平米、４万2,233平米というところも、この第１回

目の今回公有地化される方がほとんどの地権者なのか、それともまだかなり地権者の

方が広く広がっているのかどうか、その２つお尋ねいたします。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 町民の方には、今後十分にさまざまな

形で周知、ご説明をさせていただきたいと思います。

それから、地権者の方でございますけれども、25年度につきましては３筆ございま

して、地権者の方は２名でございます。それから、26年度につきましては10筆ござい

まして、こちらは７人の地権者の方がいらっしゃいます。それから、３年度目につき

ましては、８人の地権者の方がいらっしゃいます。それから、４年度目の指定地外に

つきましては、こちらはお二人の地権者がいらっしゃいます。ちなみに、２年目が

10筆、３年目が９筆、４年目が７筆でございます。

以上です。
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〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、ここは地元の杉山の皆さんが管理してやっていただいて

おりますけれども、とりあえず今年公有地化になってくる部分、その辺は今まで以上

にこちらのほうで奉納されている皆さんが手を入れていくような形がとれるのでしょ

うか、今までと同じような形なのですか。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 杉山城につきましては、平成20年３月

に指定されまして、４月早々に国のほうに史跡の管理者ということで、地権者にかわ

りまして町が管理者になるということで国に届け出をしております。実際には、地権

者の方から負託されるような形で町のほうが管理の責任を負っておりまして、日常の

維持管理ですとか、あるいは保存に必要な樹木の伐採等は、町が主体的に予算化して

実施しております。そのほかに、杉山城保存会という皆さんが下草刈りをしていただ

いたり、それから玉ノ岡中学校の生徒たちが総合的学習の中でさまざまな整備活動に

携わっていただくと、そういうような形で進めさせていただいておりますので、25年

度以降も整備のそういった方向は変わらずに進めていきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

河井委員。

〇河井勝久委員 １点お聞きいたします。

193ページ、先ほど大野委員からの質問がありました鎌形八幡神社の拝殿補修工事

費の補助なのですけれども、植木副課長答弁しましたけれども、保護審査会でいろい

ろと議論をされて、これの負担が決まったというお話でありましたけれども、事業を

行うには、当然当初見積もりというのはつくるだろうと思います。神社仏閣、これら

の補修というのは大体氏子、そういう人たちが負担、あるいは寄附行為等によって事

業を進められてくるのだろうと思いますけれども、その辺のところで、当初見積もり

を超えた寄附金内容では氏子負担があって、当然この補修あるいは改修事業以上の費

用が出た場合に、この補助金というのはどういう扱いをするのでしょうか。あるいは、

今後の神社等の建て替えがあって、いろんな問題が出てくるときの基金積立というふ

うにしているのでしょうか、その辺のところでは、町に返還がされるのかどうかもち

ょっと聞いておきたいと思います。
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〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 お答えいたします。

先ほどもお答えいたしましたように、神社につきましては氏子の方たちの信仰の対

象という施設でもございまして、あくまでも施設の改修は、地元の区なり氏子の方た

ちが主体的に進めていただくということでございますので、ほかのそういった地区、

施設と同じように、地元の方たちによる積み立て等は行われる場合があるかと思いま

すけれども、町のほうとしましては文化財に対する補助ということでございまして、

それは町の補助金の交付要綱に基づく、先ほども申し上げましたけれども、上限が

100万円で補助率については３分の２という規定がございます。

今回の八幡神社の改修工事につきましては、伺うところによりますと、概算で600万

円ほどの経費がかかるというふうに伺っております。先ほども申しましたように、直

接文化財の補修に係る経費ではございませんので、平成16年のときの前例と同様に、

上限100万円の２分の１程度の補助が適当ではないかという前例がございますので、

今回もそのような形で進めさせていただきたいということでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 難しい判断なのですけれども、一定の補修料の資金が、あるいは氏子

なんかの積み立てによって、別個にしてそういう費用が賄えるからやろうという形で

の事業で、多分事業計画が進んでいるのだろうと思います。そういう中でいくと、600万

の費用がかかるという中で、100万の２分の１という形が補助という対象になるので

すけれども、この部分に、では町からの補助金はかけませんよという形で、拝殿のど

この部分が町から出た補助金というのは、これは全くわからないわけでありますけれ

ども、そこら辺の形での文化財に対する補助の関係は、やっぱり一定の資金を持って

いるところにさらにその補助というのは、ちょっと町の費用からすると、支出をする

方向とすればどうなのかなというふうに思うのですけれども、そこら辺は一般的に、

単なる今度は町からの補助でその中に充当してしまってくださいと、あと余ったもの

については、それぞれその神社でどうぞどういう形でもお使いくださいという形にし

ていくのが妥当なのか、その辺をちょっと聞きたいと思います。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 一般的に申しまして、積み立て等があ
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る、あるいは資金が潤沢にあるということで、補助金を交付する、しないということ

にはならないかと思います。これは、あくまでも補助金の交付要綱に基づきまして、

文化財の保存のために必要な事業として認められれば、その事業の中の事業費の一部

として町の補助金を充当していただくということでございますので、経費が100万円

以下であれば、当然その必要な経費の３分の２が上限としての補助になりますので、

積立金がそれ以上にあるから経費が余るとかというような考え方ではございません。

あくまでも、かかった経費の３分の２が上限、そういう補助のあり方というふうにご

理解いただきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 そうすると、例えば一定の期間を経て修復しようということ、あるい

はちょくちょく、ちょくちょく100万円ちょっとぐらいの補修が出た場合の補助とい

うのはどのように考えているのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 文化財の保存のための事業ということ

でございますので、一定の期間で継続的にとか、具体的にはどういうことかあれなの

ですけれども、例えば有形の文化財の場合であれば、その補修工事をする、保存のた

めの何らかの措置をするということであれば、今後何十年とか、あるいは何百年とか

というようなスパンでその保存が図られるというような事業でなければ文化財のそも

そもの現状変更が認められませんので、ちょくちょく保存修理のための事業を１つの

文化財で行うということは、通常は考えられないことであります。

今回の鎌形八幡神社につきましても、指定文化財そのものの本体の工事ではないと

いうことで、あくまでもその文化財を覆っている拝殿の工事ということでございます

ので、補助率につきましても３分の２でなく２分の１が適当だろうということで金額

的にも低いわけですけれども、たまたま拝殿そのものが江戸時代の恐らく後期の建築

だと思われますけれども、平成16年度には床下のほうが、今回は屋根のほうがという

形でその建物の耐用年数といいますか、そういうものにたまたま合致したということ

になるのかと思われます。一般的な文化財の場合には、そう短期間の間に繰り返し事

業が実施されるということは、通常はあり得ないことかと考えております。

以上です。
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〇吉場道雄委員長 ほかに。

松本委員。

〇松本美子委員 197ページですが、質問させていただきます。

ひとり１スポーツの推進事業ということで、拡大分についてお尋ねをしますけれど

も、高齢者の娯楽ゴルフ大会の費用だということで拡大になっておりますけれども、

これにつきましての内容につきましてお尋ねをします。高齢者というと、どうしても

ゲートボールというような印象等がありますけれども、なかなか今はグラウンドゴル

フのほうへ移行してくる形が多くなってきているということも承知しております。

では、とりあえずそれでお尋ねします。

〇吉場道雄委員長 大塚文化スポーツ課長。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 拡大分、高齢者のグラウンドゴルフ大会報償品の関係な

のですけれども、このグラウンドゴルフ大会につきましては、５月の町民スポーツの

日にもグラウンドゴルフやっております。しかしながら、各地区１チームというふう

な出場チームになっております。また、社会福祉協議会でやっているグラウンドゴル

フ大会につきましては、老人クラブに入っていないと大会に参加できないというよう

なことがありまして、最近特にグラウンドゴルフを楽しまれている方が多くいらっし

ゃいます。

そういった方々、参加したい方については、全員の方に参加してもらおうというこ

とで考えて、高齢者を対象に大会について計画したものでございまして、具体的な大

会の要綱等についてはまだできていないのですが、今考えているのは、多くの方が楽

しまれているので、参加者数もかなり多くなるだろうということで、例えば北部、南

部、中部で予選会のようなものをやって、そして最後決勝大会のようなものをやった

らどうかというふうな、こんなことで今考えているところでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 松本委員。

〇松本美子委員 そうしますと、今の答弁でほとんどわかりましたけれども、これを周

知徹底していくためにはどのような方法をとっていくのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 大塚文化スポーツ課長。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 高齢者のグラウンドゴルフ大会の周知の関係なのですけ

れども、町の折り込みだとか回覧とか、そういった方法、あるいはまた施設利用をし
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ている方の中で、グラウンドゴルフを楽しまれている方も施設を利用しておりますの

で、そういった団体に直接案内を出したりとか、そういったことを今考えております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 163ページになります。人権教育推進協議会ですけれども、各種研

修会負担金が22万4,000円だと思ったのですが、それは平成25年度からの人権施策基

本方針に基づいての各種研修会負担金というふうな形になるのか、また同じく、これ

報奨金71万円もそうですが、これも人権施策基本方針に基づいたことになっていくの

か、具体的な今後の事業の展開のあり方を伺いたいと思うのです。説明文によります

と、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題を解決するため、集会所事業や研修

会等を開催するための経費として、23年度、24年度と同じ説明文になっています。こ

れでは、人権施策基本方針を今後10年間かえたのと、以前と全く同じ説明文になって

いますので、これについての事業展開について伺いたいと思います。

それから次、190ページ、191ページ、図書館になるのですが、図書館の購入費のと

ころに図書館購入費は833万6,000円ですが、Ｌプラン21を目指すため、所蔵資料の購

入に対する経費となっておりまして、Ｌプラン21を調査しました、調べました。そう

すると、１万8,000人のところで延べ床面積1,380平方メートル、蔵書数８万1,000冊、

開架冊数６万5,400冊、資料費1,544万円、年間増加冊数7,520冊、職員数７人という

のが１万8,000人段階のＬプラン21の町村段階の図書館の規模になっているのですけ

れども、それに対して今回の図書購入費や、それから全ての図書館の管理事業にかか

わっていものはどのぐらい差があるものか、これ伺いたいと思うのです。833万6,000円

というので、年間増加冊数7,520冊を購入するのは非常に厳しいなと思いましたので、

その点について伺います。

それから、192～193です。これは、指定文化財管理事業の中で、越畑獅子舞保存会、

それから古里獅子舞保存会、古里祭囃子保存会に関してそれぞれ15万円ずつの補助金

が出てるのですけれども、古里祭囃子は５万円なのですが、これ保存会なので、具体

的な記録というものはどこら辺まで、記録というのをつくっていかなくてはいけない

と思うのですが、それについてはどのような形で考えていくのか、考えているのか、

伺いたいと思います。
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それから、197ページの先ほどの町民ひとり１スポーツのことなのですが、高齢者

のグラウンドゴルフに対しては北部、南部、中部ですか、予選会を行っていくという

のはとてもいいやり方だと思うのですけれども、この報償費が拡大というふうな形で、

報償品費の拡大分が具体的に出ていないのですけれども、報償品費を拡大しなくては、

この町民ひとり１スポーツ運動で高齢者のグラウンドゴルフ大会というのが進展でき

ないのか、これかなり厳しい問題で、ほかのところで予算を削っている中で報償費を

ふやしているわけです。ここの考え方はどのように考えたらいいのかなと思っている

のですけれども、結構ほかのところがかなり厳しい状況になっているのに、あえて高

齢者のグラウンド大会の報償費をふやしていかないと、このグラウンド大会に参加す

る人が具体的に出てこないという考え方というのは私はちょっと問題あるかなという

ふうに感じたのですけれども、その点について伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 大塚文化スポーツ課長。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 私のほうからは、初めに負担金の各種研修会負担金22万

4,000円についてお答えいたします。この22万4,000円につきましては、前年実績に基

づきまして積算しているものでございます。

それから、報奨金の71万円につきましては、ふれあい塾、それからふれあい講座、

こういった講座の講師の謝金でございます。

それから、人権教育推進事業の事業展開の関係なのですけれども、こちらにつきま

しては、同和問題等をはじめとするさまざまな人権問題をというふうな形で事業概要

がありますが、今年につきましてはふれあい講座の中で、女性の人権について考えて

みようということで、群馬の縁切寺へ行ったりだとか、あるいは妻沼のほうの道の駅

ですか、そういったところでにっぽん女性第１号の展示物の見学をしたりだとか、そ

ういったもの、あるいはまた集会所の事業では視覚障害のある方をお招きして講習会

を開いたり、交流会を開いたりすることで、特に同和問題に特化してやるということ

ではなく、様々な人権について研修していくというふうな形で考えています。

それから、Ｌプラン21の関係なのですけれども、私が積算したのが１万8,000でな

くて、ちょっとデータが古くて申しわけないのですけれども、１万8,627人という形

……

〔「じゃ、もっと多かった」と言う人あり〕

〇大塚 晃文化スポーツ課長 すいません、今の人口とちょっと違うかもしれないので
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すけれども、それで見ますと床面積が1,418平米、これに対して図書館の床面積が

1,962平米、それから蔵書の冊数が８万3,195に対して９万4,457、それから資料費が

1,586万6,360円に対して、たしか今年の予算ですと……

〔「833万」と言う人あり〕

〇大塚 晃文化スポーツ課長 はい、すいません。それから、あと年間の増加冊数が

7,702に対して、これが23年度の冊数かと思うのですけれども、4,407冊あるというこ

とです。それから、職員数については７人で、現在の図書館の職員数は正職員が２人、

それからあと嘱託職員が２人、それからあと臨時職員７人というような形になってお

ります。

それから、あと町民１スポーツの関係なのですけれども、報償品費、こちらの増額

分といたしましては約５万円ほどでございます。これにつきましては、盾だとかカッ

プ、あるいは参加賞的なものを考えております。せっかく、多少そういった参加した

人に張り合いを持っていただくような形で、盾だとかカップ、そういったものが出せ

たらいいなというふうな形で計画したものでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 私のほうからは、192ページの指定文

化財保存管理事業についてお答えいたします。

越畑の獅子舞、古里の獅子舞、古里の祭囃子、この３件につきましては、すぐれた

民俗芸能の維持のための指定文化財、町の指定ということでございまして、その後継

者養成のための補助金ということでございます。新たに後継者として加わる子供たち

の練習が中心となる事業でございます。この事業の記録ということにつきましては、

補助金の交付申請を受けて、そして実施していただいた後の実績報告というものを出

していただいておりますので、これが記録になるかと存じます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 まず、人権教育の人権施策基本方針のことについて先ほどお答えい

ただいたのですけれども、22万4,000円は前年度の実績でというふうな形でしたけれ

ども、前年度の実績で見ますと、まず部落解放同盟埼玉県連合会に係る旗開きとか、

そういったもの全て研修費、そういった形と、それから同和団体のものと、そのほか



- 127 -

にあったのかどうかわからないのですが、そういったものですけれども、各種研修会

負担金、今年度から、25年度からはそういった予定は考えていない、別な形に展開さ

れると思うのですが、その点について伺います。

それから、報奨金です。各種報奨金、この報奨金に関して言いますと、町がやった

ものというのは報奨金支払っていないですよね、町が直接かかわって展開したものに

関しては、バス代などはあったかもしれないですけれども、これは吉田１区、２区が

対象でした。ですから、人権問題をやったとしても、女性問題に関しての展開をやっ

たとしても、それは吉田１区、２区の人だけでした。それから、もう一つ盲導犬に係

る視覚障害の方のお話を聞くというのもやりました。とてもいい事業だと思いました。

ですけれども、これも吉田１区、２区の方だけの事業展開でした。私は、この報奨金

で別な形のものが展開できるだろうと思っています。特にふれあい塾に関しては、吉

田１区、２区だけの子たちで展開しているわけですよね、そうではない形に人権教育

ができるかどうかが、今後の平成25年以降の人権施策基本方針にかかわるものですよ

ね、それが展開できるかどうかなのですけれども、その点についての考え方を伺いた

いのですが、先日吉田集会所の運営委員会の会議を傍聴させていただきましたけれど

も、今年と同じ展開で事業が展開されるというふうに認識されているなというふうに

思ったのです。ですけれども、そうではない事業展開については考えていく必要があ

ると思うのですが、特に私は一般質問でもやっていますけれども、ふれあい塾はとて

もよい講座で、事業であるけれども、ほかのところに、ほかの学校での展開をしてい

くためには、こういったふれあい講座のお金を回していくような形にしていかないと、

もう人権教育自体がいつも同和にとどまってしまっている。それも、吉田１区、２区

だけでとどまっていることに問題があるということを指摘しているわけなのですけれ

ども、そこの問題が平成25年度は、では解決できるのかどうかの点について伺います。

これは、総括質疑でも行う予定なので、それもあわせて伺いたいと思います。

それから、図書購入費ですけれども、Ｌプラン21の試算が、本当よく新しいものを

買っていただいていて、なかなか資料としてはいいものが入ってきているなというふ

うに思うのですけれども、具体的にいくとＬプラン21の半分ぐらいの金額だから、や

はりそういうふうな形になるんだろうなというふうなことは予測されるのですけれど

も、それについてはほかの部分ではよいとしても、でも蔵書数というのは結果として

古いものがあるということですよね、だから新しい本というのはなかなか入っていか
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ないと。今情報がどんどん展開してきているので、そこについて予算がとれないとい

うのはもちろんわかるのですが、そこについてはどうしようもないのですかねという

ふうな感じでしか言えないのだけれども、どうですか、これ以上は無理なのですよね、

きっと。ということと、それと職員数なのですが、職員が７人で、非常によく努力し

ていただいていると思うのです。でも、正職員が２人、それで嘱託が２人、あと非常

勤が７人、この体制で図書館をやっていくということについては、町長はどのように

お考えになっているのか、伺いたいと思います。

それから、記録をつくる必要性のことなのですけれども、具体的に言えば文書では

なくてＤＶＤでどのような形で、映像として残していく必要があると思うのですが、

これについてはどのように考えていくのか。この保存会が、それぞれずっと永続的な

ものであればよいと思うのですけれども、必ずしも永続性のあるものとは言えないの

で、その点についての考え方は今回の部分ではできないとしても、段階的にそういっ

たものを予算化していく必要はあると思うのですが、それについて伺いたいと思いま

す。

それと、グラウンドゴルフ大会の報償費ですが、盾とかそういうものであるのなら

ば、次からも、次年度からもそういったものは使えるのかなと思うのですけれども、

その点について毎年毎年５万円を出していくのか、そういうふうな形の展開の仕方を

伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 大塚文化スポーツ課長。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 私のほうからは、人権教育推進事業費の負担金、各種研

修会負担金の関係なのですけれども、先ほどちょっと前年度実績でもって計上したと

いうふうなお話しさせていただいたところなのですけれども、今年度についてもまだ

具体的な研修案内等来ておりませんので、不確定な部分は多いわけなのですけれども、

引き続き研修会等には参加するような形を考えております。

それから、ふれあい塾、ふれあい講座の関係なのですけれども、こちらにつきまし

ては、確かにふれあい講座につきましては吉田１区、２区対象の形、それからふれあ

い塾につきましては、こちらのほうは吉田１区、２区の子供たちではないのですけれ

ども、七郷小学校という形で募集をしてまいりました。今後につきましては、こうい

った募集の範囲ですか、そういったものも拡大していったりだとか、塾についてもあ

る程度、全部の部分ではないのですけれども、ある一定の事業についてはもう少し範
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囲を拡大したりとか、そういった方法も考えながら実施していきたいというふうな形

で考えております。

それから、図書購入費、今年度600万円ということなのですけれども、図書の購入

につきましては一定の方針、町立図書館の資料選定収集方針だとか、あるいは図書館

の児童資料収集方針、こういった一定の基準がありまして、図書館の職員の司書と、

それからあと嘱託職員の司書等で選定をしておりまして、いろんな分野にわたりまし

て購入するように、あるいはまた図書館利用者からのリクエストだとか、あるいはま

た本の展示会等から町民の方が求められている図書を購入するように、限られた予算

の中で考えているわけなのです。

それから次に、町民１スポーツの関係なのですけれども、予算の計画時に特に考え

ていたのは、盾だとかカップというふうな形で、一応持ち回りではなく取り切りとい

うふうな形で……失礼しました。持ち回りというふうな形で考えていたので、２年目

以降につきましてはそういった部分は削減されるかなというふうな形で考えておりま

す。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 文化財保存管理事業につきましてお答

えいたします。

ここに挙げた３事業につきましては、あくまでも後継者養成のための事業でござい

ます。ご質問の趣旨を承りますと、まず今回の３事業につきましては毎年予算化して

いるものでございますけれども、これはいつまでも継続していただきたいための、そ

のための町からの支援ということでございます。ただ、しかし少子高齢化社会になっ

ておりまして、それぞれの団体、保存会につきましても今後の継続は、必ずしも楽観

的なものではありません。映像の記録ということについても、博物誌の編さん等で若

干の記録は既に撮っておりますけれども、町が記録保存のために実施した記録映像と

いうのはまだ今のところ実施しておりませんので、これは今後そういったものも必要

になるかと思いますので、十分検討させていただきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 図書館の人員配置の件でございますが、ご承知のように町全体の職員

の配置というのが、嵐山町の中では限られた状況の中でいろいろ配置を、人事をして
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おります。そういう中で、図書館の人員配置についても現状の中ではベターなやり方

だというふうに考えておりまして、嵐山町の置かれた状況、今の全体の人数的なこと

を考えて、現状のとおりでやっていただきたいというふうに考えております。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 １点再質問なのですけれども、人権の問題ですけれども、毎年４月

に部落解放同盟埼玉県連合会から１年間の事業計画が出てきて、そしてその事業計画

の説明会がありますよね、説明会に参加して、そしてその事業に参加していくという

やり方をとっていると思うのですけれども、それは今回はやめていただきたいのです

けれども、その方法を今回もやっていくのかどうか、伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 大塚文化スポーツ課長。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 解放同盟の年間計画に基づいて、いろいろ研修計画が提

出されて、それに基づいて今年もやるのかというご質問ですけれども、25年度につき

ましてもそういった研修案内等があれば、そういった形で説明会には参加していく方

向でございます。

〔「だめだ、こりゃ」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員、何かありますか。

〔何事かと言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。午後の再開は１時30分と

いたします。

休 憩 午後 ０時０５分

再 開 午後 １時２８分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

文化スポーツ課に関する部分の質疑を続行いたします。

それではどうぞ。

清水委員。

〇清水正之委員 鎌形八幡の改修なのですけれども、先に一般的な見解をちょっとお聞

きしたいのですが、自治体が神社仏閣というか、そういったところに補助金を出すと

いうことが認められるのか、もし認められないということであれば、今度の事業の発
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注というのは、改築の発注はどこが頼むのかどうか。私は、自治体がそういったとこ

ろに補助金を出すというのは認められないのではないかというふうに思っているので

すけれども、だとすると氏子に直接出すということが果たして正当なのかどうか。私

は、直接やっぱり町の指定文化財についての維持管理そのものは、町の責任だという

ふうに思うのです。そういう面では、町が直接工事をやるということのほうが、むし

ろいいのではないかなと。いずれにしても、３分の１とか２分の１とかという補助率

になってくるわけで、町が直接やるということになれば、そういう形にはならないの

だと思うのです。もともと補助金を出す相手先がそういうところ、そういうところと

言ったら何が語弊があるのですけれども、そういう趣旨というのを相手先が認められ

るのかどうかというのは、非常に疑問だなというふうに思うのですけれども、その辺

幾つかお聞きをしておきたいと思うのです。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 お答えいたします。

当然町が神社やお寺を所有するですとか、あるいは宗教行為をじかにとり行うとい

うことになれば、それは違憲であり、違法であろうと思いますけれども、多くの文化

財の場合には、自治体として、午前もちょっと申し上げましたけれども、ある面では

現在も現役として信仰の対象物であるという側面は持っているものが多いわけです。

そういうことを前提の上なのですけれども、文化財保護法でいう文化財というのは、

あくまでも有形のものとして信仰とは切り離した形で、我が国の歴史ですとか文化で

すとか、そういうものを理解するために欠くことのできないものであるというふうに

法で定められておりますので、国も県も自治体も、そういう理解のもとに補助金の支

出を行っております。

その相手先が、例えば氏子であり、ある宗教法人でありということであっても、そ

の趣旨としては、あくまでも文化財の保存のための経費であるということで、そのよ

うな対応をしているところであります。国も県も町も同じ対応でございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 清水委員。

〇清水正之委員 ということは、文化財に限ってはそういった宗教上の問題は別として、

補助金は出せるということでいいのですね。では、お聞きしますけれども、そうする

と事業発注については氏子がやるということですよね、町の指定文化財そのものの維
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持管理というのは、町が指定をしているということは、その維持管理の責任が町にあ

るとすると、全額町が持ってもいいのではないか、あるいは町が直接それを発注しな

いというものというのは、何か理由があるのですか。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 まず、発注が当然今回の場合には、神

社の主体は氏子ですので、氏子が発注ということになります。

文化財の維持管理の責任はどこにあるかということでございますけれども、これは

所有者にあるという、これが原則でございます。ですから、町が所有している文化財

であれば、完全に町が直営で全責任を負って保存のための措置をしますけれども、今

回の場合には、所有者はあくまでも鎌形八幡神社でございますので、その所有者が行

う保存のための行為について、その経費の一部を町が支援すると、それが町の考え方

といいますか、文化財の補助金の交付要綱にもある趣旨でございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 清水委員。

〇清水正之委員 もう一回確認をしますけれども、文化財そのものについては、宗教法

人関係なく出せるということは大丈夫ですね、後で問題になるということはないです

ね。

それともう一つ、所有者が維持管理をするという話ですけれども、だとすると、鎌

形八幡が法人になっているかどうかよくわからないのですけれども、そこに補助金を

出すということにはならないのでしょうか、なぜ氏子なのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 お答えいたします。

まず、所有者の維持管理につきましては、法令で指定文化財というものを受けます

とさまざまな規制を受けるわけなのですけれども、その規制のかわりに、例えば国の

指定の史跡の場合ですと固定資産税は非課税というような、そういう見返りの、です

から権利と義務という関係でいきますと、指定文化財に指定したという法令で定めた

見返りとしてのそういった優遇も片方であるわけです。

今回の所有者ですけれども、鎌形八幡神社に例えば宮司さんがいて、その宮司さん

が直接その管理をしているということであれば、八幡神社に対する補助ということに

なろうかと思いますけれども、鎌形八幡神社の場合には氏子さんが管理をしていると、
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所有をしているという、そういう形態でございますので、氏子総代長さん、氏子さん

が主体となる事業に対してその補助をすると、そういう形になるわけでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 ちょっと今の質問していたことなのですが、その前に197ページのグ

ラウンドゴルフ、これ高齢者グラウンドゴルフ大会ということで書いてあるわけです。

それは、65歳以上の大会を行うということで理解してよろしいのでしょうか。

それと、Ｂ＆Ｇの体育館の修繕、プールは多分大丈夫だと思うのですが、一定期間

使用はできないと思うのですけれども、それがちょっとどのぐらいの期間になるのか、

教えていただきたいというふうに思います。

それで、鎌形神社の件なのですが、宗教法人になっているかどうか私わからないの

ですけれども、政治が宗教にはお金は出せないと、支持もできないということに戦後

なったわけです。ただ、文化財になっているから出せるのだというここの兼ね合いを

考えてみまして、町が指定したものは出せる、そういう理解でよろしいのでしょうか。

例えば役場の中にも、あれは何という神社なのですかね、神社だか……

〔「あれは文化財」と言う人あり〕

〇川口浩史委員 あれは、町が出したというふうには聞いていないのです。当時課長会

が出し合って移転をしたというふうに聞いておりますけれども、あれとの関係では今

回は明確にこういうふうに違うのだという説明がいただければと思いますけれども。

〇吉場道雄委員長 大塚文化スポーツ課長。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 私のほうからは、高齢者グラウンドゴルフ大会の年齢は

65歳以上かという質問についてちょっとお答えさせていただきます。

高齢者というと、65歳以上というふうな定義かと思うのですけれども、ここで年齢

で制限を設けてしまいますと、また出場を制限してしまうことになりますので、年齢

については特にはっきり65歳と区切るようなことはなく、例えばおおむね60歳以上だ

とか、あるいはもっと自称高齢者の方とか、そういった形で多くの方が参加できるよ

うな方法を考えております。

それから、あと体育館の使用中止の関係なのですけれども、一応今計画というか、

予定では９月中旬ぐらいまでの工期を考えております。そして、床の改修につきまし
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ては２階のトレーニングルームでありますので、当然床の改修時期にはこれは使用で

きなくなるかと思います。それから、あと屋根の補修、塗装につきましては、ちょっ

と実際業者の方とよく相談しながら、また調整しながら、使用できるものか、あるい

は使用を中止したほうがいいか、その辺は具体的に決めていきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 植木副課長。

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 鎌形八幡神社の件についてお答えいた

します。

まず、政治が宗教への関与は禁止されているわけですけれども、先ほどから申し上

げておりますように、これはあくまでも宗教への関与ということではありませんで、

文化財への補助ということでございまして、例えば文化財保護法ですとか、自治体に

よる文化財の条例による指定、これに基づいて、あくまでもその法令に基づいたもの

であるということでございます。法令に基づいていない宗教、例えば神社仏閣への補

助というのは、一切これは教育委員会から行うものではございません。例えば仏像は、

個人で持っている仏像もございますし、お寺で現在拝まれている仏像もあります。そ

れから、自治体が買い上げて博物館等で展示している仏像もございますけれども、必

ずしも誰が所有しているかということではなくて、指定文化財であるかどうかという

のが前提になるわけです。たまたま今回の場合には、鎌形八幡神社の氏子さんがその

所有者であると、それに基づいて補助金の支出は正当であるということでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 わかりました。鎌形八幡神社の件についてはわかりました。

グラウンドゴルフの件なのですが、スポーツフェスティバルでやるわけですよね、

うちのほうの区も40代かな、やっていて昨年まで大会に出ていたわけなのですけれど

も、何か60だとかそういう年齢が決まりまして、俺は出られなくなるのかなと思うの

ですが、そんなことはないのか、ちょっと確認したいと思います。

それと、Ｂ＆Ｇの体育館なのですが、９月中旬ごろ改修に入りたいということなの

ですか。どのくらいの期間かというのは、もう少し詰めないとわからないのでしょう

が、おおよそのことがもしわかりましたら、９月中旬から１カ月ぐらいだとか、わか

りましたら伺いたいと思います。
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〇吉場道雄委員長 大塚文化スポーツ課長。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 高齢者グラウンドゴルフ大会の関係ですけれども、スポ

ーツフェスティバルのときにやるのかというご質問かと思うのですけれども、スポー

ツフェスティバルとは別の大会を考えております。

それから、あと体育館の工期、９月から入るのかというご質問かと思うのですけれ

ども、９月中旬までに終わらせたい、工期が９月中旬を考えているということでござ

います。そういった中で、体育館のトレーニングルームの床だとか屋根の修復時期に

つきましては、ちょっと業者の人と実際使用ができるかどうか、その辺をよく確認し

ながら、使用については決定していきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 Ｂ＆Ｇの件なのですが、いつごろから改修に入るのか、終わりが９月

の中旬ごろということですよね、いつごろなのか伺いたいと思います。

それから、グラウンドゴルフはそうですか、別の日に。先ほど５月の中旬ごろとお

っしゃったのではなかったでしょうか。そうではなくて、もう全く別の日に改めてこ

ういったものを設けるということで理解していいわけですか、ちょっと２点だけ。

〇吉場道雄委員長 大塚文化スポーツ課長。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 高齢者グラウンドゴルフ大会については、別の大会を考

えております。

それから、あといつごろから工事が始まるかというご質問だと思うのですけれども、

工事の始まりにつきましては、契約に要する期間があります。それから、多分金額的

に一般競争入札というような形になると思いますので、ある程度期間が必要になりま

すので、契約の関係は恐らく５月の中旬ぐらいが契約の時期になるかなと今考えてい

るところです。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

質疑がないようなので……

〔何事か言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 答弁漏れですか。

〔「うん、そうだよ。工期がどのくらいかって」
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と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 答弁漏れで、工期の関係で答弁してください。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 工期につきましては、５月中旬から９月中旬を考えてお

ります。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑がないようですので、文化スポーツ課に関する質疑を終結いた

します。

ここで休憩といたします。

休 憩 午後 １時４６分

再 開 午後 １時４８分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、環境農政課及び上下水道課に関する部分の質疑を行います。

それではどうぞ。

大野委員。

〇大野敏行委員 ２点ほどお伺いいたします。125ページ、拡大部分で空き家等管理台

帳の整備委託ということで、私一般質問をして、早速もう前向きにこうやって取り組

んでいただけるということで大変感謝していますし、評価したいと思います。

そこで、この委託なのですけれども、どちらのように、どのような内容の調査委託

をされるのか、お尋ねしたいと思います。

もう一点、同じページで、アライグマの捕獲等の業務委託がございます。こちらに

際しましても、町内でどの地域にどれだけの捕獲のわなを仕掛ける予定なのか、その

辺もお伺いしたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 簾藤環境農政課長。

〇簾藤賢治環境農政課長 それでは、お答えさせていただきたいと思います。

まず、空き家等の整備委託ということでございますけれども、これは担当副課長よ

りお答えさせていただきます。

それで、私のほうからアライグマの捕獲等の業務委託につきましてお答えさせてい
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ただきたいと思います。これは、昨年から業務委託ということで、一番頻繁に出る時

期を町単独事業として、業者に委託をしてとっていただくというような内容になるか

と思うのですけれども、一応今考えているのは、４月下旬から10月の上旬の週２日と

いうことでですね、午後ですね。それぞれ貸し出しをしたものとか、そういったとれ

たという情報をもとに上げる、または資格を持っていない方が借りたいという希望が

ありましたら、そういったお宅に設置をするというような業務でございまして、地域

的にはご要望があったところに行っていただくというようなことになっております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 村田副課長。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 それでは、空き家等管理台帳業務委託の

内容につきましてご説明をさせていただきたいと思います。

この事業につきましては、ここの拡大部分にも書いてありますように、県の緊急雇

用事業で今実施をさせていただいているものでございまして、平成24年度につきまし

ては12月の20日から今月の31日までという４カ月間、来年度、25年度につきましては

４月の１日から７月の31日までの４カ月間を今予定させていただいたところでござい

ます。

内容につきましては、今24年度で実施させていただいているものにつきましては、

住民基本台帳、家屋課税マスター、あと土地課税マスター、この３つのデータに基づ

きまして、まず嵐山町に建物がどのぐらいあるかというのを抽出させていただいたと

ころでございまして、今大体抽出が終わりまして、軒数としましては１万326軒が今

嵐山町に家屋として存在しているところでございます。

その中で、今言った住基台帳と重ね合わせたときに、そこに住所がないお宅という

のが今のところ2,075戸というのですか、ですから約２割ほどが空き家候補というの

ですか、今後その2,075戸につきましては、今緊急雇用の職員、新規雇用が３人、既

雇用が１人ということで４人なのですけれども、このメンバーに現地を回っていただ

いて、実際にそのお宅が本当に空き家なのか、空き家でないのかというのを現地を確

認していただいて、今申し上げましたように７月末に一応その空き家管理台帳という

のをつくる予定になっております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 大野委員。
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〇大野敏行委員 ありがとうございます。再質問をさせていただきます。

早速調べていただいて、実際に建物、実際のものを調査しているということであり

ますので、机上で調査しているのではなくて、しっかりと調査していただいていると。

その中で、住所なし2,075軒あると、住所なしと何かおっしゃったような気がするの

ですけれども……

〔「住基、人が住んでいないということです、す

みません」と言う人あり〕

〇大野敏行委員 人が住んでいないということですね。

〔「はい、住所登録はありました」と言う人あり〕

〇大野敏行委員 2,075軒あると、そこいらが一番問題になってくるのかなというふう

に思います。これを追跡していくのは大変な労力が要るのかなとは思うのですが、ぜ

ひ焦らず、凝らずにちょっと追跡はしていただきたいなというふうに思います。連絡

のつくところは、その持ち主、地主さんと話をして、今後どのようにしていくのかと

いう話はできますけれども、できないところは問題になってくるかなと思います。よ

ろしくお願いします。

アライグマの件でございますけれども、要望のあった地区にこれを置くというよう

なことで、実はこんな話が地域から出ていまして、今委託されているものですから、

月曜日から金曜日の中では置いてくれるよと、金曜日の夜というか、夕方になると引

き上げていってしまうよと。通常は夜出るものですから、夕方置くなり朝置くなりし

て、翌日の朝引き上げるのだと思うのですけれども、そこいらのところが、地元の人

にも何にも聞かないで置いているので、本当に必要なところに置いていないのだよと

いうような話もあるものですから、そこいらのことに対しまして指導を徹底していた

だきたいなというふうに思うのですけれども、その点ちょっとお願いします。

〇吉場道雄委員長 簾藤環境農政課長。

〇簾藤賢治環境農政課長 お答えさせていただきます。

今まで私どものほうが、町が委託していた業者、それから県が委託、県も緊急雇用

でここ２年ほどやっていると思うのですけれども、昨年、25年の２月ぐらいまでやっ

ていたのです、実は。それが金曜日には上げていってしまう、それは１つには、やっ

ぱり土日にかかったときの処分の仕方というのも一つあるのだと思うのですけれど

も、県の場合は情報というか、私どもにも相談があるのですけれども、どの辺に置い
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たらいいかとか、そういったところで県の委託している部分につきましては、個々の

要請というのではなくやっている部分がございまして、そういう事態があるのかなと

今思う次第でございまして、私ども町が直接置いたり委託で置いたりするのは、その

辺は要望に基づいてですから、よくご説明もさせていただきますし、場合によっては

餌のつけ方というか、どんなという話までしていると思います。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 そしたら、ちょっとその地元から話があったのは、県の委託に基づい

たところの話が恐らく出てきたのだと思うのですが、情報の発信として町のほうから

も、県がそうしたことを考慮していただけるのであれば、より効率的なためにこうい

ったところに置くように、地元によく話をして置いてくれとかいうことを伝えてもら

えればなというふうに思います。これは要望で結構です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 ２点についてお伺いします。

今の125ページの空き家対策に関係しているのですけれども、今年の７月31日まで

に管理台帳を作成するというご答弁でした。施政方針の中には、今後の対策につなげ

てまいりますということですので、恐らくこの後、空き家条例とか何かお考えがある

のかなと思います。その辺のことを聞きたいと思います。

もう一つが、ページ数はないのですけれども、やはりこれも施政方針の中に、スト

ップ温暖化推進について、よりよい計画になるように引き続き協力をお願い申し上げ

ますということで、引き続きどういうご協力を求めているのか、確認したいと思いま

す。

以上２点です。

〇吉場道雄委員長 簾藤環境農政課長。

〇簾藤賢治環境農政課長 それでは、私のほうから空き家対策の今後の計画というか、

予定というご質問につきましてお答えさせていただきます。

ただいま畠山委員さんお話しいただいたように、条例化に向けて実態調査を今やっ

ていると、簡単に言ってしまうと。それで、どのぐらい本当にだめっていうのも変な

言い方なのですけれども、危険だとか、それを今後ランクづけするかどうかも含めま
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して今の台帳を整備して、それに基づいて、結果に基づいて条例文も策定していきた

いと、このようには考えております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 村田副課長。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 環境基本計画の策定について、ちょっと

私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。

125ページにも委託料で今200万円ほどのせさせていただいているのですけれども、

これが今畠山委員さんがおっしゃっていただいておりました環境基本計画の関係だと

思うのですけれども、これは、この事業につきましても平成24年度と25年の２カ年で

今計画をさせていただいているところでございます。24年度につきましては、基礎調

査ということでアンケート調査等を今させていただいております。25年度につきまし

ては、それの今度は計画案を策定させていただいておるところでございまして、来年

度の４月には計画を住民の方に説明ができるような準備をさせていただているところ

でございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 では、条例作成に向けてということでわかりました。

やはり空き家の問題というのは、草、雑草なのです。文化村の中、午前中も言って

しまったからいいや、空き家の、やっぱり空き地の雑草がご近所の方にご迷惑をかけ

ているということなので、そういう点をしっかりと入れ込みながら、いい条例をつく

っていけるようにお願いしたいと思います。これは答弁要らないです。

ストップ温暖化推進についてですけれども、来年度中というのは25年度のことです

か。

〔「はい」と言う人あり〕

〇畠山美幸委員 25年度中に、計画に向けて進んでいくということで今ご答弁ありまし

た。私、昨年の一般質問でも言いましたけれども、クールシェアとか、そういうこと

なども検討していただいているのかどうなのか、確認したいと思います。

〇吉場道雄委員長 村田副課長。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 畠山委員さんがおっしゃっていただきま

したものについても、当然今コンサルと調整をさせていただいているところでござい
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まして、来年度計画案をつくる中では、当然シェアを含めまして検討させていただく

ところでございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

河井委員。

〇河井勝久委員 ２点ほど質問をいたします。

132～133、農業者支援事業と、それから畜産振興の関係なのですけれども、まず農

業者支援事業のうちの有害鳥獣保護委託料の関係で58万4,000円、先ほど大野委員さ

んのほうからも出ましたアライグマの関係とあわせて、嵐山町もイノシシの被害が相

当出始めているというお話を聞きます。それで、この被害については町のほうは把握

をしているのでしょうか。

それから、そのためにイノシシの捕獲委託というのがこの中に入っているのでしょ

うか、そこをお聞きしておきたいと思います。

それから、もう一つは乳牛の結核予防検査事業なのですけれども、これ年間の結核

乳牛の発症頭数はどのぐらいなのでしょうか。それから、その発生した場合の処分は

どうやっているのでしょうか。例えばこれは口蹄疫とか、それから狂牛病が発生して

いたこともあるのですけれども、改めてそのことについてはなかったと思うのですけ

れども、大変な問題があって、これらの検査というのは、結核乳牛とは別の形でされ

ているということはあるのでしょうか、お聞きしておきたいと思います。

〇吉場道雄委員長 簾藤環境農政課長。

〇簾藤賢治環境農政課長 それでは、お答えさせていただきます。

１点目の有害鳥獣捕獲委託料の件でございますけれども、この委託料につきまして

は毎年９月から10月ですか、秋に猟友会さんにお頼みをして、お頼みというか委託を

して駆除をしているというような内容でございます。しかしながら、ここのところイ

ノシシの被害の報告がかなり全町的にお話をいただきまして、農政担当の職員が行っ

て被害状況等も確認をして、今後の駆除のあり方を把握するという行為をしておりま

す。

それで、そういった声が多いという現実がありまして、今まで県の農林振興センタ

ーとも協議を重ねながら、25年から27年の３年間なのですけれども、鳥獣被害防止計

画というのをこの４月１日から認めていただきましたので、今後はそういった被害に
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合わせてイノシシも含めた駆除を、猟友会さんしか今、わなとか銃器が使える方がい

らっしゃいませんので、お願いしていくということでございますけれども、その金額

は含んでおりません。これは、あくまでも今までやってきました秋の駆除の期間のと

いう内容になっています。

それでは、２点目の乳牛結核病検査の補助金の関係でございますけれども、私ども

のほうでは直接そういった、こういう病気で疾病になったというのはお聞きしてござ

いません。したがって、処分の仕方、何の仕方というのは別に今のところ把握はして

いないのですけれども、そういったものが出たときには、もちろんこの結核病の予防

注射を打つのも川越の家畜保健所の獣医さんがやっていますので、それでその反応ま

で調べてございますので、何かあったら私どもよりも家畜保健所のほうに連絡が行く

ようなシステムになっているのだと思うのですけれども、連絡が改めて来ていないよ

うですから、多分としか言いようがないのですけれども、発症はしていないのかと、

このようには考えています。

以上です。

〇吉場道雄委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 そうすると、25年から27年にこの計画があるということなのですけれ

ども、これはそうすると、あくまでもこの補助金は委託ですね、これはカラスだとか、

そういう野鳥の類いでイノシシというのはないと。そうすると、県の事業計画が出て

こないと、イノシシの捕獲はできないということになるのでしょうか。

それから、乳牛の結核の関係なのですけれども、この検査は多分獣医さんがやるの

だろうと思うのですけれども、これ血液検査でやるのでしょうか、それとも牛乳検査

になるのでしょうか、そこら辺はどうなのでしょう。

〇吉場道雄委員長 簾藤環境農政課長。

〇簾藤賢治環境農政課長 それでは、お答えさせていただきます。

鳥獣被害防止計画、25年４月からというのは嵐山町の計画ということでございまし

て、これを作成するに当たって農林振興センターと協議を行った結果、それが認めら

れて、してくると。その中には、イノシシとかニホンシカ等も含まれた、駆除できる

という内容になっています。ただ、これはやたらに年がら年中撃ったりなんかしてい

いかというと、これはまた別の話でございまして、先ほど来お話をいただいています

被害の状況によって、また近隣にも周知しないとなりませんので、きょう出たからき
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ょうやるというわけにはなかなかいかないのですけれども、そういった内容の計画に

はなっております。

それから、２点目の乳牛の関係でございますけれども、血液検査でございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 イノシシの関係ですけれども、これから計画という形になるのですけ

れども、イノシシそのものは夜行性なのです。それで、１頭ということはなくて、ほ

とんど集団と、うちのほうでもかなり５～６頭の集団で来るということなので、これ

大変なのだろうと思いますし、重いものは100キロを超えるようなイノシシもいると

いうことで、ちょっと捕獲の方法というのを銃以外では、わなというのは、とても暴

れてすごいのでだめだという話なのですけれども、そうすると嵐山町でやる場合に、

猟友会や何かをお願いしなければならないのかなとは思うのですけれども、そうする

と相当の費用がかかってくるのかなというふうに思っているのです。１頭や２頭捕獲

してもだめなのですけれども、私はちょっと、あれは毛呂山町ですか、あっちで聞い

て、それからときがわ町でも200頭ぐらい年間捕獲するという話を聞いているのです

けれども、そういう関係でいうと、今嵐山で１頭や２頭の捕獲ではとても間に合わな

いというふうに思っているのですけれども、そういう関係でいくと、相当綿密なあれ

を練らなければ捕獲できないだろうと思うのですけれども、ここら辺の具体的な中身

がわかりましたら、ちょっとお知らせ願いたいと思うのですけれども。

〇吉場道雄委員長 簾藤環境農政課長。

〇簾藤賢治環境農政課長 お答えさせていただきたいと思います。

ご存じのように、銃はもちろんくくりわなの許可、資格がないとできないのです。

それで、ではくくりわなならどこでもいいのかとかという話になりますと、お子さん

の危険、もちろん表示や何かはするわけですけれども、そういったこともございまし

て、なかなか置く場所が限られてくるのかなというのは懸念するところでございます

けれども、何にもしないというか、できないというわけにも、これだけ被害がありま

すと。そういった観点からも、急遽この計画の策定を急ぎまして25年からできるよう

な話になったわけでございまして、今後これを作成するに当たりましても、猟友会さ

んとはご相談をさせていただきながらつくった経緯がございまして、とりあえずは計

画に基づく駆除に対する経費についてはいいのではないかという話でございます。よ
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ろしいでしょうか。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 ただいまのアライグマと、133ページの今の質問、有害鳥獣。これは

何で予算を分けたのか、一緒でもいいのではないかと私は思ったのです、これを見た

ときに。理由があるのでしょうから、ちょっとそれ伺いたいと思います。

それから、127ページの、中部環境とは今度言いませんけれども、負担金を払うこ

とになって、これは町長か、あるいは副町長が出席する会議だけになるのでしょうか。

まず、その会議に課長あたりも出席できるのか、ちょっとその辺確認しておきたいと

思います。

それと、151ページの都市下水道の件で先にお聞きしたいのですけれども、要はＵ

字溝の掃除ですよね、これは上下水道課ではなくても、まちづくりのほうでも私はい

いのではないかなとて思ったのですけれども、ちょっと課長の意見を先に伺えればと

思います。

〇吉場道雄委員長 簾藤環境農政課長。

〇簾藤賢治環境農政課長 お答えさせていただきます。

１番目の、133ページの有害鳥獣の予算を分けたというのがちょっと……

〔「アライグマの捕獲と有害鳥獣を」と言う人あ

り〕

〇簾藤賢治環境農政課長 大変失礼しました。被害と駆除の違いというか、アライグマ

につきましては、これは特定外来生物ということで駆除の対象なのです、全て。それ

と、有害鳥獣の関係につきましては、これは許可をとって駆除すると、農作物等の被

害想定に見合った端数というか、実際にそれは全部とれたかどうかというのは別とし

ても、こういったカラスとかそういったもの、スズメや何かによって被害をこうむる、

それを最小限に抑えるために駆除するということで、片方は原則的にはとれないとい

ったらいいのかな、そういった感覚になるかと思います。私ども、保護もやっていま

すけれども、被害につきましては最低限の駆除ができるということで、有害鳥獣とア

ライグマにつきまして分けさせていただいているというのが現実でございます。

それから、127ページの中部の一般廃棄物処理の負担金でございますけれども、西
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部協議会とか調整会議とかいろいろな、それぞれの役職に合った協議会等を整備して

いくと、そういった中で副市町村長が集まって会議をする協議会、調整会議とか、首

長さんがお集まりいただいて、会議として清掃協議会とか、私どもの担当課長が集ま

って会議ができる協議会、幹事会、そういった幾つかに分かれて、それぞれの会議を

積み上げていくというような内容になるかと思いますけれども、それで４月１日から

自主的にそういった整備、現実的な施設の関係と法整備、一部事務組合をつくってい

くという考え方の、人件費はそれぞれの各市町村で出すわけですけれども、基本計画

とか、そういったものをつくっていくための負担金ということで、構成市町村がそれ

ぞれ負担をするということで、嵐山町におきましては54万3,000円ということで計上

させていただいた次第でございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えさせていただきます。

都市下水道のほう、清掃のご質問でございますが、これにつきましては下水道法の

第28条第２項に、都市下水道の維持管理の基準というのが規定されておりまして、そ

このところに都市下水道についてはしゅんせつを年１回以上行うものとすると、そう

いう規定がされております。したがいまして、下水道法により都市下水道の管理につ

いて条例化されておりますので、下水道担当が今までも実施をさせていただいている

と、このように計画しているところでございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 アライグマと有害鳥獣、ちょっと説明聞いていても、分ける必要はな

いだろうなと思うのです。少なくとも同じ項でしたっけ、同じ欄でやることも可能だ

というふうに思うのです。そんなに変わった仕事、片方は猟銃で撃ったりするわけで

すけれども、その中に入れてもそんなに問題ないというふうには思います。ちょっと

今後ご検討いただきたいと思います。

中部環境の件なのですが、今度の構成市町村、ごみの量が270トンと埼玉新聞には

載っていたわけです。ですので、今後の人口の状況から考えて、大体今がピークでは

ないかと思うのです。県の指導とか、そういうのは300トンといろいろ言われるので

しょうけれども、ぜひ嵐山町としては、そんなにでっかいのをつくってしまったら、
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もう燃やせるものは何でも燃やそうというふうにやがてなっていってしまうと思いま

すので、現状に合ったものでいいのではないかということを主張していただきたいと

思うのですが、これは総括的になってしまったよね、委員長に任せますけれども、返

事を求めて、ちょっとご答弁をいただきたいと思います。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 当然この建設するのに、今言ったように270ございます。それで、そ

れが今ピークではないかと、人口がこういう状況ですから、当然そういうふうに推察

ができるわけです。それで、このやり方にしても、どういう熱源をとれるようにする

のかとか、効率を当然考えていきますので、ばかでかいものをつくってどうするとか

というようなことというのは、構成市町村の中で賛成する人はいないでしょうから、

しっかり検討はできると思います。

それと、ごみの量にしても３市がまた別でつくるわけですけれども、大体同じなの

です、向こうは向こうで。だから、量的にはかなり、理想とまでは言わないですけれ

ども、都合のいい量は現状ではあるのかなというような感じがするのです。

あとは、ですからどういう形で減っていくのか、減っていかないのかわかりません

が、それらにどう対応していくかと、そういうことになると思います。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 先ほどの124ページの空き地等管理台帳整備委託のことなのですが、

市街地空き家等ですので、上には空き地等管理委託料という形で出ているのですが、

市街地の中の空き地というものの把握はこの中でできていくのかどうか、伺いたいと

思うのです。市街化調整区域に関しては、耕作放棄地対策である程度できるのかなと

思うのですけれども、これについてはどのような形になって、台帳整備後に条例にな

ってくるので、当然空き地、空き家管理条例となるのか、空き家管理条例になるとか、

そこのところがちょっと不明確、難しいなと思っているので、１点伺います。

それと、同じページなのですけれども、環境基本計画とストップ温暖化計画の関係

なのですが、これ一番難しかったのは、ＣＯ２の排出量を把握することが難しかった

ことと、エネルギー業者が協力できるかどうかというのがかなり難しくて、そこのと

ころがポイントになっているのですけれども、平成24年度までの今までの進捗の中で、

それについてはどのようになっているのか、平成25年度、それは無事にできるものか
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どうか、ちょっと伺いたいと思います。

それから、130～131です。小さな金額なのですが、131ページ、負担金補助及び交

付金で、都市農山村交流活性化機構負担金５万円というのがあるのですけれども、実

は小川町とかではこれを非常に活用していろいろな事業ができていると、住民の方が

参加してできているのですけれども、嵐山町でこれに対して５万円の負担金を出して

いてどういう効果があったかと、これ私もきのう調べていたら、１人の理事さんに対

して720万円の報酬が払われる、こういうところに入ってしまっているのかなとか思

ったりしたものですから、それについて伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 村田副課長。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 私のほうから、空き家の管理台帳と環境

基本計画の策定の状況につきまして説明をさせていただきたいと思います。

まず、空き家等の管理台帳につきましては、先ほど畠山委員さんのご質問のときに

もお答えさせていただきましたように今策定中でございまして、ただ、その中にこれ

空き家等と「等」がついているのは、先ほど渋谷委員さんがおっしゃるとおり、この

台帳の中に、上でいう空き地も含めて調査ができればということで、それも今抽出を

しているところでございます。ただ、どっちにしても主体としましては空き家が頭に

ついていますので、空き家の関係で、関連その前後を見たときに、候補地というので

すか、空き地があった場合にはそこで拾うということで、空き地というのが、先ほど

一番初めにご説明を申し上げた住民基本台帳、あと家屋台帳、土地家屋マスターとい

うこの３つをあわせることによって、空き家というのは出るのですけれども、空き地

というのはそこに住所がなくても、土地があればそこが全て空き地になってしまうの

で、そこが実際にどういうふうに絞り込むかというのが問題になっていまして、ちょ

っとそれは今課題になっていますけれども、一応今回の委託の中で空き家と空き地に

つきましては、絞り込みをするような予定でございます。

あと、環境基本計画の策定状況の中で、渋谷委員さんが条例をつくっていただいた

ときにも多分課題になっていましたＣＯ２をどういうふうに把握するかという中で、

埼玉県の騎西町ではなくて、加須市にあります元騎西町にありました埼玉県環境科学

大学というのですか、そこで今研究をされていまして、そこに市町村別の温室効果ガ

スの排出量が全部出ております。これは、工業出荷額をもとに出しているのですけれ

ども、それで嵐山町も今ＣＯ２がどのぐらい出ているかという情報をいただいており
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まして、先日それの説明会もございまして、そのときにも出席をさせていただいて、

より具体的なデータとして私もいただいたのですけれども、今それを活用させていた

だきながら、あと事業所、特に花見台工業団地の事業所さん等にご協力をいただきな

がら、今後そのＣＯ２をどういうふうに把握していくかというのをちょうどコンサル

と調整をしているところでございまして、条例には多分25年の３月までに一応ＣＯ２

を把握するということでたしか附則のところに出ていたと思うのですけれども、それ

につきましては申しわけないのですけれども、ちょっと１年遅れになってしまいます

けれども、来年度には確実にその数字をもとに、この環境基本計画をつくらせていた

だいて、今後につきましてはそういう実態把握をどういうふうにしていくかという方

針もつけさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 強瀬副課長。

〇強瀬明良環境農政課農業振興担当副課長 131ページの都市農山漁村交流活性化機構

負担金の関係ですが、嵐山町では平成11年に農産物の直売所、あるいはふるさとブル

ーベリー農園、それから農園しかむらの整備の際に補助事業を導入し、それから会員

になっているというふうに聞いておりますが、先ほどお話のありましたように、今後

すぐここの機構から補助金をもらって事業を展開というようなことは今のところあり

ません。

以上です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 すみません、エネルギー事業者についてというのは、具体的に言う

と東京電力とガス会社になるのですけれども、それについての協力というのはどのぐ

らいいただけたものか、伺いたいと思うのですけれども。

〇吉場道雄委員長 村田副課長。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 すみません、ちょっと答弁が漏れまして

申しわけございませんが、エネルギーにつきましては、今東京電力とお話をさせてい

ただいているのですけれども、埼玉県には個別に各町村ごとのエネルギー量というの

は何か把握をされているようなのですけれども、ただ町村が個別に東京電力等に問い

合わせをさせていただいても、今のところ出ないという回答をいただいています。た

だ、それは先ほど言いましたように、騎西にあります環境大学を通じて、今データの
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ほうはある程度把握はできる状況になっておりますので、その辺はまた今後ちょっと

検討をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

松本委員。

〇松本美子委員 何点かすみません、質問させていただきます。

まず、127ページですけれども、ごみ減量化の推進ですが、生ごみの処理機という

ものは何年か先からコンポスト、あるいは電気式処理機ですか、そういうものの補助

金が出ておりますけれども、減額になっていますが、余り申込者が少なくなってきた

ために減額していっているのでしょうか、１点です。

それと、続けて133ページなのですけれども、農業者のフォローアップ事業の補助

金関係ですが、前年度に比べますと減っていますが、これは電気柵や何かの関係につ

ながってくるのかなというふうにも思うのですけれども、内容的にもう少しご答弁い

ただきたいと思います。

それと、もう一点ですけれども、153ページになりますが、保護樹木等の管理に関

係するものですが、それの補助金ですが、保護樹木あるいは保護樹林の関係なのです

けれども、これは助成金ということになりますけれども、どのくらいの報酬、どのく

らいのものがあるのか、お尋ねします。

以上です。

〇吉場道雄委員長 簾藤環境農政課長。

〇簾藤賢治環境農政課長 それでは、順次お答えさせていただきたいと思います。

まず、127ページの生ごみ処理機の関係でございます。私どもも、広報等を通じて

補助が出ますよというような広報等を昨年２回ほどしたかと思うのですけれども、そ

ういった努力はしているのですけれども、申請が少ないということで、今年度また減

額をさせていただいたということでご理解いただければと、このように考えます。

それから、133ページのフォローアップ事業でよろしい、これは若干ふやさせてい

ただいたと思うのですけれども、去年は百二十……

〔「増額ですね」と言う人あり〕

〇簾藤賢治環境農政課長 増額で出ています。

〔「すみません」と言う人あり〕
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〇簾藤賢治環境農政課長 はい。そういったことも含みまして、増額させていただいた

ということでご理解をいただきたいと思います。

それから、153ページの、まず保護樹木でございますけれども、これは実際には14本

ございます。内容といたしますと、菅原神社とか八幡神社、または個人の申請に基づ

いて、これはずっと変わっていないのですけれども、１本5,000円ということで、内

容とすると杉とかケヤキとかヒノキということで全部で14本でございます。

それから、樹林の保護樹林、この件につきましては前から変わってはいないのです

けれども、鎌形とか千手堂の嵐山渓谷に関するところというか、トラスト土地の周辺

のところのお話ししたらよろしいのですかね、トラストになるときに仕掛けたという

ものもあるのですけれども、いずれにしても全部で５万7,759平方メートルで、単価

は８円ということでお借りしている内容でございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 松本委員。

〇松本美子委員 ちょっと答弁が、私の聞き違えかわからなかったのですけれども、生

ごみの関係は申込者が少なくなっているということは、やはり集積場のほうへどうし

ても、週２回やっていますので、出す機会が多くなっているかなというふうにも感じ

てはいますけれども、できれば堆肥化にもなるので、多くの皆さんが実施できるよう

な方法でやればいいのかなというふうに思っています。広報のほうにもやはり出して

いただいているということですので、それは承知しておりますから、それは引き続き

そういった形で、できれば農作物のほうにも堆肥という形で使えますので、お願いを

したいというふうに思っています。これは、答弁は結構です。

フォローアップの関係を少し、さっき私どのような事業のものに対して補助金を出

すのでしょうか、１つには電気柵というものがあるのでしょうか、予算的には33万ほ

どの増額ですけれどもといような意味で尋ねたのですけれども、すみません、少し聞

き方がまずかったかもしれませんが、もう一度ご答弁をいただければというふうに思

います。

では、これだけ１点すみません。

〇吉場道雄委員長 簾藤環境農政課長。

〇簾藤賢治環境農政課長 お答えさせていただきます。

大変失礼いたしました。ご存じのように、パイプハウスとか、また野菜とか花卉の
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種代、苗代というのも含んでございます。結果的に、パイプハウス、電気柵、どのぐ

らい利用があるかわかりませんけれども、楽落くんという、県の農林振興センターで

はなくて、研究所が開発した電気柵もありますので、そのモデルも昨年、千手堂地区

ですか、遠山道のところで実施したり、そういったこともやっておりますので、ふえ

るのかなというのもございます。いずれにしましても、そういった農業者に対する苗

とか、そういうのを含んでいると、施設ももちろんそうですけれども、そういったこ

とでフォローしていきたいということで考えております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

小林委員。

〇小林朝光委員 131ページの拡大分なのですが、農地制度実施円滑化事業とはどのよ

うなものなのですか。

それと、133ページ、青年就農給付金支給事業ですが、どのようなときにどのよう

な割合でこれが支給されるものなのですか。

以上です。

〇吉場道雄委員長 簾藤環境農政課長。

〇簾藤賢治環境農政課長 それでは、２点目につきましては私どものほうからご説明さ

せていただきます。

青年給付金制度、昨年の12月にも補正で75万いただいたかと思うのですけれども、

これは45歳だったと思うのですけれども、未満の方が新規に就農したときに補助をす

るという国の制度でございまして、前半、後半分けて75万、75万ということで、今お

一人分ということで計上させていただいた内容になります。

今後そういった、やるということでお一人、昨年の暮れに手を挙げていただいたの

で、補正をしたのですけれども、まだ書類的に上がってこないということで心配はし

ているのですけれども、辞退という可能性もあるのかなということで今ちょっと不安

なところがあるのですけれども、本人申請なものですから、ただ補正と当初を組ませ

ていただくときには、本人が受けたいという希望の持てる予算措置をしたという経緯

がございますので、そんな概要になるかと思います。

それから、１点目につきましては……

〇吉場道雄委員長 挙手してお願いします。
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新井農業委員会事務局次長。

〇新井孝行農業委員会事務次長 それでは、農地制度実施円滑化事業につきまして、お

答えをさせていただきます。

こちらにつきましては、農業委員会交付金と一緒に来るものでございまして、これ

は毎年農業委員会と環境農政課で実施しております農地の利用状況調査に基づきまし

て、その数値を農地基本台帳というのがございますので、そちらに遊休農地等のデー

タを打ち込む作業に使用する補助金でございます。こちらにつきましては、一応臨時

職員をお願いいたしまして、10月から３月までの半年間、週３日程度によりまして入

力作業をしたいと考えております。

なお、この農地制度円滑化事業につきましては、補助金といたしましては10分の10と

いうことでございまして、実際は49万かかるわけでございますが、2,000円ほどちょ

っと半端が出ますが、2,000円が町負担で、あとは10分の10の補助金でございます。

あと、ほかにデータ、農地台帳の入力でございますが、農地転用許可ですとか農地

の権利移動、所有権移転ですとか、そういった情報もあわせて入力する予定でおりま

す。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑がないようですので、環境農政課及び上下水道課に関する部分

の質疑を終結いたします。

ここで暫時休憩いたします。おおむね10分。

休 憩 午後 ２時４４分

再 開 午後 ２時５３分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、企業支援課に関する部分の質疑を行います。

それではどうぞ。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 139ページです。中心市街地の活性化の補助金ということで、町長の

公約にもあったように買い物難民対策事業、50万計上となりました。
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それで、私たちも１度商工会の役員さんというのですか、話し合いがありました。

何か女性からは非常に厳しいような意見が出されていたように受けとめているのです

けれども、この補助金ですが、まずどのようにこの後使って進んでいくご予定でしょ

うか。

〇吉場道雄委員長 木村企業支援課長。

〇木村一夫企業支援課長 お答えいたします。

中心市街地の50万の買い物難民の関係なのですけれども、今女性からの大変厳しい

という、最初の取り組みのときに女性の声、会議のときに集まらなかったというのが

まず第一の原因だったということなのです。その後、女性の方も集まってきて会議に

参加してきて、今度18日の日もこの会議あるわけなのですけれども、それで進めてい

るという段階で、毎月月１回のペースで、この買い物難民のための事業を今打ち合わ

せをしているという段階です。この50万で、要は昔の商工会が入っていた建物をどん

なふうに中をリフォームして、そういうお店なりなんなりが使えるかというようなた

めの設計費、そういうものを検討するための50万ということで考えております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、今年のスタートはその50万をかけて、あの建物を使って

どのような設計していこうというようなところまでいければいいというような滑り出

しなのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 木村企業支援課長。

〇木村一夫企業支援課長 今言われたように、そこまで持っていければ幸いなことなの

ですけれども、今のところ委員さんに、自分たちでレイアウトしたものを持ち寄って

というふうなところまでの話は来ているわけなのですけれども、まだそれが詰まると

いう段階まで来ていませんので、それを詰めた段階までできれば最高で、そういうも

のを、それではこういう形でしようというところへ今年度持っていければ一番いいの

かなというふうに考えております。

〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 なかなかその難民の皆さんを守っていくということは本当に大事なこ

とで、地元の皆さんも、何とかそういう場所をやっぱり確保してほしいという声は強

く聞きます。ただ、やはり町の金がどんどん、どんどんそういう形で、その状況が好
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転しないような状況で入れていくということも考え物だから、その辺はしっかりとそ

の辺に携わっている役員の皆さんに、いい知恵と、何とかとんとんになっていけるよ

うな状況を絞ってもらいながら進めていただきたいと思います。

結構です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 今の139ページの市街地活性化の件なのですが、これは国からの補助

金をいただいてやっている事業かなと思うのですが、マニュアル使用方法というもの

をちょっと入手したので、ここにマニュアルの使い方ということで商店街の……

〔「入っていない」と言う人あり〕

〇畠山美幸委員 入っていない、かかっているから。

〔「いやいや、補助金が入っていない」と言う人

あり〕

〇畠山美幸委員 入っていないのだ、そうなのだ。でも、ちょっと確認したいのですが、

商店街の今後のあり方を考え、元気な商店街づくりに向けて動き出していただくきっ

かけとなることを目的としていますということで、商店街の診断シート、あとそうい

う商店街の人たち盛り上げようということで、何かアンケートとか診断みたいなもの

を商店街の方々が、商工会の方々がやったのかどうか、確認したいと思います。

〇吉場道雄委員長 木村企業支援課長。

〇木村一夫企業支援課長 お答えします。

補助金の関係なのですけれども、町のほうとすると全部補助金を入れて、本年度は

補助金で進めていきたいという当初の計画を持っていたわけなのですけれども、会議

を進める中で、補助金を入れて事業がそこまで成果が出せないということで、本年度

の補助金については断念したという段階で、50万の部分については、だから単独事業

ということで、いずれそういうものがはっきりしてきた段階で、いろんな補助があり

ますので、そういうものを使って建物の改修なりなんなりできればというふうに考え

ております。

あと、アンケートの関係なのですけれども、これについては以前、菅谷地区の区画

整理のアンケートとか、そういう中心市街地のアンケートをとったものがあって、そ

の中でも商店のお店がなくなっていくとか、いろんなそういう文言が入っていますの
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で、そういうものを参考にしながら進めているという段階です。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 それで、そういうアンケートをとった結果が、あすこの商工会の空き

家というか、空き場所でお店をやる方向性に、今話がこの間の会議では何か向いてい

るようなのですけれども、一応そのアンケートをとった結果が３パターンありまして、

地域密着型商店街にしていくのか、近隣広域型商店街にしていくのか、あと広域観光

型商店街にしていくのかということで、地域密着型というのは、地域の生活に密着し

た商店街で、買い物代行や子育て支援などのコミュニティービジネス、生活のインフ

ラを支える取り組みということ、だからうちの嵐山町はこれに当たるのかなと思いま

すけれども、２つ目の近隣広域型というのは、地域住民に限らず周辺地域から来街、

町に来て、来訪者のある商店街にしていくか。というのは、Ｂ級グルメや産直市場な

どの独自性を生かした特徴ある取り組みにしていく。最後の広域観光型というのが、

遠方からの来客者の多い商店街で、観光とかロケ地誘致にするとか、地域グラウンデ

ィングなど地域資源を生かした取り組みという、そういう３パターンがあると書いて

あるのですけれども、うちの場合は、一番最初に言った地域密着型で考えていくとい

うことでよろしいのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 木村企業支援課長。

〇木村一夫企業支援課長 今言われたように、３つの方法はあると思うのですけれども、

とりあえずあそこのところで進めるとなると、地域密着型という形以外は考えられな

いということで考えております。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 地域密着型というお話なのですけれども、やっぱり選ぶ楽しみがない

とお客様って来ていただけないと思うのですけれども、あの中には商店街何件かござ

いますので、そういう方々が持ち寄ったり、あと農直の方々のお野菜を持ってきたり

とか、そこまでちょっと詳しく決まっているのかどうなのか、どんな格好で考えてい

るのか、お聞きしたいと思います。

〇吉場道雄委員長 木村企業支援課長。

〇木村一夫企業支援課長 お店の中のレイアウトの関係になるわけなのですけれども、

この事業を進めるに当たって、昨年の８月ですか、９月のときに先進地である野田市

を視察に行ったわけなのです。そういう中では、ほとんどの商品があそこに並んで、
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来た人が買い物するというような形になっていますので、多分進めるに当たっては、

大概のものはあそこで、多い品ではなくてもみんなそろっているというような形をと

らないと、お客さんが来てもらえないというようなことを皆さんは目で見てきている

という状況なので、そういう形で取り組んでいくのだと思います。

また、範囲については宅配も考えなければ、その店の近所だけで営業していると成

り立たないということで、町内全域、やはりそういう宅配も考えたほうがいいのでは

ないかとか、そういうことも今相談の中では出ていますので、これから細かい部分を

詰めていくという段階です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 ２つあるのですけれども、まず136ページのほうの、これは無理や

り予算書に入れた工業総務事業にかかわるものなのですが、25年度、企業誘致に対し

て嵐山町としてはどのような活動を行っていくのか、伺いたいと思います。

それと、139ページの先ほどの中心市街地活性化の形で買い物難民対策事業の部分

なのですが、私はなぜここに、中心市街地活性化事業の中に買い物難民対策事業を持

ってきたのだろうかというのがそもそも疑問でした。というのは、それは結局中心市

街地活性化事業にかかわる国の補助金をとるためにここに持ってきたというふうなこ

とと、結果としてそういうふうに感じたのですが、今の話を聞いていて。これ買い物

難民対策というのは地域福祉の問題なので、今の形でやって始めからあそこに、商工

会の場所を使って、そしてレイアウトについて考えていくというのは、ちょっと一歩

先に進んだ状況なのではないかなというふうに感じています。

それで、もう一度、企業支援課がそこのところで中心になっても構わないと思うの

ですけれども、中心市街地というふうな形で考えてもいいと思うのですけれども、最

初からもう一回やってみたほうが、どのような形で、この場所でいいのかという適地

というものから考えていかないと、難しいかなというふうに思っています。というの

は、野田市のことなのですが、野田市の話を聞きましたら、いつでしたっけ、６月、

７月、聞きましたら野田市は、結局そこは商店街に任せるほかに、生協の宅配という

ので引き売りをその中で入れて、商店街の人たちが行うのではなくて、千葉生協とい

うのですか、その生協がそれを行う形になったというふうに聞いたので、これちょっ

ともう少し何が本当に必要なのか、住民の方というのかな、買い物難民の方が入って



- 157 -

いこうと、そこに行くためにはどのようなニーズが必要なのか、人と出会う場が必要

であるということとか、それで実際に品ぞろえが、商工会の今の方たちで済ませるこ

とができるのか、これから今度多分いろいろなお店も、大きな大店舗街も宅配的なこ

とをすると思うのです。それから、コンビニも宅配的な事業を行っていくことが当然

考えられるので、そうしますとここに関しては、やはり最初にここに持ってきて、そ

れでレイアウトを決めていくという形というのはちょっと難しいのではないかなとい

うふうな気が、私自身は思っていて、この50万円は使って構わない、ここで企業支援

課でやられて構わないと思うのですけれども、ゼロベースでやっていったほうが話が

将来的なものも考えられると思うのですが、その点についてはいかがなものなのでし

ょうか。

〇吉場道雄委員長 木村企業支援課長。

〇木村一夫企業支援課長 お答えします。

136ページの企業誘致の関係なのですけれども、企業誘致については今までやって

きているわけなのですけれども、どうしても年収の部分だとか、いろんな法手続の関

係で、途中で断念されてしまうというようなことで進まないというのが現状です。今

になりますと、太陽光ですか、そういうものもこういうところでできないかというよ

うなご相談が来ています。太陽光についても、川島だとかそういう部分についても、

うちも熊谷の、東電さん行って相談したのですけれども、事業者にまず予備設計をし

てもらうのにお金を払って、このくらい東電さんに売る場合に設備投資をしてかかる

のですよというようなところまでで、やるという段階になれば本当に先が見えるよう

な事業になりますので、町のほうも地権者に相談しながら、ぜひそういう形でまた議

会にお願いをしながら土地利用を考えていきたいということで、今太陽光の話が大分

そういうところで出てきているというのが現状なのですけれども、そういう部分もあ

りますので、そういう部分をいま少し、事業者がこれだけの設備投資できるというよ

うなことであれば、また議会にお願いして土地利用を検討してもらうというような段

階に今来ているというものでございます。

それと、139ページの中心市街地の買い物難民の関係なのですけれども、これにつ

いては24年度予算にないわけですけれども、８月ごろからいろんな検討を商工会のほ

うにしてもらいたいということで投げかけてあります。それで、コミュニティービジ

ネス検討委員会というのが商工会の中でできているわけなのです。その中で、委員さ
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んが入って検討してきている段階で、いろんな会議を月１回ペースでやってきている

中で、予算的に一銭もないという段階で進めるというのも、ではこういう家をつくろ

う、何をつくろうといったときに、一銭もないという段階では前に進まないというこ

とで、ここへ中心市街地の補助事業の中に50万円を入れさせてもらったというのが一

つの考え方です。

以上です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 そうしますと、私もこの前、商工会との話し合いという形でここま

で話が進んできていて、いきなりその話を聞いたものですから非常にびっくりしたの

ですけれども、コミュニティービジネスという感覚である程度のものがあって、コミ

ュニティービジネスを立ち上げていきたいというグループがあって、そしてここに中

心市街地ではなくて、買い物難民事業がそこにたまたまあってという形なのか、それ

とも町長の公約の中にそれがあったからここに出てきたのか、そこのところがわから

ないのです。それで、私自身は本当にニーズ調査というか、どのようなものが住民の

方たちにとって必要かというふうな十分な協議がないところで、そこの場所にこのレ

イアウトからというのはかなり危険というか、商工会の女性たちもおっしゃっていま

したけれども、かなり危険というか、気になるというのかな、自分たちがどうせ引き

受ける形にならざるを得ないので、そこに関しては問題があるのではないかというの

が、その会議ではない場でのお話というか、いろいろお話を聞いたときにはそういう

話で、いきなり男性の側からこういう話しかけがあって、実際に引き受けるのは女性

の側になってくるのに、その場ではコミュニティービジネスで立ち上げようというグ

ループがあったという話もなかったわけなのですけれども、コミュニティービジネス

を立ち上げようという場合には、コミュニティービジネスを立ち上げたいというふう

なグループが、ある程度商工会という形ではなくて、自分たちでやっていこうという

ふうな思いがあって進んでいくわけですよね、それに対して補助を出して、どんな助

成の方法があるかということを考えていくというのが一つの方法だと思うのですけれ

ども、これは初めから、ゼロベースでもう一回見直していくということはなくて、そ

このところを私は伺いたいのですけれども、店のレイアウトとか、そういうふうな形

の話になっているのですけれども、そういうふうなお話だったのですけれども、どこ

にどういうふうな形でというふうなものを最初からもう一回コミュニティービジネス
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をやろうとしている人たちがゼロベースで考えていくのか、そうではなくてあそこに

ある商工会の建物を利用して、コミュニティービジネスとして買い物難民事業をして

いこうとするのかだったら、全く住民に対してのニーズ把握というのが違ってきます

よね、そこの部分をもう一回ゼロベースでやることができるのか、それともあらかじ

めそこに商工会のもとのプレハブの建物があるから、それを利用してやっていこうと

するのかでは違ってくると思うのですが、その点はゼロベースに戻っていくのか、そ

の点を伺いたいと思うのですが。

〇吉場道雄委員長 木村企業支援課長。

〇木村一夫企業支援課長 お答えします。

建物を、まずあるものを利用してということで、コミュニティービジネスの検討委

員会の中では考えているということです。そういう中で、いろんな買い物に困ってい

る人なんかのアンケートというのも、商工会で中心市街地活性化委員会の中で朝市と

いうのをやっているわけです。朝市の中でアンケート調査をした、何かそういうもの

を集計して今までの会議の中で発表になって、そのものの中を入れて取り組んでいこ

うということで今事業を進めているということで、これが建物の設計をその中で取り

組むのか、それともまたこういうものを進めていくのかということで、委員さんの中

では建物のレイアウトを今考えてもらっているという段階で、商工会の検討委員会で

進めてもらっているというのが現状です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 最初に建物があって、そしてコミュニティービジネスという形にな

りますと、しかもそれが朝市に来た方のアンケートとなりますと範囲が非常に狭いで

す。そして、その中でやはり商工会の女性たちの話を聞いていて感じたことは、その

範囲の中では経営ができないのではないかということだったのです。そうすると、経

営ができないのではないかということで非常にリスクを伴うわけで、そのリスクに対

して町から補助金を出して、その経営を安定させていくというのでいいのだろうかと

いうふうな感覚があったと思うのです。その問題があるので、実際には買い物難民と

いうのは嵐山町全体を見ますと、それこそデマンドではないですけれども、非常に広

い範囲で買い物難民がいるわけです。そこのところをカバーするような、初めからそ

れを視点に入れて買い物難民というのを考えていくのか、そこにある建物を利用して

コミュニティービジネスを考えていこうとするのかでは、ちょっとだから全然違って
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くると思うのです。そこの部分で、１度含めてゼロベースで考えてみたときに、この

買い物難民というのが初めて嵐山町の中でどのような形でつくって、買い物難民対策

といいますか、将来的にはもっと地域福祉という、将来的にではなくて、もっと広い

範囲で地域福祉的な考え方をしていくべきであると考えているのです。そうすると、

企業支援課が窓口になっても構わないと思うのですけれども、もう少し広い範囲で考

えていって、商工会の中心市街地活性化事業として行っていくべきものなのか、そう

ではないものなのかというのが、ちょっともう一度見直してみたほうが、この事業が

10万円の補助金になりますけれども、生かされるのではないかと思うのですが、その

点について伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 木村企業支援課長。

〇木村一夫企業支援課長 お答えします。

今の検討をしている中では、中心市街地の周りだけということではなくて、町内全

域を考えていこうというような案がかなり出ております。それは、もう宅配でしかな

いわけですから、宅配なりそういうものを使って、そういう宣伝をして物を運ぶとい

うようなことも進めていくということで今考えているわけです。その市街地の中でと

いうのは、本当に市街化区域なんかにお店がないということで非常に困っているとい

うことで、商店街の方もそこで何とかそういうものがつくれないかということで今検

討を重ねている段階ですので、それについての50万円の予算をのせさせてもらって、

それが設計分にかわるのか、それともまた違うものに使うのかというのは、補助事業

で考えていくものだということで考えています。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 １点、137ページ、住宅リフォームの件ですが、200万円の減になって

いるのですけれども、これは実績による減額という理解でいいのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 木村企業支援課長。

〇木村一夫企業支援課長 当初予算は500万で、昨年度、24年度は進んだわけですけれ

ども、25年度についてはどうしても予算が非常に厳しいということで、300万の予算

でスタートしていくということで予算を立てるときに言われて、この金額になってい

るということです。

〇吉場道雄委員長 川口委員。
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〇川口浩史委員 そうすると、これを超えた要望があった場合には補正をしていくと、

そういう理解でよろしいのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 木村企業支援課長。

〇木村一夫企業支援課長 補助要綱の中では、予算の範囲内とうたっていますので、と

りあえず範囲内ということで考えて、そういうものが大分要望が多いことであれば、

また長なりなんなりお願いをするというような段階なのかなというふうに思っており

ます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑がないようですので、企業支援課に関する部分の質疑を終結い

たします。

これで休憩といたします。

休 憩 午後 ３時１７分

再 開 午後 ３時１９分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、まちづくり整備課に関する部分の質疑を行います。

それではどうぞ。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 ２点お伺いします。

１つが、151ページの平沢土地区画整理事業、東原土地区画整理事業、こちらは今

販売しているやつのことで、ここのページでいいのですか、今販売していますよね、

東原の。もう東原は売れてしまったのですか。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 すみません、ちょっとページがもしかしたら違うかも。右側に補助金

と書いてあるけれども、私が聞きたいところは、今東原と平沢に売り地がありますよ

ね、保留地というのだっけ、それがどのくらい今売れているのか、確認したくてお聞

きしたいと思います。何％ぐらい売れているのか。

それと、もう一つは通学路の関係ですけれども、もう通学路は菅谷の埼信のところ

から菅谷小学校に向かって、今歩道の整備を行っていただいていますけれども、25年
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は２カ所道路の工事が入っていますけれども、これは子供たちの安全とかとは関係な

い道なのか、ちょっとどういう工事なのか確認したいと思います。

以上２点です。ページ数は、ページ数さっき見つけたのだけれども、どこか行って

しまったから勝手に見つけてもらってください。

〇吉場道雄委員長 わかりますか。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 さっき見つけたのだけれども、ちょっと待ってください。145の（３）、

（４）でした。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 平沢と東原の区画整理の関係の保留地の関係でござい

ますけれども、保留地につきましては、東原につきましては全部売れております。あ

りません。

〇畠山美幸委員 全部売れたの。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 売れてありません、売れていない。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 もう販売というか、保留地はもう全てないと。

〔「保留地はない」と言う人あり〕

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 平沢につきましては、保留地の関係でございますけれ

ども、一般保留地が74.3％、特別保留地が83.7％売れております。売れているという

か、もう処分されています。全体でいうと76.3％ということになります。

それと、道路の関係でございます。145ページですか、それの下の326号線、これに

ついては狭隘道整備事業ということで、国庫補助の歳入のほうにも見てあるのですけ

れども、要は４メーター以下の道を４メーター以上に広げましょうという道路でござ

いまして、歩道設置ではございません。

それと、将軍沢については、これについても現況４メーター以下なのですけれども、

それを４メーター以上に広げるということでございまして、特に通学路等は位置づけ

ておりません。

以上です。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 すみません、そうしたら再質問をします。
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東原はもう完売で、平沢は合わせて76.3％ということで、あと23.7％売れれば完売

ということなのですけれども、きのう、おとといだったかな、ホームページを見まし

たら、交渉中とかもいっぱい載っていましたし、いい団地なのかなと思っております

けれども、やっぱりどうしても売れないときには値段を下げるとか、そういうことは

お考えなのでしょうか。

それと、あと道のほうは今回これは歩道というか、子供たちの通学路とは全然関係

ないということで、もう通学路のほうは危険性のあるような場所は、大蔵のところは

どうしようもないけれども、どうしようもないというか、まだちょっと難しいと思う

のですけれども、ほかはほとんど安全を確保できたのでしょうか、確認したいと思い

ます。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 保留地の関係でございますけれども、この関係につき

まして組合のほうも十分協議していると思うのですけれども、それについては価格を

下げるとか、いろんな方法を今後考えていくと思います。

それと、道路の関係でございますけれども、通学路の安全確保ということでござい

ますけれども、とりあえず25年度は予算上、計上していないです。今後しなくてはな

らないようなところというのは、たくさんあると思います。それについては、また折

を見て計画的に整備していく必要があると思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 最初に、道路の整備状況なのですが、道路整備費なのですけれども

……

〔「ページ数が……」と言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 147ページになるのです。というのは、当初予算に計上する予定で

あったけれども、まちづくり整備課で予定であったけれども、落とされた道路整備事

業というのはどのぐらいあるのか、伺いたいと思います。

それと、次ですけれども、150ページの東原区画整理事業が240万円の補助金という

形になっても、最終段階に来ていると思うのですが、これはもうほとんど終わった状

況になってきているのか、あと精算時期になってきているのか、ちょっとすみません、
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東原のほうがよくつかめないので、その点について伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 お答えさせていただきます。

予算的には、要請というか、１─15号だとか、１─３号だとか、特に平沢都市計画

道路の平沢―川島線、それについても何とかしなくてはということを含めて要望とい

うか、担当課からは出しております。

それと、先ほどの東原の関係でございますけれども、最後の関係でございまして、

今回240万計上してございます。これについては、委託料として210万、それと事務費

として30万を計上させていただいております。委託については、これから換地作業に

向けての、要するに準備ということで、その委託料をのせてございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 すみません、東原区画整理事業に関しては、そうすると関係という

ことで委託と事務費ということで、もうほとんど終了になってきていて、建設工事、

造成工事は終わったということですよね、造成工事が終わって、そしてどのぐらいの

段階になっているのか伺いたいと思うので、もう完成して最終段階になっているのか、

そういうふうなところを伺いたいのです。町としてはどのくらいかかわっていくのか。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 東原の関係でございますけれども、これについては面

整備という形で、工事の関係についてはもう終了しております。要は換地処分するた

めの、要するに手続的な委託作業ということで考えていただければいいと思います。

実際に、換地には結構いろいろ調査とかの関係で業務があるわけなのですけれども、

その関係については、ちょっと２年ぐらいはかかるのかなと思っております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 東原区画整理組合事業に関しては、あと２年ぐらい町がかかわって

いったら、それで町は職員の方も東原区画整理組合事業から手を引くという形になっ

ていくのですか、それとももうちょっと時間がかかるということなのか、伺いたいと

思います。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。
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〇田邊淑宏まちづくり整備課長 事業を完全に終わらすには、換地処分から清算までと

いう事務があると思います。ですから、この段階で何年とはちょっとはっきりは言え

ないのですけれども、要するにそういうものに関しては、町の職員がかかわっていか

なくてはならないかなと考えております。ですから、そこで町の職員がかかわる部分

というのは大きくはかかわらないけれども、細かい部分でかかわってくるというふう

に考えていただければいいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 県営事業は143ページになるのでしょうか、橋梁の長寿命化をやった

わけですよね、23年度、24年度で。その対策費用というのが載っていないみたいなの

ですが、点検の結果、全部安全だということで載っていないのか、予算がとれなくて

載っていないのか、伺いたいと思います。

それと、さっき通学路の問題が出ていて、通学路は優先度としてはどの程度の優先

度になっているのか。これちょっとこの前言われたのですけれども、遠山に行く道路

のところに歩道がないわけです。あれ何でできないのですかということで聞かれまし

たので、ちょっと優先度を伺えればと思います。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 橋梁の長寿命化修繕計画の関係でございますけれど

も、これにつきましては一応23年度に点検、それで当初の計画だと23、24で点検して、

25年度に計画策定する予定でおりました。それを前倒しできまして、23年度に点検が

終わりました。24年度にその修繕計画をつくって、今作業をしております。その作業

が済んで、その後どういうふうにしていくかというのを決めていくのだと思います。

ですから、25年度の段階ではまだその辺の予算的なものは上げてございません。

それと、遠山の遠山道だと思うのですけれども、遠山道については多分ほとんど歩

道はついているのかな……

〔「一部ない」と言う人あり〕

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 一部ついていないところがあると思うのですけれど

も、それについては今まで何か経過があってつけられなかったという部分、要するに

地権者との関係でつけられなかったということも聞いております。ただ、それについ
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ては実際にその部分が今後、本当ならばつけていきたい部分でございますけれども、

その辺についても交通量等を見ながら十分考えていきたいと思います。

以上です。

〔「優先度は」と言う人あり〕

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 優先度的には、遠山道については、まだほかの部分で

危険な部分がちょっと多いかと思いますので、そちらのほうを優先してやっていけれ

ばいいかなとは思っております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 橋梁のほうの関係は、そうしますと今年度の補正の中で出てくる可能

性が高いということでよろしいのでしょうか。

それから、予算が大変厳しいというのはわかるのですけれども、私も言われた手前、

あそこは早期の設置が必要だと思うのですが、ほかがもっとあるのだよと言われると、

そうですかというふうにもなるのですけれども、ぜひ努力をしていただいて、早期の

設置をしていただきたいと思います。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 さっき言った橋梁の点検等の計画の策定の関係なので

すけれども、これについては24年度に計画を策定するということで、今その策定をし

ているのです。ですから、実際にその段階でどこがどういうふうに修繕しなくてはな

らないか、また応急的にする必要がある部分があるのかどうかという部分も含めて、

まだ成果が上がってこない状態です。ですから、その辺についてはこの成果をもとに、

25年度はどういうふうに今後整備していかなくてはならないかと。また、これは当然

この事業を入れたということは補助事業の対象になるわけでございますので、そうい

うものを含めて今後検討していかなくてはならないかなというふうに思っておりま

す。

先ほどの遠山道の関係なのですけれども、そういうところ一部残っているわけでご

ざいますので、その辺についてもなるべく早い時期に実施できるようにということで

検討していきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。
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青柳委員。

〇青柳賢治委員 119ページで、フィットネスパークの工事の内容なのですけれども、

３年間計画の中の今年は２年目になるのですかね、どのような内容が予定されている

のか、わかりましたらお願いします。

それと、145ページの一番上にある（２）の道路の修繕事業なのです。これが、破

損などにより危険となった道路の補修及び側溝などの維持管理に要する経費というこ

とで、また私のところなんかも側溝ががたがたするというので、脇に早速もうすぐ四

角にとめてもらったりしてもらって、非常に区長さん方も喜んでいるのです。この修

繕工事が、また厳しい中で150万となっているわけです。その辺のところは、対応が

今までの中で大体やってきている部分があるのかどうかとか、含めてお尋ねしたいと

思います。

そしてもう一点、153ページになるのですけれども、公園整備事業、（６）のトラス

ト地の下にあるところなのですけれども、設計の委託料というのが60万出ているので

す。公園の整備をするための経費というこの内容についてお尋ねいたします。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 では、まずフィットネスパークの関係についてちょっ

とお答えさせていただきます。

フィットネスパークの工事費として379万円計上してあります。これについては、

一応この前も申し上げましたように、３カ年で整備していこうではないかということ

で考えておりまして、24年度、25年度、26年度、３カ年で計画しようかなというふう

に考えているところでございます。それで、25年度についてはどういうものをつけて

いただくかということでございますけれども、一応幼児用のブランコ、それとうんて

い、それと滑り台といったもの、ひとつアスレチック的なものをつけていきたいなと

いうふうに考えております。一応今年度については、児童を対象ぐらいにしたらいい

かなというふうに考えておりまして、最終的には、26年度については混合的な考え方

というか、していければいいかなと思っています。

すみません。25年度については幼児と児童を対象、26年度に児童を対象にした遊具

を整備していきたいというふうに考えております。

それと、修繕の関係でございますけれども、150万の計上をしてあります。実際に

は、多分150万だと年間を通して今後やっていくのには足らなくなると思います。そ
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れは、その都度補正等をさせてもらって対応していきたいというふうに考えておりま

す。これは、結構舗装の傷みだとか、路肩が傷んだとかということで傷みが結構あり

ますので、とりあえず今150万でありますけれども、そういう形で対応はさせていっ

ていただきたいと思います。

それと、153の測量設計委託料で60万計上させていただいております。これについ

ては、公園を整備するための経費ということで載せてあります。これについては、川

島の天沼を考えております。天沼を今後はどういうふうに整備していったらいいか、

それについての基本的な設計というか、考えております。それで、それに基づいて今

後どのような補助金がもらえるかどうかというものを検討していく材料として、とり

あえず基本設計を考えているわけでございます。その分が60万計上させていただいて

おります。

以上です。

〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 本当に厳しい中で、フィットネスパークもこの予算をとってもらって

いるのですけれども、子供はこれから伸び盛りで、町の宝でもあり、そういう意味で

遊び場というのは非常にやっぱり、我々も総務経済で回っていろいろ聞いてきました

けれども、そういうのが、なかなか適切なものが嵐山ないのだよという声がまた出て

いますので、費用もかかることですけれども、対応していってもらいたいというふう

に思います。

それから、修繕についての部分については、そうすると厳しい中でこの金額になっ

てきているのでしょうけれども、例えばそういう今までのような区長要望みたいなの

が出てきたときに、ある程度その都度その都度修繕というか、そういった形には極力

やっていただけるというようなことで確認をさせていただいてよろしいのかどうか、

お願いいたします。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 修繕工事については、本当に安全を確保しなくてはな

らないという部分から、どうしてもこれは早急にというか、区だとか通行人の方から、

要するにこういう危険な箇所があるよということで、対応しなくてはならないという

ことございますので、これについては、その都度本当に対応しなくてはならないとい

うふうに考えておりますので、またその節はよろしくお願いしたいと思います。
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〇吉場道雄委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 嵐山町の土地区画整理は、歴代組合施行という形でやってきましたけ

れども、今度の予算の中で、事業費のための補助が１億円、同時に返済金が１億3,300万

という予算が計上されているわけですけれども、事業費よりも組合のほうからの返済

金が多いという状況があるわけで、東原のほうはもう完成に向けてというか、清算に

向けて進んできているという形の中で、平沢の土地区画整理については、今後そうい

う見通しというのはどういうふうになってくるのですか。今まで、こういう形で予算

にあらわれたことはなかったかと思うのですけれども、事業費よりも返済金が多いと

いう中で、組合として今後の完成に向けての見通しというのはとれていくのでしょう

か。先ほど安く売ってという話もあったのですけれども、そうすると余計借金がかさ

むのかなというふうに思うのですけれども、その辺の見通しというのは、町のほうで

はどのくらい考えているのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 平沢の土地区画整理の関係でございますけれども、実

際にもう面整備的なものというのは全て終わってきております。ただ、一部残ってい

る部分が、多分事業費にすれば工事として5,000万ぐらい残っているのかなと思いま

す。それについては、当然最終的にはやらなくてはならないという部分はあります。

実際に、今保留地として持っているお金というのが約２億円あります。その２億円は、

要するに町のほうに無利子貸付の関係がございまして、それに返済する部分、そうす

るともう組合として、要するに費用を生み出すものはないのです。そうなってくると、

当然それについては今まで抱えている負債というか、借りているお金なのですけれど

も、それについては先行して投資してしまったという部分で、そのお金が残っている

わけでございます。それについては、本当に今後町としてどういうふうにそれを終結

させていくのかというのを考えていかなくてはならないかなと思っております。です

から、これも皆さんのお知恵を拝借しながら、どういうふうに処分を今後やっていっ

たらいいのかという部分を含めて考えていかなくてはならないかなと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 清水委員。

〇清水正之委員 ということは、町が補填する部分も含めて今後考えていかざるを得な
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いという状況に今なっているということですか。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 当初の事業計画の中では、要するにそれが保留地処分

したり、町の補助だとか、国の補助をもらって収支が落ち着いていたと思います。た

だ、今までの経過の中で、保留地が思ったより処分できなかったり、価格が下がって

しまったりということで、組合としてプラスになる部分がなくなってしまったという

ことで、要するにその事業費を生み出すものがなくなってきたのですけれども、それ

は何としても終結しなくてはならないということで交付金事業を入れたり何かして、

今まで一気に進めることができました。そういう面では随分助かっていると思います、

組合とすれば。ただ、実際にはその原資となるものが、要するに保留地として２億円

ぐらいしかないわけです。それで、実際に残っている部分が約６億ぐらいあると思い

ます。それをどうするかということになってくると思います。そうすると、それにつ

いては組合員の方、また町民の方、理事者の方々、皆さんにも、その辺のところ先行

して投資して、実際この事業でどれだけの効果があったかという部分を含めて十分検

討してもらって、これを終結させていくしか方法はないかなと思っています。

以上です。

〔「区画整理組合の人にやってもらうしかないよ」

と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 ほかに。

松本委員。

〇松本美子委員 145ページですけれども、幹線道路の関係なのですが、将軍沢の２─

26ということですけれども、土地購入、あるいは物件補償というようなものが250万

円なり200万というふうに出ていますけれども、物件補償はどのようなもので、購入

についてはメーター数、あるいは平米単価どのぐらいなのかということをお尋ねさせ

ていただきます。

もう一点ですけれども、次のページで147ですが、道路照明灯の関係なのですけれ

ども、工事費につきましてだけお尋ねしますが、100万というふうに出ていますけれ

ども、この内容につきましてはどのような工事の内容、あるいは新設なのか、あるい

はＬＥＤの分なのか、お尋ねさせていただきます。

以上です。
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〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 最初に、２─26号の関係についてお答えさせていただ

きます。

用地交渉ということで今回計上させていただいております。用地については、生活

道路の整備と同じ価格で考えておりまして、田んぼ、畑、山林、雑種地、原野、それ

については平米当たり1,300円で考えております。宅地用地については2,500円を考え

ております。調整区域の買収単価、地域振興的な道路ということで考えております。

それと、147ページの道路照明灯の設置に要する経費ということで、今考えている

のはＬＥＤ、全てこれから新しくつくるものについてはＬＥＤをつけようということ

で考えておりますので、これについては新しい新設のものでございまして、一応今考

えているのが、共架が５基、それとポールが５基、計10基考えております。それにつ

いては、実際に工事発注してどのぐらいの単価になるか、それによって基数が変わっ

てくると思いますけれども、この100万の中で設置していきたいと考えております。

この設置については、区からの要望等も含めて考えていきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 松本委員。

〇松本美子委員 ちょっとすみませんが、土地購入の平米単価数をお答えいただきたい

のですけれども。物件補償は聞いたと思うのですが、すみませんが、もう一度お願い

します。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 まことに申しわけございません。

補償の関係でございますけれども、一応工作物等、立ち木の補償を考えております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ２回目の質問になります。

松本委員。

〇松本美子委員 物件補償については、細かくて申しわけないのですが、工作物はどの

ようなものがあるのか。これ立ち木も結構こういう工事をやるときにはかかわってく

るのですけれども、基準というか、何かそういうものがもし、勉強不足でわからない

ところもあるのですけれども、あるようでしたらお尋ねします。

それと、道路照明ですが、全体で10基と言ったでしょうか、ちょっとごめんなさい、
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５基の５基ということだったのだか、もう一度すみませんが。そうしますと、これ区

の要望で、区長さんということでは承知していますけれども、対応し切れなかった部

分についてはどのような考え方を25年度は持っているのか、お尋ねします。

以上です。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 物件補償の関係でございますけれども、これについて

は埼玉県で、要するに物件補償に関する移転の工法だとか、単価だとか、そういうも

のが決められておりまして、その中で対応させていただいております。しかし、ただ

この地域振興的な道路については、立ち木の補償についてはちょっと100％は見てい

ないのです。実際にはそれの、今ちょっとはっきりしないのですが、30％ぐらいしか

見ていないのです。ですから、その70％については地権者の負担になってくるという

ことで、地域振興的な道路なので、それだけのもの、要するに受益者として免除する

わけでございますので、その辺については何とかお願いしたいということでお願いし

ております。要するに立ち木のほかにはどういうものがあるかということでございま

すけれども、それについてはブロック塀だとか石積みだとか、そういったものでござ

います、工作物といったものは。

それと、道路照明灯の関係の５基、５基ということで計上させていただいておりま

す。これについては、区からどれだけの要望が出てくるかという部分を含めて、まだ

実際にはわからない状態です。ですから、この段階で必要に応じては、これも補填さ

せていただく部分は出てくるかなと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 松本委員。

〇松本美子委員 道路照明の関係ですけれども、今年度については出てくるものはわか

らないということは理解しました。ですけれども、前年度、まだ24年度ですけれども、

までの部分で残っている部分が多分あるかなというふうに思いますけれども、その辺

の整合性はどうなのでしょうか。早いものからというふうな形で対応していくのか、

あくまでもこの100万円については25年度対応できるのか、すみません。

〇吉場道雄委員長 田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 基本的には、前年度残ったやつを優先的にやっていき

ます。そうでないとちょっと調整とれませんので。しかし、今回の24年度については
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ほとんど要望どおりできると思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑がないようですので、まちづくり整備課に関する部分の質疑を

終結いたします。

この際、暫時休憩いたします。おおむね10分間。

休 憩 午後 ３時５３分

再 開 午後 ４時０４分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、本日最後の審査は教育委員会こども課に関する部分の質疑を行います。

それではどうぞ。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 184ページ、185ページになりますが、幼稚園の園児の送迎バスの運行

事業なのですけれども、これは何か今年から、聞くところによると今まではシルバー

のほうに委託ということでした。今年から、25年度から臨時職員さんの採用で252万

というふうな予算になっております。前年は、委託で323万2,000円となっているので

す。シルバーのほうに委託していたほうが高かったことになりますよね、この辺の外

部にそこを委託するのだから、普通であれば外部委託のほうが安いのではないかと思

われるのですけれど、今年のこの部分が安くなっている、これは幼稚園に入園する人

数が移動することによってこのような形になっているのかどうか、その辺だけ１点。

それから、あともう一つすいません。その下にある幼稚園の奨励費909万ですけれ

ども、これは幼稚園の園児の保護者に経済的負担の軽減のために補助を行うための経

費となっています。入園している園児の全てが対象になってくる補助金であるのでし

ょうか。

その２点だけお尋ねします。

〇吉場道雄委員長 内田こども課長。

〇内田 勝教育委員会こども課長 それでは、お答えいたします。

まず、幼稚園のバスの運行事業についてですけれども、こちらにつきましては青柳
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委員さんがおっしゃるとおり、昨年度はシルバー人材センターのほうに委託としてお

りました。今年が臨時職員ということで応募しまして、勤務時間も以前は６時間とい

うことだったのですけれど、今度は５時間ということで時間を短縮した関係で安くな

っております。

それから、もう一つ幼稚園の就園奨励費の関係につきまして、これにつきましては

保護者の所得といいますか、市町村民税を納める額によって補助される金額が違って

います。場合によっては、補助が受けられない方もいらっしゃいます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、運行バスのほうですけれども、今までの６時間が５時間

になってきたということで、それでその運行面については支障がないのかどうか、バ

スの。

それと、あとこの振興事業のほうですけれども、一般的に今嵐山の幼稚園の場合だ

と、もらっていない方のほうが多数なのかどうか、その辺がわかりましたら聞きたい

と思います。

〇吉場道雄委員長 内田こども課長。

〇内田 勝教育委員会こども課長 お答えします。

まず、幼稚園バスにつきましては５時間で対応できると考えています。

それから、就園奨励費につきましては、平成24年度で申請が90名ぐらいございまし

たけれども、実際には60数名が補助金の対象になっております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 何点かお伺いいたします。

ページ数、115ページの家庭保育室運営費補助金、24年度は138万2,000円、今回７

万4,000円ということで、この間議場で補正予算のときに家庭保育室がなくなったと

いうお話、４つの家庭保育室が認可保育園というのかな、何か変わったというお話が

ありましたけれども、その関係でこれ減っているのか、確認したいと思います。

それと、あと上の拡大分で地域子育て支援拠点事業、これが社会福祉協議会という

ことで、子育て支援の事業が何かいろんな名前がついているので、どれがどれだかよ
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くわからなくなってしまうのですけれども、これどんな内容なのか確認させていただ

きたいと思います。

それと、歳入のところで理科の関係の予算がついているところのページだったので

すけれども、これがどういったものをお買い求めになるのか、もしかしたら歳出のほ

うに入っていると思うのですけれども、そのページちょっと見つけていないので、す

いません。ページ数が、ちょっと探してみます。すいません、見つけたのだけれども、

そこに印をしておかなかったので、見つかったら教えてください。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 33ページに５万円、そして歳出のほうが73ページ……

〔「173」と言う人あり〕

〇畠山美幸委員 173ページにあります。助かります。

そちらの173ページに書いているのですけれども、何をお買い求めなのか、お伺い

したいと思います。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 書いてある。理科支援員の配置、就学援助費、教育の振興に関する、

では支援員が七郷小学校……理科支援員の配置ということなので、どこに配置される

のかお伺いしたいと……

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 では、何時間授業をされるのか、お伺いしたいと思います。

それと、補正予算のほうでも、補正予算と予算とに絡んでなのですけれども、町長

の施政方針の中には、３年も前倒しで学校の施設の耐震化がもう終了したとうたって

あります。本当に安心、安全な建物にはなっていますが、しかしながら非構造物の部

分ではまだ危ない部分が、ガラスの破片防止の膜を張るとか、体育館の電気が落ちな

いようにするとか、そういうようなものが今回25年の予算に入っているのか、お伺い

します。

それだけでいいです。

〇吉場道雄委員長 前田副課長。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 それでは、私のほうから１点目の家

庭保育室と、２点目の地域子育て支援拠点事業についてお答えさせていただきます。

家庭保育室の減につきましては、補正予算でもご説明させていただきましたが、嵐
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山町には家庭保育室はございません。認定外の保育室なのですけれども、滑川町、東

松山市、ときがわ町にあるのですが、そちらに行っているお子さんがいらっしゃいま

した。それで、今年度につきましては、つきのわ保育園と白い馬保育園、この２つが

認可外だったのですが、つきのわ保育園につきましては４月１日から、白い馬保育園

につきましては11月１日から認可をとりました。なので、そこに行っているお子さん

たちにつきましては、通常の保育園と同じ運営費の支弁になってございます。それで、

実際には今年度ゼロになってしまったのです、認可外、家庭保育室に行っているお子

さんが。ただ、今年の１月から１人また入園する方がふえまして、新年度につきまし

ては１園分、１名分ということで予算計上をさせていただいております。

続きまして、地域子育て支援拠点事業の関係でございますが、この拡大分につきま

しては、現在社会福祉協議会のほうでおもちゃ図書館を運営してございます。来年度、

25年度につきましては、この運営の形態を地域子育て支援拠点事業の補助金に該当す

るような運営形態にしていただいて、補助金の対応をさせていただこうということで

考えて計上させていただきました。

内容といたしましては、ひろば型という形状がございまして、５時間以上週３日開

室をして、常時２名の子育ての経験がある方とか、そういった専門の方を置いて開室

すると、その事業に該当するということでございまして、そういった事業展開を社協

のほうでお願いをして、補助金の対象にしていこうということで予算の計上をさせて

いただきました。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 内田こども課長。

〇内田 勝教育委員会こども課長 それでは、私のほうから理科支援員の関係につきま

してお答えさせていただきます。

配置する場所は、七郷小学校を予定しております。それで、１時間1,000円で１日

４時間、それで25回で10万円を考えております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 藤永副課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課学校教育担当副課長 私のほうからは、非構造物の耐震

化についてお答えさせていただきます。

非構造物の耐震化で予算化はされていますかという内容だったと思うのですが、
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25年度には予算化というのは反映されておりません。しかしながら、今年度耐震化工

事というのが、菅谷小と志賀小の体育館をもちまして夏休みに終わりまして、校舎、

体育館については全て終わりまして、教育施設につきましては100％耐震化完了とい

うふうになっております。終わってから、今度は今おっしゃられました非構造物の耐

震化、ここをやろうということで、たしか11月ごろだったかなと思うのですが、各幼

稚園、小中学校、学校の職員と私どもの職員で、全て点検のほうは実施しております。

その点検の結果報告書というのも、国のマニュアルというのがありまして、それに基

づいて点検をしているのですけれども、そういったものもあわせましてやっておりま

す。

天井の、実際につってある構造的なものというのは、天井点検口というのもあるの

ですけれども、そこから中に入っていかないと、実際にどの程度天井が大丈夫な状態

なのかというのはわかりませんので、そういった点検と、あとは体育館の天井、これ

はちょっともう高過ぎて、とてもではないですけれども無理がありますので、それに

関してはできていないのですけれども、そのほかに関しましては普通の照明灯とか、

そういったものにつきましては脚立に乗りまして、ちゃんと固定されているかどうか

というのを確認したりとか、あとは備品等が並んでいる棚、そういったものも危険性

はないのか、テレビとかも学校に今置いてありますので、それがちゃんと固定されて

いるかどうかとか、そういったものは全部チェックさせていただきました。一部、場

合によっては危ないからここはちょっとこういう対応をしてくださいとか、そういう

ことはありましたけれども、見た感じでは大丈夫なのかなと。あと触って、天井につ

いている蛍光灯とか、そういった照明はぐらぐらしていて危ないというような状況の

ものも確認はできませんでしたので、大丈夫かなと。ただ、天井材がちゃんと固定さ

れているかどうかの調査というのはできていません。この調査につきましては、やっ

ぱり秋ぐらいなのですけれども、国から県を通じまして、そういった非構造物の専門

的な調査を、派遣して調査しますよという照会文が県を通じて来ました。これにつき

まして、町のほうは幼稚園と小中学校全てお願いしますということで申請のほうは上

げてありますので、25年度のどの時期になるかというのは具体的にはまだ通知文は来

ていませんけれども、１日１校もしくは２校あたりの検査をやりますよという照会文

が来ましたので、それには手を挙げさせていただいて、申請のほうも済ませています

ので、来年度どこかでやりますという話が来ると思っています。
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以上です。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 そうしましたら、家庭保育室の件はわかりました。

おもちゃ図書館の件なのですが、こちらはでは今度週に３回で、ひろば型というよ

うなお話がありましたけれども、その資料ちょっと私置いてきてしまったみたいだな、

あそこは、では補助金をいただいてやる事業ですか、そうではない、補助金はもらわ

ないのだっけ……

〇吉場道雄委員長 質問してください。

〇畠山美幸委員 おもちゃ図書館なのですが、私も何度か足を運んで現場を見ています

が、ここに敷いてあるようなマットが床に敷いてあるのです。あれがちょっと何か汚

いということと、あとトイレが子供たちが使いにくい、汚いのだというお話をちょっ

と受けましたので、そういう面の改修工事みたいなものはできる……した。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 した、本当に。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 そうだったのですか。では、ちょっとその辺を確認させてください。

それと、理科のほうは七郷小学校のみということで、ほかに志賀小、菅谷小がある

わけですが、そちらはやっているのでしょうか、やっていないのでしょうか、お聞き

したいと思います。

今の非構造物の件は、もう点検は去年やってくださっているということで国のほう

に提出してある。また、今年の秋にはその天井の部分とかが見られなかったから、そ

れは依頼してやっていただくというお話になっていますから、もうこれしっかりと取

り組んでいただいて、笹子トンネルのような、ああいう天井が落ちてきたりしたら本

当に大変なので、よろしくお願いしたいと思います。これまだ先の話なので、結構で

す、答弁は。ありがとうございました。

では、おもちゃ図書館と理科のことだけお願いしたいと思います。

〇吉場道雄委員長 前田副課長。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 おもちゃ図書館の件につきましてお

答えさせていただきます。

この補助金の対象なのですけれども、こちらにつきましては運営費の補助金という
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ことでございますので、人件費、需用費等ですから、改修費になりますとちょっと該

当しないのかなという形で考えてございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 内田こども課長。

〇内田 勝教育委員会こども課長 理科支援につきましてお答えいたします。

理科支援につきましては、七郷小学校は先生の数が少ないということもございまし

て、学校のほうから要望がございまして手を挙げております。それ以外の菅谷小学校、

志賀小学校につきましては、そういう要望がございませんので、配置はしておりませ

ん。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 33ページの、先ほどの社協のおもちゃ図書館に持っていったという

子育て支援交付金なのですけれども、全体的にはどのような事業にこちら使われてい

るのか、伺いたいと思うのです。

それで、おもちゃ図書館なのですけれども、社会福祉協議会は今後その場所にはな

い、２年後ぐらいには多分移転せざるを得ないと思っているので、それだけにおもち

ゃ図書館をどのようにしていくのかというのが一つ気がかりなのと、それと私自身は

おもちゃ図書館というのは、本来障害者、障害児の子のための図書館だったので、こ

れ子育て支援交付金は障害児のほうの部分のところで入っているのが、これが114～

115にどのような形に出てきているのだかさっぱりわからないなというのが実はあり

まして、全く見当がつきませんでした。これについてご説明していただければと思い

ます。

それと、同じく114ページと115ページに、この場所なのですが、保育所保育事業な

のですが、国ではこれは、歳入のほうでは7,172万5,000円、県が5,216万3,000円、保

護者の負担分が6,028万9,000円、過年度分が191万5,000円で、残額が１億8,609万

2,000円で、よくわからないので、具体的に保育料に対して町の法定規定以外分の持

ち出し分というのはどのくらいがこれに入っているのか、これ何かさっぱりわからぬ

なという感じで見ていました。

また、特別保育補助事業も5,124万9,000円なのですけれども、県が1,630万1,000円、

国は交付税措置で、私これ町はどれだけ出しているのか、これに対してはどのような
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形で実際に行われているのかわからない。これは全くわからない、この予算書はわか

らないというのが私の感想なのです。それについて伺いたいと思います。

それと、163ページになります。これは、教育委員会になるのですが、親の学習支

援実施事業が12万5,000円で増額になっているのですけれども、細かい金額なのです

が、これは増額にして何をしていくのか、伺いたいと思うのです。

それと、発達障害児等早期支援対策事業、これないのですが、これについてもこど

も課ではなくて、今度健康いきいき課の事業があるのですけれども、ごめんなさい、

これちょっと今すっと出てこないのですが、１歳５カ月健診からずっときていて、そ

して子供の事業に、ひろば事業とかにつなげていくらしいのですが、学校教育ではそ

れとの関係で、発達障害児等早期支援対策事業は巡回相談等とどのようにつながって

いくのか、伺いたいのです。

地域ふれあい推進事業に関しても、これは80万円で前年度と全く同じなのですが、

これは地域に根ざした学校運営に努めるための経費ですけれども、実際に本当に地域

に根ざした学校運営にかかわるものというのに行われているのかどうか、これは環境

整備等であって、人的な支援というのはすごく少ないのかなというふうに感じている

のですが、それについての今後の展開を伺いたいと思います。

それと、182～183ページになります。これは、幼稚園事業になるのですが、正規職

員が４クラスで５名、そして賃金が1,019万8,000円、ごめんなさい、そのほかに臨時

職員賃金として767万8,000円で、具体的に幼稚園はどのような形で運営されていくの

か、されていこうとしているのか、伺いたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 前田副課長。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 それでは、私のほうから子育て支援

交付金の件と、あと保育所運営費の件、それと特別保育事業の３点お答えさせていた

だきたいと思います。

一番最初の子育て支援交付金の内容ということでございますが、これメニュー化さ

れてございまして、子育て支援交付金の中には幾つかの対象事業がございます。25年

度対象としてございます事業が、保育所でやっております一時預かり事業、それと健

康いきいきでやっておりますこんにちは赤ちゃん事業、こども課でやってございます

育児支援家庭の訪問事業、それとファミリー・サポート・センター事業、それと地域
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子育て支援拠点事業、以上が子育て支援交付金の中の補助事業として入ってございま

す。

次に、保育所の運営費の件でございますが、こちらにつきましてもさっき町で徴収

する保育料と、国、県から来る補助金の関係ということでございましたが、まず国、

支弁額の総額がございまして、それが多分、先ほどありましたが、歳出でございます

２億3,648万1,000円だったですか……保育所の運営費、保育所保育事業にございます

けれども。

〔これに一時保育も入るということですよね」と

言う人あり〕

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 こちらの運営費から、国基準の保育

料、国基準で嵐山町が保育料を徴収した場合に幾ら入るかという額を引いたもの、そ

の２分の１が国から来る補助金になります。なので、実際その額が9,300万ほど、国

基準で保育料を取りますと。実際に嵐山町の保育料、25年度につきましては約6,000万

ですから3,000万ほど差があるのですけれども、その支弁額から国基準の保育料を引

いたものに対して、残った額に対して国の補助金が来て、またそのうちの４分の１が

県から来ると、残りが町の持ち出しということになってございます。算定基準が、あ

くまで国基準の保育料で算定をしていくというところがちょっとわかりづらいのかな

と思っていますけれども。

続きまして、特別保育対策の補助金でございますが、こちらにつきましても幾つか

メニューがございまして、25年度の対象事業としておりますのが、まず保育所でやっ

てございます延長保育、通常の時間以外のという部分で延長保育やっておりますけれ

ども、その延長保育をやっている部分についての事業費の補助。それと、低年齢児の

保育の事業費の補助ということでございます。主には、特別保育の歳入につきまして

は、その２つが補助対象事業として入ってございます。ただ、歳出のほうには町の単

費として載っている部分がございまして、それ以外に民間保育所運営改善費の補助と

いうのが、町の単独の費用として歳出のほうでは載ってございます。

また、障害児の……歳出のほうに載ってございますのは、延長保育の部分と低年齢

児の分、それと地域子育て支援拠点事業の費用につきましても、この特別保育の対策

事業費の中に入ってございます。ですから歳入では別なところなのですけれど、歳出

のほうでは、保育対策促進事業の中で計上させているものがございます。もう一回言
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いますと、歳出のほうでは先ほど言いました延長保育の部分、延長保育の部分と地域

子育て支援拠点事業の部分、それと町の単費として民間保育所運営改善費の補助等が

入ってございます。ちょっとわかりづらいので、もしあれでしたら要綱等ございまし

たので、資料お渡ししたいと思いますので。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 内田こども課長。

〇内田 勝教育委員会こども課長 それでは、私のほうからは、まず親の学習講座につ

きましてお答えいたします。

昨年度までは、就学時の健康診断のときに町の職員と、あとボランティアの方で親

の学習講座をやっておりました。それと、全体研修ということで町民ホールで、こち

らにつきましてはキャップトライアングルにお願いして、こちらで劇を交えた公演と

かやってもらっていた。そうしましたところ、町民ホールで単独で、日にちを設定し

て声をかけてもなかなか集まってこないのです。そういうことがございまして、就学

時の健康診断のときに、３校ありますけれども、３校それぞれにキャップトライアン

グルの方に来ていただいて、親の学習講座をしようと思っています。そういう関係で

金額がふえております。

それから、地域ふれあい推進事業につきましては、まず取り組みとしては、学習支

援としては読み聞かせですとかゲストティーチャー、それから菊づくりの指導とか、

あと田植えや稲借り体験、それから学校ファームの支援等、学校応援団の方に来てい

ただいています。そのほか、安全安心支援としまして登下校の見守り、それから授業

参観時の託児などをお願いしています。それから、環境美化支援としまして耕地の草

刈ですとか樹木の剪定、それからあと資源回収のときの協力、そういったことを地域

の方に支援をしていただいております。

それと、あと幼稚園の関係ですけれども、幼稚園につきましては正規職員が幼稚園

教諭４名ありますが、実は１人、昨年12月に出産されまして、それで今年の２月から

育児休業に入っています。そういう関係がございまして担任が１人減ってしまうとい

うことで、臨時職員の方を１人ふやさせていただいて、それで臨時職員の方に担任を

持っていただくようにしております。それで、幼稚園の正職員が３名と臨時職員の１

名で、４人の方に年長、年中、それぞれ２クラスずつありますけれども、担任を持っ

ていただいて、それ以外に臨時職員の２名、年長２クラスに対して臨時職員を１名、
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それから年中２クラスに対して臨時職員を１名つくように考えております。それと延

長保育の関係で、延長保育の時間の臨時職員をお願いしております。それとあと事務

職員、以前は事務職員は幼稚園教諭が、クラスを、担任を持っていない者がいました

ので、１人事務を兼ねていたのですけれども、数年前から事務につきましては臨時職

員にお願いしておりますので、そういう関係で幼稚園教諭が１人ふえたことによって

金額がふえております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 田中指導主事。

〇田中 守教育委員会こども課学校教育担当指導主事 私のほうは、発達障害等早期支

援対策事業についてお話をさせていただきます。

これは、昨年度まで埼玉県の委嘱で、特別支援教育就学支援対策事業というものを

受けておりました。それを引き続き、町のほうで行っていただいております。内容と

いたしましては、立教大学のほうから２名の臨床心理士の専門家の先生のほうにおい

でいただきまして、嵐山町の幼稚園、小学校、中学校のほうに巡回相談をしていただ

いております。専門家の目で児童生徒の様子を観察していただいて、指導のアドバイ

スを的確にいただいて、児童一人一人の支援の充実を図っております。このことが就

学支援のほうにつながっている事業になっております。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 まずなのですけれども、ちょっと難しいのですけれども、社会福祉

協議会の中の、おもちゃ図書館に地域子育て支援拠点事業を一つ位置づけるわけです

よね、そこの中で、あそこの場所というのは今後も、１年、２年、25年度はまだ安泰

なのですけれども、26年、27年ですか、動かざるを得ない、動くというふうに私自身

は認識しているのです。そこのところに地域子育て支援事業を持ってくるということ

は、位置づけとしておもちゃ図書館事業をどのように位置づけていくのか、これを伺

いたいと思うのです。もともとおもちゃ図書館というのは、障害児のための図書館と

いう形でやってきたのが、このような形で嵐山町の場合は、おもちゃ図書館自体が子

育ての広場事業になってきているわけです。広場事業になってきているのは全然構わ

ないと思うのですが、それと一連の発達障害的な子供たちの部分と、先ほどの発達障

害児早期支援事業ですか、これ幼稚園も入ってくるというお話でしたので、そうする

とそういった一連の流れを考えていくときに、てんでんばらばらに動いていて、統一
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的なものがなかなか見えてこないなと思っていまして、そこの統一的な部分をどのよ

うにして考えていくのかというのがあると思うのですが、それはどこで考えて、私は

こども課になったので、そういった部分に関してはある程度しっかり位置づけられて

予算組みもできるかなというのはあったのですけれども、なかなかそこのところはう

まくいかないのかな、実際にはうまくいっているのかどうかも、かかわっていないの

で見えてこないので、その点を伺いたいと思います。

保育料のことなのですが、結局よくわからなかったので、また資料をいただくので

すけれども、保育料に対して法定外の町の持ち出し分というのはどれになっているの

か、地方交付税措置がされているものもあるのかもしれないし、国庫補助金で出して

きている部分もあると思うのですけれども、では医療費の代替事業に関して、この保

育料に対しても入っていますよという部分がありますよね、そこの部分が一体どの程

度の金額になっているのか、これでは全くわからないという状況です。

あと、親の事業なのですけれども、キャップトライアングルというのですか、私キ

ャップというのは１回７万円だと思っていたのです。これ12万5,000円で３回という

のはあり得ない金額だなと今聞いていたのですけれども、１回７万円ではなくて、う

んと安く金額的に下がって３回で12万5,000円とか、そんな感じでできるものではな

いというのを私自身は感じていたので、それについてはどういうふうな形で。私の情

報が、もう既に違っているのかもしれないのですけれども、２～３年前の話なのです

が、キャップでは、ぜひやってもらいたいというふうな感覚があったのです。キャッ

プに関して、とても各学校１年生に対して３回やるなんていうのはできないなと思っ

ていて、なかなかいいことをなさるなと思うのですけれども、それについてこんな金

額でできるのというのが一つあります。それちょっと伺いたいのですけれど、１回幾

らでお願いできているのか、これなかなかすごい。

それともう一つ、地域ふれあい事業なのですけれども、地域ふれあい事業に関して

は、いろいろやっていらっしゃると思うのですけれども、私は放課後子ども事業とか、

そういったものが地域ふれあい事業的な形で展開されているのが昔というか、かつて

なのですけれども、やりたいなというふうな形で、嵐山町でも生涯学習の部分でやろ

うとしていたのですけれども、実際にはできていないのですけれども、今後もこれは

発展できないのですか、そういったものに。放課後子ども事業を各学校で行うという

ふうな形にできないのか。これだと、やっぱり環境整備とか小学校の、いろんなこと
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をしていただいてとてもありがたいと思うのですけれども、実際に多分学校に対して

はもっといろいろな地域支援が必要だと思うのですが、これについての発展的な事業

は、やっぱり80万では無理なのかなとかいうふうな感じがあるのですけれども、その

点について学校としては発展的にできるようなものは考えられないのか、伺いたいと

思います。

〇吉場道雄委員長 前田副課長。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 それでは、おもちゃ図書館の件につ

いて、ちょっとご説明をさせていただきたいと思います。

基本的に、こども課でやっています広場事業につきましては、子供さんとか親御さ

んの交流の場、あとは情報発信の場ということで今は実施をしてございます。ですか

ら、発達障害のお子さんとか障害児のお子さんが来る場合もございます。一般のお子

さんも、そういったお子さんもみんな来ていただいて、楽しく過ごしていただくよう

な場の提供ということで考えております。ただ、そういった場に行ったときに相談が

あったり、ちょっと気になるお子さんがいたりした場合については、当然健康いきい

き課のほうでいろんなそういった事業、特別な事業をやっていますので、そういった

ところにつなげるようなことは今やっております。なので、とりあえず広場事業でそ

ういったお子さんたちを見つけられると言うとおかしいですけれども、そういったと

ころで見てあげて、それをちゃんと専門的なところにつなぐというような務めとして、

ちょっと広場事業は今考えて実施をしているところでございます。なので今後も、お

もちゃ図書館は確かにおっしゃるとおりなのですけれども、ただその中で、事業で障

害児は除くんだよということでもないので、どうやって今後運営していくかというこ

とでいいと思っておりますので、一般の方も来ますけれども、ではこの日については

障害児の方を呼びましょうとか、いろんなメニューを持ってやって運営していければ

という形を思っておりますけれども、今後その辺につきましても検討をして、社協の

ほうとも相談をしながら運営のほうについて考えていければと思っております。

それと、保育料でございますけれども、よろしいですか。ちょっと数字をもう一回

お話ししますと、支弁額の総額が、国庫のほうでもらえるものについては２億3,648万

1,000円、国基準の徴収金を計算しますと9,303万1,000円、その差が１億4,345万円。

この１億4,345万円の２分の１が国から来ます。それが7,172万5,000円。また、その

４分の１が県から来ますので、それが3,586万2,000円、残った分が保育料と町の負担
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金ですから、残った分が１億2,889万4,000円なので、そのうちの保育料の収入が、予

算書でいきますと……

〔「6,028万9,000円」と言う人あり〕

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 そうですね、6,028万9,000円。それ

を引いた部分が町の負担ということになります。ですから、国基準で見た9,300万と、

実際の保育料6,000万の差、3,000万ほどあるのですけれども、その3,000万の２分の

１が国で、４分の１が県ですから1,500万円、大体1,000万ぐらいが余計な持ち出しか

なと……

〔「750万円ですね」と言う人あり〕

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 と思っております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 内田こども課長。

〇内田 勝教育委員会こども課長 それでは、お答えします。

まず、親の学習講座なのですけれども、実は平成24年度、こちらにつきましては形

を変えてというか、各小学校３校の就学時の健康診断のときに、実際にキャップトラ

イアングルの方に来ていただいてやっております。そのときは、多分最初の１回だけ

ということもあったのかと思いますけれども、ある会社にというか、その補助金がも

らえるというか、補助金がつくということ、それはキャップトライアングルさんのほ

うから実際にやったことであれば、直接トライアングルさんのほうに補助金がつくと

いうことがございまして、実際に24年度は７万5,000円で３回できました。そういう

ことがございまして、再度また25年度も補助金がもらえるというのはちょっと難しい

と考えているのですけれども、１回４万円で３校考えています。

それから、地域ふれあい推進事業なのですけれども、地域ふれあい推進事業を使っ

て、放課後に勉強を教えるようなことができないかということかと思うのですけれど

も、実際に学校が終わって、放課後の時間に学校に残してやるというのはなかなか難

しいのかなと思っております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 ２点なのですけれども、放課後の子供の居場所というのは、今いろ

いろ伺っているとかなり課題があるというふうに考えているのですけれども、その課
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題について町のほうで把握されていないのかなというふうに私は思っています。それ

は、放課後子供を残して学校でというのが難しいという感覚が一つあることと、実際

に親御さんはどこで、学童保育と違って、子供たちが遊ぶ場所がないというふうなも

のとかうまく合致していかないというので、これは学童保育事業とはまた違う形のも

のが求められているにも関わらず、その課題について把握できていない状況があるの

ではないかなと思います、一つ。それで、地域ふれあい事業というのをもう一度見直

してみてもいいのかなと思いますが、これについては課題把握について考えられるか

どうか、ちょっと伺いたいと思います。

それと、発達障害児等早期支援事業と、それからこれまでの嵐山町が行っている幼

稚園以下の発達障害児の関係とのリンク、それができるようになると、これは専門性

のある方が来て、幼稚園までは来るということですね、保育園にも行くのかどうか知

らないのですけれども、保育園に行ってという形になると一つの流れができてくると

思うのですが、そこら辺は可能性として、発達障害の子供がチェックされて上がって

くるとなると、１歳半から２歳ぐらいの子供が１年間か２年間広場事業の中で過ごす

として、そこへのリンクで発達障害児等早期支援体系の人たちが入っていけると、専

門家が入っていかれると割とスムーズにいろんなことができるかなと思うのですが、

そこら辺の可能性的なものはあるでしょうか。

〇吉場道雄委員長 加藤教育長。

〇加藤信幸教育長 いろいろご質問あったのは、前半の子育ての部分については、予算

が民生費であったり保健衛生費であったり児童福祉、きのうも健康福祉課から１歳か

ら５歳児までの拡大云々というようなお話、そこでここの委員会にいるわけですけれ

ども、予算も入れ込んでいますので、関係課と情報を共有して整理していく必要があ

ろうかなというふうには一つ思っています。

それから、今ご質問の放課後子ども教室については、これは文化スポーツ課、何だ

かごちゃごちゃ、ごちゃごちゃしてしまっているもので、まだ組織が立って２年目で

すので、ここら辺も整理していかなければいけないのかなというふうに考えておりま

す。

それから、今いろんなご質問が、一般質問、それから予算審議の中で出てきたもの

で、その中では幾つか絡みがありますものですから、少し整理して、どこが担当して、

どういう線引きをしてというのは必要かなと考えております。
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それから、発達障害云々については、おっしゃるとおり県から委嘱を受けて、おか

げさまで発達障害児の教室もつくることができました。それを機会に、先ほど立教大

学云々というお話もありましたように、加えて嵐山町には就学指導員の先生に、専門

家のらんざん苑の部長さんを入れてご指導いただいて、就学前のお子さんについても

就学委員会で、こういう心配のお子さんがいるのですけれども、どうでしょうかとい

うのをそこで審議していくから小学校１年生の受け入れ体制できていますので、この

辺はいい形でできるかなと思っています、連携は、就学前と就学後について。

〇吉場道雄委員長 前田副課長。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 すみません、貴重なお時間を。

先ほどの保育料の計算の関係なのですけれども、私ちょっと勘違いをしておりまし

て、国の徴収金が9,303万1,000円、町の保育料が6,028万9,000円、その差が3,000万

円ほど、その２分の１が国からというお話をいたしましたけれども、これ丸々3,000万

円は町の持ち出しということでございますので、訂正をさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

〇吉場道雄委員長 では、ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 23ページの保育料負担金なのですが、これ一般質問でも生活保護基準

の引き下げによる影響が出るということで答弁あったわけですが、町は、この点につ

いては何の補助の体制もとっていないということでよろしいのでしょうか。要保護は

いないのでしょうけれども、準要保護についてもちょっと同じ質問です。

それから、保育園の待機児童、実数で全部割り振るといませんよということが今ま

での答弁でしたが、実際もう希望どおりに入れるぐらいまで、要は子供が減ってしま

ったのかなということでお聞きしたいと思います。

それから、学校関係なのですが、いじめ、体罰というのが社会問題になったわけで

すが、いじめの対策何かあるのかなと思って見ていたのですけれども、ちょっと私の

見方ではなさそうなのですが、特別嵐山では対策をとるほどでもないということでと

っていないのか、あるのでしたらちょっと教えていただきたいのです。

体罰の件も、これは先生の研修という形になると思うと、町より県の研修になるの

かなと、県であるのか、その点確認したいと思います。確認させていただきたいと思

っています。
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〇吉場道雄委員長 前田副課長。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 私のほうから、保育料の関係と待機

児童の関係についてお答えさせていただきます。

保育料の関係につきましては、一般質問で課長のほうから答弁がございましたよう

に、生活保護に該当するかしないかというところで保育料が発生するかしないかとい

う関係は、影響は出てございます。ただ、生活保護費の額が減少するしないの部分に

つきましては特段影響ございませんので、今のところそれに対する影響についての対

策は考えてございません。

次に、待機児童の関係でございますけれども、待機児童の関係につきましても、今

年度につきましてもほぼ申し込みの児童については、入所が決定できている状況でご

ざいます。先ほども川口委員さんからありましたように、大体保育園の入所の児童に

つきましては、横ばいで推移をしている状況でございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 内田子ども課長。

〇内田 勝教育委員会こども課長 それでは、私のほうから準要保護の関係につきまし

てお答えさせていただきます。

準要保護の関係につきましては、とりあえず25年度につきましては、25年度の住民

税の課税の状況をもとに認定になりますので、今のところ生活保護の関係で影響が出

ることは、25年度についてはないのかなと思っています。ただ、人数の関係で、年々

準要保護の該当者ふえてきておりますので、若干人数面では人数をふやさせていただ

いています。

それから、今年度から、25年度からＰＴＡ会費、そして生徒会費を支給対象にしま

したので、この分につきましては増額をさせていただいております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 田中指導主事。

〇田中 守教育委員会こども課学校教育担当指導主事 それでは、いじめ対策、体罰に

ついてお話をさせていただきます。

まず、いじめの対策につきましては、さわやか相談員の運営事業というものがござ

いまして、中学校２校にさわやか相談員を配置しております。週に１回なのですけれ

ども、１日各小学校のほうに、菅谷中学校の相談員は菅谷小学校のほうに、玉ノ岡に
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いるさわやか相談員のほうは七郷小学校と志賀小学校に、これは隔週になるのですが、

１日配置しております。また、スクールカウンセラーという者が月２回～３回、各小

中学校のほうに来て、その辺のケア等をしております。

あと、体罰につきましては予算化しているというものはございませんが、今アンケ

ート等をとりながら、そちらのほうは把握に努めております。また、体罰をしてはい

けないというものは、初任者研修のときから研修のほうは出ておりますので、こちら

のほうで教員のほうは全て把握していると思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 保育料、そうすると、保護者からの意見というのは、今のところない

ということでよろしいのでしょうか、まだ実際に負担になってみないとわからないと

いうことで、保護者の方もいらっしゃるのかなと思うのですが、そういったことで保

護者からの直接的な意見はないということでいいのでしょうか。

それから、いじめの件なのですが、さわやか相談員、若干厳しい予算の中でふやし

てもらっているわけですので、よかったなというふうに思っております。ただ、いじ

めがあった場合に対してこうした制度が生きるわけです。いじめを起こさせないため

の何かの対策というのは、必要ではないかなと思うのですけれども、ちょっと全県的

にもそういうのはないのでしょうか。もしあれば、事前の措置といいますか、そっち

のほうが重要になるというふうに、やっぱり傷を負ってしまってからは、なかなかカ

ウンセラーを受けても治らないということがあると思いますので、ちょっと全県的な

ことであれば、嵐山町の動向といいますか、お聞きをしたいと思います。

〇吉場道雄委員長 前田副課長。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 現在のところは、生活保護の方で保

育所に入ってる方、影響があって減額になるという場合についての保育料の関係につ

いては、特段意見はございません。ただ、保育料につきましては収入の変動がある場

合には階層の見直しができるというようなこともございますので、もしそういう場合

にはそういったご相談を受けて、その辺で対応もできるのかなという考えもございま

す。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 加藤教育長。
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〇加藤信幸教育長 いじめ等について、川口委員さんから12月、それから今回一般質問

も出していただきましてありがとうございました。その関係で、では町としてという

ことですけれども、当然町がやらなければいけないことたくさんあります。

最初に、全家庭に教育委員会で、「いじめはしない、させない、許さない」という

リーフレットをつくらせていただいて、せんだって配付しました。その中で、お子さ

んがこういう悩み事があったらという電話の相談窓口の一覧もそこにつけました。こ

れが１点目です。

２点目は、全児童にアンケート調査をとりました。それから、保護者にもアンケー

ト調査をとりました。この結果については、一般質問でもお答えしましたが、大きな

いじめは、学年の発達段階で違いますけれども、緊急的なものはなかったものの、学

校へは通知を出しまして、どんな小さなものでも目を光らせてくださいということ。

３つ目は、相談というお話がありました。さわやか相談員、スクールカウンセラー

ありますけれども、実態はさわやか相談員にどんな相談がありましたかということで、

いじめについてという相談は極めて少ないです。極めて少ない、それはなぜかという

ことを分析をしながら、やっぱり相談体制というか、相談方法もやっぱり検討しなく

てはいけないだろうということでお話をしてあります。

それから、４つ目は家庭での親子の話し合い、それが一番大事だと思います。これ

は、倫理観とか規範意識にかかわることですので、これについてはアンケートをやっ

てよかったと思います。アンケートの内容は、保護者の方に、「あなたのお子さんは

いじめられたことがありますか」とか、「そのときどなたに相談されましたか」とか、

そういうのを全部とったのです。そうしましたら、いじめられただけではなくて、「あ

なたのお子さんはいじめなんかをしている様子はありますか」という、そういう調査

もしてくれというお話があったのです。それも一つの成果だと思います。学校では、

何か特別な対応はあるかと言ったら、特にこれといった決め手はないわけです。ただ

し、いじめがあったら組織で対応しましょうと、全職員でということ。それから、原

則は早期発見、早期対応ということ。それから、いじめのない学校をつくりましょう

ということ。この２点を中心にやっていますけれども、特段これといったいじめ対策

のための指導法というのは、私はないと思うのです。やっぱり一人一人の子供の目線

に立って活動を、一人一人の子供の目線できめ細かく配慮していくというのが基本だ

なというふうに思っています。
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それから、体罰のお話がありましたけれども、県教委等のお話がありましたけれど

も、任命権者は、教職員は県ですけれども、服務を監督するのは市町村教育委員会な

のです。これは服務にかかわるので、これは何回も、こういうときですので、学校の

指導体制を固めるというか、自分自身を反省するということで、これについてのアン

ケートをとっています。それは、保護者にもアンケートをとっています。子供自身に

もとっています。それから、先生自身にもとっています。これらの結果が出たら、ま

た新たな対応、対策ができるのではないかなと思っております。

以上、いじめと体罰について、今後の対応も含めましてお話申し上げました。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

河井委員。

〇河井勝久委員 １点お聞きいたします。

ページは、180ページから181ページにかけてですけれども、中学校の施設改修事業

のうちの菅谷中学校の舗装工事でありますけれども、この舗装範囲というのは、町長

の施政方針の中では、体育館の周辺という形になっているわけでありますけれども、

この舗装範囲というのはどのぐらいの範囲になっているのでしょうか、例えば校舎の

ほうまで及ぶのでしょうか、その辺をお聞きしたいと思います。

〇吉場道雄委員長 藤永副課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課学校教育担当副課長 それでは、お答えいたします。

今回予定されている菅谷中の舗装は、普通教室棟と管理棟の間に、砂利になってい

ると思うのですが、そこからグラウンド。グラウンドから、あとは普通教室の裏側に

社会体育施設の柔道場とか木造の校舎があると思うのですが、そことの間に給食の調

理場の受け入れ口があるのですけれども、前回体育館つくったときに受け入れ口まで

舗装されていますので、そこから東側の部分というのですか、そこの校舎の裏側、東

側の部分の裏側ですから、ほとんどもう舗装化されるという予定をしております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 そうしますと、この舗装ですけれども、舗装には３通りあるというふ

うに言われてるのですけれども、砂利舗装と、それからコンクリート舗装、アスファ

ルト舗装と、この舗装はどれになるのでしょうか。あるいは、芝生の関係については

考えないのでしょうか。
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〇吉場道雄委員長 藤永副課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課学校教育担当副課長 今現在予定していますのが、透水

性のアスファルト舗装、要は水がしみていくというタイプ、道路でいうと歩道と同じ

ようなタイプ、それの一応車道タイプ、車が乗っても大丈夫なような、そういった舗

装を考えております。今芝生化ということもございましたけれども、現在は芝生化に

ついては、今計画しているところについては考えてございません。

〇吉場道雄委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 舗装ですと、かなり耐熱性の問題がいろいろと出てくるのだろうと思

います。反射熱というのが、コンクリートと普通の土と、あるいは芝生とでは全然違

うという関係があって、授業でも、昨年みたいな暑いときには、コンクリートや何か、

あるいはアスファルトの反射熱というのは相当なものだろうと思うのです。そこら辺

のところの調査はされたのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 藤永副課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課学校教育担当副課長 委員さんおっしゃるとおり、反射

熱というのはかなりあると思います。ただ、調査のほうは特にしてはございません。

今現在の使用状況といいますか、その辺が、雨が降ると結構砂利をならして平らに

しても、すぐ大きい穴ができて水たまりができる状態ですので、舗装化して透水性で

水がたまらない、そういった舗装をするのが一番有効なのかなと。あとは、校舎前に

も排水溝というのがありますので、そういうところから水もまたはけるかなというふ

うな形で考えておりまして、熱のことに関しましては特に考えてはいなかったのです

けれども、一番いいのは舗装しているのがほこりも立ちませんし、学校との相談の中

でも、やっぱり舗装が一番いいかなということで今回計画させていただいております。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 １点だけお聞きしておきたいと思うのですが、保育園の関係です。

通常入所申請を９月ごろやるかと思うのですけれども、新システムとの関係で、今

年はどういう形の方向になるでしょうか。

〇吉場道雄委員長 前田副課長。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 25年度につきましては、新システム

の施行は27年度からになりますので、25年、26年につきましてはニーズ調査、計画の
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策定をして、27年度の４月１日からの入所については、新システムの影響が出てくる

のかなということで考えております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 質疑はないようですので、教育委員会こども課に関する部分の質疑

を終結いたします。

◎散会の宣告

〇吉場道雄委員長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。

（午後 ５時１１分）
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予算特別委員会

３月１３日（水）午前９時３０分開議

議題１ 「議案第２３号 平成２５年度嵐山町一般会計予算議定について」の審査につ

いて

２ ｢議案第２４号 平成２５年度嵐山町国民健康保険特別会計予算議定について｣

の審査について

３ 「議案第２５号 平成２５年度嵐山町後期高齢者医療特別会計予算議定につい

て」の審査について
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〇出席委員（１３名）

１番 森 一 人 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 佐久間 孝 光 委員 ４番 青 柳 賢 治 委員

５番 小 林 朝 光 委員 ６番 畠 山 美 幸 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 清 水 正 之 委員 １０番 安 藤 欣 男 委員

１１番 松 本 美 子 委員 １２番 渋 谷 登美子 委員

１３番 吉 場 道 雄 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

長 島 邦 夫 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 杉 田 豊

主 査 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

井 上 裕 美 総 務 課 長

中 嶋 秀 雄 地域支援課長

中 西 敏 雄 税 務 課 長

中 村 滋 税務課課税担当副課長

田 畑 修 税務課収税担当副課長

新 井 益 男 町 民 課 長

村 上 伸 二 町民課保険・年金担当副課長

岩 澤 浩 子 健康いきいき課長

青 木 務 長寿生きがい課長

大 塚 晃 文化スポーツ課長
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簾 藤 賢 治 環境農政課長

木 村 一 夫 企業支援課長

田 邊 淑 宏 まちづくり整備課長

大 澤 雄 二 上下水道課長

田 幡 幸 信 会計管理者兼会計課長

加 藤 信 幸 教 育 長

内 田 勝 教育委員会こども課長
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◎開議の宣告

〇吉場道雄委員長 皆さん、おはようございます。

ただいま出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、予算特別委員

会の会議を開きます。

（午前 ９時２６分）

◎諸般の報告

〇吉場道雄委員長 ここで報告いたします。

本日の委員会次第はお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎議案第２３号の質疑、討論、採決

〇吉場道雄委員長 議案第23号 平成25年度嵐山町一般会計予算の議定についての件を

議題といたします。

既に全課局に関する質疑が終了しております。本日は、歳入歳出を含めて総括的な

質疑をお受けします。

総括質疑者につきましては、前もって届け出をいただいておりますが、４名であり

ます。

最初に、第13番委員、渋谷登美子委員。

〇渋谷登美子委員 それでは、６点ほど総括質疑を行います。

今回、今年度にクラウドが始まって、実際に3.11以降、各自治体で戸籍などが紛失

してとても苦労をしたというものがあります。今回の25年度予算の中で、クラウドの

対象事業がどの事業であるのかわからないこと。それについて伺います。どの事業に

どれだけ予算を使っているのか。クラウド対象ではない情報の安全性の確保について

は、どのようにしていくのか。例えば情報自体がなくなるといったことなども含めて

伺いたいと思います。それが１番目です。

２番目ですけれども、ふれあい交流センターの完成から２年経過しました。そして、

今回の質疑の中でも、アイプラザの利用が少なくなったとかいろいろありまして、ふ

れあい交流センターを皆さんが利用なさるようになって、北部交流センター、南部交
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流センター、アイプラザ、図書館多目的室、そのほかの公共施設についての利用状況

の変化と、今後のこととして、事業配分を考え直していかなくてはいけないかなと思

っていますので、その点について伺いたいと思います。

３番目です。団体補助金のあり方を、21年１月の団体補助金検討委員会の報告書に

のっとって事業補助に変更したということなのですが、当初予算を実際に見てみまし

ても、補助金適正化委員会の議事録を見ましても、団体補助金検討委員会の報告書に

のっとって、それに変更していったというふうには感じられないところが多く、団体

補助金を事業補助金という名称に変更したにすぎないというふうに私自身が感じてい

ます。それは、今までの既得権維持を踏襲するために事業補助金というふうな形に名

前を変えたというふうに考えられます。特に補助金適正委員会が嵐山町の職員のみに

よって構成されているために、行政と団体との関係、それを新たな視点で構築するこ

とが、検討することが、難しいと考えられます。どのように具体的に変更したか。

嵐山補助金適正化委員会の報告の第１番は、補助金の長期化による既得権化を防ぐ

こと、交付団体の自立を図ること、といった補助金執行の適正化を掲げて、その上で

新規団体補助金を確保していくというふうなことが挙げられていました。その中で、

基本的な公募、新たな補助金団体を公募方式として採用すること、事業費を対象にし

て補助をしても事業評価を行うこと、補助金の期間の周期の設定、補助金限度額の設

定、補助金事業の情報公開と評価基準シートの作成があります。補助対象とならない

ものとして、人件費、会議費、研修費、視察費、慶弔費、食糧費、積立基金というふ

うな形で検討委員会の報告書には載せられています。そして、ずっと補助金適正化委

員会の会議録を読んでいますと、人件費や研修費等につきましては、該当できないの

で個別要綱をつくって対応をしているというふうになっていますので、むしろ既得権

の永続化が、この補助金要綱の改正、新たなものによって進んだというふうに考えら

れると思います。私としては、このままの形であってはいけないと思いますので、補

助金適正化委員会は、再度、住民の方も加えて行っていくこと、そして補助金につい

ては、３年、５年のスパンでもう一度見直していくことが必要であると考えています

ので、その点について伺いたいと思います。

特に私が問題にしていますのは、嵐山町の議員が代表としている団体補助金のもの

が高額であること。それに対しては、ほとんど永続的に行われていること。昭和59年

に設立されました嵐山町土地改良組合協議会ですか、嵐土連ですけれども、それにつ
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いていいますと、平成５年から平成11年に関しましては、５万円ぐらいに一時減額さ

れていたことがありました。それは、その当時は、長島宗作さんが代表でした。関根

昭二さんと長島宗作さんの選挙があって、その２年後に５万円に減額されていて、そ

の後２期目立ったときの町長選挙で関根昭二さんのときに、またこれが54万5,000円

ですか、そういうふうに復活していて、それが人件費の半額補助という形で出てきて、

現状になっています。こういうふうな形のものがあること。部落解放同盟嵐山支部に

ついては、何が何だかわからないけれども、とにかく補助金がずっと出されていて、

何に使っているか事業も何もわからないという中でやっとわかってきたことは、研修

費や役員費や、それから新聞費や雑誌、会議費、旅費、そういったものに使われてい

ること。それは、一部の人のものであったことなどがわかってきました。

こういった中で、既得権の永続化、特にこの場合は問題なのは、その補助金につい

ての申請をするたびに、嵐山町の行政と交渉するのが補助金団体の代表であることが

議員であること、その議員がしかも運営委員会でまたそれを諮ってつくっていって、

そこで了承させて、それをまた議会で議決していくというふうな、この３段階の、３

重の問題があるのです。それについて、またこのような形で既得権の永続化のような

補助特別要綱、個別要綱、これに関しては、部落解放同盟埼玉県連合会嵐山支部に関

しては、まだ個別要綱がつくられているのかどうかわかりません。そのような状況の

中で、このような団体補助金の変更があった、事業対象にしたというふうになってい

ます。でも、実際に見ていると、それは事業補助にしたというふうには考えられない

と思いますので、その点について伺いたいと思います。

４番目です。都市公園、スポーツ広場、児童遊園地、地区公園、ゲートボール場等、

各外での住民の施設がありますが、それについての総合的な把握をして、それぞれに

どのような形で整備していくかという方向が必要だと思うのですが、その総合的な把

握についてまず伺って、それから方向性について伺います。

次、５つ目です。平成24年度に策定した人権施策基本方針の今後と予算措置につい

てということなのですが、これもずっと人権施策の基本方針についても、パブリック

コメントなど出してかかわってきたのですが、同時にこの人権施策基本方針の中と、

それから部落解放同盟埼玉県連合会との嵐山町行政のかかわりを見ていますと、部落

解放同盟埼玉県連合会は、埼玉県の人権施策基本方針に沿った各市町村の人権施策基

本方針をつくることというふうになっていて、それは要請にもちろん応じますという
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形で、パブリックコメントをとるという形で進んできました。その中に、実際にドメ

スティックバイオレンスや児童虐待について、それから貧困についても対応するよう

にというふうな形の問題が部落解放同盟埼玉県連合会から出されていて、実際にその

ようなものも加わってきています。ですけれども、これを見てみますと、嵐山町と部

落解放同盟埼玉県連合会との市町村交渉を見てみますと、これらの各人権問題が大切

なことであって、それに沿って人権問題を解決するために、部落解放同盟埼玉県連合

会が主催する研修会に参加をすることというふうな申し入れがあったりします。その

申し入れに基づいて、今回の当初予算の研修費もできています。そして、そのほかに、

この基本方針に基づいて啓発事業を行っていくことということも要請事項の中にあっ

て、それはそのようにしていきますというふうに書いてます。ですけれども、その人

権施策の展開場所は、結局のところ、今の状況では、吉田集会所事業にならざるを得

ないというのが、平成25年度の当初予算の中でわかってきました。そうでありますと、

これは、吉田１区、２区を対象にした人権問題の講座を行っていくことというふうな

形になっていかざるを得ない。それと、子供の貧困に関してのこともここでは当然取

り上げているわけなのですけれども、子供の貧困の問題に関しても、嵐山町では七郷

小、志賀小、菅小、玉ノ岡中、菅谷中学というふうな形で見てきますと、七郷小で現

在子供のふれあい塾が行われているわけですけれども、そこの部分が一番子供の貧困

率が低い。菅谷小が最も高い。といってそこの部分に対しての予算配分が、子供の貧

困、少なくともそういったことに対しての予算配分ができていない状況にあります。

ですから、この部落解放同盟埼玉県連合会の大もとの主張は、基本的な人権施策と

して展開している部分というのは、私は正当な部分だと思うのです。ですけれども、

実際に嵐山町で展開するときには、それは部落解放同盟埼玉県連合会嵐山支部の行う、

そして人権教育の展開の場所として、拠点場所として吉田集会所事業を求めていると

いうふうに、この会議録などをずっと読んできますと、出てくるのです。それは、吉

田集会所事業は、部落解放同盟埼玉県連合会のほとんど要請事業を行う場にすぎない

という形になってきて、嵐山町の人権施策を展開するということが、現実的には予算

どりもできていないし、人材としてもそこのとこに確保できていけない、そういうふ

うな状況になります。

特に、町長のお話ですと、比企郡市の統一施策に合わせていくということですけれ

ども、統一施策に合わせていくということが何であるのか、それを伺いたいと思うの
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です。この統一施策を合わせていくということが、比企郡市部落解放同盟の協議会と、

それから比企郡の各市町村との回答によるものであるのならば、それは嵐山町独自の

人権施策を展開することができないということになりますので、その点について、特

に予算とそれから今後の方針、この人権施策基本方針の今後の予算措置の展開につい

て伺いたいと思います。

６番目です。こども課の事務分掌についてです。こども課になってから３年を経過

しました。私は最初、こども課になったので、生涯学習にかかわるものもこども課で

行うというふうに考えていたのですけれども、生涯学習は文化スポーツ課になってい

きました。学校化社会ですので。学校化社会というのは、問題の多い状況を言うので

すけれども、学校化社会で非常に管理されていることを言って、その子供たちが閉塞

感にあるということを言うのですけれども、現実的には、学校化社会であるので、学

校以外の授業というのですか、青少年部門の学校以外の活動については、町長部局で

行うというよりは、このこども課事業で変更していくほうが、展開としてはやりやす

いのではないかなと思っています。このこども課にしたことに関しては、ふれあい交

流センターに、菅谷出張所を、出張所機能をつけたわけです。そこの部分で、大人対

応の地域交流に関しては、町長部局でもよいかなというふうに私自身も考えたのです

けれども、実際にやってみますと、非常に難しい。例えばＰＴＡの問題を話を持って

いこうとしましても、それはこども課ではなく、嵐山町のＰＴＡは幼稚園と小中学校

なのですけれども、それが文化スポーツ課になってきてしまう。放課後子ども教室に

関しましても、これは今度逆に、学校で本来行うべきであるものだと考えているので

すけれども、ふれあい交流センターで行っているために、文化スポーツ課になってし

まう。そういった事情があって、私はこれは非常に難しい問題を抱えているなと思い

ます。

これは、今回、事務分掌の変更がないわけですけれども、今後に向けて事務分掌を

変更していかないと、非常にこども課自身がやりにくい。こども課になったことによ

って、よい部分もあったと思うのです。子供のことに関して全体的に行っていくとい

う形で、私自身は、可能性としてはとてもいいものがあったと思っているのですが、

そこの点について伺いたいと思います。

それと、もう一点。３年経過して、教育長が、こども課という、教育委員会サイド

でずっと仕事をしていらっしゃって、福祉サイドのこと、それから健康サイドのこと
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も一緒に抱えなくてはいけなくなったということと、逆にまた生涯学習部門も教育委

員会部門でとても大きかったわけなのですけれども、その部分がなくなったことなど

についての実際にやりにくかった部分、それからもっとこうしたほうがよかったので

はないかというふうに思われた部分等についての、感想といいますか、コメントとい

いますか、今後どうしたらいいかというふうな形のものを伺えたらいいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えをさせていただきます。

私のほうからは、最初にご質問いただきましたクラウドの対象事業の関係、それか

ら５番目にご質問いただきました人権施策基本方針の関係、この２点についてお答え

をさせていただきます。

まず、ご質問のクラウドの対象事業と、そのクラウド化しないものの安全性につい

てということでございますけれども、平成25年10月に共同化に移行するということで

嵐山町では予定を進めておりますが、ここで移行させていただきますシステムにつき

ましては、今回の共同化の18町村、この全団体に共通して利用する基幹的なシステム、

これが22業務ございます。これについては22業務ございまして、それ以外に希望する

団体のオプション的な業務、これについて嵐山町では５業務、これを10月に共同化す

るということで、27業務のシステムについて共同化、つまりクラウド化するというこ

とになります。これにつきまして、その予算額でございますけれども、この27業務に

関します経費については、24年度ベースで申し上げますと、およそ5,400万円の業務

関係のシステム経費、これをクラウド化するということでございます。

今後につきましては、基本的には、基幹系のシステム、残るシステムがまだあるわ

けなのですけれども、その９のシステム、これはその業者が決まりましてから、その

業者との間でそれぞれの団体が個別に委託するかどうかというのを決めていくものに

なるのですけれども、それにつきましても、業者と協議をしながら、残りの９システ

ムがございますが、これも25年度、いわゆる26年度以降、できるものはクラウド化し

ていきたいというように考えております。

そうしますと、基本的には、基幹系のシステムについてはほとんどクラウド化がで

きると。ただ、残るのは情報系のシステム、例えばこれはどういうものかといいます
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と、庁内のＬＡＮのデスクネットでありますとか、例えば契約の管理システム、財務

管理のシステム、積算システム等については、情報系のシステムというふうに言って

おりますが、これについてはクラウド化はその後になるということでございまして、

こういったものの安全管理については、今でもやっているところでございますが、庁

内の情報のセキュリティーポリシーというものがございまして、このポリシーの中に、

例えばサーバー室の管理でありますとか、あるいは職員が情報系の基幹系の利用する

場合のセキュリティー、例えば権限ですとか、そういったものには全て細かく決まっ

ておりまして、そういったものについて安全対策を行っているというものでございま

して、これは現在も行っておりますし、また残りのクラウド化が進まなかったという

か、おくれた部分についても、当然適用させながら安全性を今以上に確保していくと

いう考え方でございます。

以上が、１番目のところで、クラウド化の関係でございます。

それから、続きまして、人権施策の基本方針と今後の予算措置ということについて

お答えさせていただきます。

まず、人権施策基本方針につきましては、渋谷委員さんも今お話をいただきました

ように、こちらにつきましては、今までは、こういった人権施策の基本方針というよ

うな分野別のものも含めた基本方針はございませんでした。人権に関するものとして

は、同和対策の基本方針というものはございましたが、これにかわりまして、今回は

埼玉県の人権施策基本方針、これが昨年度改正されました。そして、嵐山町の第５次

の総合振興計画が策定されました。こういったものに合わせて町の基本的な人権施策

の基本方針を定めると、そして今後の町民、それから企業、そして町と、その協働の

態勢の中で、基本、人権に関する推進を行っていくというものを目的としてつくらせ

ていただいたものでございまして、基本的に参考にさせていただきましたのは、県の

人権施策の基本方針、これを重点的に参考にさせていただきまして、なおかつ人権施

策の審議会でご審議をいただき、パブリックコメントをとらせていただいて、それに

ついてもご審議をいただいた中で、今回の基本政策、方針が作成させていただいたと

いうものでございます。

この中の、人権施策の推進の方向といたしまして、３点挙げさせていただいており

ます。きのうは、清水委員さんに、基本理念ということでお答えをさせていただきま

したが、推進方向ということで３点がございまして、その３点は、１点目が、あらゆ
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る場を通じた人権教育、啓発の推進、これが１点目。２点目に、相談、支援の推進。

そして、３点目が、町民、企業、ＮＰＯと協働した地域づくり。この３点を推進目標

というふうにさせていただいておりまして、きのうもちょっとお答えさせていただき

ましたが、さらに分野別に女性や子供、高齢者、障害のある方々、こういった10項目

の、重点的に取り組んでいく課題ということで10項目を挙げさせていただいて、それ

ぞれに今の推進目標に従って進んでいくというのが、この基本方針でございます。

それぞれの分野別の人権課題に、どれが重くてどれが軽いということはないわけで

ございまして、町といたしましては、今までも取り組んでまいりましたけれども、さ

らにその目標を明確にして、こういった問題に、今申し上げたような推進の対応に基

づいて行っていくということでございまして、予算との関係ということにつきまして

は、今でも相談ですとかそういったものに関しても予算措置をさせていただいており

ますし、また今後のこの推進の目的で必要な予算あるいは要求事項等があれば、それ

を予算化をしていくということも、あわせて考えていく必要があろうというように考

えております。

以上、お答えをさせていただきます。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 ３番目の事業費補助につきましてお答えします。

平成21年度に団体補助金の検討委員会がございました。その報告書が出されまして、

ご提言がございました。先ほどの渋谷委員さんがご指摘いただきましたように、５点

についてのご提言でございました。これを受けまして、平成22年度以降に補助金適正

化委員会も開催をし、検討がされてまいりました。

この中で、平成23年度末に、町適正化委員会の中では、事業費補助は移行するとい

うような方向でいこうと。それから、各団体のヒアリングを実施してまいろうという

ふうに決めました。平成23年度末から平成24年度にかけまして、各団体とのヒアリン

グを実施したところでございます。その中で、大部分の団体につきましては、ご理解

をいただいたというふうに思っております。

今年に入りまして適正化委員会を開いたわけでございますけれども、最終的に町の

代替団体以外は基本的にはリセットをし、新たなに募集するということを基本的な考

え方とするということにしました。今まで補助をしていた団体につきましても、一応

リセットすると。そのほかに、昨日、総務の審議をいただいたときにお話ししました
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ように、新たな公募をする団体として３団体を予算計上させていただいたところでご

ざいます。町の事業の代替団体につきましては、それぞれの補助要綱を作成いたしま

して、補助対象事業も具体的にいたしまして、公正で公平な、そういったような規定

をつくるということになりました。

団体設立にはいろんな経緯があるわけでございますけれども、町の代替団体以外に

ついては提案型事業費補助とすると、それで上限は10万円というふうに決めたところ

でございます。ただ、例外といたしましては、県補助金等の特定財源、これが絡むも

の、それから補助基準がルール化されたもの、こういったものにつきましては、それ

がありますので、例外としております。

そのような形で、町の代替団体につきましても、それぞれの補助要綱を作成し、そ

の事業費、事業申請をしていただいて、基本的には事業費補助ということでやらせて

いただくということでございまして、団体補助金が単なる事業費補助金として名称を

変えたものではございません。

以上です。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 ３点についてお答えをさせていただきます。

最初ですけれども、ふれあい交流センター、これが大変好評をいただいておりまし

て、利用者も増加をしております。ちなみに、利用率を、利用状況を話をさせていた

だきたいと思います。22年度ですけれども、中央公民館を利用者数、総数が３万837人

でありました。そして、23年度になりまして、ふれあい交流センターが４万1,168人

でございました。今年度、24年度、５万5,005人、そして出張所関係の仕事関係、ご

みの証明書、ごみの受け付け、税務証明、住民票交付、税務関係、１万1,781件、そ

して今年度のふれあい交流センターに足を運んでいただいた方の総数が６万6,786人、

これが交流センターでございます。

こういう経過を経てきまして、当初計画をした、予定をしたとおり、人口の中で交

流センターを利用していただく方というのは、着実にふえてきている。そして、使っ

ていただく内容を、この部屋を見て思うのですけれども、いろんな形で利用をしてい

ただいております。そういうのの利用者も、層というのも広がってきております。そ

ういうことを考えますと、委員さんおっしゃるように、ふれあい交流センターが２年

経過をして、町の施設の配置、事業配分の考え方、こういうことを考えていかなけれ
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ばいけない時期に来たなというふうに思います。

それで、交流センターを北部、南部、中部と、こうきたわけで、そこのところも利

用勝手のいいような形になりました。特に南部がまだ使い方がちょっと少ないわけで

すけれども、駐車場がないというふうに頭の中に思っている方も多いので。駐車場は、

幼稚園の駐車場の奧りの前の庭に駐車ができるわけですし、利用勝手とすると、以前

に比べると、幼稚園と一緒にというようなことでなくて駐車場もしっかり整備ができ

ている。それで、エアコンとかそういう状況も整備ができている。全ての交流センタ

ー、利用の仕方が上がってきております。

そういう中で、基本的な考え方ですけれども、これはこの後の都市公園、スポーツ

広場、児童公園、こちらとも関係するのですが、基本的に嵐山町の人口構成というの

がどういうふうになっていくのか、これが一番大きな問題だと思うのです。近い将来、

５年、10年、20年、ここのところでどういうふうに変わっていくのか。この地域はど

ういう人が多く住んで、どういう人が少なくなるのかというのが、５年、10年、20年、

ここのところの将来で大分変わってくるのかなと。

というのは、嵐山町が人口が減っているわけですけれども、区画整理等を行って、

あるいはおうちが建っているところというのは、人口がふえているのです。ふえてい

るところと減っているところ、総体的には減っているということですけれども、ふえ

ているところというのは、若い層、子供たちも多くなるでしょうし、そうでないとこ

ろというのは、高齢者、特にひとり住まいのご家庭がふえてくるかな。そうすると、

そういう人たちにどういう対応をこれから迫られてくるのか、していかなければいけ

ないのか、配慮はどういうふうにしたらいいのかというようなことが、この近未来の

嵐山町の課題として上がってくる。

そういうものを踏まえて、交流センターもどういう方にこれから使うのがふえてい

くのか、あるいはそういう人たちに使ってもらうようにこちらからいろんな形でお願

いをすべきなのかということで、事業配分の仕方、ここのところまではまだどうかわ

かりませんが、今のこの状況の中では、特段今の状況を大幅に変えてやるということ

ではなくて、小幅な状況に対応するような形でいけるのではないかなというふうに、

ふれあい交流センターの近未来、近い将来にはそんなふうに考えております。

それと、都市公園、スポーツ広場、児童遊園地、地区遊園地、ゲートボール、こう

いうものの総合的な把握、整備ということでございます。これも今話をしたようなこ
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とが基本的に一番中心に考えていかなければいけないと思うのですが、例えば地区公

園等を見た場合に、鉄棒があります、滑り台があります。そういうものの鉄棒の下の

ところが草がぼうぼう、滑り台がおりてきたとこに草が生えているというような形で

すと、そこの滑り台は余り使われてないのだなというのはすぐわかるわけですが、そ

ういうようなこと。それと、都市公園、スポーツ広場、ゲートボール場、そういうよ

うなところが、どういう利用がされているのか。そして、今言ったように、近い将来

どういう方向で行くのか、それで今一番必要とされているのはどういうものなのか、

そしてどういうものが、要らなくなるというと言葉がちょっと足りませんが、利用率

が下がってくるいうようなものはどういうものなのか。こういうものを見た中で、総

合的な整備というものをやっていかなければいけないというふうに思っております。

そして、その一つとして、今進めている公園の整備というのがあるわけですけれど

も、志賀の堂沼公園、それからフィットネスパーク21、それから、きのうも話が出ま

したけれども、川島の天沼の公園を整備をしていこうととかいうような、人、子供た

ちがふえそうな地域、それと今ある公園なり、ゲートボールだとか、グラウンドゴル

フだとかいろいろやっているところで、施設がちょっと困っているようなところにつ

いては、これから総合的に考えた中で整備をしていく必要があるかなというふうに思

っております。特にこういう都市公園、遊園地、スポーツ広場というようなこととい

うのは、地域に出ていただく一番大切な場所でもありますので、こういうものを意識

をしてご提言をいただいたような方向性をしっかり持って、整備方針もしっかり固め

ていく必要があるというふうに考えております。

それから、こども課の事務分掌。これにつきましても、一番この機構改革をした基

本というのは、町民サイドに立った形での機構改革というのが中心のことでございま

した。ですので、カウンターの中、外、外の人がどういうふうにやったら便利になる

のか。カウンターの中というのは、いろいろ省庁をまたいだり、国は全く頭が違うの

を一緒のところでやるわけですから、当然混乱というような、困難なことというのは

起こってくるのは最初からわかっていたわけですが、それを超えてカウンターの外の

人、町民の人たち、その人たちが、余り来ない役場の中でできるだけやりやすいよう

な状況を町の中でつくりたい。これが最大のコンセプトでやったのが機構改革である

し、今行っている内容であります。

ですので、そういうものに対応する仕事のない部門、カウンターの中では、どうい
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うところができて、どういうところができないかというのは、今の状況も、あるいは

これから法律が変わったり方向が変わったりしていく中で、対応をその都度とってい

って、カウンターの外の人が使いやすいような、気持ちよく庁舎の中で用が足せるよ

うな状況を今後もつくっていきたいというふうに思っています。

ですので、この事務分掌というのが、文化スポーツ課あるいはこども課との中で、

いろんな入り組んでる、あるいはごちゃごちゃしてするのではないかというようなこ

とがあると思うのですが、そういうものはそれぞれが知恵を、あるいは汗を流してい

ただいて、内部の中でできるだけ解決をして、カウンターの外、町民の人に迷惑がか

からないように。コンセプトは町民の人たちが便利なような形でやっていきたいとい

うのが基本的な考え方でございますので、困難はあると思いますが、そういうものを

できるだけクリアをしていきたいなというふうに思っているのが基本でございます。

〇吉場道雄委員長 では、所管の関係で、加藤教育長。

〇加藤信幸教育長 渋谷委員さんから、機構改革、事務分掌等について、生涯学習、社

会教育含めての、この事務分掌の改編によってやりにくかったこと、もっとこうして

ほしいこと等、あるいは今後の方向について感想ということですので、述べさせてい

ただきます。

大きく２点になろうと思うのですけれども、１つは、民生費を扱うようになって、

要するに子育て部分、これについてと、それから青少年教育についての２つの局面で

お話します。

１つは、町長から今お話あったように、教育委員会の中に民生費の子育て部門とい

うこと、これについては、町民目線に立って、子供のことは１つのところで足りるよ

うにということで努力をさせていただきましたが、いかんせん民生費、衛生費等、今

まで経験のない、教育行政しか扱ってきていない一つのセクションでやることですか

ら、非常に難しい面もありましたけれども、勉強にもなりました。

２つ目の文化スポーツ課関係、地教業法でいう教育委員会の職務権限というのは、

法では19項あって、半分が学校教育に関すること、半分は社会教育、青少年教育、ス

ポーツ、文化に関することがありまして、その部分が文化スポーツ課、部局長の職員

ということで補助執行になったわけです。青少年教育については、社会教育法で、市

町村教育委員会の事務として、青少年教育、女性教育、これらに対してのボランティ

ア、とにかく青少年に対するボランティア活動を推進する場を提供したり、奨励した
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りする事業ということで、教育委員会も今までそれをやってきたわけであります。成

果があったかどうかは、まだ自信がないわけでありますが。法的なことは、さっきお

話した厚労省関係があり、文科省関係があり、また文化庁関係の文化財のことがあり

とか、もういろいろごちゃごちゃしている中で、まだ２年しかたっていませんので、

いろいろ課題もあるし、成果もあります。

総じて言えば、私も市町村の教育委員会勤務だけでも、富士見市、東松山市、嵐山

町、３つございます。あと県が長かったわけですけれども。いずれにしても、初めて

の経験なので戸惑う面もありますけれども、今後の方向としては、いろいろな町民、

住民サイドからのニーズが多様してくる中で、行政がこれを施策として打っていくた

めには、セクト式ではだめだということです。いわゆる役場でいえば、部局横断的な

対応をしていかないと、だめなのだろうと。かつて部局横断的な施策ということで一

般質問でもご提案いただいたけれども、そのとおりだと思うのです。まさに今教育委

員会では、民生費部門も扱っているけれども、これには教育と直接関係ある部門もた

くさんあり、課題としては、幼保小の連携であるとか、それから今子育て支援のとこ

ろでは、保育所、幼稚園との新しい設置につけての国の動きとか、全く関係ないわけ

ではないわけです。ほかについても全てそうだと思います。

ですから、これから町長さんの方針に沿ってまちづくりをしていく上で、ニーズが

多様化して、これに応えていくためには、役場内部としては、それぞれの課所間で、

セクト主義ではなくて部局横断的に対応していく。そのためには、やっぱり連携と情

報の共有をしていかなければならないだろうと。教育長の立場ではそんな大げさなこ

と言えませんけれども、町の対応としてどうなんだいと聞かれたら、全ての職員がそ

れに答えられるような、そういうような時代になってきているのかなというふうに思

います。

県でも、毎年毎年新しい課が出てきます。人事を扱う課、学校教育を扱う課、社会

教育を扱う課、いろいろ出てきます。最近では、教育局の中に、家庭地域連携課とい

う新しい課が出てきました。これはどんなことをやるかといったら、親の学習講座だ

とか、放課後子ども教室とか、学校ファームであるとか。そういうのがなぜ出てきた

かというと、教育は、教育だけのセクトだけでできないと、地域や家庭との連携で、

今そういう立ち位置でやらないと教育行政は成り立たないよという認識のもとに、新

しい課が設置しました。また、なくなる課も出てきました。そういうふうに時代のニ
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ーズに合わせて、課の設置だとか、組織改編というのをやっていくべきだろうという

ふうに思っております。

一方では、学校教育行政の上では、社会教育と学校教育というのは車の両輪であり

ます。したがって、学校教育については、学校教育法というのがあります。社会教育

には、社会法というのがあります。この２つで教育行政が成り立っていると。その部

分について、今後、文化スポーツ課に分かれたけれども、どういうふうに連携で情報

を共有していくかというのは、課題であろうかというふうに思います。

教育長の力がなくて、十分に町長さんの機構改革にこの２年間沿えたかどうかわか

りませんけれども、今後、ぜひ連携と情報を共有して、町全体としての施策に生きて

いくように進めていければなと、行っていただきたいというような感想でございます。

ちょっと長くなりましたけれども。

〇吉場道雄委員長 渋谷登美子委員。

〇渋谷登美子委員 最初のクラウドの点から再質問していきますけれども。

昨日、町民課のほうで、戸籍に関しては法務省のほうになっていくというふうな形

でした。そういった情報というのは、嵐山町で、住基ネット情報のほかの22事業のほ

かに希望業務が５業務ということでしたけれども、そういったものはほかにはもうな

いのですか。これは一般会計の質疑なのですけれども、多分国保会計とか、それから

後期高齢とか、下水道なんかは入っていないのかなと思ったりするのですけれども、

そういった部分でのクラウド化はどのような形で進んでいくのか、伺いたいと思いま

す。

それから、次、２番目です。ふれあい交流センターのことなのですが。私が特に気

になっていますのは、北部交流センターも利用者が少なくなってきたというふうに聞

きました。それはどうなのかわからないのですけれども、私自身はその数字を調べて

ないのでわからないのですが。あと、昨日は、アイプラザの奥が利用者が少なくなっ

てきているという話を伺いました。

それと、私自身が住民の方たちと話し合いをしていますと、図書館の下の部分がと

てももったいないというような形があります。特に、図書館自体は無料で使用しなく

てはいけないために、視聴覚室が非常に使いにくい。視聴覚室というのは、映画をし

ようと思ったら、ちょっとした会合をしようと思ったら、200円、300円、あるいは４

～500円ぐらい取らないとできないような、個人でやる分には、無料なもの以外はで
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きないわけなのですけれども、そういった問題があって、図書館の視聴覚室は、子供

を持った人たちにとっては、小さな多目的室を使えばよいので便利なのですけれども、

逆に言えばお金を取ることができなので、皆さん、女性教育会館を使わざるを得ない。

女性教育会館は不便なのです。研修棟と子供のいる場所とが離れていますので、とて

も使いにくいというのが言われていて、特に図書館は、視聴覚室もそうなのですが、

大きい多目的室はほとんど使われていない。あれはもったいないというふうに言われ

ていまして、アイプラザに関しても、駅に近いのに、奥の部屋はほとんど使われてい

ない。それは、多少利用の方法は、使っていらっしゃる方があって、あることはある

のだけれども、そういった形の利用ではない方法をもう少し考えていかなくてはいけ

ないかなと思うのですけれども。

総合的に、北部交流センター、南部交流センター、アイプラザ、図書館多目的室、

それからもう一つ、なごみ。やすらぎは、今しっかりした形になっていますけれども、

なごみ等も含めて、もう一度、施設のあり方というものを考え直すべきではないかと

思うのですが、その点について伺いたいと思います。特に図書館は、非常に使いにく

いです。アイプラザに関しては、駐車場がないから使いにくいというふうに言われて

います。アイプラザに関しては駅にあるので、ほんとは一番使いやすい場所なのです。

だけれども使えないというふうに言われていますので、もう一度考え直してみる必要

があること。

それに加えて、これは嵐山町の直接的な問題とは言えないのですが、社会福祉協議

会が今後移転せざるを得ない。そうすると、おもちゃ図書館も移転せざるを得ない。

そういった部分も含めて、総合的な形で、図書館の、全ての施設の配置などを考えて

いくべきであると考えますが、それについてのお答えを伺いたいと思います。

それから、次の団体補助金のあり方ですけれども。私は今後、今回、ないのですけ

れども、とりあえず補助要綱をつくってきたというふうな形で言われています。町の

代替事業を補助要綱をつくってきたと。でも、実際に、町の代替事業かなんかという

のはよくわからんなと思ってずっと見ていたのですけれども、これは何で代替事業に

なるのだろう、そういうふなものが、私が見ている部分ではそうです。ほかの部分に

関しては、区長さんのものなんかは、そのものですから特に問題はないと思うのです

が、町の代替事業というものをやっていくのならば、人件費などを、特に補助で言っ

ている研修費を補助するのであるならば、これは本来は条例化すべきものであると考
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えるのです。条例化して、初めて人件費を支出できると考えるのです。それをしない

で要綱でやっていくということに大きな問題があると思うのです。

それを含めて、補助金適正化委員会に関しては、３年後にもう一度見直すべき、こ

ういった団体補助金要綱に関しては、住民の方も含めて評価をして見直すべきだと思

うのです。実際に報告書の中では、事業費を対象にした補助と、それに対しての事業

評価を行っていく。評価基準シートを作成していくというふうになっているのですけ

れども、これに関しては、評価基準シートというのは、21年、22年、22、23、24で３

年間かかってもまだできていないですね。だから、全然評価がされていない。実際に

は評価をしていないということになっていて、それで団体補助金が事業補助にかわっ

てきているというふうにしか見られないのです。その点をどのように考えていくか。

特に職員だけでこの補助金適正化委員会をやっていて、実際に補助金の内容をチェッ

クしていないですね。チェックしていなかったなというのよくわかったので、チェッ

クする機構をつくっていって、本当に嵐山町にとって必要な補助金なのかどうか。提

案型の補助金に関しては、３年が周期になってました。３年をめどにしてこの補助要

綱も見直していく、そういった形が必要だと思うのです。その点について伺いたいと

思います。

私は、国や県からの基準があるものに関しては、それは支出していくべきだし、そ

れは利用するべきだと思うのですけれども、そうではない嵐山町独自のものに関して

は、しっかりした補助基準と要綱、そして評価基準が必要だと思います。

ですから、２点です。評価基準の要綱、３年後にこの補助金の要綱を見直していく。

それも、職員だけではなく、住民も入った段階での補助金適正化委員会をつくって見

直していくという方向が必要だと思いますので、その点について伺いたいと思います。

すみません。それと、都市公園、スポーツ広場、児童遊園、地区公園、ゲートボー

ル場についても、同じように考え直すということなのですが、これに関して言います

と、私自身も高齢者の部類になってきてますので、子供とつき合うということが余り

ないのです、嵐山町の子供と。ですけれども、嵐山町の子供とつき合ってみると、子

供はゲームが好きだから、家の中で遊ぶのが好きだから、外で遊ばないということで

はなくて、外で遊ぶ場所がないから外で遊んでいないということに気づいたのです。

あと、これに関して言いますと、女性教育会館の運動広場というのが、嵐山町が管理

するようになりました。これに関して言いますと、嵐山町の子供たちはここで自由に
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遊べないということがわかりました。そういった問題。

それから、嵐山町には立派な歴史資料館、今名前が違いますけれども、歴史資料館

でも遊ぶことができますけれども、実際にはそこに入って遊ぶことが非常に難しい。

子供たちです。小さい子ではなくて、いわゆる自分で外に行って、出かけていって遊

ぶことができる人たちが、遊ぶことができない。そういったものに対しての整備を全

面的に直していかなくてはいけない。小さな子供に関してもそうなのですけれども、

お母さんと話してみたら、どこで遊んだらいいのかわからないというふうに言われて、

まだ行ってないのですけれども、江南町の公園のようなものが嵐山町に欲しいと言わ

れたのですが、お弁当を持って出かけて遊べる場所が嵐山町にない。実際に見てみて

もそうなのですけれども、菅谷公園では遊べないです。そういった問題がありますの

で、そういった点も含めて、嵐山町の外遊び、運動場、総合的な広場をつくっていく

考え方を構築していくべきだと思いますので、その点について伺いたいと思います。

それから、人権施策の基本方針と今後の展開についてですけれども。私は今回の予

算に関しては、非常に大きな不満を持っています。というのは、人権基本方針の中で、

自殺問題や、それから子供の貧困といった問題に対しても出していただきました。で

すけれども、それがどこの段階で予算に入ってくるのかわからないし、今の現状の中

では、この予算の展開の仕方では、吉田集会所事業でしか、ほかにやる場所がないの

です。それをどのようにしてやっていくのか。吉田１区、２区の人たちを中心にした

だけの事業にしていくのか、嵐山町全体の事業に展開していくのか。

そうしますと、今ある人権施策の事業費として、報償費が71万円出ています。その

71万円の事業を、吉田集会所事業ではなくて、ほかのところにも使っていけるわけで

す。ふれあい塾は七郷小だけでやっています。だけれども、そうではなくて、菅谷小

でやることもできるし、志賀小でやることもできる。具体的な政策の施策の展開につ

いては、細かいところまで出ていません。そういった部分に展開していくことで、初

めてこの嵐山町人権施策の基本方針というものが生きてくると思うのです。人権施策

基本方針に合わせること、これが部落解放同盟埼玉県連合会との嵐山町の第１次交渉、

第２次交渉、第３次交渉との関係の中で、部落解放同盟埼玉県連合会の活動拠点とし

て位置づける。それから、部落解放同盟埼玉県連合会の研修に嵐山町の職員が出てい

く、教員が出ていく、そういうふうな形での展開ではないものができると思うのです。

そうしていかないと、嵐山町の人権施策というのは、いつまでもいつまでもこの同和
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一つに集中していく。同和一つでなくて、部落解放同盟埼玉県連合会というのは、ド

メスティックバイオレンスや、企業での差別や、そういった研修もしています。です

けれども、その研修に嵐山町の職員が入っていくことでこの人権政策をしていこうと

いうふうな方向が見えてくるのです。そうではない形で、独自にアンテナを張って、

実際にやって見てみますと、例えば私ですと、貧困ネットとかにも加わっています。

貧困ネットには、いろいろな自治体の職員が一緒に加わっています。その中に入って

きて情報を得ています。児童虐待にしてもそうです。そういった虐待のネットがあり

ます。そういった部分がありまして、ＤＶに関してはいろいろなシェルター部分もあ

ります。そういったものを、嵐山町は独自に、そして埼玉県がそういったシェルター

の問題を実際にやってする人たちもいます。そこの部分を抜きにして、部落解放同盟

埼玉県連合会がこういうふうなメニューをつくっていって、その中に入っていって人

権政策の研修をしていくというのは、私は間違いだと思っているのです。ここの部分

が、嵐山町の人権政策の大きな間違いだと思います。

人権政策に関しては、同和問題にはまだ問題があると思います。ですけれども、同

和問題から発する人権政策ではなくて、それぞれの問題が持っている人権、各自で、

各団体が、各団体といいますか、人権を損なわれている人たちのグループがあって、

それぞれが発している。そういったものをキャッチしてやっていく政策展開にしてい

かないと、この問題は、いつまでたっても嵐山町と部落解放同盟埼玉県連合会の相互

依存関係でしか人権政策が進んでいきません。そこの問題について、予算展開で今の

24年度までの人権政策、吉田集会所事業を展開していくのか、それとも新しい人権政

策を展開していくのか、そこの部分を伺いたいと思います。

それと、こども課の事務分掌についてなのですが、こども課の事務分掌で私は一番

問題が大きかったなと思っているのは、子供部門の社会教育が文化スポーツ課に行っ

てしまって、そしてそこのところの連携ができていないですね。こども課と文化スポ

ーツ課との連携がうまくいっていないというふうに私自身は考えています。考えてい

るというか、そういうふうに見ざるを得ない。それが一番大きな今後の課題なのかな

というふうに考えています。

これに関しては、私は町長に一度、一般質問したことがあるのですけれども、こど

も課に子供の社会教育部門は持ってきたほうがよいのではないかというふうに言いま

したら、町長のそのときの答えは、「こども課の職員は非常に事務分掌が多いので、
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これ以上のことを持ってくることができない」というような答えでした。私は、こど

も課というふうな形にくくる以上、やはりこども課の子供にかかわる問題ですね、放

課後子ども教室とか、そういったさまざまなものがありますけれども、そこに関して

はやっぱりこども課である程度処理できて、特に文科省予算のものですね、それが文

化スポーツ課でまた町長部局に入っていくというのはやりにくいなというのが、私の。

町民サイドからして、窓口対応としては、それはとても便利だったのだと思うのです。

そこのところは、私はよかったなと思っているのです。実際にやってみて、小さい子

供のことから全部入っていくので、総合的な部分ではとてもいい形で進んでいると思

うのですけれども、学校教育以外のところで、実際に子供たちの部分が少しずつふえ

ていかなくてはいけないと思うのですけれども、そこの部分との連携がうまくいかな

いので、この子供にかかわる生涯学習の部分に関しては、こども課のほうに一部移譲

していくというふうな形のほうが、やりやすいのではないかなと思うのですけれども。

それも今後の展開というふうな形になってきますと、今度は教育長もかわりますので、

また難しくなってくるなというのが私は感じているところなのですが、その点につい

てはいかがでしょう。この事務分掌の変更の議案は議案としても出ていないので、事

務分掌自体は変更できないのですけれども、そこの部分はもう少し融通つけられるよ

うな形で、25年度を政策として展開していくべきだと思うのですが、その点について

伺います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えをさせていただきます。

まず、クラウドの関係でございます。今、委員さんからお話がありましたように、

戸籍の関係につきましては、これは自町のサーバーでというのが、今の法の縛りにな

っておりまして、これがクラウド化は今はできないということがございます。ただ、

基本的な情報でもありますし、法の縛りが今後解けるようであれば、クラウド化は進

めたいというふうに町としては考えております。

それから、その中でも、例えば住民基本台帳ですとか印鑑証明、こういったものは、

今回クラウド化、共同化を進めさせていただきます。

それと、特別会計の関係、お話がございましたように、今回についても、参加団体
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の統一的な形でやるものの中に、国保税ですとか国保の資格、あるいは後期高齢者医

療のシステム、介護保険関係のシステム等も入っておりまして、それについては25年

の10月で進めさせていただくというものでございます。

戸籍に関しては、そういうことで、法で自町のサーバーでなければだめだという縛

りになっているので。

〇渋谷登美子委員 自町の……。

〇中嶋秀雄地域支援課長 自町というのは、その町のということです。嵐山町のサーバ

ーに置きなさい、外へ出すなという、そういった縛りになっているので。

〇渋谷登美子委員 それで法務省なの。

〇中嶋秀雄地域支援課長 そうなのです。それで、その法の縛りが解ければ、当然共同

化を進める。そういうことでございます。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 事業費補助につきましては、先ほども申し上げましたように、検

討委員会の提言を受けまして、各団体のヒアリングを実施し、そして平成25年度事業

費補助ということで、そういったような段階を踏んでやってまいりました。

そういうことで、その間のチェック機構というものがないのではないかというお話

もございましたが、各団体、補助金を支出するに当たりましては、交付申請をしてい

ただきます。交付申請は、それぞれの各課でございまして、そこでまず第一のチェッ

クがある。最終的には実績報告も出しております。そこでもチェックをしております。

そういったチェック機構がないというようなお話でございましたけれども、それはき

ちんとしているというふうに私どものほうは認識しています。

また、ご提案の中には、補助金については３年を周期に見直したほうがいいのでは

ないか、そういうようなご提言もございましたので、25年度について補助をさせてい

ただいて、３年も一つの目安ということにもなると思いますので、そのときには、今

ご提案では、住民参加もしていただきながら検討したらどうかというような話もござ

いました。そのことも含めて、補助金の適正委員会に入っていただくということでは

ないと思いますけれども、ご意見を聞かせていただくというご提言は大変いいことだ

と思いますので、そういったことも含めて今後進めてまいりたいというふうに思って

おります。

以上です。
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〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 ふれあいプラザ、それから南北の交流センター、図書館、こういうも

のが利用がしづらいとか、利用率が少ないとかということで、施設のあり方、配置、

こういうものを考えていくべきだというご意見でございます。考えるべきは考えなけ

ればいけないし、配置も当然考えていかなければいけない、もし変える必要があれば。

しかし、それぞれつくったもののコンセプトというのは変わらないわけですから、そ

れでそれを変えるとなると、根本から変えなければいけないわけで、そのコンセプト、

アイプラザ、南北の交流センター、図書館、そして図書館をつくったコンセプトとい

うのは何なのかということがあって、それを変える必要があるのか、ないのか。それ

が施設のあり方。そして、そのほかに、使う人が少なくなったとか、使い勝手が悪く

なったとかということがあって、配置だとか、構造だとかということになってくると

思うのですが。

図書館の中で、視聴覚室、それからアイプラザで奥の部屋というようなものが使わ

れていないということなのですが、そういう場所を嵐山町で皆さんの考え方でつくっ

て、そういうものがあるわけですから、そこのところをぜひ使ってもらいたいのです。

町が、それではそこのところをどうしたらいいのか。駅に駐車場がないからそこが使

えないという話ですけれども、それでは、駅に行く人はみんな駐車場が必要な人が行

っているのかということになるわけです。何で駅にあれなのかといったら、駅に歩い

ていく人が多いから、駅で何かをつくっていくのではないかと思うのです。駅に駐車

場をつくらなければ駅が利用者が少なくなるということであれば、これはまた別です

けれども、そういうことではなくて、駅に歩いていく人が多いので、駅につくる施設

というのは、どこでも、嵐山町以外でもそういうような状況のことを考えてやるので

はないかと思うのです。

それから、図書館の視聴覚室。これももし、図書館の運営委員会の人たちが、この

使い方というものを制約をしたり、あるいは使い勝手が悪いような状況があるとすれ

ば、そういうものは図書館の委員会で検討していただいて、より町民が使いやすいよ

うな状況をとっていけばいいというふうに思います。それ以前にやっぱりコンセプト

があるわけです。図書館というものをどうするのだ。

きょうも、三郷市だったですか、どこですか、図書、本を読むこと、これを市を挙

げて宣言をしてやってこう。それで、子供たちにも図書館にもっと行ってもらう。そ
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れで、入学前のところで、本を読むということの習慣、癖をつけるといいますか、そ

ういうようなことを、市を挙げてやっていこう。要するに入学前ということになって

くると、子供ももちろんですけれども、親の教育。だから、そういうことも含めて、

三郷市だったですか、間違っていたらごめんなさい。そういうことで、市で取り組ん

でいくというようなこと。これも、だから図書館をいかに使うかという、一番最初つ

くったときのコンセプトに合わせて、利用者が少ないからより上げていこうという考

え方があるのかもしれないし、本を読むことの大切さというものを町、市を挙げて取

り組んでいくので、そういうことを取り組むのかもわかりませんが。

今の話ですと、やっぱりコンセプトに沿った形で、どうやって町民の人に足を運ん

でもらうか、そういうことを行政としてやれることはやっていかないと。今まででき

なかったことがあるとすれば、そういうものは変えていかなければいけない。図書館

の運営委員会の皆さんのご意見もしっかりお伺いをしながら、図書館が、大勢の人が

さらに行くような態勢をつくっていかなければいけないというふうに思います。行政

の至らないところは勉強していかなければいけないというふうに思っています。

〇渋谷登美子委員 至らないよ。

〇岩澤 勝町長 それから、公園の関係ですけれども、遊ぶ場所がないから外で遊ばな

いというお話がございました。私たちが子供のころというのは、遊んではいけないと

ころも遊んだりなんかして怒られたりもしたものなのです。子供というのは遊び方の

天才だと、こう言いますけれども、外で遊ぶ気になれば、子供たちもどこでも遊ぶわ

けなのです。そういう遊ぶ文化というのがなくなってきてしまっているのです。小さ

いときから遊ぶ文化というのがなくなってきてしまっている。ですから、遊び方が下

手なのです。これこれここのところでこういう場所をつくったから、では、右へ向い

てこういうふうに動きなさい、こっちへ向いて左へ向いてこっちへ行きなさいという

ような、そういうふうなことをしないと遊べないような状況にもなってしまうと、こ

れは公園の問題ではなくて、その以前の問題だと思うのです。

〇渋谷登美子委員 そういう以前の問題をやっていたのでしょう。

〇岩澤 勝町長 話を聞いてくださいよ。

〇渋谷登美子委員 怒りますよ、私だって聞いていたら。

〇岩澤 勝町長 こっちも我慢してずっと聞いているのだから。

〇渋谷登美子委員 わかりました。では、我慢同士です。
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〇吉場道雄委員長 静かに。

〇岩澤 勝町長 そういうことで、遊び方がちょっと得意でない場合が多いのかもしれ

ないし、ただ遊ぶ場所がない、狭い、サッカーがやれない、野球がする場所がないと

いうこともあるとしたら、そういうものもしっかりこれから嵐山町の財政状況を考え

ながら整備をしていかなければいけないいうふうに思います。

ですので、これからの総合的な整備の方向というのは、さきもお答えさせていただ

きましたけれども、基本的には嵐山町の人口構造が地域によって大きく変わってくる

と思いますので、そういうものも踏まえた上で、それと財政も考慮した上で、それと

今あるものをどうグレードアップできるか、そういうものも考えた中で、整備方向も

検討していきたいというふうに思っています。

それから、もう一つ、こども課のことです。

〇渋谷登美子委員 人権政策についていかがですか。

〇岩澤 勝町長 こども課については、今のお話の中で、こども課と文化スポーツ課の

連携がうまくいっていないと思うと、変えたほうがいいものになってやりやすくなる

のではないかというお話がございました。そういうものがあるとしたら、両方の課題、

さらに今、教育長のほうから話ありましたように、連携、情報の共有化も図る中で、

さらに努力をして、うまくいっていない部分をうまくいくような形にしていただきた

い、努力していっていただきたい。最初のコンセプトがそういうことですので、どう

してもできないということであれば、これはどうしようもないことですから、変えて

いかなければいけないというふうに思います。

それと、委員さんの今のお考え、それと町民の方々のお考えというのが、どういう

ふうに合っているのか違っているのかわかりませんが、今町民の皆さんが、こども課

と文化スポーツ課で行ってる行政で何を困っているのか。そういう困っているものが

あるとしたら、すぐ対応して直していなければいけないのは、これは当然のことなの

です。それが町民のご意見を受けるやり方というのはいっぱいあるわけでありまして、

そういうところにも上がってきていない、窓口も直接そういうことは言われていない

ということですので、町とすると、委員さんがおっしゃるように、変えたほうがいい、

そのほうがやりやすいというようなこと、すぐに、今喫緊の課題とはなっていないと

いうふうに町とすると判断をしております。

ですので、ただそれでよしとしているわけでありませんで、今おっしゃったような
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内容が、もし思っている人がいたり、そういうことがあるとしたらいけませんから、

係としてもしっかり勉強しなければいけない。それは今も同じですけれども、これか

らもさらに取り組んでいくように努力をしたいというふうに思っています。

以上です。

〇渋谷登美子委員 答弁漏れです。人権政策についての問題が答弁漏れです。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 すみませんでした。それでは、人権施策の基本方針の予算化

のところについて私のほうで答えさせていただいて、吉田集会所の事業展開等につい

ては、町長のほうにお答えをいただけるというようにしたいと思います。

まず、人権施策の基本方針策定されて、それについての具体的な予算化、それを25年

度はどうか、今後についてはどうかということでお答えをさせていただきたいと思う

のですけれども。人権施策の基本方針の中には、先ほども申し上げましたように、今

回パブリックコメントの中でも出していただきました、自殺の対策、こういったもの

も組み込みさせていただきました。自殺問題一つ考えましても、その背景となるもの

は、委員さんもご承知のとおりでございまして、非常に多くのものが絡み合っている。

例えば医療的な必要があるものもそうですし、またその中には児童虐待やＤＶ、いろ

んな問題が絡んでいるということで、それをどのように予算化していくかということ

は総合的な話になってくるのかなというふうに思います。

今までも、具体的に予算にあらわれていなくても、例えばＤＶの対策については町

民課のほうでの対応もありますし、福祉の対応もある。それから、迷惑相談等の中で、

そういった人権にかかわるような問題があれば、それぞれの担当分野と共同をして、

あるいは必要であれば県のほうと、保健所等も入っていただいて、そうして共同の中

でのその対応をしているというのが現実でございまして、先ほどもちょっと申し上げ

ましたけれども、そういった今後の基本方針を実施していく中、あるいは今まで実施

してきた中で、予算化が必要なものについてはそれぞれの分野に分けて予算化をして

いる、あるいは必要があれば統合的な予算化をするということはあろうかと思うので

すが、今この人権施策の基本方針ができたからといって、その中で、これとこれとこ

れを例えば自殺対策というような形で予算化をするということは、ちょっとできなか

ったということでございます。

今後については、そういったものを予算化していく必要があれば、当然予算化をし
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ていくというような形になろうかというふうに考えております。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 人権施策で、計画の中の施策で予算がついていないものがあるではな

いか。それで、新しい事業展開をすべきだというお話ですね。

〔「吉田集会所の関係ですかね」と言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 そうそう、吉田集会所の展開についてどうするのかということで。

〇岩澤 勝町長 吉田集会所の事業展開、今後についてはどうかというご質問のようで

す。それで、委員さんがおっしゃるのは、この吉田集会所の事業というのは嵐山支部

の事業ということで、基地化というのか、そこのところを基地としてやっているよう

なもので、それに予算を町がつけているのではないかというお考えのようでございま

す。

それで、これはもう前々からも言っていますように、同和教育も含めた人権教育と

いうのは、嵐山町だけがやったら成果が出るものではないというのがはっきりしてい

て、国を含めて全体でやっていく。ですから、地域の中で、行政で連携をとって、地

域ぐるみで取り組んでいる部分もある。そういうものがあるから、それらと一緒にこ

れからも対応をとっていきたいというふうに、今までも答弁をさせてきていただいて

います。

ですから、嵐山町だけこういうふうにする、今度はこういう意見が出たからこうし

ますということでなくて、皆さんと相談をしながらやっていく。それで、そのやって

きた成果として、きのうも話をしましたように、大変な成果が出ていて、嵐山町では

大きな人権問題の問題も起きていないというのは、これは成果の一つだというふうに、

大きな成果だというふうに思っています。

ですので、今の状況を様子を見ながら、変えるべきは変える、守るべきは守る、そ

ういうことをやりながら、これからも粛々と事業を展開をしていきたいというふうに

答弁をさせていただきました。

ですので、今までの事業につきましては、議会の皆様の同意をいただいて、予算ど

りの中で事業を進めさせていただきたいというふうに基本的に考えておりますので、

ぜひご了解をいただきたいと思います。

〇吉場道雄委員長 質疑者と答弁者に申し上げたいのですけれども、３回目でございま

すので、簡潔にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
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では、渋谷登美子委員。

〇渋谷登美子委員 休憩なしでやるのですか。

クラウドに関しては、自治事務以外はクラウド化するということで、戸籍なんかは

自治事務にならないということですね。実証対象のものになって、住基ネットも自治

事務ではないからクラウド化になって、戸籍は自治事務だからクラウド化はできなく

て法務省の対応になっていくと。私はほとんど自治事務だと思っていたのですけれど

も。そうすると、クラウド化というのは、自治事務というのは戸籍だけが自治事務と

いうことになって、あとのは自治事務ではないということになってくるのですか。国

保に関しても、後期高齢に関しても、全て自治事務だと思っていたのですけれども、

住基ネットに関しても自治事務だと思っていたのですが、これは自治事務ではないと

いう形になってくるのですか、その点伺いたいと思うのです。

だから、法務省に関しては、戸籍事務は法務省関係にクラウドして、法務省のほう

に行って法務省のクラウドと言ったらいいのですか、のほうで安全性を守っていくと

いうふうに思ったのですけれども、そうではなくて、ほかのものは自治事務ではない

からクラウド化できるというふうに解釈したのですけれども、その点について伺いた

いと思います。私、全部自治事務だと思ったのですけれども。

それから、ふれあい交流センターのことですけれども、私が言っているのは、図書

館にしても、アイプラザにしても、非常に使い勝手が悪いというのは、それは使い勝

手が悪いような状況になっているのです。駐車場がないから使いにくい、駅に来る人

は歩いてくる人も多いかもしれませんけれども、自転車に乗ったり、学生とか通勤の

人ですよね、そういう人たちはアイプラザ使いません、悪いのですけれども。アイプ

ラザを使わないというのは、夜７時、８時、９時に帰ってきますから、アイプラザは

使わないです。土日に使うのだったらば、やっぱり駐車場が必要です。でも、駅の中

心にあるから、駐車場があったらそこが使えるのに、駐車場がないからみんな使えな

いというふうに言っているわけです。ですから、駐車場があったほうがいいのではな

いかということを言っているので。

図書館のコンセプトです。図書館のコンセプト、いろいろなコンセプトがあります。

特に、生涯学習を進めていくというコンセプトがあります。ですけれども、嵐山町の

図書館というのは、図書館の本の貸し出し、それだけです。読書会をする。やっとこ

のごろ、読書会なら始めることができるかもしれない。でも、図書館のコンセプトっ
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ていろいろありまして、視聴覚室もあります。特に視聴覚室が問題なのは、視聴覚室

は無料ではないと使えないから、実際にフィルムを持っている人たちが上映しようと

思っても、その上映権を買うために２～３万かかるとすると、その上映権を個人で支

出しなくてはいけないので、上映会ができない。そういった問題があって、それで婦

人協議会館で使っていくというふうな形になっている。それを先ほども説明したわけ

なのですけれども。図書館、視聴覚室があるわけですから、必ず上映会したいと思っ

たりします。でも、無料でなくてはいけないから、嵐山町の図書館で借りられるもの

か、自分がつくって使ってもいいよと言われるものしか上映できないのです。そうい

った部分のことが、では図書館運営協議会で話し合ったらどうかというのですけれど

も、この前、食事をすることが図書館運営協議会で話し合われて、やっとロビーのと

ころで食事ができるようになりました。でも、そのぐらい、図書館運営協議会という

か、図書館というのは、住民の方の情報をとろうとしない。そういった状況がありま

す。

アイプラザにしてもそうです。それから、ふれあい交流センターに関しては、開か

れていますから、皆さん、割と情報を発信するし、ボランティアセンターもあるから、

情報を出していくと思うのです。でも、図書館に関してはそういった状況にあると考

えます。なので、図書館のコンセプトというのを重々承知していて言っているわけで

す。

アイプラザにしても、使いにくいのはなぜかということを言われているから言って

いて、そのコンセプトがないから、そういう言い方はどうなのですか、行政として、

議員として提案していて。そういうことです。そしたら、もう一度、検討してみます

とか、調査してみてそれをやっていきましょう、そういうふうな展開にならないので

すか。そういう問題が、今の行政にあるということです。町の声を聞かない、議員の

声も聞かない、一部の人の声しか聞かない。そういう状況が、今、嵐山町の行政の中

にあるのです。町長の中にそういうことがあることで問題なので、図書館のコンセプ

トをつくるのならば、もう一回、今の嵐山町の現在の状況に合わせたコンセプトをつ

くり直して条例改正しないと、図書館運営協議会の人たちは条例の中でやっていくわ

けですから、それはできないわけです。そこのところを、もう一回、検討し直してい

く。アイプラザにしてもそうです。そういったものがないと、行政の側にそういった

耳がないと、それができないです。
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〇吉場道雄委員長 渋谷委員、簡潔にお願いします。

〇渋谷登美子委員 簡潔に言っています。

〇吉場道雄委員長 言っていないから言っているのだから、お願いします。

〇渋谷登美子委員 そういうことなのです。それが伝わらないのです、町長に。

〇吉場道雄委員長 簡潔にお願いします。

〇渋谷登美子委員 では、簡潔に言います。きちんと聞いてください、耳をいっぱい大

きくして。

それから、次、団体補助金です。団体補助金に関しては、人件費とか研修費が入っ

ている部分が問題になっていると思っています。それが、ここで言われているのが、

報告の第一番の問題は、補助金の長期化による既得権化です。既得権化については、

今回の問題では解決されていません。問題を解決するために、３年後にもう一度、こ

れは補助金適正化委員会が行政でなくて住民の意見を聞くというのではなくて、多く

の先進的な自治体の中では、こういった問題に関しては、補助金団体に関しては、特

に住民サイドで検討していくという機会、場を持っています。そしてやっていくのに、

嵐山町の場合は、行政のみでやっている。そのために、行政が既得権化を防ぐことが

できないという現状があります。それを考えるために、しっかりした機関を持ってい

ただきたいと思うのです。評価シートを持って、しっかり内容をチェックしていくと

いう必要があると思うのですが、その点について再度伺います。

それから、子供の問題です。昔、子供は遊びの天才で外遊びしていた、今は子供に

遊ぶ力がないから。これをやってきたのは嵐山町の大人たちでしょう。教育行政でし

ょう。私たち大人でしょう。それを子供のせいにすることはできないです。だからそ

れを言っているので、それで、いろいろなところで、子供たちが外で遊べるようない

ろんな工夫をしています。知らないのですかというふうな形で言いたいです、私はむ

しろ。外遊びをするために、子供たちが、羽根木公園、プレーパークとか、今いろん

な冒険広場とかをつくっています。そういった視点が嵐山町の行政の中にない。それ

で、やっと子供が、遊びたいけれども遊ぶ場所がない、サッカーする場所がない、野

球する場所がない、そしてドッジボールする場所がない、やっと言ったのです。それ

を、子供が遊ぶ力ないからそんな場所がないというふうに答えというのは、子供の意

見を聞くというか、やっと子供が、そういうふうな場が初めてあって言ったわけなの

です。それをそういうふうな形で返していくということ自体に問題があると思うので
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す。だから、耳をしっかり立てて聞くという態勢がないのです。これについてはどう

していくのか、伺いたいと思います。

24年度の人権施策の基本方針と部落解放同盟の各埼玉県連合会との関係を見てみま

すと、何度も言いますが、これは部落解放同盟埼玉連合会、その議事録を見たらわか

るのですけれども、実際にそういうふうな言葉が入ってきているのです。そして、そ

の中で、部落解放同盟埼玉県連合会の嵐山支部長が議員として、議員であるにもかか

わらず、そういった団体交渉をしているわけです。団体交渉をしていて、それを予算

化していく。それがこの要望書の中に要請事項として入ってきて、それを嵐山町がや

っているということなのです。そういった３重のシステムがあって、なおかつ吉田集

会所事業というのが行われている現実があります。

特に、比企郡市協議会に関して言いますと、そこの中に、部落解放同盟嵐山支部の

支部長である議員がそこに入っていて、そこの比企郡市協議会に入っていて、そこで

やっていて、比企郡市協議会との関係をつくっているわけです。それに対して、嵐山

町はこの吉田集会所事業を嵐山町の人権施策としてやっていくことに問題性があるの

で、それはもう吉田集会所事業の予算の使い方を考えていくべきではないかというこ

とを言っているので、それを粛々としてやっています、そしてソフトランディングし

ていきますと、きのうのお答えです。ソフトランディングしていくというのは、同和

事業の問題ではない、部落解放同盟埼玉県連合会と嵐山町の関係をソフトランディン

グしていくということでしょう。だから、そうではない形で人権政策を展開していく

ことが必要なので、人権政策のための予算化をお願いしているということなのです。

次です。こども課の事務分掌です。私は、まちづくりは人づくりであるというふう

に考えています。まちづくりは人づくりであるにもかかわらず、学校教育は学校教育

であります。ですけれども、子供というのは、人づくりの部分でつくっていかなくて

はいけない。そこは、町政が行っていく重要な部分であると思うのですけれども、今

の状況だと、住民要望に応えて、その窓口でも何も対応がないから、そこでいいとい

うふうに言っていますけれども、社会教育というのは、公民館教育に関しても、何に

しても、一つ、公教育、公民をつくっていくという重要な使命があります。そこの部

分が、嵐山町の場合はないのです、社会教育の中、特に子供たちに関して。それをど

ういうふうにして展開していくかということの中で、こども課の中に、文化スポーツ

課の部分の子供の部分を加えていかないと難しいであろうというふうに思っているの
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で言っているわけで、まちづくりは人づくりなのです。それは町長の言葉ですね。そ

れを展開していくのに、ある程度、事務分掌の部分で融通をさせていくという方向が

必要だというので、そこの点を伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。おおむね10分。

休 憩 午前１１時０２分

再 開 午前１１時１３分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般会計予算の議定についての総括質疑を続行いたします。

渋谷委員の３回目の質疑に対し、答弁を求めます。

新井町民課長。

〇新井益男町民課長 それでは、戸籍事務の関係につきましてお答えいたします。

戸籍法の第１条で、戸籍に関する事務は、市町村長がこれを所管するというふうに

なっております。地方自治法の第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務と

するというふうに規定されております。

戸籍システムにつきましては、嵐山町単独で日常業務で行っております事務でござ

いまして、他の市町村とネットワーク化されているというようなものではありません。

日々、戸籍の届け出として、婚姻だとか出生、死亡、離婚、転籍、転居、こんな届け

出があるわけですけれども、それがあった場合に、戸籍システムにより、入力作業が

行われております。これは機関委任事務として行っているわけですけれども、今回の

戸籍副本データ管理システム業務委託、これにつきましては法務省から委任を受けて

実施している戸籍の業務につきまして、その日々行っているデータが喪失される、こ

れがないように、毎日、戸籍データの更新がされたものを法務省とそれぞれの市町村

とで共有していくというのが狙いでございまして。これは、東日本大震災において戸

籍データが失われた、そういう事実があったことから、危機管理の一環としてデータ

の保管方法を、国が考えて、国の方針で行われるというものでございまして、データ

を送信することにつきましては、一定の条件により行われて、それにつきましては安

全性が確保されているというふうに認識しております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。
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〇井上裕美総務課長 補助金の支出が長期化することによって、既得権化されていると。

それが防ぐことができないのではないかというようなこともお話をいただきました。

それを防ぐための事業費補助でもあるわけでございまして、今回補助対象とならない

ものに、会議費、研修会費、補助団体構成員の慰労が主目的なものに限るわけでござ

いますけれども、懇親会費、慶弔費、会合の食糧費、基金の積み立て等、そういった

ものを認められない経費ということで定めております。そういったこともございます

ので、事業費補助をすることによって、それぞれの団体の事業が適正化されるであろ

うというふうに思っております。

また、チェックにつきましても、今後も適正に実施してまいりたいというふうに思

います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。

図書館、アイプラザ、使い勝手が悪いということでございます。アイプラザにつき

ましては、駐車場がない。それから、図書館のほうにつきましては、いろいろとお話

がございました。そういうことで使い勝手が悪い。コンセプトというのはいろいろあ

るのだという話でございますが、全くそのとおりでございまして、本だけ読めばいい

というものではないわけでございますので、そういうようなものを運営協議会の中で

しっかり練っていただいて、行政のほうに上げていただく。

そして、先ほどお話ありました交流センターのほうも運営協議会というのがあるわ

けですが、そこのところで、窓口が、いろいろ注文というか、苦情というか、そうい

うようなものが上がってくる。そういうものをきちんと控えておきまして、それを委

員会のほうに提出をする。それで、委員会の中で練って、こうしたらいい、ああした

らいいというようなことで、今のところ、そういう苦情も大変少なくってきている。

それで、利用率がこういうふうに上がってきているというのもありますので。

図書館のほうも、いろんな苦情が、事務のサイド、また運営委員会の中でも練って

いただいて、より使い勝手がいいように、そしてコンセプトに沿った形で利用、活用

ができやすいような方向を、しっかりこれからもとっていきたいというふうに思って

おります。委員さん、おっしゃるとおりでございます。

それから、子供の公園、スポーツとか、子供についての考え方、何かお叱りもいた
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だいてしまいましたが、ちょっと考え方が違う部分があったかと思うので、大変申し

わけないのですが。いろいろこういう事業展開をしていくものに、当然ですけれども、

嵐山町ではいろいろご意見をお伺いをして、どうする、こうする、それで計画をつく

って、それで予算化、予算をつける場合には議会の皆さんのご承認をいただいて、そ

れで事業展開をしていく。こういう流れに沿ってやっております。そういう中で、こ

ういうふうにしたほうがいいのではないかというようなことというのは、今もいろい

ろご意見を出していただきましたが、多少考え方が違う部分もありますが、そういう

ようなところも十分お聞きをいたしまして、取り入れていくべきというようなものを、

皆さんの意見が多いということであれば、それを、当然ですけれども取り入れてやっ

ていく。それにやぶさかではございません。

こどもの事務分掌についてでございます。もう一度言わせていただきますが、町民

の不平不満というのが、ここのところで行政のほうに届いてきていない。ですので、

現状の中でやらせていただく。ただ、今も話がありましたが、職員の中の事務を行っ

ていくのには大変不便なところがあると思うのです、頭が違うのですから。そこのと

ころで流れてくるものも違うわけですし。そういう中で、同じところで同じようにや

っていくというのは、問題というか、やりづらい部分というのはたくさんあると思う

のです。しかし、カウンターの外の人に、少しでも利便性というか、町に来て、仕事

というか、いろいろな目的が早く達成して、そして達成しやすい状況、そしてそれに

対応する職員の態度がよければなおいいわけですので、そういうことを狙って機構改

革を行ってここまで来たということでございます。

委員さんおっしゃるように、ちょっと連携がうまくいっていないのではないかとい

うようなことが、お気づきというか、お考えのようでございますので、そういうこと

がもしあるとしたら、そういうことがなくなるように、課の中でもしっかり連携をと

っていただいて、情報を共有をしていただいて、スムーズに仕事がはかどるように、

これからも直すべきは直していきたいというふうに考えております。

何か足りないところがありましたら。

〇渋谷登美子委員 人権政策と部落解放同盟埼玉県連合会との関係の予算の問題です。

〇岩澤 勝町長 人権施策につきましてご意見がございました。これは、お答えをして

いるように、嵐山町では、予算がつくものにつきましては予算を提示をして議会の皆

様方のご意見をお伺いをして、コンプライアンスといいますか、法のルールにのっと
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って事業を粛々と展開をして、そして少しでも人権の問題が、侵害問題が起きないよ

うな事業を展開をし、効果を上げていきたいということでございますので、何かまず

いことがあれば、皆さんからご意見を出していただく中で、直すべきは直すというふ

うにしていきたいというふうに思います。

今のところ、そういうような特別なあれもありませので、幾分考え方が違う部分が

あるかと思いますが、委員さんとは。予定をして予算が通ったものについては、粛々

と事業を進めさせていただきたいというふうに思っております。

〇吉場道雄委員長 次に、第８番委員、川口浩史委員。

〇川口浩史委員 初めに、クラウドについて私もご質問したいと思います。私が質問し

た中では、地震に遭った場合に、クラウド化は強いのだと。したがって、セキュリテ

ィーが保たれるのだというお話でした。加えて、町長の施政方針では、年間600万円

の軽減になるということでありました。この２つとも、私は大変大事なことであると

いうふうに思っております。

ただ、だからといって、本当の意味のセキュリティーが保たれるのかということで

は、前にもお話しましたように、昨年12月には、三菱東京銀行が顧客名簿が流失して

しまった、あるいは国会や防衛省にも入られた。日本の名立たる大企業にどんどん入

り込まれているという状況を考えてみますと、やっぱりこのクラウドに入っていくと

いうことはよくないのではないかというふうに思わざるを得ないのです。

なぜ、それでも入っていってしまうのかということを考えてみますと、先ほどのよ

うないい面もあるでしょうけれども、少しぐらいの情報を漏えいしたって別に問題な

いではないかという、そういう意識が、私は皆さん方にあるのだと思うのです。皆さ

ん方だけの問題ではない。我々にも、個人情報が大事だというのはまだ日本人には根

づいていませんので、個人情報保護法ができて10年余ですか、まだまだ根づいていま

せんので、それは仕方ない面があるわけですけれども。しかし、個人情報を得て、こ

このうちはお年寄り１人しかいないのか、では襲って金品を盗んでやろうと。入って、

そこのうちの人を殺害したというのが、名古屋のほうで事件がありました。長野でも

ありましたけれども。そういった事件が実際起きているわけです。

そういう点で、やはり皆さんは、町民の生命、財産を預かっているという、意識、

認識が必要だと私は思うのです。絶対にこれは漏えいさせてはいけないのだという意

識が必要だと思うのです。私は、そこが欠けているので、みんなが入るから入ってし
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まって、地震には強いから、お金も軽減になるからということでいるんのではないか

と思っているのですけれども。町民の生命、財産を預かっているという意識をしっか

り持っていくことが大事だと思うのですけれども、まずちょっとその点を伺いたいと

思います。

それから、人事評価制度、４月から課長についてやっていくということであります

が、これも意義としてはわかるのです。やる気のある職員、頑張っている職員と、そ

うでもない職員が、同じことではおかしいではないかということで、それは私もわか

ります。ただ、今までの日本は、そういったことをしなくて伸びてきているわけです。

全協の中で、議員の中に、どこももう企業はやっているのだということでお話があり

ました。90年代の後半から、こういったことが、大企業は取り入れてきているのかな

とは思うのですけれども。こういった評価制度を取り入れてきて、私は、経済が伸び

ているのなら、こういう制度もなるほどいいのかなと思うのですけれども、こういっ

た制度を取り入れてきても一向に景気はよくなっていないわけです。逆に、社員はス

トレスを抱えてしまって、心の病をたくさん引き起こしているという。

前に一般質問もしたのですけれども、日立製作所のああいう大会社、中に医師がい

ますので、そこにもうかかりっきりだと。重要な部署を預かっている社員が、心の病

になってしまったと。社としても本当に困っているというようなことがあるのだとい

うことをお話ししたことがあるのですけれども。比較をすれば、多分嵐山のは軽易な

のだと思うのですけれども。しかし、やっぱり職員にとっては、一つ一つが、自分と

ほかの職員との差別化をいかにしていってよく見られようとするかということにつな

がっていくと思うのです。そうすると、一番大事な連帯といいますか、グループで力

を出す。１人ではそんな大した知恵もないことが、その一言で、ほかの職員がそれを

生かし切るという、その力がなくなってくるのではないかというふうに私は危惧をす

るのです。

この前も、雑誌に載っていたのを見たのですけれども、やっぱりグループでの力が

弱まってきてしまっていると、評価制度を取り入れた会社では。そういうことが実際

にあるわけです。そういう方向を惹起させるというか、引き起こす、やっぱりこれは

まずいのではないかというふうに、私は言わざるを得ないのです。何でもアメリカ型

のやり方がいいのではなくて、今までの日本のやり方がいい面というのはたくさんあ

るわけで、そこは残すものは残す。先ほど町長が、残すものと変えるものということ
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でおっしゃっていましたけれども、残すものは残していくということが、私は大事だ

というふうに思うのですけれども、お考えを伺いたいと思います。

それから、３点目ですが、最近、損害賠償がちょっと多いなというふうに感じてお

ります。今議会にも、強風によって事故が起きたということで損害賠償、発生いたし

ました。橋の点検というのは行われて、これしっかりした対策がとられるのだろうと

いうふうに思うのですけれども、同じように、気候変動によって、強風というのが、

前とはまた違った面があるのではないかと思うのです。加えて、桜のソメイヨシノと

いうのは、平均的な寿命が60～70年というふうに載っておりましたけれども、長いの

はもっと長いらしいですけれども、人でも100歳超える人がいるように。そういうこ

とを考えますと、人にけがが、あるいは生命が失われるようなことがないようにする

ためには、樹木あるいは建物、そういったものが風で影響を受けないように、しっか

り調査をすべきだというふうに思うのですけれども、考え方を伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 １番目のクラウド化に関することについてお答えをさせてい

ただきます。今、委員さんのご質問にもございましたように、現在嵐山町で行ってお

ります事務事業につきましては、ネットワークコンピューターを取り扱って行う事務

事業が非常に多くなっております。昔は台帳管理で情報管理をしておったものが、今

ではそのような形でさまざまなインターネットを利用したネットワーク管理というよ

うなシステム管理になっております。そういった中で、今お話いただきましたように、

町が有している情報、これをいかに安全に確保するか、流出を防ぐか、そういったこ

とについては、最大限に注意を払うべきことだと。もしこれが流出をするようなこと

があれば、非常に住民との関係の中で行政関係との信頼関係が損なわれる。これは大

きな問題になるわけでございます。つまり、基本的な考え方としますと、町が有して

いる情報をいかに安全に確保して、それを向上させるかというのが基本的な考え方で

ございます。

先ほど渋谷委員さんのご質問にもございましたけれども、その中でも、町といたし

ましては、今の現在の状況の中では、情報の管理のポリシー、そういったものを定め

ながら行っておりますが、今回のクラウド化に関しましては、町村会の共同化という

こともありまして、それを進める上でクラウド化を図るということでございます。こ

の中には、18の町村が今回共同化をいたしますけれども、参加をしないところもござ
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います。これはなぜかというと、自町で既にクラウド化をしているというところ等が

参加をしなかったということもあるわけでございます。

今回の共同化におきましては、当然のことでありますけれども、データを今度はク

ラウド化するということになりますので、そのデータセンターの仕様、こういったも

のについてもその業者の選定基準の中で厳格に定めておりまして、例えばデータセン

ターのファシリティー要件という中では、所在地の要件、これは原発に近くないとか

いろんな要件がございます。それから、建物に係る要件、例えば地震対策であります

とか、火災対策、風水害、落雷対策、それから建物の設備等に係る要件、空調から防

火消火設備、それからサーバー設置の専用室に係る要件、それからセキュリティーに

係る要件、サーバー設置室の要件、管理の要件、その他の要件、そしてシステム全体

のセキュリティーに関する要件、事細かに仕様書でうたっておりまして、こういった

ものに適用する、あるいはこれに応えられる業者を選定をしている。

この選定に関しましても、町村会のほうで専門的な業者を委託しまして、その提案

の中身も、この要件に合致してするかどうか、そういったことを検討した、あるいは

内容を審査した上で、今回の業者が決まっているということでございまして、このよ

うな条件を満たした業者にいわゆるクラウド化を進めるということについては、今以

上にこの町の持っている情報の安全性を高めるということにつながるというふうに考

えておりますので、ご理解をいただければというふうに考えております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 いろいろお話をいただいたわけでございますけれども、人事評価

制度の目的をまずは申し上げたいと思いますが、３つほどございます。職員の主体的

な職務遂行や自己啓発を促し、職員の人材育成と組織の活性化を図る。これが１つで

ございます。２つ目は、適材適所の人事配置や給与等への反映などで、能力、実績に

基づく人事管理を推進する。それから、分権時代の自治体職員を育成し、行政サービ

スの向上を図ると。こういうことを目的とするものでございまして、川口委員が先ほ

どお話のありましたような、職員の差別化をするためのものではないというふうにご

理解をいただきたいというふうに思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。
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〇岩澤 勝町長 ３番目ですけれども、最近、損害賠償のそういった件数が多いのでは

ないかというご質問の中で、橋の点検の話が出ました。自転車が突っかかったとか、

それから桜が倒れた、枝が飛んだというようなことで、樹木の管理、いろんなお話が

ございました。全くそのとおりだと思うのです。役場の職員としても、担当、注意を

払ってきたわけですが、そういうような状況になってしまいました。

先日、新聞にトヨタの看板方式、これをやった副社長さんなんですか、何かそうい

うような役職の人が言っていたそうですけれども、車で油が漏れた、そうすると漏れ

たところをふさげば済むのではなくて、何で漏れたのか、どこかが摩耗してそこが出

てきたというと、ほかのところは摩耗していないのに何でそこが摩耗したのかとか、

あるいはほかのところでこういう故障が起きた、それは何で起きたのかということを

５つ書いてありましたが、それだけ何か一つ一つのことが起きたときに点検をしてい

るかというのが、トヨタの看板方式の原点だと書いてありました。そういうことだと

思うのです。

橋のところで、グレーダというのですか、何というのですか、あれがちょっとずれ

て自転車が突っ込んだ。古くなったのでそういうふうになってしまったと言ったらそ

れで終わってしまうのですけれども、それでは、そこのところを事故がこれから起き

ないようにするのにはどういうことが考えられるのか。今あいたところをふさげばい

いかというのでなくて、ほかのところにそういうものがもしあるとしたら、どこかの

トンネルではないですけれども、叩いてみる、あるいは目視でいいのか、どうするの

かというような、トヨタの役員さんが言うように、５つのチェックをしっかりやって

くような意識、こういうものが職員の中で共有できるように、これからも気を引き締

めて、職員全体で取り組んでいくようにやっていきたいというふうに思います。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 クラウドについてなのですが、初めにも申しましたように、地震には

強いでしょう、それはここに置いておくよりは。それは専門の建物をつくって、まさ

に堅固な建物の中でやるのですから。問題は、狙われたら、初めにも申しましたよう

に、日本の名立たる大企業が防ぎ切れないのです。日本の国家機関が防ぎ切れないわ

けです。そういう中に、嵐山が入っていこうとしているわけです。情報漏えいがあっ

ては町民との信頼関係にかかわるということをおっしゃったわけですけれども、かか

わってしまうわけですね、もし狙われたら、もう防ぎようがないという状況の中で。
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これ町長のほうがいいですね、もう課長では大変ですね。そういうことを考えますと、

現状で入っていくのは、私はいかがなものかということを言わざるを得ないのです。

地震に強い、お金が安くなる、でもほんとの町民の生命、財産を守る情報が漏えいし

ないのかというそのセキュリティーでは、やはり問題を残しているというふうにいえ

ますので、そのご判断をいただければと思います。

人事評価制度、課長がうたい文句で３つ目的があるのだということでお話があった

わけですけれども、大企業が人事評価制度を取り入れてきたのも、それは目的があっ

たわけです。でも、実際にはそういうふうにはならなかった。机上の空論と普通言い

ますけれども、机上でのそういったものであったのでしょう、あるいはアメリカのも

のを、そんなに研究しないでまねてしまったのだということも言えると思います。ま

だ日本人には、この評価制度というのが、私は定着する時期ではないなというふうに

思うのです。ですので、こういうのはやめていって、時期が来ればいいことがあるか

もしれないですけれども、現状では、逆にグループ間で共同していこうというものが

私はなくなっていくということを危惧せざるを得ないのです。もう一度答弁をいただ

きたいと思います。

それから、３番目なのですが、トヨタの例を出されて、なるほどと思って、さすが

に世界一の企業のやってきたことだなというふうに思って、お聞きしました。具体的

にどうなのでしょうか。この点は、少し強化してやっていこうということでもあるの

でしょうか。意識をしたいというだけではなくて、具体的なことでお答えをいただけ

ればと思います。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えします。

いろんなお話をいただきました。実際にはなじまないのではないですかとか、定着

ができない。過去のいろんな今までのいきさつというのも当然あろうかと思います。

しかしながら、やはりこの人事評価制度というのは、職員の人材育成をする上でも、

分権型社会に対応する職員の育成、これはほんとに大事なことでございまして、嵐山

町が生き残っていくに当たっては、ぜひともやらなくてはいけない、そういったもの

であるというふうに私は確信をしております。

昨年の４月に松川町を視察をさせていただきました。その中で、松川町、今は本格

実施をし、アンケート等もとっております。職員のアンケート等の中でも、大体７割
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ぐらいの職員は、その制度について肯定的であり、賛成であり、ある程度満足はして

いるというような結果も出ております。一部の職員が、やや不満だということも当然

あるわけでございますけれども。そういったことも考え合わせ、また県内の自治体で

も、この間の全協のときにお話をしたと思いますが、約85％の自治体が、しっかりし

た評価制度ではない、試行も含めてですけれども、85％の市町村がこの制度を実施し

ている。近隣では、滑川町、東秩父村がまだ未実施でございますけれども。そういう

ような状況をトータル的に考えて、やはりこのことについてはしっかりやっていかな

くてはいけないというふうに思っております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 それでは、２点について答えをさせていただきたいと思います。

クラウドについて、いろいろご意見いただきました。情報漏えいというのが大きな

問題でございます。日本だけではない広がりを見ております。しかし、この情報の今

の状況というものをもとに戻すということは、もうできないと思うのです。そうする

と、今の状況をさらによくするのにはどうしたらいいかということになっていくと思

うのです。

それで、嵐山の状況に戻りますけれども、それでは、今の状況でいいのかというこ

とが原点だと思うのです。大震災を受けて、あちこちのところで今のままでいいのか

ということが、クラウド化、あるいはコンピューター、この情報を扱っている者とす

ると、現状でいいのかというのが、いろんな考え方のベース、基本、出発点になって

いるわけです。そういうところに、町村会でのクラウド化の話が出てまいりました。

そして、町村長だけが集まって考えたわけではなくて、担当者が何度も何度もいろん

な専門のところから話を聞いたり、いろんな情報をとったりいうことで、検討を重ね

てきた。そういう中で、現状でいいのかという中から、現状よりこれに取り組んだほ

うがさらに数段、情報漏えいも含めて、それからこれから先、この情報をいろんな形

で扱っていく、利用していく、活用していく中で、そのほうがよかろうという結論に、

ほとんどの町村がなったわけです。

しかし、今、課長から答弁がありましたように、もう既にクラウド化をして、お金

を払って、そこのところに対応してしまっているところもありますので、そこのとこ

ろは、期限といいますか、契約の更改だとか、そういうようなところで、町村会のほ
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うに切りかえるというようなところもあるようですが。入らなかったというのは、今

のままでよくて、クラウド化というものを必要としないというので入らないのではな

くて、もう既に入っている。こういうことで、今回町村会に入らなかったいうことで

ございますので、現状よりさらにクラウド化に取り組んでいったほうが、情報漏えい

も含めて、それから普段の管理というようなものについてもよかろうという結論でご

ざいます。嵐山町もそういう判断を、大局的に、総合的に判断をいたしました。

それから、損害賠償の件でございますが、ただいま申しましたように、これは、こ

このところでけがをして、橋のところの手前のところで穴があいているからそこのと

ころをふさいできなさいという、さっきの子供の話ではないですが、そういったレベ

ルの課長からの指示で直していったのでは、この問題は解決をしないと思うのです。

ですから、先ほど言ったように、何で油が漏れるのだ。ほかのところは、こすれたり

何かしても漏れていないのに、何でここだけ漏れるのだとか、このねじの材質はどう

なのかとか、どこか余計にこすれる部分があるのかとか、油の材質は、ねじの材質は、

いろんなこと５つチェックしなさいというあれがありました。ですので、ここのとこ

ろで自転車の事故が起きたということは、あそこへ行ってこいというのではなくて、

管理職のほうから、そういう意識をしっかり持って、そこのところがそういう問題が

起きた、ですので、そこのところも含めてしっかり対応がとれるように頑張ってもら

いたい。そういうふうに職員全体として取り組んでいきたい。ですので、この話は、

そういった形で課長会等にしっかり流して、管理職のほうからまたどういう形で流れ

るか、末端までしっかり届くようにしていきたいというふうに思います。

ソメイヨシノの寿命は、50～60年の話もありました。そういうことも含めて、何も

しないのに、風が吹いたら枝が落ちた。ただそれを拾ってくればいいのではなくて、

どうすればいいのかということを自分で考えて対応してもらう職員、要するに意識の

アップ、スキルアップ、考え方のアップ、そういうことも含めて、対応をこれから図

っていきたいというふうに考えております。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 １番、２番はすれ違いですね。ここにいる人は、何か問題が起きた場

合には、責任というのがかかってくるわけなのですけれども、当然それを考えてこれ

を取り入れていくということでよろしいのでしょうか。

３番はわかりましたけれども、ちょっとその確認だけさせていただきたいというふ
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うに思います。

〇吉場道雄委員長 川口委員、今の再度お願いします、わからなかったので。

〇川口浩史委員 １番について言えば、狙われて、漏えいがあった場合には、当然責任

というのはお考えになって、入っていくのですねということをお聞きしたわけなので

すけれども。

２番目も、評価制度でまずい面が出てきてしまったというときには、当然責任とい

うのが出てくるだろうと、そう思うのです。その辺をちょっと確認をしておきたいと

思うのです。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 責任ということでございますが、現状でももちろんそういうふうに感

じておりますし、考えておりますし、さらにそういう状況が起こらないようにどうし

たらいいのかということも含めて、ただいま申しましたように、総合的な判断のもと

に、クラウド、町村会の中に参加をした。ですので、当然責任というのは、どこまで

いってもある。当然のことでございます。

人事評価制度につきましても、職員の意識ということですから、百人百様、十人十

色あるわけで、これを入れたほうがいい、入れないほうがいい。今、委員さんの話で

は、日本人にはまだなじまないのではないかというお話ございましたが。そういう中

で、今ほとんどのところが、これはアメリカをまねするとか、日本のものを守るとか

ということでなくて、こういう時代になってしまったのだということだと思うのです。

それで、今、私たちに課せられているのは、限られた人数でいかにこの町民サービ

スに対応していくか、これに尽きるわけでありまして、町民サービスの向上をどう図

っていったらいいのか。それには、職員のスキルアップ、意識も、それから考え方を

勉強してもらう、そういうようなものも含めて全体的に考えた中で、こういう人事評

価制度を取り入れて、それで先ほど言ったように、自分で仕事をしていく中で、しっ

かり考えながらしてもらうということが一番大切ではないかなと思うのです。

今やっている事業は、国からの金が何割あるのか、県からどれだけもらっているの

か、町がどれだけ入っているのか、住民の皆さんはどれだけご負担を願っているのか

というような意識、そういうものを持って事業に取り組むか取り組まないか、その仕

事を考えるか考えないか、そしてそれをどう変えていくか変えていかないのかという

ことが出てくると思うのです。そういうものを持たないで、ただただ言われた仕事を、
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桜の木が落ちたから拾ってこいというだけでは話にならないのであって、そういう意

識がしっかり持てるための人事評価制度でもあるわけですので、そういう形で取り組

んでいきたい。

それで、これも導入までの経過はいろいろお話がしてありますが、職員の皆さん、

組合の皆さん、管理職の皆さん、いろんな人たちが入った検討会、そして説明会を重

ねてきて、それで管理職を導入をして、それで全体を、職員に導入をしていくという

形のこの経過、それからこれからの進みぐあいというのも、これも話し合いの上で決

めてきたことでありまして、無理にやってきている状況というのはありませんので、

ぜひご理解をいただいて、さらにご指導いただければというふうに思います。

〇吉場道雄委員長 この際、暫時休憩いたします。午後の再開は、１時30分といたしま

す。

休 憩 午前１１時５５分

再 開 午後 １時２５分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般会計予算議定についての総括質疑を続行いたします。

次に、第９番委員、清水正之委員。

〇清水正之委員 １点目は、新規事業の立ち上げの問題です。新規事業については、国

や県が制度を新たにつくった場合、これはもういろんな形で行われるのだろうなとい

うふうに思うのです。もう一つは、町費単独の事業の立ち上げについては、ハード事

業については、これは、ある面だと、住民要望に基づいた立ち上げをせざるを得ない

というふうに思うのですけれども、もう一つ、ソフト事業についての立ち上げの問題

で、今回、提案型の団体についての補助金の立ち上げがありました。そういう面では、

ハード事業の中にも、住民要望に基づくもの、あるいはこれから町長が進めていこう

という方針の中で立ち上げてくるものがあるのだと思うのですけれども、特にこうし

たソフト事業の今回のような新事業についての立ち上げについて、どういう目的を持

って立ち上げていくのか、またどういう形で推進をしながら町政の中で生かしていこ

うとしているのか、その辺を最初にお聞きをしておきたいというふうに思います。

それから、２点目については、職員の適正化の問題です。予算書の中では、前年と

比べて３名の減ということで、4,800万の削減になっているという形で、今後この適
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正化の問題が目標年度との比較で25年度はどうなるのか、またその後の適正化目標が

どう設定をされているのか、お聞きをしておきたいというふうに思います。

それから、課の連携の問題ですけれども、午前中にも話があったわけですが、町長

は、課の連携をしっかり持つのだというふうに話がありました。同時に、今、町長が

進めている方針の中でも、予防医療をもう少し設定をしていきたいというお話があっ

たわけですけれども、とりわけ予防医療については、実施をする部分が健康いきいき

課という形で、計画する部分というか、補助申請あるいは予算を見積もっていく段階

では、例えば国民健康保険を持っている町民課、あるいは介護保険を持っている長寿

生きがい課、こういったところの連携というのがどういうふうにとられているのでし

ょうか。

３点についてお聞きをしておきたいというふうに思います。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 新規事業の立ち上げ、ソフト事業の立ち上げ、住民要望に基づく

もの、こういったものに、町長の提案事業も含めてというようなことでございますけ

れども。今度の提案型団体補助金のことに関しまして言えば、まちづくりを行う、自

主的で主体的に公益的な事業を実施する団体に対して事業費補助を行いますよという

ような目的で行っております。それを推進していくに当たりましては、総務課の審議

の中で、少し私どものほうが拙速な部分がございまして、３月号の広報でお知らせし

てしまったという安易な部分があったわけでございますけれども、あらゆる媒体を使

いまして、そういった分では広報をしながら推進してまいりたいというふうに思って

おります。

それから、職員の適正化の関係でございますけれども、先ほどの清水委員ご指摘い

ただきましたように、24年度当初あるいは25年度当初と比較しまして、職員が３人ほ

ど減になっております。金額は4,600万円ほどでございますけれども。この中で、主

に退職と採用の関係によります減でございます。減額の内容です。高額の職員が退職

をし、新採用の賃金が安い職員が採用された関係もございまして、人数の減と、そう

いった差額の減、それで4,600万円ほどの減額になっております。

今後の定員管理の状況でございますけれども、定員管理計画につきましては、ご承

知のように、平成18年度に計画をいたしまして、22年度に一応終了をしております。

その後、職員採用については、定員管理をきちんとしなくてはいけないという意味も
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ございまして、職員の採用計画というのを平成30年度まで一応考えております。退職

する職員、採用する職員をどうしていくか、最終的な30年度までの計画でございます。

そういった中で、今計画でございますのは、最終的に平成30年度、目標は137人と

いう形で、少しずつでございますけれども、だんだん減らしてまいろうということで

ございます。定員の適正化が終わった平成22年度、153人でございましたので、そこ

から比較しますと、16人ほどの減になろうかなと。計画的にそういうことも考えてお

ります。

しかしながら、再任用制度というのがございまして、雇用と年金の継続というのが

今言われておりまして、来年度以降やめる職員につきましては、年金が引き下げられ

ていくということでございます。そういった中で、国のほうの法案は流れてしまった

わけでございますけれども、国では内閣が閣議決定をし、各省庁に再任用するように

という指示を出したそうでございます。ただ、市町村につきましては、その辺のこと

がまだ明確に決まっておりません。そういう中で、仮に新たな年度でおやめになる方

がフルタイムの再任用を希望された場合には、定員の中に入ってしまうということも

ございます。そういったことになりますと、やっぱりこの計画の中身というのは少し

ずつ変わってくる部分もあろうかなというふうに思います。

それと、課の連携、私のほうで話していいかどうか。課の連携につきましては、予

算編成を行う中で、とりあえずそれぞれの担当課が予算編成をするわけでございます。

そこで、清水委員がご指摘ありましたように、事業実施課でないところが予算を組む

というようなことが、今のお話以外にもあるわけでございます。例えば健康いきいき

課の中で審議がありました、養育者の医療費の関係。歳入については、健康いきいき

課の中にあって、こども課のほうが事業主体というようなこともございます。そうい

った部分では、それぞれの課の中で、予算編成を行う中で、連携を密にし、漏れがな

いように。その際には、打ち合わせを当然密にして連携を図っているというのが現状

でございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 清水委員。

〇清水正之委員 新規事業の関係なのですが、今、町長が３期目を迎えて、施政方針を

する中で、どう地域の力を引き出していく施策を展開をしていくのかなというふうに

感じたわけですが、そういう点では、今持っているそれぞれの地域の力をどう町政に
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反映をさせていくかという事業展開の中のこの提案型補助金というのが、一つの目玉

になってくるのかなというふうに思うのです。そういう面では、この間、地域のボラ

ンティアも含めて進めてきたそういったものも、もっと違う形で町政に反映をさせて

いくという点が、ここの部分にあらわれているのかなというふうに聞いたわけですけ

れども。そういう点では、広報を見る限りでは、事業内容そのものが非常に広範囲に

設定がされていると。同時に、そういうところをどう拾い上げるかというのが、一つ

の大きなこの事業の特徴なのだろうとは思うのですが、審議の中では、要望に応じて

補正もしていくのだという話がありましたけれども、だとすれば、これをどう地域の

中におろしていくか。その中で、どういう地域力を町長そのものが期待をしているの

か、その辺が問われてくるのかなというふうに思っているのですが、その辺の考え方

というものを町長にお聞きをしておきたいというふうに思います。

それから、人員の適正化の問題ですけれども、人数的には、ほぼ現状のまま推移を

するということになっていくのだと思うのです、137人ということですから。そうい

う中で、採用計画の中の、再任用もそこに含まれてくるという形になってきて、ほぼ

現状のまま推移するということになっていくわけですけれども、そういう中で、確か

に再任用というのは、今の持っている、具体的には、課長になると思うのですが、課

長の人たちの知識をそのまま町政に反映していくとていう点では、いい方法ではある

とは思うのですが、同時に、新たに雇用を生み出すという面では、新しい人たちを採

用していくということもあるのだと思うのです。

一つは、再任用を採用計画の中の30年度後の計画の中に入れていく必要があるのか

どうか、入れなければならないという必要性があるのかどうか。また、私、先輩の人

に「仕事は余裕がないといい発想が生まれないよ」という話もされたこともあったの

ですけれども、そういう面で、この課の連携も含めて、そういう点での計画の中で、

現状のまま推移するという計画になっているわけですけれども、今回の審議の中でも、

一括法によって仕事が市町村におりてくると。それこそ地域の力を引き出すというの

は、それだけ職員が地域に入っていかなければ引き出せないわけで、そういう面で、

現状のまま推移していく人数で、十分住民要望に応えられるのだろうかと。その辺の

考え方はどう考えているのか、お聞きをしておきたいというふうに思います。

それから、課の連携については、確かに今課長が話をしてくれたとおり、機構改革

によって、ちょっと弊害も出てきているのかなと。そういう面では、計画をしたとこ
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ろが直接事業実施を進めていくという方法のほうが、よりサービスが充実してくるの

ではないかなというふうに考えられるのですけれども、ましてそのほうが、住民の人

たちからの要望等も含めて、それを町政に反映していくという点においては、そのほ

うがむしろベターではないかなというふうに私は考えるのですが、町のほうの考え方

をお聞きをしておきたいと思うのです。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 まず、職員計画の中に、再任用、含まれてくるのかということで

ございますけれども、先ほどちょっと申し上げましたように、国のほうは閣議決定を

し、各省庁に指示を出したということで、再任用をしていけよという指示だと思いま

す。地方のほうはと申しますと、まだそこまでいっておりません。今後どうなるかわ

かりません。今の状態ではそういう状態です。

先ほど、フルタイムの再任用の場合には、定員の中に含まれるであろうと思ってい

るわけなのですけれども、これも正式に決まっているわけではございません。そうい

ったまだ不確定要素がたくさんあるわけでございまして、それがはっきりした段階で

は、この職員採用計画の中に考えていかなくてはいけない部分であろうというふうに

は思っております。

分権一括法の関係で、今回もご審議いただいた議案もたくさんあったわけでござい

ますけれども、権限移譲により、法律改正により、町のほうにいろんな事務が移って

くる中で、職員は減っていく。そういったこともあるわけですけれども、そういった

ことの一つとして人事評価のこともあるわけでございまして、そういったことに備え

て人材を育成していくのだということが、人事評価の目標の一つでございます。そう

いったことで、住民要望には応えていけるのではないかというふうに思っています。

それから、機構改革の弊害も出ているのではないかというようなお話でございまし

た。確かに予算化と事業化、これが同一というのが普通のことでございまして、そう

いう中で仕事をしていくのが一番ベストであろうというふうには思っております。し

かしながら、こども課をつくったには、子供の施策を一元化するという大きな目標も

ございます。ワンストップの窓口提供ということで、町民の皆様にご不便をかけない

ということもございます。そういった中で、町のほうとしては、それぞれの課が確実

に密接な打ち合わせを行いながら連携を図っていくことで、サービスに、町民の皆さ

んに不満足を与えるようなことはないというふうに思っています。
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以上です。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 それでは、新規事業という提案型の件ですけれども、今まで、これと

似たようなというか、似てないようなというのか、考え方はいろいろとられてしまっ

ているわけなのですが、地域コミュニティー事業というのが、私がお世話になってか

ら一番最初に事業計画をしたものであるわけです。これは、今までは、地域づくりの

何かをやるというのも、行政のほうで、大まかな部分もあるし、きっちりした部分も

あるのですが、計画をつくって、事業を実施をしていただいて成果を出していこうと

いうのが多かったと思うのですが、この地域コミュニティー事業というのは、企画、

提案、実施、これを地域の中で、それぞれ地域性があるでしょうから考えてやってく

ださいよというのが、一番のスタートだったのです。しかし、これが年数を経てきた

中で、実施をする内容というのが、独創性というようなのがだんだん少なくなってき

て、同じような事業をどこもやってくるというような状況になってきました。

しかし、これはこれで成果が出ております。地域によっては、それぞれやるものを

も決めて、しかも、班というか、小さい会をつくって、そこのところのリーダーをつ

くって、いろんなものに取り組んでいただいているというようなところまで出てきて

おります。こういうものが、最初狙ったものより何か固定化してきてしまっている部

分が見られます。

それで、これはちょっと話それてしまいますけれども、庁内で魅力アッププロジェ

クトチームをつくりました。それで、若い人たちがいろいろ模索をしながら、ああだ

こうだというようなことだと思うのですが、いろいろやっていただいている。そうい

う考え方がいろいろ出てきている。時々委員さんからも意見出ますけれども、地域の

中でやれることはないのかというような話があるわけです。そういうものを、町のほ

うが提案するのではなくて、地域の中でそういったものが考えられるものというのが

ないものだろうか。嵐山町の中に今必要な事業というのが、俺はこう思ってするのだ

よ、この地区ではこうなんだよというのはありはしないだろうかというようなことを、

提案型事業の中でそれこそ提案をしていただいて、企画、計画、実施をしていただけ

るような、そして計画したとおりの成果が出してもらえるような形にいかないものだ

ろうかというのが、一番のコンセプトです。そういうものが地域の中で吸収をしてい

ただけると、今委員さんおっしゃるように、地域の力もみんなで出していこう、この
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公園はこういうふうに使っていこうというようなことも、いろいろ出てくるのではな

いだろうか。そういうことが、一番の狙いといいますか、目標、お願いでございます。

〇吉場道雄委員長 清水委員。

〇清水正之委員 町長が目指しているもの、非常に具体的になってきたのかなという感

じはしています。そういう面では、今後、そうした面でのソフト事業を取り上げてい

くという面に対して、何を主眼に取り上げていくのか、地域の要望そのものをどうす

るのか、あるいはそれぞれの地域が持っている力をどう取り上げていくのか、私はそ

の部分が、これからの嵐山町政の中で非常に大切になってくるのかなと。そういう面

では、ソフト事業の取り上げ方というのは、非常に難しい面もあるのだとは思うので

すけれども、そういう一つの大きな考え方を示していただきたいというふうに思うの

です。

あとは、いいです。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 おっしゃるように、今もその人員の適正化の話もございました。課の

連携というのはどうなのか、とれているのかというような話もございました。そうい

う中で、職員は努力をしてくれているわけですが、人数が減ってくる中で、職員もそ

のままでいいという状況は許されない状況で、やっぱり適正化計画、どこのどこにど

う落ちついていこうということになってくると思うのですが、それはそれとして、や

っぱり地域の人たちが、一般質問でもいろいろご指導いただきましたけれども、独身

の人が参加したほうがいいのではないか、老人会の人たちがいろいろ参加する老人会

がちょっと弱ってきているのではないかとか、地域の中はどうだとかというような話

が出ました。そういう中で、いかにこの地域力というものを上げていくのかというの

が、これからの行政の一番の大きな狙いというか、課せられている内容ではないかな

というふうに思っています。それには、この地域力を上げていくというのは、行政の

ほうで、ああやってください、こうやってくださいというのでは、なかなか力強さが

出てきづらい。

先日も、ボランティアの講習会が、100人から集まって講習会がありました。しか

し、そこのときに集まっていただく人がどういう形で集まっていただいたかというの

で、この間ちょっとした、反省会ではないのですが、意見の出す場があって、行った

のですが、ある人は、もっと広報で各家庭に入るようなものを配ったらいいのではな
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いかとか、広報にもっと目立つように大きく書いたらいいのではないかとかというよ

うな意見が出ました。しかし、実施をした役員の人、特にじかに取り組んでいただい

た人は、参加をして、役員さん等の口コミ、これが一番効果があった。そういうふう

に、参加をした人からいろいろ聞くと、そういうことであったと。

ということは、やっぱりそこのところに関心を持ってもらう人をどうやってふやし

ていくか。それで、その人がそれぞれから情報を発信をして、考え方を出していただ

いて、協力をとりつける。そして、地域の中で事業をやっていくというとこに広げて

いくのが、やっぱり必要なのではないか、一番強いのではないのだろうか。そういう

中で、この地域の地域力を上げていくその一助として、提案型新規事業が効果が出し

てもらいたいように思うのですが。

課長からもちらっと話がありましたが、数も余り出ないのではないだろうかという

心配しているという話あったのですが、そうではなくて、あっちもこっちもというよ

うな感じになると、それこそ地域力が上がってきた成果、証拠、そしてその中に、若

い人、独身の人、お年寄りの人、子供たちというようなことになったとき、そのとき

こそ嵐山の力が発揮をして、みんなが幸せになれるまちづくりができるのではないか

というふうに思っております。そういう形で進んでいくといいなというふうに思って

いる事業でございます。

〇吉場道雄委員長 最後に、第４番委員、青柳賢治委員。

〇青柳賢治委員 それでは、４点ほど質問させていただきますけれども。

けさからも出ていましたけれども、クラウド化でございます。これは、これだけの

予算が今回は投入されていくわけです。町長の施政方針にも経常経費が600万減額に

なっているという中で、この３年後、５年後ぐらいの節減の経費が出ているのではな

いかと思うのですけれども、その辺のところからお聞きしたいと思います。１点目。

それから、２点目については、今回、杉山城の公有地化が進んでいくわけですけれ

ども、その辺を、堂沼公園から連携させながら、そして菅谷の館、そしてオオムラサ

キの森、蝶の里、それから３号地、このような地域資源をどのように活用して、町と

しては進めていきたいのか。これが２点目です。

３点目は、きのうもちょっと健康福祉課等で出て子育て支援の中で、教育長が答え

ていただきましたけれども、整理していかなくてはならない部分があるのではないか

と思っていますが。健康福祉課で予算をとってきた中で、こども課に使っているとい
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うようなもの、そのような子供支援、この辺が、やっているほうはなかなか大変であ

ると同時に、参加していく立場にある人たちも、なかなかわからないところがあるの

ではないかということで、その辺を含めてお聞きしておきたいと思います。

４点目は、今回のこの予算を、町長は非常に強い覚悟でつくられたのだろうと。や

はりプライマリーバランスというのを維持をした予算になったと。町長が、よく、転

機とはどこかであるのだとおっしゃっていますけれども、嵐山町のこの小さな自治体

で、４年ぶりのプライマリーバランスを守った予算ができたということは、これから

かなり厳しいこの状態が続いていくのだという中で、いろんな予算の中で、例えば民

生費含めますと、非常に実績値に近い予算がつくられています。そのような中で、町

民の皆さんに迷惑のかかることのないような予算になっているのかどうかということ

を含めて、お尋ねしておきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 私のほうからは、１点目のクラウド化に伴う財政的な見込み

ということでお答えをさせていただきます。

平成25年の10月に、今切りかえを考えておりますシステムにつきましては、先ほど

渋谷委員のご質問にお答えしましたとおり、27業務システムを25年10月に切りかえる

というふうに予定しております。実際の契約に関しましては、25年度、４月に入って

からということなので、契約額ではございませんが、今後の見込額ということでちょ

っとお答えをさせていただきたいと思います。

まず、この27システムの平成24年度における必要経費、これは約5,400万円でござ

います。これが25年度に切りかえまして26年度になった場合、落ちついた後の経費と

いうことになるわけですが、この27システムに関しまして、一応見込みでは約3,700万

円になるだろうというふうに見込んでおりまして、つまり切りかえ前の5,400万から

切りかえ後の3,700万円を引きますと、年間約1,700万円の削減になるだろうというこ

とでございます。

この５年間ということを考えますと、1,700万円の５年間で約8,500万円の軽減にな

る。しかしながら、25年度に切りかえ経費がございまして、その中で、その切りかえ

に要する経費、システムのデータの移行費用、あるいは新たなシステムの構築費用、

あるいはそのオプション部分の切りかえ費用、そういったものが約2,800万円かかる
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ということで予算計上をしております。としますと、５年間で8,500万円から2,800万

円を引きますと、約5,700万円、計算上は５年間で削減になるという計算でございま

す。確定数字ではございませんので、最低でも5,000万程度は削減できるのではない

かということで見込んでいるところでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 大塚文化スポーツ課長。

〇大塚 晃文化スポーツ課長 私のほうからは、２点目の杉山城跡の公有化に伴う今後

の地域資源の有効活用についてお答えさせていただきます。

史跡の文化財指定の趣旨は、土地に残された遺構の恒久的な保存ということが第一

でございます。同時に、その有効的な活用ということが挙げられます。史跡の活用を

地域資源という視点で見た場合、次のような要素がございます。第１に、学習の場と

しての資源。これは、城の歴史や地域の歴史を学ぶ場としての意味。それから、里山

としての自然学習や環境学習を学ぶ場としての面がございます。第２には、レクリエ

ーションを提供する場としての資源。これは、四季折々の自然を楽しんだり、また散

歩やハイキングを楽しむ場。第３には、史跡の環境整備の副産物としての物的資源と

して、間伐材や間伐竹の活用、タケノコ掘りやシイタケの栽培などがあります。それ

ぞれの資源を重複した活用が有効であり、また相乗効果が期待できます。

次に、周辺地域の地域資源との連携による新たな地域資源化の創造という視点で見

た場合には、次の要素がございます。第１に、周辺の文化財や観光資源、産業資源と

の連携により、観光、ハイキング、史跡めぐり等のコース等に位置づけることでござ

います。また、史跡にちなんだ特産品の開発なども挙げられます。第２に、地域の人

的資源の活用や連携があります。例えば観光協会や史跡保存会のボランティアガイド

の活用や、将来的には史跡の整備などの諸活動を担うＮＰＯなどの組織化も視野に入

れることができます。

また、特に杉山城跡の今後につきましては、保存整備計画や保存活用検討委員会で

以上のような内容について具体的な検討を行い、また観光協会や商工会、学校、文化

団体など、幅広い意見交換や連携を通じて、地域資源の有効活用について有効な方策

を模索していきたいと考えております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 井上総務課長。
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〇井上裕美総務課長 プライマリーバランスのことに関しましてお答えします。

プライマリーバランス、基礎的財政収支というふうに言われておりますけれども、

平成25年度は、公債費の元利償還分でございますけれども、これから町債を差し引き

ますと、２億8,513万1,000円の黒字になると、そういうことでございます。先ほどお

話いただきましたように、黒字化は久しぶりだということでございます。今後、毎年

の借り入れを４億円、これを仮定いたしますと、現在34億3,000万円ほど普通債がご

ざいます。それが、５年後の30年には約21億2,000万円というふうになりまして、約13億

1,000万円ほどの減額となります。このような状態を堅持しながら、財政の健全化を

これからも図ってまいりたいと思いますし、それに伴って町民の皆様にご不便、ご迷

惑をかけることはないというふうに考えております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 それでは、子育て支援、子供支援ということでお答えをさせていただ

きたいと思います。

施政方針の話もございました。この中にも述べさせていただきましたけれども、い

ろいろな子供支援というものを実施していきたいということで書かせていただきまし

た。子ども医療費の窓口払いを協力をいただいているということで、そのお金をいろ

んな形で活用をしていきたいということで、それらを実施をしてまいりました。そし

て、特に予防接種の関係では、嵐山町が先行しておりまして、医師会のほうからも、

ぜひ嵐山に合わせていただきたいという話の申し入れがあったらしいのですが、ほか

のところと歩調が合わないということで、嵐山だけ現状でも先行しているというよう

なことがございます。これは、ワクチン接種をするというだけではなくて、いろいろ

ご心配いただいております国保会計等も含めて、医療費の抑制のほうに何らかの形で

貢献をするのではないだろうかというようなことで取り組みを強めているわけですけ

れども、そういうようなこと。

それから、各学校の施設整備、これもきょうお話もございました。体育館も仕上が

り、管理等々も含めて、あとは内部のものについてのご心配の提案もございました。

今後は、それらについて関心を持って整備をしていきたいということでございます。

それから、ふれあい交流センターが、先ほども話がございまして、大変大勢の人に

活用をいただいております。その中にも、子供事業、子供が行える事業ということで、
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木工教室ですとか、将棋の教室ですとか、子供が参加をできるような事業も、昨年度

も計画をいたしました。今後も、活用しやすいような状況のものを取り入れていきた

い。それから、夏休みに理科の教室というのを昨年度も計画をしていただきまして、

大妻の高校の科学部というのですか、そういうところと一緒に交流をしたりというこ

ともございました。また、小さなお子さんも相手のフィットネス21、それから志賀の

公園、そういうようなものも整備を進めて、嵐山町は子育てしやすい町なのだという

ような発信ができるような子供支援というものも、これから引き続いてやっていきた

いというふうに思っております。ご提言もいろいろいただいておりますので、そうい

うものをもう一度精査をいたしまして、嵐山町で取り入れていったほうがよいという

ようなものがあったら、そういうものをさらにこれからも取り入れていって、子供た

ちの支援になるような事業を展開をしていきたいというふうに思っています。

以上です。

〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 クラウド化の経費の効果というのは、これだけ出るのですね。国も挙

げてｅ-Ｔａｘや、県もｅ-Ｔａｘです。その中で、町が吉見と並んで４月から開始に

なるということの効果というのは、やはり町民に今度逆にサービスとして戻ってくる

わけです、これだけの経費を節減したということは。これはやはり大きいことなので、

やはり町の広報の中でも堂々と取り組んでいってもらいたいと思うのです。

ただ、けさから出ていた、情報の云々とかという中でも、これが一番いいシステム

だということで進んでいるのだということですね。それで、今の経費の件はわかりま

したけれども、心配されるようなことがあるとすればどのようなことがあるのか、そ

の点についてはお聞きしておきたいと思うのです。

それと、杉山城を含めた観光資源の活用ということなのです。やはり町長の施政方

針の中には、毎年のように、この地域資源を生かしてやっていくのだというふうな形

でおっしゃっていただいているのですけれども、そこを束ねていくといいますか、嵐

山にある菅谷の館は館、トラスト地にある３号地は３号地というような形で、それを

一つまとめたような。さっきから出てくるような、横断した、観光協会が中心になる

のでもいいのでしょうけれども、やはりこれは町が公有地化してやっていくことだか

ら、町が積極的に人を呼び込む、そして人口減少に臨んでいくのだということから考

えると、もっともっと町はそこの部分はイニシアチブをとって進めていくべきことが
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あるのではないかというふうに私は考えるのですが、その点いかがでしょうか。

それと、プライマリーバランスの件でございますけれども、これも要綱にはいろい

ろ書いてありますけれども、いずれにしても財政における公債金の収入が、その以外

の租税等の収入によって、公債費を除く歳出等の収支になるわけです。これは、この

均衡であるということは、公債金の収入が過去に発行した公債の償還費の利払い費に

充てられるのみで、一般歳出には支出されるものがないと、そういう状態を言うので

す。それはかなり厳しいことなのです。やはりこれをもう一度、我々町民もそうです

けれども、役場の職員の皆さんにもしっかりとその辺のところを持ってもらうという

か、嵐山町が厳しい状況の中で住民サービスをしていくのだということを、しっかり

と踏みしめるというか、考えてもらうということだと思いますので。なかなか事業展

開厳しいと思うのですけれども、頑張ってもらいたいというふうに思っています。こ

の点は結構でございます。

それと、子育ての支援なのですけれども、町長からいろいろ答えていただきました

けれども、いずれにしても今の子供たちを持つお母さんたちは、やはり嵐山だけでは

なくて町外にも行って、けさも出ていましたけれども、江南にある公園はいいよとか

という情報を言ってくれることは言ってくれます。ただ、町もそれを手をくわえて見

ているわけではないのだと、きちんとこども課は一生懸命やっているのだということ

を、子供たちを持つお母さんにどんどん、どんどんアピールしていくということが必

要だというふうに思うのです。

そういう意味では、きのうの審議の中でありましたね、障害の発達の関係のことで、

予算が健康福祉課で、それを使うのはこども課だったという。そういうような中で、

ここについては、子育ての分はこども課なのだというようなことで、しっかりその辺

の部分が町民にも理解してもらえるような組織づくりというのでしょうか、役場の仕

事というような形でなってくるのではないかと思うのですが、その辺についてはもう

一度お答えいただきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 クラウド化についての関係についてお答えをさせていただき

ます。

今、委員さんからいろいろとお話をしていただきましたとおり、このクラウド化に
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よりまして、今の経費面だけではなくて、災害対策の充実あるいは法改正等があった

場合のスケールメリット、運用経費の削減、それから人的な体制、そういったものの

専門性が図れるということでの人的な経費の削減。そして、例えば法改正があった場

合に、嵐山町だけが乗りおくれるということはないということで、相互の共通理解の

もとで法整備の改正の対応が図れるというようなメリットが共同化にはございます。

その中で、広報等で十分周知すべきということでございました。大変ありがたいこ

とでございまして、そのような形で周知をさせていただきたいというふうに今後考え

たいと思います。

その中で、特に危険というか、心配な部分はあるかということでございます。きょ

う、川口委員さんのほうからもご質問がございました。それでは、クラウド化をすれ

ば、そういった情報管理に関して100％安全性が確保できるのかということは、今の

状況の中では、100％ということはないのだろうというふうに思っております。しか

しながら、今、町でこの管理をしているこのシステムから言えば、このクラウド化を

することによりまして、より安全性が高められるというふうに考えております。そう

いった中での判断ということでご理解いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 質問の内容が込み入ってきましたので、漏れていたらまた言ってくだ

さい。

杉山城の関係で、いろんな資源をグレードアップといいますか、そういうふうにし

ていったらいいのではないかというお話ございました。そのとおりだと思うのです。

ご承知のように、嵐山町の場合には、大きな観光資源というのが、滝があるよとか、

何とか湖があるよみたいなものがないわけでして、小さい観光資源が丘陵地なりにい

っぱいあるわけです。ですから、そういうものを個々にグレードアップをしていく必

要があろう。それで、今も課長が答弁したように、新たな地域資源の創造というふう

に答弁させていただいたかと思うのですが、こういうことだと思うのです。やっぱり

新たな地域資源をつくっていくのだと。そういうことで、小さいものの積み上げ、連

続というのですか、そういうようなことでも考えて。今年、観光案内ができ上がった

のまだ見てないのですが、そういうものもでき上がった。金を払うのだというのだけ

回ってきましたので、でき上がったのだと思うのですが。そういうのも一つだけでは
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なくて、並んで回って見て、それで「ああ」というような感じになるのかな。

これも、都幾川の改修、槻川の改修の中で、松山とときがわが頑張ってやって、嵐

山町もそこにオブザーバーで入れてもらってというようなことで、今事業進んでいる

ようですけれども。その中で、班渓寺橋の上流のところの竹林を整備をしよう。それ

で、そこのところの受け持ちといいますか、掃除した後の整備はときがわが持ちます

よということらしいのですけれども。そういうような形で、うちのほうとすると、今

も川の中に整備、バーベキューの上のところ、川をいじっていますけれども、そうい

うようなことからつながって、下から上まで行く、点が線になり、線を面にして、そ

れで広がりを持たせて嵐山町のをさらに広めていくというような形で、それぞれの小

さい資源をグレードアップして大きくしていく、そういうことが必要だなというふう

に思っております。

それから、健康事業等で課の連携というのがどうもというような話がありました。

健康いきいき課、町民課、こども課、長寿生きがい、いろいろ課の中で、それぞれ受

け持っている仕事があるわけですけれども、以前に比べると、数段にわたって、それ

らの課の中での連携、話し合い、このことはこっちの課でやったほうがいいのではな

いかとか、これはこっちでやろうということなのだけれども、知らないでそっちでや

っているということでなくて、話し合いの上で、ここの課のほうがこれはいいでしょ

うというような取り組みが進んできております。

そういう状況で、先ほど来、いろいろ課の連携というような話がありましたけれど

も、大変なのは最初からもうわかっていたというか、予想はしていたことですが、カ

ウンターの中が、内側で努力できることはやって、カウンターの外の町民の皆様に少

しでも町民サービスが上がったと見られるような形をつくっていこうというのが一番

の出発点だったわけですので、それらをもう一度再確認をし合う形で進めていければ

というふうに思っています。

子供支援というものをもっとアピールしたらいいのではないかということです。こ

のアピールというのが、嵐山町、下手で、広報をやるのがいま一つかなというような

感じがしております。それで、窓口払いもやって、それでその後こういうことを考え

てやっているのですよというようなものも診療所に張ったらいいではないかというの

は、医師会の先生方から言っていただいて、それで、うちの診療所も張っていいよ、

うちもいいよ、ということで医師会の先生方にご理解、ご協力をいただいて、ああい
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うことができるようになりました。それで、町民のご父兄の皆様にもわかりやすくな

ってきたかな。そういうような町民への情報の提供、アピールということは、委員さ

んおっしゃるように、これからもいろんなことで気をつけてやっていけたらというふ

うに考えておりますので、さらにご指導をいただきたいというふうに思います。あり

がとうございます。

〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 クラウドのことは、順調に移行することを期待していると思います。

そして、今、町長の答弁いただいた観光資源のことなのですけれども、この辺のと

ころを、杉山城の公有地化にかけながら、嵐山町の人が嵐山渓谷に行ったことがない

ということのないようにやることが必要なのではないかと。杉山城ってどこにあるん

だいというのではなくて、杉山城、ここにあるのだよと、今度一回連れていくからと

いうふうな形で、ぜひ、嵐山渓谷にある秋に紅葉するもみじの木なんか見てほしいで

す。それを見るだけでも、すごいな、嵐山にはこんなのがあるのだということを実感

するのです。そういうことで、ぜひ、公有地化にかけて、もう一度、いろいろとある

観光資源を一つにまとめたような働きかけが欲しいなと思うのですが、その辺につい

てひとつお答えしていただければありがたいですけれども。

〇吉場道雄委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 観光資源の、特に身近な町民へのアピールをしたらいいのではないか、

全くそのとおりだと思うのです。それで、先ほど地域のコミュニティー事業、あるい

はそのほかの町の事業、社協の事業等を使って、嵐山町を知ろうということで、ハイ

キングを重ねている区もあるのです。それで、この嵐山町を実際企画をして歩いてみ

ると、ああ、俺もやっぱりあそこへ行ってなかった、知らなかった、見なかったとい

うようなことを地域の人が言って、大変勉強になるよ。それで、職員に案内役を頼ん

で町内を散歩、これを第１回、第２回。それで、そこの区のほかの人も参加するよう

になったりとかということで、大変好評な事業を行っている区もございます。さらに

今度の提案型の事業の中にもそんなようなものが出てくるといいかなと思っているの

ですが、そういうことをやって、町を知ったり、知らせたり、それでそこからまた一

歩進んだ何かができるかできないかというようなことにもできますので、そんな形で、

今、委員さんおっしゃるように、特に嵐山町の町民に嵐山の資源をさらによく知って

もらうようなことをやっていったらいいというふうに、提案を感謝いたします。
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〇吉場道雄委員長 以上で総括的な質疑を終了いたします。

これにて全ての質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 討論を終結いたします。

これより議案第23号 平成25年度嵐山町一般会計予算の議定についての件を採決い

たします。

本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇吉場道雄委員長 挙手多数。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

この際、暫時休憩いたします。おおむね10分間。

休 憩 午後 ２時２５分

再 開 午後 ２時３６分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第２４号の質疑、討論、採決

〇吉場道雄委員長 次に、議案第24号 平成25年度嵐山町国民健康保険特別会計予算の

議定についての件を議題といたします。

既に本会議おいて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入

ります。

質疑は一括して行います。

それでは、どうぞ。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 ２件あるのですけれども。

229ページの一般被保険者国民健康保険税ですが、資産割と平等割だけの世帯数、

それから６割軽減と４割軽減の世帯数、退職者被保険者の資産割、平等割だけの世帯

数、それとやはり６割軽減と４割軽減の世帯数を伺いたいと思います。

241ページです。一般被保険者療養給付費の中で、就学前児をどのぐらい、子供の



- 257 -

金額見込んでいるか。それから、70歳から74歳の１割負担をどの程度見込んでいるか。

５歳児未満をどの程度、６歳からの負担をどの程度見込んでいるか。ここに書いてあ

りますけれども、６歳から70歳までの方の医療費をどの程度見込んでいるか、伺いた

いと思います。

〇吉場道雄委員長 中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 それでは、お答えいたします。

まず、一般被保険者の医療給付分と後期高齢者支援金分の人数ですけれども、

4,886人、平等割の世帯数ですけれども、2,790世帯。それと、６割軽減が589世帯、

843人、４割軽減が127世帯、293人を見ております。

それと、一般被保険者の介護給付分ですが、均等割の人数が1,461人、６割軽減が

276人、４割軽減が83人です。

続きまして、退職被保険者の医療給付分と後期高齢者支援分ですけれども、均等割

の人数が539人、平等割の世帯数が245世帯、６割軽減が32世帯で52人、４割軽減が10世

帯で28人。介護給付分ですが、均等割の人数が436人、６割軽減41人、４割軽減22人

です。

以上です。

〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 私のほうからは、241ページの一般被保険者療養給付費負担金の

ところを算定しましてお答えいたします。

一般被保険者は4,970人ということで、前年が4,900人、70人増ということで予算額

を見込んでおります。それで、ゼロ歳から６歳までの人数ですけれども、120人。こ

のゼロ歳から６歳までの１人当たりの医療費というのですか、平成21年、22年、23年、

それから24年の途中までの過去３年間プラス今年度の医療費を計算しまして、17万

462円、この金額で、伸び率が1.04というような形を見させていただいております。

同じように、７歳から64歳の人数が2,690人、この金額につきましては12万4,862円、

伸び率1.04というものです。それから、65歳から69歳、この人数を1,110人、金額に

つきましては24万4,493円、伸び率1.04です。それから、70歳から74歳の人数につき

ましては1,050人、35万1,057円、伸び率1.04という形にさせていただいております。

前年度比較で、ゼロ歳から６歳につきましては、人数の増減はない見込みでおります。

120人です。７歳から64歳につきましては、90人ほどの減人数で見込んでおります。65歳
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から69歳につきましては10人の増、70歳から74歳につきましては150人の増というこ

とで、それぞれ見込んだものでございます。

以上です。

〔「すみません、数字を言うときはもうちょっと

ゆっくり言っていただけますか。とても書き

とめられないから」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 いいですか。

〇渋谷登美子委員 はい。

ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 232、３ページの前期高齢者交付金が、昨年から比較すると2,500万円

の減となっているわけです。説明欄に、加入率が、全国平均に比べて上回る場合、調

整金として交付されると。つまり、加入率が低いということでこれだけの減額になっ

たということなのでしょうか。全国平均が幾つぐらいで、嵐山どのぐらいで低くなっ

たのか、伺えればと思います。

それから、ちょっと細かいのですが、244、５の葬祭費なのですが、人口の高齢化

で昨年よりマイナスをしているわけです。亡くなる方が少ないだろうという見方をし

たわけですけれども、35人という説明であったわけですけれども、その根拠を伺いた

いと思います。

それから、医療費の伸びがかなり高くて驚くのですけれども、やっぱり健診という

ものをしっかり受けてもらわないと。健診を受けたから今年の医療費に反映するかと

いうほど簡単ではないわけですが、これから何年か先を見越しても、健診はしっかり

受けてもらわないとならないわけですので。

一つは、人間ドックは、昨年、国保の関係しかお答えできないのかなとは思うので

すが、あとは健康いきいき課になるので。実際、何人ぐらい受けたのか。もしおわか

りであれば伺いたいと思うのです。それを根拠にして350人にしたのか。伺えればと

思うのですけれども。

それと、併診なのですが、併診は申し込みがちょっとおくれるともういっぱいにな

ってしまうというふうに聞いているのですが、それは事実なのでしょうか。

それから、特定健診、これをどうやって引き上げていこうとしているのか。伺えれ
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ばと思います。

〇吉場道雄委員長 村上副課長。

〇村上伸二町民課保険・年金担当副課長 232ページ、前期高齢者交付金の2,514万

8,000円の減、こちらについてご説明申し上げます。歳入概要のところに、全国平均12％

となっております。嵐山町の平成25年２月末現在の前期高齢者の加入率は39.1％と、

非常に高いものになっております。この前期高齢者交付金の内訳でございますが、当

該年度の概算分、つまり平成25年度の概算分を５億1,091万と見込んでおります。昨

年度の平成24年度の概算が４億8,857万4,844円ということで、単年度の概算分につき

ましては、プラスの2,233万8,000円の増となっております。

この前期高齢者交付金に関しましては、前々年度の精算額、こちらのほうが当該年

度の概算分と合わせて交付されておりまして、平成24年度におきましては、平成22年

度の精算分、こちらが5,714万9,693円、こちらが概算分と合わせて５億4,572万

4,537円、これが平成24年度の交付金の額でございますが、平成25年度につきまして

は、平成23年度の精算分、こちらの見込みが1,326万4,844円を見込んでおります。こ

の精算分につきまして、平成20年度からの制度でございますので、制度開始当初は概

算見込みと実際の精算の差が大きく、昨年につきましては5,700万という精算金が概

算分と合わせて交付されておりましたが、年度がへるに従って、徐々に概算分と実質

の確定分の差が減ってきております。その関係で、平成25年度につきましては、精算

分として1,326万ということで、精算分の金額だけで平成24年度と25年度で4,388万

5,000円減という形になっております。その関係で、両者合わせました額がマイナス

2,514万8,000円という数値になっておりますので、当該年度の交付金自体は上がって

いるということでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 それでは、245ページの葬祭費の関係につきましてお答えいたし

ます。

今年度、前年度と比較しまして15人の減ということで、35人の予算を組ませていた

だいております。過去の実績につきまして申し上げますと、平成22年度が45人でござ

いました。その後、平成23年度が25人、平成24年度２月末現在で28人ということで、

ここの葬祭費の件数を見て減額をしたところでございます。
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それから、人間ドックの関係につきましてお答えいたします。23年度の関係につい

てのお尋ねだったと思うのですけれども、35歳以上の人間ドックにつきましては

255人、併診ドックが38人というのが23年度の結果だと思います。今年度、人間ドッ

クにつきましては、人間ドックそのものが350人、併診ドックが50人という形で、個

別検診の件数の予算を見ております。

それから、特定健診の受診率を上げていく方策についてお尋ねがあったかと思いま

すけれども、やはりご自分の健康はご自分で守っていただくというのが基本的な考え

方でございまして、家族のために自分の健康を自分たちで守るのだというのが基本的

なものがないと、お忙しい間に、なかなか対応ができないというか、医者に行く時間

がないというような働く世代の方のご意見の方も多いし、あるいは現実にはお医者さ

んにかかっていて、もうお医者さんである程度定期的な検査も受けているから、かえ

って特定健診には行かなくてもいいというような考えの方もいらっしゃる。そういう

方をどのようにして特定健診に結びつけていくかというのが大きな課題ではあるので

すけれども、いずれにしても自分の健康を家族のために自分たちで守るのだというよ

うなものをアピールしていければいいかなというふうに思っているのですけれども、

ただそれがどの程度特定健診の向上のために結びつくかというのはなかなか難しい。

農協さんで実施していただいているものや、それから商工会館で実施していただいて

いるものについても、その報告をいただくようなシステムには変えていくわけですけ

れども、それだけでどの程度率が上がっていくかというのは、ちょっとわからない状

況ではございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 葬祭とその前のは、わかりました。

そうすると、説明がこれだけではないのですね。これだけを読むと、嵐山の加入の

率が下がったのかなというふうに見てしまうのですけれども。いいです、わかりまし

た。

人間ドックの関係なのですが、350人のたくさんの人数の枠をとってもらっている

というのは、昨年からでしたか、受ける希望のある人は全員受けられるようにするの

だということで、そういう政策になったわけです。実際、そこで何人ぐらい受けたの

かなと思ったのですが、決算ではないので、それはいいです。
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問題は併診なのですが、そうすると、併診の枠を広げたのでしたか。何とかこの人

数だと、予算の絡みもあるわけですけれども、いいだろうということで50人にしたの

かどうか。ちょっと伺えればと思います。

予算の絡みもあるのですが、医療費を何としても抑えようということを考えていっ

たら、この辺は、広げることが大事ではないかなというふうに思うのですけれども、

あわせて伺えればと思います。

特定健診、確かに自分の健康は自分でということで、みんなそう思っているのだと

思うのです。でも、受けてないというのが実態ですので。健康いきいき課では、２回

ぐらいはがきを出して受診を促すということをやっているようなのですが、町民課の

ほうでは、何か特別なお考えというのは、そうするとないということなのでしょうか。

確認なのですが。

〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 併診ドックにつきましてお答えさせていただきます。併診ドック

につきましては、23年度が38人という実績でございましたので、それに見合うだけの

予算ということで、併診ドックが50人の予算を出させていただいたという状況です。

それから、特定健診のアピールの関係ですけれども、毎年、嵐山まつり等には、そ

ういう特定健診のことにつきましてもアピールするようなコーナーを設けて、嵐山ま

つりにも参加させていただいていますし、それから保険証の切りかえ、更新のときに、

特定健診のものについても入れさせていただきながらアピールをしていきたいという

ふうに思っております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 参考資料では、前年度比、医療費が下がってすると思うのですが、予

算書ではそういう反映がされていないような感じがするのですけれども、医療費その

ものは、24年度と比べて下がってきているという認識でいいのでしょうか。

当初見込みが下がっていると。25年度の見込みそのものは、こういう形で前年度比

で下がっているという形で推移をするのだという見込みを持っているのですか。特定

疾患の部分によって随分影響するというのが今までの通例だったのですけれども、そ

の辺の見込みというのはどういうふうに考えているのでしょうか。
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〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 23年度の決算と比較しまして、予算額は、前年度の予算と今年度

の予算というようなつくり方をするのが多いものですから。それから、24年度の実績

を見て、25年度の予算がどの程度できているかというところは、また難しいところが

あるわけですけれども、23年度決算は、特に決算上は低かったわけですけれども、予

算と比較しましても低く済んだという状況でございまして、25年度の予算を立てるに

当たっては、24年度の伸びが余りにも大きいものですから、24年度の伸びをそのまま

ストレートに見込んだ場合には、ちょっと予算的に難しいということがありまして、

先ほど渋谷委員のご質問にもありましたけれども、21年度、22年度、23年度を含めた

４年間のトータルを考えた階層別の医療費をもって予算を立てさせていただいたとい

うところでございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 討論を終結いたします。

これより議案第24号 平成25年度嵐山町国民健康保険特別会計予算議定についての

件を採決いたします。

本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇吉場道雄委員長 挙手全員。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

ここで休憩といたします。

休 憩 午後 ２時５８分

再 開 午後 ２時５９分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第２５号の質疑、討論、採決
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〇吉場道雄委員長 議案第25号 平成25年度嵐山町後期高齢者医療特別会計予算の議定

についての件を議題といたします。

既に本会議において提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に

入ります。質疑は一括して行います。

それでは、どうぞ。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 267ページになるのですけれども、特別徴収の保険料と普通徴収の

保険料があります。これそれぞれ人数はどの程度で予算を組んでいるのか、伺います。

〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 お答えいたします。

特別徴収の保険料の被保険者対象数ですけれども、1,657人でございます。それか

ら、普通徴収の対象被保険者数は407人でございます。24年度と比較しまして、24年

度が特別徴収が1,581人、25年度が1,657人ということで、76人の増で見込んでおりま

す。それから、普通徴収につきましては、407人と申し上げました。24年度が396人の

予算でございました。そちらにつきましては、11人の増です。合わせて87人の増でご

ざいます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 その保険料なのですが、収納率は説明なかったと思うのですが、特徴、

普通徴収、２点。

あと、271の広域連合納付金のこの伸びの分というのは、医療費の伸びの分という

ふうに理解してよろしいのでしょうか。それを伺いたいと思います。

〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 収納率につきましてお答えいたします。収納率につきましては、

特別徴収の収納率は、過去、ずっと100％というような形できております。普通徴収

の収納率も98％以上という収納率できておりますので、同じような収納率で見込んで

おります。

それから、271ページ、後期高齢者医療広域連合納付金の関係でございます。これ

につきましては、特別徴収、普通徴収の納付された金額、それプラス低所得者軽減分、
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それから滞納繰り越し分の収入分、合わせまして１億5,819万8,000円というのが予算

額でございまして、特別徴収と普通徴収の収納分につきましては１億2,713万1,515円、

それから滞納繰り越し分の収納分を50万円、それから低所得者軽減分、これにつきま

して3,056万5,560円、合わせて１億5,819万7,075円になりますので、この予算にさせ

ていただきました。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 納付金のほうなのですが、そうすると、医療費が向こうで伸びている

かどうかというのは、こちらではつかめないということなのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 後期高齢者医療につきましては、２年ごとに医療費の伸びを見込

んだ保険料の改定というのが行われているかと思うのですけれども、平成24年度に改

定されたのは、平成24年度と平成25年度の医療費を見込んで平成24年度に料金改定が

されたものだというふうに認識しておりまして、その間、被保険者数の伸びを見込ん

で平成24年度に保険料の改定が行われたということだというふうに考えておりまし

て、それが広域連合で見込んだ伸びの中でおさまっているかどうかというのは、今の

状況ではまだわかりません。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 平均保険料というのはどのくらいになるのでしょうか、前年度比でど

ういう推移をしているのでしょうか。

それと、滞納繰り越し分が50万のっているのですが、資格証明証あるいは短期保険

証の発行の該当になるというような部分が、嵐山町では出てきているのでしょうか。

２点だけ。

〇吉場道雄委員長 新井町民課長。

〇新井益男町民課長 お答えいたします。

平成24年度改定したのが、24年度と25年度の２年間にわたっての平均保険料という

ことでなっているかと思います。その保険料の額につきましてお答えいたします。均

等割額が４万1,860円、所得割額が8.25％というのが、この２年間の保険料です。
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それから、後期高齢者医療に該当する方で、短期証あるいは資格証の発行がしてあ

るかということですけれども、嵐山町においてはそのような方はいらっしゃいません。

以上です。

〇吉場道雄委員長 清水委員。

〇清水正之委員 保険料額というのはわかるのですか、平均保険料額。

〇吉場道雄委員長 村上副課長。

〇村上伸二町民課保険・年金担当副課長 １人当たりの平均調定額でございますが、こ

れは広域の見込みでございます。平成25年度につきましては、５万6,821円となって

おります。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 討論を終結いたします。

これより議案第25号 平成25年度嵐山町後期高齢者医療特別会計予算議定について

の件を採決いたします。

本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇吉場道雄委員長 挙手多数。

よって、本案を可決すべきものと決しました。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

◎散会の宣告

〇吉場道雄委員長 本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ３時０７分）
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予算特別委員会

３月１４日（木）午前９時３０分開議

議題１ 「議案第２６号 平成２５年度嵐山町介護保険特別会計予算議定について」の

審査について

２ 「議案第２７号 平成２５年度嵐山町下水道事業特別会計予算議定について」

の審査について

３ 「議案第２８号 平成２５年度嵐山町水道事業会計予算議定について」の審査

について
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〇出席委員（１３名）

１番 森 一 人 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 佐久間 孝 光 委員 ４番 青 柳 賢 治 委員

５番 小 林 朝 光 委員 ６番 畠 山 美 幸 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 清 水 正 之 委員 １０番 安 藤 欣 男 委員

１１番 松 本 美 子 委員 １２番 渋 谷 登美子 委員

１３番 吉 場 道 雄 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

長 島 邦 夫 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 杉 田 豊

主 席 主 査 岡 野 富 春

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

青 木 務 長寿生きがい課長

戸 野 倉 弘 美 長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長

近 藤 久 代 長寿生きがい課包括支援担当副課長

大 澤 雄 二 上下水道課長

奥 平 清 人 上下水道課管理担当副課長

深 澤 清 之 上下水道課施設担当副課長

山 下 隆 志 上下水道課下水道担当副課長

加 藤 信 幸 教 育 長
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◎開議の宣告

〇吉場道雄委員長 皆さん、おはようございます。

ただいま出席委員は、13名であります。定足数に達しておりますので、予算特別委

員会の会議を開きます。

（午前 ９時２７分）

◎諸般の報告

〇吉場道雄委員長 ここで報告をいたします。

本日の委員会次第はお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎議案第２６号の質疑、討論、採決

〇吉場道雄委員長 議案第26号 平成25年度嵐山町介護保険特別会計予算議定について

の件を議題といたします。

既に本会議において提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に

入ります。

質疑は、一括して行います。

それでは、どうぞ。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 すみません。では、４点お伺いします。

まず、ページ数が307ページ、元気はつらつ体操教室事業、元気はつらつ口腔教室

事業の２点でございますが、昨年は、栄養改善のプログラムを実施するための経費と

いうものはついておりませんでして、本年度からここの２カ所の事業についておりま

すので、内容をお伺いしたいと思います。

それと、309ページ、ちょっとすみません、私309ページと310ページのほうに、め

ざせ100歳元気元気事業がまず108ページのほうに載っておりまして、310ページのほ

うには（自主地区）事業ということになっておりますけれども、まずこの違いも、ち

ょっと今さらながらで申しわけないですけれども、ちょっと教えていただきたいのと、

あと309ページのほうが拡大分として、ボール体操指導者養成講座ということで入っ



- 270 -

ておりますので、この拡大分についてお伺いしたいと思います。

そして、311ページのやすらぎトレーニング事業、活き活きふれあいプラザのやす

らぎのトレーニングルームの要介護状態になることを防ぐための経費ということで、

皆さんあの器具を使っていらっしゃると思うのですけれども、どういう形でご利用に

なっているのか、ちょっとこの辺お伺いしたいと思います。

それと、311ページの脳の健康教室事業、こちらは、簡単な読み書きや計算を行う

ことにより高齢者の認知症を予防する経費ということで、これある学習塾でもこうい

うのをやっていたみたいですけれども、一応どういうことをやるのか、内容をお聞き

したいのと、あと時間は何分ぐらいを月何回やるのか教えていただきたいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ちょっといいですか。ちょっとやすらぎの器具とか……

〇畠山美幸委員 やすらぎだって入っているよ。311ページ。

〇青木 務長寿生きがい課長 わかる範囲内でお答えさせていただきます。

〇吉場道雄委員長 いいですか。課が違うのですけれども。

〇畠山美幸委員 長寿生きがい課って書いてある。311ページ。ただ、介護予防のため

の内容なのだけれども。

〇吉場道雄委員長 わかる範囲で、ではわかりましたか。わかる範囲でお願いします。

近藤副課長。

〇近藤久代長寿生きがい課包括支援担当副課長 お答えいたします。

まず、元気はつらつ体操教室と口腔教室の栄養改善のプログラムなのですけれども、

元気はつらつ体操教室は１コース10回ありまして、その中に栄養講座の日を設けて、

栄養士さんが来て、栄養のバランスとか、カルシウムのとり方とか、栄養のとり方の

講義をしております。

また、口腔教室も全６回なのですけれども、その中で栄養士さんが入りまして、栄

養の講座のお話が入っております。

次に、めざせ100歳元気元気事業の自主グループとの違いということなのですけれ

ども、これは、めざせ100歳元気元気事業は各地区で実施をしておりますが、その教

室が終了した後に自主グループ活動ということで自主的に活動を行うグループが出て

きておりまして、そのグループへの講師の派遣等の指導を行っております。

ボール体操の指導者講習会なのですけれども、これも、めざせ100歳元気元気事業
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の自主グループ活動を継続していくために、ボランティアという形で指導者を養成す

る講座となっております。平成18年度から20年度までに養成を行いまして、その後、

しばらくたちまして、指導者が年齢的な理由から減ってきているということもありま

して、また再度開催させていただきたいと思っております。

それから、やすらぎトレーニングルームの器具をどういう形で利用しているかとい

うことなのですけれども、まず最初に、申し込みをやすらぎトレーニングルームのほ

うにしていただきまして、マシンの使い方とか体力測定ということで講習会を１回行

います。その後、会員の登録という形になりまして、トレーニングルーム開催されて

いる日に都合のいい時間に行っていただいてトレーニング器具を使ってトレーニング

をしていただくという形になっております。

それから、脳の健康教室の内容なのですけれども、まず認知症を予防するために、

読み、書き、計算、それから指先を動かすという内容をプログラムしておりまして、

１人30分、週に１回、６カ月間を予定しております。その週に１回教室に来て学習し

ていただく以外にも、宿題を持って帰っていただいて、おうちで続けていただくとい

う内容になっております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 再質問させていただきます。

307ページの栄養の部分がふえて、栄養講座をやるということなのですけれども、

調理実習とかではなくて講座になるのか。あと何かこういう塩分を控えたほうがいい

ですよ、糖分はこうやって控えてやるほうがいいですよというようなレシピみたいな

ものもお配りをしているのか、教えていただきたいと思います。

309ページと310ページのほうは大丈夫です。

311ページのやすらぎの件なのですけれども、これ健康いきいき課でも提案させて

いただいたのですけれども、やはり高齢者介護状態、要介護状態になることを防ぐと

いうことで、やっぱり高齢者になると下半身が衰えるのが早いので、なるべく最初に

申し込みして、マシンの説明をして会員登録するときに、これはこういうふうに使う

というふうに全部説明をされて、診断した結果、あなたは下肢が弱いですよとか、上

肢が弱いですよという診断が出て、あなたに合ったメニューという形で提案してくだ

さると思うのですけれども、やはりその提案の仕方が本人任せになっている部分があ
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るので、ある程度こういうメニューみたいなものをつくってくれるとなお親切だなと

いうのを健康いきいき課でも言わせていただいたので、その辺のお考えを。いつもト

レーナーの方がいらっしゃるのだけれども、なかなかトレーナーの方に一々聞けない

場合もあるので、そういうメニューみたいなものをつくっていただけるとありがたい

のですけれども、その辺お伺いしたいと思います。

あと、簡単な読み、書き、計算のところなのですけれども、こちらはほかの市町村

でも始まっておりまして、会費を取っているところがあるのですけれども、嵐山町に

おいては、この６カ月間の１カ月、毎週１回の月に４回ないし５回くらいあるのかな。

そのときに費用がかかるのかどうなのか、その辺をお伺いしたいと思います。

〇吉場道雄委員長 近藤副課長。

〇近藤久代長寿生きがい課包括支援担当副課長 まず、栄養教室に関してお答えします。

このメニューは、調理実習は特に含まれておりませんで、レシピというか、「栄養

のとり方」というパンフレットはお渡しして説明をさせていただいております。

続きまして、脳の健康教室の会費なのですけれども、嵐山町では会費はいただく予

定はございません。

私からは以上です。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、私からは、やすらぎのトレーニングルームに

関しまして、お答えをさせていただきたいと思います。

実は、こちらの会報、特会のほうに計上させていただいておるのは、やすらぎのト

レーニングルームにかかる費用の一部分、実は１週間のうちの２日分を計上させてい

ただいております。それ以外の３日分については、一般会計の衛生費に計上してござ

います。主として、この事業につきましては、健康いきいき課が主体となっている事

業でございますので、今後議員さんのご提案に関しては、健康いきいき課のほうと相

談をして進めてまいりたいというふうに思います。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 そうしましたら、栄養のとり方のパンフレットを差し上げているとい

うことで、やっぱり高齢者になると、なるべく油物とりたくないとか、お肉は食べな

いようにして魚に切りかえたととか、何かちょっと間違ったことを覚えているという
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のかな。何か意外とたんぱく質の多いものを食べると長生きで元気でいられるという

ようなこともあるようなので、内容的には、そういったたんぱく質を多くとりましょ

うとか、そういう形で、そこまで気使わなくてもいいのかなと思いますけれども、一

応どんな内容なのか、すみません、教えていただきたいと思います。

やすらぎの件は、健康いきいき課でも言わせていただきましたので、よろしくお願

いしたいと思います。

脳のほうは、では会費はなしということで。宿題もよその市町村によりますと、や

はり自宅で10分程度の時間でできるものということで、何か徒然草を読む何かこう１

枚のぺらのものとか、あと算数の本当に簡単なものとか、あと漢字の書き方とか、そ

ういうものがありましたけれども、内容的にはそういう形でやるのか、再度お伺いし

たいと思います。

以上です。

〇吉場道雄委員長 近藤副課長。

〇近藤久代長寿生きがい課包括支援担当副課長 それでは、お答えいたします。

調理の栄養のパンフレットなのですけれども、主食、主菜、副菜に分けまして、そ

の主食、主菜、副菜にはどういう食べ物があるのだよということを説明して、それを

バランスよく食べられるように、偏らないように食べましょうという形で説明をさせ

ていただいております。

それから、脳の健康教室なのですけれども、議員さんおっしゃるとおり、家庭で10分

程度でできる読み書きのプリントとか計算のプリントをお渡しして、やってきていた

だくという形になっております。

以上です。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 この参考資料の42ページに給付額の推移が載っているわけですけれど

も、大変大きいなと思ってこの数字見たのですけれども、何か考えられることがある

のか、伺いたいと思います。

それから、課長が説明の中で今年の２月に高齢化率が26％になったというお話があ

りましたけれども、今後の推移、もしわかっているようでしたら、伺えればと思いま

す。
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それと、在宅介護者、在宅介護で、要介護者で在宅介護の人、この方はショートス

テイ、デイサービスよりはショートステイだね。ショートステイは、全員受けている

のかどうか、利用しているのかどうか、伺えればと思います。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

まず、１点目の参考資料の42ページの給付額の推移でございます。こちらをごらん

いただきますと、23年度に比較をいたしますと24年度はかなりふえているような状況

が見てとれます。考えられる理由の一つとしては、介護報酬の改定に伴いまして、こ

れまでこの地域では算定がなかった地域区分というものが割増になっているというこ

とがございます。これは、今までこの地域は０％だったのですけれども、今回の改定

で３％介護報酬上乗せをするというような形になりましたので、その影響はあるのか

なというふうに思います。

ただ、それは３％ということでございますので、それほど大きなものではないとい

うふうに思っています。やはり主なものは、通常の利用される方が増加をしていると。

やはり対象となる方がふえている、介護保険制度が浸透してきている、こういったこ

とから利用がふえている。また、その利用するサービスの基盤というんでしょうかね。

そういったものも徐々に整えられてきている。こういった理由から、給付額がかなり

ふえているのではないかということが予想されます。

今後についても、今５期の計画で24年度からやっているわけでございますが、５期

の計画上は４期に比べてはかなりの率で伸ばしております。これは、嵐山だけではな

くて、よその市町村も、やはり高齢化が進んでいるということを勘案しまして伸ばし

ている状況でございます。

２点目の今後の高齢化率の見通しということでございます。ちょっと大変申しわけ

ございませんが、今手元に資料がなくて、正確な数字は申し上げられないのですけれ

ども、たしか前調べたときには、平成30年にはかなり高くなるなと。28とか、そうい

った８とか９とかという数字になってくるのではないかなと。そういった数字がたし

か出ていたと思います。総振の中にも何かそういった数値が出てきたかと思います。

当分の間は、まだまだこういう形というものは高まっていくと思われます。

また、ただ高齢化率ということだけではなくて、前期高齢者、後期高齢者という区

分があるわけでございますが、埼玉県は比較的後期高齢者の率はまだ低いのですね。
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介護保険というのは、どうしてもその後期高齢者の方が利用する率が高いということ

がございます。ですから、まだいいのですけれども、今後、例えば10年間、埼玉県と

いうのは全国で一番増加率、後期高齢者の増加率というものが高まっているというよ

うな推計が出ているというようなことは承知はしております。

３番目の在宅、要介護をとられている方で、在宅生活をされている方が全ての方が

ショートステイを利用されているかというようなご質問かと思いますが、全ての方が

利用されているということは、これは当然その方の介護者の状況だとか、その方自身

の要介護の度合いだとか、こういったものによって利用される、されないというのは

あるかと思います。当然、全ての方が利用されるということはないというふうに思っ

ています。

参考までに申し上げますと、これは平成24年の11月の利用者ということで申し上げ

ますと、ショートステイを利用された方が全部で61名の方が利用されています。それ

に対して、要介護、要支援をとられている方は692名、大体１割弱でしょうか、の方

がショートステイを利用されたということでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうすると、給付額が伸びているわけですけれども、さらに今後伸び

るというお話のようなので、これは当然保険料にはね返ってくるのだろうと思うので

すが、次は第６期になるのですか、来年度からもうその作業が始まるのですか。まだ

現段階で判断するのは難しいのでしょうけれども、やっぱり値上げというのがかなり

高いのかなと、高いというふうに判断しているのか、伺いたいと思います。

それから、高齢化率の今後は、総振に載っていますか。載っているのであればいい

のですが、私もちょっと記憶がなくて、いただければありがたいなと思うのですけれ

ども。

それと、在宅介護のショートステイ、在宅介護者が691人ということですか。そう

ではないですよね、これは。要介護者の認定が、これは一応692人となっていますの

で、施設介護に入っている人は除いた数字でないと正確なパーセントは出ないと思う

のですが。

それで、要はここで何が言いたいかというと、家族が介護をするわけですよね。そ

の人の負担が一度ももし利用していないということであれば、かなり負担が重いので
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はないかなと。確かに度合いがあるので、一律には言えないのですけれども、介護度

の重い人がもし利用していないのであれば、ちょっとそこは状況の家族間でうまくい

っているのかとか、少しその辺は探っていかないと、変な事件も起きていますので、

その辺をよろしくお願いしたいということなのですが、ちょっと答弁をいただければ

と思います。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

まず、１点目の給付費と保険料、こういった関係でございます。これは、国ベース

でちょっとお話をさせていただきますが、現在嵐山町の保険料というのは、月額でい

えば基準額が4,000円になっています。全国平均で見ますと、たしか4,972円というの

が平均の額になっています。国が、では６期はどういうふうになるかというのを今出

しているのですけれども、今4,972円というのが8,200円になるというふうに国は今出

しています。ただ、8,200円を年金だけの収入の高齢者に負担をいただくというのは、

これはどうなのだろうということも国は申しています。そういったことにならないた

めに、次の６期に向けての介護報酬、介護保険法等の改正を国は考えているわけでご

ざいますが、その基本というのが、給付の重点化と効率化というようなことをキーワ

ードにしています。今後どういった改正がなされるかというのは、これから社会保障

審議会の中で検討がされて決まっていくことになると思いますが、今議員さんが心配

されるような高額な保険料とならないがために、今後制度がつくられていくのかなと

いうふうには思っています。町としてできることは、国の動向を注視するということ

しかないのかなというふうには現在は思っております。

次の在宅介護者の関係でございます。先ほど私692人というのは、大変申しわけご

ざいませんでしたが、要介護の認定者数の総数のことを申し上げました。このうち施

設介護のサービスをお使いになっている方が126名いらっしゃいます。この差額が、

その数字が居宅のサービスを使っている方、あるいは地域密着型サービスを使ってい

る方、それとサービスを何も使っていない方、何もというか、給付ではなくて住宅改

修だけの方だとか、福祉用具の購入だけの方、こういった方は給付ということに入ら

ないのですけれども、こういった方がいらっしゃるわけです。そういった方の中で61名

の方がお使いになっているということかと思います。

３番目の家族介護の関係でございます。確かに要介護重度の要介護をとられている
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方で、現在サービスをお使いになっていない方もいらっしゃいます。そういった方に

対して、以前も川口委員さんのご質問の中でもいただいたこともございましたが、制

度としましては、家族介護者に対する慰労金という制度もございます。そういった制

度を町としては用意をしていると。ただ、今議員さんが心配されているように、重度

の介護者で家族で介護していて果たしてうまくいっているのかどうなのだということ

を町は把握しているのかというお話かと思います。当然、例えば、今要介護をとられ

るときには、申請をいただいたりということがございます。そういったその介護者と

町とが会う機会もございます。そういった機会を捉えたり、あるいはこちらとしては

いつでも相談に来てくださいということをきちんとお伝えをすると。何かあれば、す

ぐに対応ができるような態勢を整えているというふうに思っております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 286ページです。この第１号の保険料です、被保険者の。先ほど説明

にもありました24年の料金のところで、嵐山の場合4,100円というものを用意してい

ただいた中で、これが去年と比べて現年度が約900万ほど、それから基礎徴収分とい

うのが約300万円ぐらいですか。これだけふえているということは、所得の変動のよ

うに要因があって上がっているものかどうか。その点を確認させてもらいたいのが１

点。

それと、予算ですので294ページ、この先ほども出ている保険給付費が相当の勢い

で23年から出ているわけです。その説明は、３％の介護報酬の改定やら、利用度がサ

ービスの基盤ができてきたというような説明でありましたけれども、ここの財源にな

ってくる部分、一般財源がこれ8,136万9,000円、そして繰入金が5,816万7,000円と。

去年の予算書でいくと、一般財源は１億2,016万なのですよ。そして、繰入金は508万

7,000円、これ当然町からの一般会計から入っていますけれども、この辺がこのよう

な数字に大きくなってきたのはどうしてなのでしょうか。

以上、２点お伺いします。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

まず１点目の保険料の関係でございます。今年度、議員さんのお話のとおり、特別
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徴収分、普通徴収分、ふえているわけでございます。こちらに関しましては、被保険

者数が増加しているということでございます。ご案内のとおり、こちらの第１号被保

険者保険料につきましては、65歳以上の方が対象ということでございます。団塊の世

代が既に65歳に突入しているわけでございます。ここ数年、この第１号被保険者数に

ついては増加の一途をたどるというふうに思っております。

参考までに申し上げますと、特別徴収の方が前年度当初予算に比べまして188人、

普通徴収の方が59人増加をしているということがございますので、このような結果に

なっております。

次に、294ページ以降の、これは財源の、一般財源のところでございます。こちら

につきましても、介護保険の場合には、全て法律で財源の割合というものが決まって

ございます。基本的には、給付費の50％保険料、第１号保険料で賄うと。それ以外の

残りを国、県、第２号被保険者の保険料、それと町で賄うというような形になってご

ざいます。

これは、サービスによりまして、その負担割合というものが異なっております。基

本的に町は、12.5％を持つということになっております。財源内訳の記載のところの

一般財源が昨年と比べて減っているというご指摘でございます。実は、こちらに関し

まして、その他のところをごらん、その他のところと比較をしていただければと思う

のですが、繰入金の金額は大変昨年に比べますとふえてございます。実は、昨年24年

度当初予算につきましては、一般会計からの繰り入れ分を特定財源扱いしてございま

せんでした。今年度から、やはり内容としては、特定財源として扱うのが適切ではな

いかというような判断がございましたので、昨年は町の一般会計からの繰り入れ分に

ついては、今年度からは一般財源ではなく特定財源のその他分に計上させていただい

たということで、数字が大きく変動しているものでございます。

以上です。

〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 それで、ここの教育費に行くわけですけれども、今の川口委員さんも

質問されていましたけれども、これだけのふえ方をしていると、月々で1,000万とか

800万とか900万の増加になっているわけですよ。その３億8,281万6,000円という給付

費の予算というのはどうなのですか。私に言わせると、この金額で間に合っていくの

かどうかということが心配だという話なのですよ。
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〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

まず１点ですね。先ほど参考資料の折れ線グラフの表につきましては、23年度の数

字というのは、これは決算ベースでございます。23年度までは予算の額に対して決算

が比較的こう予算までは届かなくて、そこまで給付が伸びなかったということがござ

います。

そして、24年、今これ執行しているわけでございますが、予算と決算見込みを比較

をいたしますと、大体執行率が98％から98.5％ぐらいの間の執行率ということになっ

ていまして、ちょっと23年度の状況とはかなり異なってきていると思います。この24年

も25年の予算については、第５期の介護保険事業計画をもとに予算のほうは編成づけ

させていただいています。ということで、何とか、こう24年度については予算の範囲

内でおさまりそうだと。25年についても、介護保険計画上はかなりの率である対24年

で、25年目は伸ばしておりますので、何とかこの予算で現状ではいけるのではないか

というふうには考えております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 ちょっとわからないのですけれども、297ページなのですが、施設

介護サービス給付費負担金が４億2,373万2,000円、これなのですけれども、希望して、

まだ入所で待機していらっしゃる方、どのくらいいらっしゃるのか。

それと、実績による町内の施設と町外の施設の利用者の割合。町内施設というのは、

介護老人福祉施設のみだと思うのですが、これはどの程度になっているのか、伺いた

いと思います。ショートステイは、割と早く入っていけるのかなと思うのですけれど

も、実際に施設の方はどのくらいいらっしゃるのか。

それと、居宅介護サービスプランとか介護予防サービス計画プランというのですけ

れども、ケアプランの策定件数というのは、どのくらい予定されているのか。

次に、303ページになるのですが、ごめんなさい、ページ数言っていなくてごめん

なさいね。高額介護サービスとか高額介護予防サービスがあります。これに関しまし

ては、介護保険の限度額以上に使われる方の予定の人数、そうすると主として使われ

るサービスメニューはどのようなものを予定されているのか、伺いたいと思うのです
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ね。

それと、もう一つ、同じ304ページになるのですけれども、高額医療合算介護サー

ビス、高額医療合算介護予防サービス、それぞれ金額としては医療との合算サービス

が253万6,000円、そして介護予防サービスが12万4,000円になっているのですけれど

も、大体この医療と介護を使われる世帯数というのはどのくらいあるのか、伺いたい

と思うのですね。

それと、もう一つ、307ページになるのですけれども、二次予防事業対象者把握事

業が307万ですが、報償費が90万から36万円になっているのですけれども、これは報

償費ではない形で職員がやるような形になってくるということなのかどうか、伺いた

いと思います。

それと、もう一つなのですけれども、これどこというふうなことはないのですけれ

ども、304ページになるのか、特定入所者とかいろいろありますよね。要するに低所

得者の方をどのくらい予定されて、そのサービスメニューに対してどのくらいの感じ

でいるのか。これもかなり大きな問題だと思っていますので、それで伺いたいと思い

ます。書き切れなかった。待機予定者だよ。待機者数なのです。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、すみません、大変数が多いので、わかるとこ

ろからお答えさせていただきます。

まず、１点目の待機者数でございます。待機者数につきましては、実は本当の細か

い待機者というのは町では把握はできないのですね。これというのは、例えば待機を

する場合には、複数の施設に申し込みをしたりしますので、そこのところがきちんと

把握ができないということになっておるのですが、県で２年に１度調査をします。そ

ちらについては、全ての施設も対象に調査をしますので、ある程度正確な数字が出ま

す。直近ですと、23年の７月１日現在ということで調査をしています。このときの数

字は嵐山町は29人でございました。この数字というのは、近隣の市町村の中でも、郡

内ではたしか一番少ない数字でした。東秩父が28で嵐山よりは少ないのですけれども、

それ以外のところだと大変多かったのですね。

というのは、嵐山町は、この人口に対して２つの特別養護老人ホームがあるという

ことでございますので、定員も80、80、160ということでございますので、ある程度

需要に対しては応えられているのかなというふうには思っております。
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ただ、この29人の内訳を見ますと、要介護度が例えば１であったりとか２であった

りとか、通常であれば、重度の方優先ですから、ちょっと入所が難しいなという方も

申し込みだけはされているという方がございますので、実質的な本当にどうしても緊

急性を要するという方は本当にいらっしゃったとしてもごくわずかかなというふうに

は思っております。

２点目の施設介護サービスの町内外の割合ということでございます。

これは、昨年の12月現在の数字で申し上げますと、特別養護老人ホーム、介護老人

福祉施設ですね。こちらにつきましては、全体で93名の利用です。そのうちの町内の

69名。ですから、８割ぐらいでしょうか、が町内の施設をご利用をいただいていると

いうことでございます。介護老人保健施設と介護療養型医療施設につきましては、町

内には施設はございませんので、全て町外の施設ということでございます。

すみません。３点目のケアプランの件数ということでございます。これは、年間を

通しては、延べ人数ということで申し上げます。12で割るのですけれども、要介護の

方が年間で延べ3,660人、要支援の方が1,320人ということでございます。

申しわけございません。３点目の高額介護サービス費の対象となる人数ということ

でございます。大変申しわけございませんが、25年の人数についてちょっと資料がな

くて申し上げられないのですが、これは23年の決算のベースなのですけれども、件数

で申し上げますと、高額介護サービス費が1,313件、これも延べ件数です。介護予防

のほうが８件。ほとんどが要介護の方というような形になってございます。それと、

合算のほうも人数ないでしょう。

それと、次の合算の、介護と医療の合算のサービスの関係でございます。こちらも

件数で把握をしてございまして、これも23年ですと56件ということでございます。こ

ういった件数については、それほど大きなサービスを使う方は継続的に使っていらっ

しゃいますので、それほど年度年度で大きな変動、増減というのでしょうか、という

のはないかというふうに思っています。ただ、対象者がふえていきますので、逓増傾

向にあるというようには把握はしてございます。

〔「307ページの報償費の減」と言う人あり〕

〇青木 務長寿生きがい課長 それと、２次予防事業対象者把握事業の報償費の関係で

ございます。

この報償費につきましては、アンケートをこちらから郵送で送らさせていただくわ
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けでございますが、そちらのアンケートの返信がなかった方に対して訪問という形を

とっております。未返信者訪問ということでやっておるわけでございますが、こちら

は昨年は140回訪問するということで傾聴しておりましたが、実績がそこまでいきま

せんでしたので、今年度の実績を勘案をいたしまして、25年度は減額をして60回分を

見させていただいたというものでございます。

ですから、それだけ回収ができたということ。

〔「回収ができたということ」と言う人あり〕

〇青木 務長寿生きがい課長 回収ができたので、そこまでのものが必要がなかったと

いうことでございます。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 低所得者の利用料の助成です。特定入所とか、そういうので。304ペ

ージからになると思うのですけれども、それの具体的な人数が知りたいのですけれど

も。特定入所者介護サービスとか、そういう分です。

〇青木 務長寿生きがい課長 すみません。最後の特定入所者介護サービスの関係でご

ざいますが……

〔「低所得者なのよ」と言う人あり〕

〇青木 務長寿生きがい課長 こちらについても、大変申しわけございません。件数で

把握をしているのですけれども、延べ件数で1,165件というようなことで把握をして

ございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 すみません。いいですか。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 大変申しわけございません。先ほどの特定入所者介護サ

ービスの人数でございますが、24年の11月の対象者でございますと103人が対象者と

いうことでございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員、お願いします。

〇渋谷登美子委員 すみません。まず最初に、待機者数なのですけれども、待機者数と

いうのは、ケアプランを作成する段階である程度私は把握できるかなと思ったのです
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けれども、そういうふうなものは把握できないで、全部県の施設の利用状況のアンケ

ート調査からしか把握できないのか、その点伺いたいと思うのですね。

当然、要介護１とか介護２の方で、家庭的な問題の少ない方は入らないと思う、入

所を希望なさらないと思うのですけれども、介護度が重くなってくると、入所を希望

なさって、それで29人、そのうちの幾つということになってくると、どのぐらいの方

が待っていらっしゃるのかということが把握できる。ケアプラン策定の段階で把握で

きないのかどうか伺いたいと思うので、実際に29人というのはありがたい数字ですよ

ね、と思うのですけれども、それを伺います。

それと、高額介護サービス費というのは、施設利用を求めていながらも、結局施設

利用できない方がホームヘルプサービスとか、そういったものを使われるために出て

くる金額かなと思っているのですけれども、そのサービスメニューとしては、どうい

うふうな形で予算計上を、これ実績で、23年度の実績でプラスアルファで出している

ということなのか、24年度11月の実績で出していらっしゃるのか。ここら辺がちょっ

と件数で言われるとわからないのですけれども。

もう一つ、高額医療合算、介護合算サービスですけれども、多分これ使われている

のは、訪問介護とか、訪問リハビリとか、そういった形と、あと私はこれにがんの利

用の方もあるのかなというふうに感じていたのですけれども、そこら辺はどのような

サービスメニューを使われていて、ここは今後ふえていく部分なのかなというふうに

感じているのですけれども、その辺の予定というのはどうなのでしょうか。

低所得者の部分というのは、件数でいくと103人ということなのですが、嵐山町で

は特養に入っている方が93人ということですよね。あとの方は108人で、93引く108は、

そんなことってあり得るのかなというふうに、今108引く93だと何人ですか。ちょっ

と考えられないのだけれども、低所得者数の方で施設介護の方と、それから、あると

思うのですが、それどうなのですか。低所得者の方のどのくらい介護保険を実際に使

われていて、その利用料の伸びをどのぐらい見込んでいるのか。利用料の助成はどの

程度見込んでいるのかということを伺いたいのですけれども、今回の当然26年度の問

題になってきますけれども、生活保護基準の切り下げになってくると、当然そこもか

かわってくるので、その点を伺いたいと思うのですね。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。
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まず１点目の待機者の関係でございます。ケアプランで確認ができるのではないか

というお話でございますが、確かにケアプランを全件確認すれば、その方の状況を把

握ができるかと思います。

町は、要支援の方については、包括のほうで基本的には行うということになってお

りますが、要介護者につきましては、これはいろんな事業者の方が行っておりますの

で、現実的にそれは全件を確認をするということは、ちょっと難しいのかなというふ

うに思っています。

実は、その29人という数字を県から示されたときにも、その名簿をいただきました

ので、それぞれの方がどういった例えばサービスを使っているのだとかということは、

そのとき確認はさせていただきました。

そういったような形で、もし必要があれば、例えば特定の方、こういった方はどう

なのだろうというような形で個々のケアプランを確認はさせてはいただいています。

２点目でございますが、在宅の方が、全ての方が施設を求めているかといったら、

当然そうではないのですよね。国が言っている、国が申しているように、今後の高齢

者の生活というのは、住みなれた地域で生活をしていく、その本人の意思を尊重をし

て、住みなれた地域で生きていくのだということが基本なわけですから、その方の意

思を尊重して、私は例えば施設で生きたいのだと、あるいは自宅で生きたいのだとい

うようなことを選択ができるのだと思うのですね。

〔「ごめん、サービスメニューはどんなものを

使っているということなのです、メニュー」

と言う人あり〕

〇青木 務長寿生きがい課長 申しわけございません。２点目の高額介護の関係ですけ

れども、高額介護と次の合算のサービスについては、これはもとは５期の計画をもと

に予算のほうつくっております。この５期の計画については、４期の実績から今後の

伸び等を推計をして見込んでいるものでございます。

ですから、24年11月の実績かというお話でございますが、実はもう少し前の実績を

もとに出している数字でございます。

それと、３点目の合算のサービスの中でがんの方ですね。がんの方の利用はあるか

というお話でございますが、当然、最近多い例としては、末期がんの方がこういった

病院から最後は自宅でということでお帰りになって介護保険サービスをお使いになる
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ということはかなりふえている状況にあると思います。

今後もこういった傾向というのが続いていくのかなと。サービスメニューとしては、

主に訪問看護であったり、訪問介護であったり、こういったサービスが中心になって

くるのかなというふうには思います。

それとあと、最後の低所得者の関係でございますが、先ほど103人というふうに申

し上げました、特養は93人と申し上げました。それ以外に老健もありますので、その

人数もありますので……

〔「162引く103は。192から103引くのかな」と言

う人あり〕

〇青木 務長寿生きがい課長 老健が最新ですと34人の方がご利用されていますので、

あとすみません。介護療養型医療施設については、お１人が最新ですと利用という形

になっていますので。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 すみません。入所者の待機者数なのですけれども、これは把握して

いなくてもいいのですけれども、把握というよりも、正確に把握できないということ

なので、具体的に言うとこれは入所している方が亡くならないと入れないのですよね。

という状況になってきますよね。

現実はそういうことなので、そうするとどのくらい、29人の方でどのくらい年数と

して待っていらっしゃるのですか。それのその間のあれというのがあって、嵐山町は

割といいという、ほかの市町村に比べていいということなのですけれども、その間に

亡くなっていく方もいらっしゃると思うのですが、それ伺いたいと思うのです。

それと、今、現在で高額医療介護サービスというのは、武蔵嵐山病院のおおむらさ

きがほとんど利用されているか、それともほかの病院でも使われているかと思うので

すけれども、今は、その充足率というのは、需要に対しての充足率はこれで大体何と

か嵐山町圏内で、町内でやっていける状況なのかどうか、伺いたいと思います。

それと、低所得者関係の助成率の利用料割合というのは、今計算したら128人にな

るのですかね。介護施設を利用している方が128人で、103人の方がというと、25人の

方が所得者の関係のことを利用されていない方というふうに把握していいのですか。

こんなに少ないものなのかなというのが今私のちょっと驚きなのですけれども、その
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点確認させていただきたいと思います。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

最初の待機者の関係でございますが、先ほど29人ということで申し上げました。こ

れは、23年７月現在ということでの数字なのですけれども、この要介護の内訳が要介

護１の方がお二人、２の方が４人、３の方が12人、４の方が６人、５の方が５人とい

うような割合になっています。前回21年のときの待機者が40人、その前の２年前、19年

が50人という形になっていまして、嵐山町は毎回毎回少なくなっているというような

状況になっております。

入所に関しては、先ほども申し上げましたが、その方の置かれている状況だとか、

介護者の状況だとか、そういったものに応じて優先度を決めて入所ができてくるとい

うことになりますので、例えば本人の状態が比較的よい、介護者もしっかりしている、

そういった方で申し込まれている方については、やはりなかなか入所ができないとい

うのは、これは現実的にはあろうかなというふうには思っています。一概に長く待っ

ているから、では３年待っているからどうだとかという、そういった年数だけでなか

なか全てを決めていくというのは難しいのかなというふうには思います。

２点目のそのおおむらさきというお話でございますから、訪問看護のお話かと思い

ますが、現状こういったサービスについては、必要とされる方については提供ができ

る環境にあるのかなというふうに思っております。３番目、……。

〇吉場道雄委員長 渋谷登美子委員。

〇渋谷登美子委員 低所得者の助成なのですけれども。違うのではないのかなと思う、

数字的に。

〇吉場道雄委員長 青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 この制度につきましては、あくまでも対象者は比較的所

得の少ない方ということでございまして、所得段階で言えば８段階まであるのですけ

れども、第１段階から第３段階までの方が対象ということでございますので、こうい

ったサービスを利用されている方全てが対象になるということではありません。全体

で128人の利用に対して103人が対象、それ以外の方は少し所得が多い方というのでし

ょうか。そういう対象にならないということでございます。

以上です。
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〔「第５段階があれだから」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 討論を終結いたします。

これより議案第26号 平成25年度嵐山町介護保険特別会計予算の議定についての件

を採決いたします。

本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇吉場道雄委員長 挙手全員。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

この際、暫時休憩いたします。おおむね10分間。

休 憩 午前１０時３４分

再 開 午前１０時４３分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第２７号の質疑、討論、採決

〇吉場道雄委員長 議案第27号 平成25年度嵐山町下水道事業特別会計予算議定につい

ての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入り

ます。

質疑は、一括して行います。

それでは、どうぞ。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 １点だけお聞きします。

332ページ、この下水道使用料の前年比で2,401万7,000円収入ふえていますけれど

も、どのようなことによってこれだけ増となってくるのでしょうか。
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〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えさせていただきます。

下水道使用料の増につきましては、下水道を使用していただいている方の使用水量

が増加ということで、あと毎年公共下水道に切りかえていただくご家庭も当然ござい

ますので、そういうふうなことで毎年件数もふえておりますので、そういうふうなこ

とでございます。あと企業等によりましては、企業の受け入れの状況によりまして条

件当然出てくるわけですけれども、そういうふうなことで増を組み込ませていただい

ております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

小林委員。

〇小林朝光委員 町設置型の浄化槽ですね。これ既に工事を見受けますけれども、既に

町設置型になってから何基ぐらい設置されたのでしょうか。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えさせていただきます。

町設置型の浄化槽の設置基数ですか、申請基数でございますが、今約100基ぐらい

の申請が出ていて、今年度中に予定をさせていただいているのは、ＰＦＩ事業者と最

終打ち合わせをさせていただいて、国に補助金の要求を出しておりますのは、転換の

基数で申し上げますと112基になる予定で、ＰＦＩ事業者も鋭意今設置工事を実施を

していただいている、そういうことでございます。

そのほかに、集会所につきましても、地区の区長さんとご相談の上でできるものに

ついては、それにつきましても実施をさせていただいております。そのほかに、新築

だとか増改築に伴うもの、これにつきましてもそのほかに実施をさせていただいてお

ります。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 小林委員。

〇小林朝光委員 その転換の中には、くみ取りも入っているということですか。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。

転換の中には、くみ取りと単独浄化槽からの転換、その２つからの基数の合計でご
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ざいます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 討論を終結いたします。

これより議案第27号 平成25年度嵐山町下水道事業特別会計予算議定についての件

を採決いたします。

本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇吉場道雄委員長 挙手全員。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

ここで休憩といたします。

休 憩 午前１０時４８分

再 開 午前１０時４９分

〇吉場道雄委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第２８号の質疑、討論、採決

〇吉場道雄委員長 議案第28号 平成25年度嵐山町水道事業会計予算議定についての件

を議題といたします。

既に本会議において提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に

入ります。

質疑は、一括して行います。

それでは、どうぞ。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 375ページなのですが、1,100万円の第２浄水場紫外線照射設備基本

設計及び変更認可設計業務委託ということで、これ認可までに1,100万円ということ
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になるのだと思うのですけれども、この認可後、大体どのくらいのクリプトスポリジ

ウム対策としての紫外線業務の設備はどのくらいになる予定で組まれているのか、伺

いたいと思います。

それと、以前、ろ過装置の問題とかで調査研究したときには、まだ日本で紫外線照

射の水道事業でクリプトやっているところがたしかなかったのですね。今はどの程度

嵐山町規模でほかの市町村でやられるようになったのか、伺いたいと思うのですが。

〔何事か言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。

紫外線の対策も考えられるが、これ事業費はどのくらいかと、そういうことでよろ

しいのですか。

〔「はい」と言う人あり〕

〇大澤雄二上下水道課長 この紫外線照射の設備につきましては、予算的には予定をさ

せていただくというのは２億2,000万の、以前、当初、今委員さんがお話になったと

き、最初に検討したときは、この費用が恐らく５億近くだった、その辺のお話をさせ

ていただいたらなと思います。

そのころは、それと、あとの質問の答えにもなるかと思うのですけれども、この施

設が厚労省から認定をされていなかったということで、その後、認定をされ実施をし

ている市町村、全国のかなりの数があると思います。全国的な箇所数についてはちょ

っと承知はしておらないのですけれども、この近隣ですと、毛呂山町が２年ぐらい前

に実施をしていただいております。毛呂山町も嵐山町と同規模ぐらいの事業体だと思

いますので、これにつきましては、担当職員も研修にも行かせていただいておりまし

て、そういうふうなことで金額的には２億2,000万。実際にはだから、これで基礎の

委託をして、認可をいただいて、実際に実施をする予定は27年度ということで、県に

改善計画書というのを昨年度提出をしております。今年度から準備も始めて、認可申

請の書類等を整えて、来年度認可を、知事認可なものですから、知事に認可申請を届

けると。この認可申請につきましては変更でやるわけですけれども、浄水方法は今は

塩素滅菌だけのそういう浄水方法ということで認可をいただいていますので、そのほ

かに紫外線の照射というのも入りますので、その辺の変更を認めていただく。それと、

施設が当然ふえますので、そういうふうな変更手続を済ませた上で27年度に事業実施
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する、その予定で計画を立てていただいております。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 370ページの有価証券売却益があるのですが、この時点で売却をする

というのは、何か意味があるのか、お伺いします。

それから、今の紫外線の関係なのですが、これ２億2,000万ということでありまし

たが、実際そうすると設置されるのは、来年認可を受けて来年度に設置されるという

理解でよろしいのですか。すみません。ちょっと聞いていなかったもので。では、す

みません、もう一度ではお願いしたいので。

それと、補助金は何かつくのかどうか伺いたいと思います。

それと、給水車の件なのですが、災害時に使うというのは当然ですけれども、ほか

の理由といいますか、災害時や断水時はわかるのですけれども、そうしょっちゅう断

水もあるわけではないですよね。ですので、そのまま買って放置したのでは、いろん

な部品が傷むと思いますので、使用をしたほうがいいと思うのですけれども、何か考

えられているのか、お尋ねします。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。

まず初めの有価証券の売り払い売却益の件でございます。これにつきましては、国

債等の償還期限がこの年度に、25年度に参りますので、そのときの売却益ということ

で計上をさせていただいております。24年度においても、そのような時期に来ている

ものについてはそのような形で処理をさせていただいておりますので、その予定で予

算計上をさせていただいておるものでございます。

次に、紫外線の照射設備の実施の時期でございますが、これにつきましては、平成

27年度に実施をする予定で計画をさせていただいております。

それと、それに伴う補助があるのかというご質問ですが、これにつきましては、補

助を国に厚労省に補助申請をしていきたいと、補助制度はございますので、それも含

めてその準備も当然してまいります。

それと、給水車の件でございますが、給水車は、今委員さんお話しのように、通常

災害時、あるいは断水事故、計画的な断水で工事等を行う場合には当然利用するわけ

ですけれども、それ以外のときにはどうするのかというご質問ですが、これにつきま
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しては、当然維持管理、いざというときに出動ができるよう準備もしておかないと給

水車の意味をなしませんので、当然定期的に点検あるいは清掃等、今考えておるのは、

通常の日常点検、水質の点検等を業者に委託をしておるわけですけれども、そういう

ふうなときに給水車も走らせて、実際に走ったり水も入れて、それで使用しながら、

機能の状況の確認というのですか、保守点検もしていければと、そういうふうに思っ

ております。

今、業者にというお話をさせていただきましたが、当然災害時には職員対応等する

わけですので、担当する職員、水道担当の職員には、当然それの使用ができるように、

職員についてもだから定期的にというか、そういうふうな形で実際に使用させるよう

にしていきたいと、そのように思っております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうですか。売却益、株価が上がっていて、こっちも上がっているの

かな。上がっていて、それを見て売却するのかなと思ったのですが、そうではないの

ですね。でも、利益としては今いいのでしょうか。もし答えられるようであれば伺い

たいと思いますが。

それから、紫外線の関係はわかりました。27年度設置したということで、よろしく

お願いしたいと思います。

給水車なのですが、給水車の購入、これは補助金がつくのですか。上に国庫補助金

1,500万円があるわけですけれども、この中の一部が入っているのかどうか、伺えれ

ばと思うのですが。

それと、最初に聞くわけだったのですが、この時点でこの給水車を購入しようとし

たのは何かあるのか。それを伺えればと思います。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。

有価証券の関係でございますが、これにつきましては、以前に購入していたもので

ございまして、今は有価証券の購入するときの町の内規の中に、改定額が100円以下

と。アンダーパーのものでないと購入はしない、そういうふうになっていまして、今

現在ではそういうふうなことで、90円台、99円まで、そういう短期というのですか、

期間が短い国債等今出ておりませんので、この後は今は買えていないというような状
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況でございます。

ですので、今後はだから有価証券狙っているのだから、定期預金とかそういうふう

なところに切りかえていかざるを得ないのかなと、そういうふうに思っております。

それから、給水車の補助の関係でございますが、これにつきましては補助の対象に

はなっておりません。先ほど委員さんが歳入の1,500万円の補助金がということがあ

りましたが、これの補助金につきましては、導配水管、送配水管の布設替え、耐震化

の布設替えの事業に対する補助金でございます。24年度も同様に計上させていただい

ておりますが、配水の管の耐震化工事に伴う補助金でございます。給水車に対する補

助金は見込んでおりません。

それでよろしいですか。

〇吉場道雄委員長 川口浩史委員。

〇川口浩史委員 この時期に購入するのですか。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 給水車をこの時期にというのは、当然、東日本大震災とか、

そういうふうなことの非常に大きな災害ということと、町の防災計画、県の防災計画

等も見直しもされている時期でございますので、そういうふうな意味でこの時期に購

入をさせていただくと。そういうふうなことに備えるために、なかなかこう予算的に

も見ていただいたとおり、かなり高額なものでございますので、以前にも委員会等で

そのようなご質問もいただいたこともあろうかと思います。なかなか高価なもので、

そうすぐすぐには対応ができないかなというふうなご回答を以前はさせていただいて

おりましたが、この際、災害等に備えて購入をさせていただくと、そういうことで今

年度お願いをするものでございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

小林委員。

〇小林朝光委員 緊急用として発電機はそろえていると思うのですけれども、これは、

導水、送水とも全てのところに発電機を設置したわけですが、それで実際にこの発電

機を回してポンプを操作したというようなことは、していないとすれば、それはしな

くても絶対するという自信があるでしょうか。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。
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〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。

発電機の件でございますが、発電機は、今発電機を設置をしておるところが第１浄

水場、平成楼の反対側ですか。今工事をさせていただいています。あそこにあるのと、

それともとの水道庁舎にもございます。

それと、第二水源、槻川橋の上流側のところ。それと、槻川橋の下流側に第三水源

がありますが、そこのところに発電機を設置をさせていただいております。

発電機につきましては、毎月、電気点検、機能点検等を実施をしております。

それと、実際に稼動させたことがあるのかというご質問でございますが、これにつ

きましては、東日本大震災のときの計画停電、最近ですと停電のときに発電機を使用

して、水の送水、配水については、町民の皆様方に不便をかけないようにということ

で、断水もなく実施をさせていただいております。

あと、時には電気点検のときに実際に負荷運転も実施をさせていただいております。

先ほどのご質問のとおり、非常時に動かないということになると、何のための発電

かということになりますので、当然その辺については十分検証しながら、機能状況に

ついても常々チェックをさせていただいております。そういう状況でございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 小林委員。

〇小林朝光委員 ぜひその対応お願いしますので、耐用年数的にはまだ十分大丈夫なの

ですね。

〔「予算だよ」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 耐用年数的には十分大丈夫だと。第三水源につきましては、

昨年度23年度に新たに取りかえもさせていただいております。その他のものにつきま

しても、耐用年数的には十分耐え得るものになります。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 この嵐山町で初めて入る高価な給水車ですけれども、どうなのですか。

１年間にこれかかるメンテナンスというか、入れて、どのくらいを予定して、何年ぐ

らいでこの車が水道関係の中で償却がされていくというふうにお考えになっているの
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でしょうか。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えさせていただきます。

給水車につきましては、年間にどのくらいのランニングコストか。これにつきまし

ては、通常ですと燃料費代ぐらいかなと思っております。機能的には特別に土木作業

車みたいにダンプだとか、そういうのとちょっと違いますので、そんなにメンテナン

スも必要ではないのかなと。車検程度かなと、そういうふうに思っております。

あとは、耐用年数につきましては、通常の車と同じぐらい、相当数乗っているのか

な。年数的には、ちょっともう一度資料がないので申しわけないのですが、そのよう

に考えております。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 初めての嵐山でも用意できた車ですから、大事にしてもらうのは当然、

そして町の人たちの安心・安全ということで、やはり大事に使っていってもらいたい

と思います。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

安藤委員。

〇安藤欣男委員 379の……

〔「379ページはない」と言う人あり〕

〇安藤欣男委員 ごめんなさい、375だね。工事請負費ですが、６路線で２億1,800万と

いう事業費が組まれます。この中で、当然町道改良、あるいは県道の改良の工事の関

係ですが、補正のときにも県道大野―東松山線の配水管布設工事が不調に終わったと

いうことで繰り越されているということが出されました。今工事を進めているところ

だと思うのですが、これについては、不調、不調の理由がこの受け手がなかった、参

加者がなかったということだったですよね。今年度新しく組むわけですが、この上の

この説明書の５番と６番にもかかわりが出てくるでしょうか。これは、５番が鎌形だ

けではないのだと思いますけれども、3,500万で長さは400メートル。今工事をやって

いる、工事が終わってからやるということなのでしょうが、それやはり経費が余計に

かかってしまうとか、逆に、そういうことはないのでしょうか。

それから、一番初めの（１）の町道１―１号の関係ですが、3,600万の予算措置を
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していました。これについては、24年にも工事しておりますが、これで嵐山郷のほう

からのこの循環が完了するのでしょうか。その２点お伺いしておきます。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えさせていただきます。

まず初めに、大野―東松山線の配水管の布設工事の関係でございますが、この工事

区域につきましては、今、歩道の整備工事が実施をされておりますが、そこの部分に

つきましては、今24年度のところで該当する部分のところにつきましては、伏せ替え

が終わっておりまして、今回25年度にお願いする部分につきましては、あさひ屋さん

のところに県道の交差点があるかと思うのですけれども、あそこからときがわ町に向

かっていくところですね。木曽園川を渡って、そちら側ですので、現在工事がされて

いないほうというのですか。そちら側のほうに今現在は水道管の配管がされておりま

せんので、新たに布設をしていくということで、中島地区のほうからの町道からのを

つなぐと、そういうふうな場所でございますので、今回の県道工事と重複するような

部分はございませんので、予算の使い方としますと、だから無駄にはならないかなと、

そういうふうなことでございます。

それと、もう一つの町道の１―１号線の関係でございますが、これにつきましては、

この工事を実施をさせていただきますと、嵐山郷の入り口まで、安藤委員さんのご自

宅のほうから入ってくる進入ルートのところ、あちらのところから、今はそちら側か

ら一方通行だけなので、以前にも断水事故等で嵐山郷が一晩中断水になったと、そう

いうふうなことございますので、それを改善するためにバイパスで管網整備をしてい

くと。それで、その後、だからそちら側の新たな今ある管のほうについては、耐震化

工事をその後引き続き実施をしていくと、そういう予定でございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 そうですか。（１）の町道１―１の関係については、管網整備ができ

るということで、ちょっとよかったなと思います。

この（５）の県道大野―東松山線の関係は、不調、ちょっと聞き漏らしてしまった

のですが、不調になったところなのですか、24年度。そのことと、結局県道でこの工

事の複雑さというものがあるので、予算的には大変高額な予算計上をされているので

す。ほかのところと比べると、大変金額的には150ミリが入るところもあるようです
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が、工事的にはどうなのでしょうか。150ミリがほとんどなのですか。内容的にちょ

っとお伺いします。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。

工事の内容でございますが、今ご質問のとおり50ミリから150ミリということでご

ざいますが、150ミリにつきましては、３分の１程度かなと思います。それと、木曽

園川のところがありますので、水管橋も150ミリにする必要がありますので、ちょっ

と単価的には上がっていると、そういうこともあります。

それと、県道でございますので、県道占用の条件といたしまして、舗装復旧をする

ときは片側１車線ですので、１車線半分の車線分は本復旧をして終わると、そういう

条件になっておりますので、町道の工事と比べると、そういうふうな復旧の面でもか

なりの費用がかかってくる、そういう状況でございまして、距離からすると割高とい

うのですか、予算が必要になってきているという、そういう状況でございます。

以上でございます。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

河井委員。

〇河井勝久委員 １点質問いたします。

371ページの13節の関係で受給水の関係、これ県水だと思うのですけれども、県水

からの受給率下がっているのだろうと思うのですね。この下がってくることによって、

県は供給しているわけでありますけれども、何らかの形で需要を求めるようなことが

出ているのでしょうか。浄化槽等が設置されれば、それなりの需要はふえてくるのだ

ろうと思うのですけれども、その辺のところである程度県水が量的には、もう町に供

給する量が決められてくるのかなというふうに思っているのですけれども、その辺の

ところがどういうふうになっているのか。

それから、県水が入ってくるわけでありますけれども、これで配水管の耐震化、こ

れは、具体的にどういうふうになっているのでしょうか。その２点お聞きしたいと思

います。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。

県水の受水量の関係でございますが、県水につきましては、県から毎年２月ごろ、
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受水量の増量についての要請というのは毎年来ております。ただし、その中でうちの

ほうも回答するわけですけれども、配水量等が減少している、人口減等に伴ってとい

う部分のときには、それなりに見合った受水量、受水率で対応させていただければと

いうことで、県においても受水率、嵐山町の全体の配水量に対する県水の受水量の率

でございますが、その辺については前年と同程度の受水率を保っていただけるように、

増量が無理であれば、そのようなところはぜひ考慮していただきたいという、そうい

うことを毎年県の県水を担当する部署からそのような要請はされております。

それですので、受水量の限度額というのは、計画上は3,500トンまではだから受水

ができるというふうなことになっておりますので、それ日量の話ですが、今が2,000ト

ン弱ぐらいまでしか最大でも通っていないかなと思うのですけれども、そういうふう

なことでございますので、その受水をしようとすれば、そこまでは受水ができるとい

うふうなことで、各事業体もこの辺については事業体の事情によりまして、受水率は

だから、契約の受水量満額とっているところというのはそうはだからないのかな。大

きい自治体は別でしょうけれども、と思います。量については、そのような状況でご

ざいます。

それと、配水管の耐震の関係でございますが、耐震につきましては、今24年度の予

測で申し上げますと、まず基幹管路、重要な管路につきましては、嵐山町が重要管路

として指定を考えておりますのは、導水管、送水管と配水本管でございます。配水本

管につきましては、口径が250ミリ以上のものを基幹の管路として位置づけておるわ

けですが、それがその延長が、全体延長が24.1キロほどございます。そのうちの耐震

化がされたものは23.9％になる予定でございます。今24年度工事中のものもございま

すので、実際工事が終わりますと若干の変動はあろうかと思うのですが、そのような

ことで。ちなみに23年度末の耐震化率が19.1％でございました。だから、４ポイント

ほどふえるかなと、そういう状況でございます。

これが今、基幹管路の耐震率でございますが、町全体のそのほかの配水管等を含め

ますと、町内にはこれも24年度末の予定でございますが、175.6キロほど配管、全体

的にはございます。それに対する耐震化率でいきますと7.6％になる予定でございま

す。耐震化につきましては、以上のような状況です。

〇吉場道雄委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 県水ずっとこう余り使用料がふえていないわけですね。そうすると、
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県のほうはどうしても買ってもらいたいという要望は強いのだろうと思うのですね。

今、県水、嵐山町これ以上伸ばすというあれはほとんどできないのだろうというふう

に思っているのですけれども、そこら辺でいくと、もうこれ以上はもうずっと町のほ

うは、これ以上はもう使えないよという形でのこだわりというのがずっと続くと思う

のですけれども、その辺のところでは、県のほう何とかもっと拡大するための方法を

考えるとかというのは出ているのでしょうか。

それから、給水管の関係、これは今課長の答弁ですと、私は県水の関係もちょっと

聞くのですけれども、そこら辺のことではなくて、これは町全体の関係なのでしょう

か。県水の耐震化は、嵐山町に入っている耐震化はどのくらい進んでいるのか、それ

も聞いたのですけれども。

〇吉場道雄委員長 大澤上下水道課長。

〇大澤雄二上下水道課長 お答えいたします。

県水の受水量でございますが、今ご質問のとおり、嵐山町は今受水している量をふ

やすというか、増量する状況にはないと思っております。ですので、先ほど言いまし

たように、今年、県のほうからの要請があるということで、だから受水率、町のだか

ら配水量に応じた率については、だから実際の受水率が減少するとしても、率は前年

度と同じぐらいの率の受水はしてほしい。そういうふうなお話が毎年されております。

そういうふうなことで県にも理解をしていただいているということでございます。

それと、県水の供給してくる管の耐震化につきましては、これにつきましては、ち

ょっと私どもも県のほうに改めて確認をしたことがないのですけれども、それは耐震

化がされているものとは思っておるのですが、それについては改めて確認もしてみた

いと思います。すみません。

〇吉場道雄委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇吉場道雄委員長 討論を終結いたします。

これより議案第28号 平成25年度嵐山町水道事業会計予算議定についての件を採決

いたします。
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本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇吉場道雄委員長 挙手全員。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

◎委員長閉会の挨拶

〇吉場道雄委員長 以上をもちまして、予算特別委員会に付託されました予算議案６件

の審査は、全て終了いたしました。

４日間にわたりまして慎重審査をされ、大変ご苦労さまでした。

また、町長、教育長をはじめとする説明員の皆様には、お忙しい中ご出席をいただ

き、まことにありがとうございました。

なお、委員長報告につきましては、正副委員長に一任させていただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員長 では、そのようにさせていただきます。

◎閉会の宣告

〇吉場道雄委員長 これをもちまして、予算特別委員会を閉会いたします。

お疲れさまでした。

（午前１１時２６分）
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